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はじめに

　令和 6年度税制改正においては、賃金の上昇が
物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、
物価の上昇を上回る持続的な賃金の上昇が行われ
る経済の実現を目指す観点からの令和 6年分にお
ける所得税額の特別控除の実施及び給与等の支給
額が増加した場合の税額控除制度の強化等並びに
資本の蓄積の推進及び生産性の向上による供給力
の強化のための産業競争力基盤強化商品生産用資
産を取得した場合の税額控除制度及び特許権等の
譲渡等による所得の課税の特例の創設を行うとと
もに、新たな産業の創出及び育成を推進するため
の特定の取締役等が受ける新株予約権の行使によ
る株式の取得に係る経済的利益の非課税等の適用
要件の見直し並びに経済のグローバル化を踏まえ

た特定プラットフォーム事業者を介して行う電気
通信利用役務の提供に関する消費税の課税の特例
の創設を行うほか、納税環境の整備、租税特別措
置の見直し等所要の措置を講ずることとされ、関
係法令の改正が行われました。
　このうち租税特別措置法等（所得税関係）の改
正（国際課税関係を除きます。）では、主に次の
ような改正が行われました。
①　新たな産業の創出及び育成を推進するための
特定の取締役等が受ける新株予約権の行使によ
る株式の取得に係る経済的利益の非課税等の適
用要件の見直しなどの金融・証券税制の改正
②　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除の改正などの住宅・土地税制の改正
③　賃金の上昇が物価高に追い付いていない国民
の負担を緩和し、物価の上昇を上回る持続的な

八　環境負荷低減事業活動用資産等の特
別償却制度の改正���������� 251

九　生産方式革新事業活動用資産等の特
別償却制度の創設���������� 254
十　特定地域における工業用機械等の特
別償却制度の改正���������� 258
十一�　事業再編計画の認定を受けた場合

の事業再編促進機械等の割増償却制
度の廃止������������� 260

十二�　輸出事業用資産の割増償却制度の
改正��������������� 261

十三�　倉庫用建物等の割増償却制度の改
正���������������� 262

十四�　特別償却等に関する複数の規定の
不適用措置の改正��������� 264

十五�　特定の基金に対する負担金等の必
要経費算入の特例の改正������ 265

十六�　中小事業者の少額減価償却資産の
取得価額の必要経費算入の特例の改
正���������������� 266

十七�　特定復興産業集積区域において機
械等を取得した場合の特別償却又は

所得税額の特別控除制度の改正��� 266
十八�　特定復興産業集積区域において被

災雇用者等を雇用した場合の所得税
額の特別控除制度の改正������ 268

十九�　特定復興産業集積区域における開
発研究用資産の特別償却等制度の改
正���������������� 269

第四　その他の改正���������� 270
一　令和 6年分における所得税額の特別
控除等の実施������������ 270
二　新たな公益信託制度の創設に伴う租
税特別措置法等の整備�������� 285
三　山林所得に係る森林計画特別控除制
度の改正�������������� 308
四　給付金等の非課税の改正������ 309
五　政治活動に関する寄附をした場合の
寄附金控除の特例又は所得税額の特別
控除の改正������������� 310
六　公益社団法人等に寄附をした場合の
所得税額の特別控除制度の改正���� 311
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賃金の上昇が行われる経済の実現を目指す観点
からの給与等の支給額が増加した場合の所得税
額の特別控除制度の強化等などの事業所得等に
係る税制の改正
④　上記③と同様の観点からの令和 6年分におけ
る所得税額の特別控除の実施などのその他の改
正
　これらの改正を含む「所得税法等の一部を改正
する法律」は、去る令和 6年 3月28日に参議院本
会議で可決・成立し、同月30日に令和 6年法律第
8号として公布されています。また、関係政省令
等も、それぞれ次のとおり公布されています。
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 6 . 3 .30政令第151号）
・　沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別
措置等に関する政令の一部を改正する政令（令
6 . 3 .30政令第152号）

・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正す
る政令（令 6 . 3 .30政令第155号）
・　復興特別所得税に関する政令の一部を改正す
る政令（令 6 . 3 .30政令第156号）
・　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す
るための国税関係法律の臨時特例に関する法律
施行令の一部を改正する政令（令 6 . 3 .30政令
第157号）
・　租税特別措置法施行規則の一部を改正する省
令（令 6 . 3 .30財務省令第24号）
・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（令 6 . 3 .30財務省令第27号）
・　復興特別所得税に関する省令の一部を改正す
る省令（令 6 . 3 .30財務省令第28号）
・　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す
るための国税関係法律の臨時特例に関する法律
施行規則の一部を改正する省令（令 6 . 3 .30財
務省令第29号）
・　租税特別措置法施行令第19条の 3第 9項第 2
号に規定する対象株式等の区分管理の方法とし
て経済産業大臣が定める要件（令 6 . 3 .30経済

産業省告示第69号）
・　租税特別措置法施行令第 3条の 3第 4項の規
定に基づき要件を定める件（令 6 . 3 .30金融庁
告示第38号）
・　非課税口座に受け入れることができる上場株
式等の範囲に関する基準の一部を改正する件
（令 6 . 3 .30内閣府告示第32号）
・　平成21年経済産業省告示第68号の一部を改正
する件（令 6 . 3 .30経済産業省告示第63号）
・　平成21年経済産業省・国土交通省告示第 4号
の一部を改正する件（令 6 . 3 .30経済産業省・
国土交通省告示第 1号）
・　平成25年経済産業省・国土交通省告示第 5号
の一部を改正する件（令 6 . 3 .30経済産業省・
国土交通省告示第 2号）
・　租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土
交通大臣が財務大臣と協議して子育て対応改修
工事等の内容に応じて定める金額を定める件
（令 6 . 3 .30国土交通省告示第304号）
・　租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土
交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに
係る特例対象個人の負担を軽減するための増築、
改築、修繕又は模様替を定める件（令 6 . 3 .30
国土交通省告示第305号）
・　昭和63年建設省告示第1274号の一部を改正す
る件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第306号）
・　平成18年国土交通省告示第464号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第307号）
・　平成19年国土交通省告示第407号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第308号）
・　平成21年国土交通省告示第379号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第309号）
・　平成21年国土交通省告示第833号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第310号）
・　平成24年国土交通省告示第1383号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第311号）
・　平成28年国土交通省告示第585号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第312号）
・　平成29年国土交通省告示第279号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第313号）
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・　令和 4 年国土交通省告示第455号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第314号）
・　平成21年国土交通省告示第685号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第317号）
・　平成26年国土交通省告示第430号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第326号）
・　平成26年国土交通省告示第431号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第327号）
・　令和 4 年国土交通省告示第422号の一部を改
正する件（令 6 . 3 .30国土交通省告示第329号）
・　事業上の関係者との関係の構築の方針に記載
する事項を定める告示の一部を改正する告示
（令 6 . 3 .30厚生労働省・経済産業省・国土交通
省告示第 1号）
・　事業上の関係者との関係の構築の方針の公表
及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正
する告示（令 6 . 3 .30経済産業省告示第68号）
・　事業適応の実施に関する指針の一部を改正す
る告示（令 6 . 3 .30財務省・経済産業省告示第
3号）

・　生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利
用による環境への負荷の低減に著しく資するも
のとして経済産業大臣が定める基準の一部を改
正する告示（令 6 . 3 .30経済産業省告示第60号）
・　生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利
用による環境への負荷の低減に特に著しく資す

るものとして経済産業大臣が定める基準（令
6 . 3 .30経済産業省告示第61号）

・　租税特別措置法施行令第 6条の 2の 2第 1項
及び第 3項並びに第28条の 7第 1項及び第 3項
等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一
部を改正する件（令 6 . 3 .30農林水産省告示第
679号）
・　令和 4 年 9 月26日農林水産省告示第1476号
（租税特別措置法施行令第 6 条の 6 第 1 項及び
第29条の 4 第 1 項等の農林水産大臣が定める
件）の一部を改正する件（令 6 . 3 .30農林水産
省告示第680号）
・　流通業務の省力化に特に資するものとして国
土交通大臣が定める基準（令 6 . 3 .30国土交通
省告示第299号）
・　租税特別措置法第15条第 1項及び第48条第 1
項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその
附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改
正する告示（令 6 . 3 .30国土交通省告示第300号）
・　租税特別措置法施行令第26条の28の 2 第 3 項
の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大
臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して
定める要件及び方法を定める告示の一部を改正
する告示（令 6 . 6 .27総務省・文部科学省告示
第 1号）

第一　金融・証券税制の改正

一�　特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による�
株式の取得に係る経済的利益の非課税等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　会社法の規定に基づく決議により新株予約権
（無償で発行されたものに限ります。）を与えら
れる者とされたその決議（以下「付与決議」と
いいます。）のあった株式会社若しくはその株
式会社が発行済株式（議決権のあるものに限り
ます。）若しくは出資の総数若しくは総額の100

分の50を超える数若しくは金額の株式（議決権
のあるものに限ります。）若しくは出資を直接
若しくは間接に保有する関係その他の関係にあ
る法人の取締役等若しくはその取締役等の相続
人（以下「権利承継相続人」といいます。）又
はその株式会社若しくはその法人の特定従事者
が、その付与決議に基づきその株式会社とその
取締役等又はその特定従事者との間に締結され
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た契約により与えられたその新株予約権（その
新株予約権に係る契約において一定の要件が定
められているものに限ります。以下「特定新株
予約権」といいます。）をその契約に従って行
使することによりその特定新株予約権に係る株
式の取得をした場合には、その株式の取得に係
る経済的利益については、所得税が課税されな
いこととされています（措法29の 2 ①本文）。
　ただし、その取締役等若しくは権利承継相続
人又はその特定従事者（以下「権利者」といい
ます。）が、その特定新株予約権の行使をする
ことにより、その年におけるその行使に係る払
込金額（以下「権利行使価額」といいます。）
とその権利者がその年において既にしたその特
定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に
係る権利行使価額との合計額が、年間1,200万
円を超えることとなる場合には、その1,200万
円を超えることとなる特定新株予約権の行使に
よる株式の取得に係る経済的利益については、
所得税が課税されます（旧措法29の 2 ①ただし
書）。
（注）　上記の「取締役等」とは、上記の株式会社

又は法人の取締役、執行役又は使用人である

個人（その付与決議のあった日においてその

株式会社の大口株主又は大口株主の特別関係

者（大口株主の親族、大口株主から受ける金

銭等により生計を維持している者その他の者

をいいます。以下同じです。）に該当する者を

除きます。）をいいます。以下同じです。

　なお、この「大口株主」とは、上記の株式

会社の株式の次に掲げる区分に応じ次に定め

る数を有していた個人をいいます（旧措法29

の 2 ①、措令19の 3 ③）。以下同じです。

①�　上場等がされている株式……その株式会

社の発行済株式の総数の10分の 1 を超える

数

②�　上記①に掲げる株式以外の株式……その

株式会社の発行済株式の総数の 3 分の 1 を

超える数

⑵　上記⑴の「特定従事者」とは、上記⑴の株式

会社又は法人の取締役、執行役及び使用人であ
る個人以外の個人で次に掲げる要件を満たす者
をいいます（旧措法29の 2 ①）。
①　中小企業等経営強化法の認定新規中小企業
者等に該当する株式会社が同法の認定社外高
度人材活用新事業分野開拓計画（新株予約権
の行使の日以前に認定の取消しがあったもの
を除きます。）に従って行う同法の社外高度
人材活用新事業分野開拓に従事する同法の社
外高度人材であること。
②　その認定社外高度人材活用新事業分野開拓
計画に従って新株予約権を与えられるその社
外高度人材であること。
③　その認定社外高度人材活用新事業分野開拓
計画の実施時期の開始の日から新株予約権の
行使の日まで引き続き居住者であること。
④　付与決議のあった日においてその株式会社
の大口株主又は大口株主の特別関係者に該当
しないこと。

（注）　上記の用語の意義は次のとおりです。

イ�　上記の「認定新規中小企業者等」とは、

社外高度人材活用新事業分野開拓を行おう

とする新規中小企業者等（中小企業等経営

強化法第 2 条第 4 項に規定する新規中小企

業者等をいいます。以下同じです。）であっ

て、社外高度人材活用新事業分野開拓に関

する計画を作成し、その計画が適当である

旨の認定を受けたものをいい、資本金の額

その他の事項について次の要件を満たす会

社に限られています（中小企業等経営強化

法13、旧社外高度人材活用新事業分野開拓

に関する命令 5）。

イ�　次に掲げる会社以外の会社であること。

ⅰ�　その発行済株式の総数の 2 分の 1 を

超える株式が同一の大規模法人（資本

金の額若しくは出資の総額が 5 億円を

超える法人又は資本若しくは出資を有

しない法人のうち常時使用する従業員

の数が1,000人を超える法人をいい、中

小企業投資育成株式会社を除きます。
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以下同じです。）及びその大規模法人と

特殊の関係のある会社の所有に属して

いる会社

ⅱ�　ⅰに掲げるもののほか、その発行済

株式の総数の 3 分の 2 以上が大規模法

人及びその大規模法人と特殊の関係の

ある会社の所有に属している会社

ロ�　金融商品取引所に上場されている株式

等を発行する会社以外の会社であること。

ハ�　風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該

当する事業を行う会社以外の会社である

こと。

ニ　次に掲げる会社以外の会社であること。

ⅰ�　暴力団員又は暴力団員でなくなった

日から 5 年を経過しない者（ⅱにおい

て「暴力団員等」といいます。）が役員

にいる会社

ⅱ�　暴力団員等がその事業活動を支配す

る会社

ホ�　新事業活動に係る投資及び指導を新規

中小企業者等に対して行うことを業とす

る一定の者がその新規中小企業者等の株

式を最初に取得する時において、資本金

の額が 5 億円未満かつ常時使用する従業

員の数が900人以下の会社であること。

ヘ�　社外高度人材活用新事業分野開拓計画

に従って、 2 年以上継続する業務委託契

約に基づき、その社外高度人材活用新事

業分野開拓計画全体の実施期間（以下「計

画期間」といいます。）において社外高度

人材を日本国内のみにおいて引き続き 2

年以上活用する会社であること。

ト�　計画期間が新株予約権の全ての行使の

日まで継続することとされている会社で

あること。

チ�　計画期間において、社外高度人材に対

する新株予約権の付与決議及び付与を行

う会社であること。

リ�　社外高度人材活用新事業分野開拓計画

の開始の日からその社外高度人材活用新

事業分野開拓計画に従って社外高度人材

に付与する新株予約権（その社外高度人

材活用新事業分野開拓計画に定められる

その社外高度人材の活用に係る業務であ

って日本国内のみにおいて行われるもの

に対して付与するものに限ります。）の行

使の日まで引き続き日本国内の居住者で

あるその社外高度人材を活用する会社で

あること。

ロ�　上記の「認定社外高度人材活用新事業分

野開拓計画」とは、上記イの認定に係る計

画（変更の認定があったときはその変更後

のもの）をいいます（中小企業等経営強化

法 9②）。

ハ�　上記の「社外高度人材活用新事業分野開

拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活

動に係る投資及び指導を新規中小企業者等

に対して行うことを業とする一定の者から

投資及び指導を受け、社外高度人材（新規

中小企業者等の役員及び使用人その他の従

業者以外の者で、新事業活動に有用な高度

な知識又は技能を有する次のいずれかに該

当する者をいいます。）を活用して、新事業

活動を行うことにより、新たな事業分野の

開拓を図ることをいいます（中小企業等経

営強化法 2 ⑧、旧中小企業等経営強化法施

行規則 3、 4）。

イ�　我が国の国家資格（資格のうち、法令

においてその資格を有しない者はその資

格に係る業務若しくは行為を行い、又は

その資格に係る名称を使用することがで

きないこととされているものをいいま

す。）を有し、かつ、その資格に係る業務

又は行為について 3 年以上の実務経験が

あること。

ロ�　博士の学位を有し、かつ、研究、研究

の指導又は教育について 3 年以上の実務

経験があること。

ハ�　出入国管理及び難民認定法別表第一の

二の表の上欄の高度専門職の在留資格を
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もって在留し、その専門性について 3 年

以上の実務経験があること。

ニ�　金融商品取引所に上場されている株式

等を発行する会社（以下「上場会社等」

といいます。）の役員として、 3年以上の

実務経験があること。

ホ�　国又は国から委託を受けた機関が実施

する事業であって、将来において成長発

展が期待される分野の先端的な人材育成

事業に選定され、従事していたこと。

ヘ�　認定を受けようとする社外高度人材活

用新事業分野開拓計画を開始しようとす

る日から遡って10年間において、本邦の

公私の機関との契約に基づいて、製品又

は役務の開発に 2 年以上従事し、かつ、

次のⅰ又はⅱに該当すること。

ⅰ�　その機関が、認定を受けようとする

社外高度人材活用新事業分野開拓計画

を開始しようとする日から遡って10年

間において継続して上場会社等である

場合、その製品又は役務の開発に従事

していた期間の開始時点に対し、終了

時点におけるその製品又は役務の売上

高が増加しており、かつ、その期間の

開始時点においてその製品又は役務の

売上高がその機関の全ての事業の売上

高の 1 ％未満であり、かつ、その期間

の終了時点においてその製品又は役務

の売上高がその機関の全ての事業の売

上高の 1％以上であること。

ⅱ�　その機関が、認定を受けようとする

社外高度人材活用新事業分野開拓計画

を開始しようとする日から遡って10年

間において継続して上場会社等でない

場合、次のａ又はｂに該当すること。

ａ�　その機関の従業員としてその製品

又は役務の開発に従事していた期間

の開始時点に対し、終了時点におけ

るその機関の全ての事業の売上高が

100％以上増加したこと（ただし、そ

の製品又は役務の開発に従事してい

たその期間の開始時点の売上高が10

億円未満の場合は開始時点の売上高

は10億円とみなします。）。

ｂ�　その機関のその製品又は役務の開

発に従事していた期間の開始時点に

対し、終了時点におけるその製品又

は役務の売上高が100％以上増加した

こと（ただし、その製品又は役務の

開発に従事していたその期間の開始

時点の売上高が 1 億円未満の場合は

開始時点の売上高は 1 億円とみなし

ます。）。

⑶　上記⑴の契約において定められるべき一定の
要件は、次に掲げる要件（その新株予約権が取
締役等に対して与えられたものである場合には、
①から⑥までに掲げる要件）とされています
（旧措法29の 2 ①、旧措令19の 3 ⑥～⑧、旧措
規11の 3 ①②）。
①　新株予約権の行使は、付与決議の日後 2年
を経過した日から付与決議の日後10年（次に
掲げる要件を満たすものである場合には、そ
の新株予約権の行使は、付与決議の日後15
年）を経過する日までの間に行わなければな
らないこと。
イ　株式会社が、付与決議の日においてその
設立の日以後の期間が 5年未満であること。
ロ　株式会社が、付与決議の日において金融
商品取引所に上場されている株式又は店頭
売買登録銘柄として登録されている株式を
発行する会社以外の会社であること。

②　新株予約権の行使に係る権利行使価額の年
間の合計額が、1,200万円を超えないこと。
③　新株予約権の行使に係る 1株当たりの権利
行使価額は、その新株予約権に係る契約を締
結した株式会社の株式の契約の締結時におけ
る 1株当たりの価額に相当する金額以上であ
ること。
④　新株予約権については、譲渡をしてはなら
ないこととされていること。
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⑤　新株予約権の行使に係る株式の交付が、そ
の交付のために付与決議がされた会社法に定
める事項に反しないで行われるものであるこ
と。
⑥　新株予約権の行使により取得をする株式に
つき、その行使に係る株式会社と金融商品取
引業者等との間であらかじめ締結される新株
予約権の行使により交付をされるその株式会
社の株式の振替口座簿への記載若しくは記録、
保管の委託又は管理及び処分に係る信託（以
下「管理等信託」といいます。）に関する取
決めに従い、その取得後直ちに、株式会社を
通じて、その金融商品取引業者等の振替口座
簿に記載若しくは記録を受け、又はその金融
商品取引業者等の営業所等に保管の委託若し
くは管理等信託がされること。
（注 1）　上記の振替口座簿への記載又は記録は、

株式会社が金融商品取引業者等の振替口

座簿への記載若しくは記録の通知又は振

替の申請をすることにより行うこととさ

れており、上記の保管の委託又は管理等

信託は、株式会社から金融商品取引業者

等の営業所等にその株式を直接引き渡さ

せることにより行うこととされています

（旧措令19の 3 ⑧）。
（注 2）　上記の取決めにおいて定められるべき

一定の要件は、次に掲げる要件とされて

います（旧措令19の 3 ⑦、旧措規11の 3

②）。

イ�　振替口座簿への記載若しくは記録若

しくは保管の委託に係る口座又は管理

等信託に係る契約は、新株予約権の行

使により株式を取得した権利者又は承

継特例適用者（本特例の適用を受けた

個人（以下「特例適用者」といいま

す。）から相続（限定承認に係るものを

除きます。）又は遺贈（包括遺贈のうち

限定承認に係るものを除きます。）によ

り特例適用者が有するその適用を受け

て取得をした株式その他これに類する

株式で上記⑥の取決めに従い振替口座

簿に記載等がされているもの（以下

「特定株式」といいます。）（特定従事者

に対して与えられた特定新株予約権の

行使により取得をした株式その他これ

に類する株式を除きます。以下「取締

役等の特定株式」といいます。）を取得

した個人をいいます。以下同じです。）

の各人別に開設され、又は締結される

ものであること。

ロ�　振替口座簿への記載若しくは記録若

しくは保管の委託に係る口座又は管理

等信託に係る契約においては、新株予

約権の行使により取得する株式（その

行使等が上記①から③まで及び⑤に掲

げる要件を満たすなど本特例の対象と

なる一定の株式に限ります。以下「対

象株式」といいます。）又は承継特例適

用者が特例適用者から相続（限定承認

に係るものを除きます。）若しくは遺贈

（包括遺贈のうち限定承認に係るものを

除きます。）により取得する取締役等の

特定株式（以下「対象株式等」といい

ます。）のうち、その口座を開設した金

融商品取引業者等の振替口座簿に記載

若しくは記録をする方法又はその保管

の委託若しくは管理等信託に係る金融

商品取引業者等の営業所等に株式を直

接引き渡す方法等の一定の方法により

振替口座簿への記載若しくは記録若し

くは保管の委託又は管理等信託がされ

るもの以外の株式を受け入れないこと。

ハ�　金融商品取引業者等の振替口座簿に

記載若しくは記録をし、又は金融商品

取引業者等に保管の委託若しくは管理

等信託をしている特定株式又は承継特

定株式（特例適用者から相続（限定承

認に係るものを除きます。）又は遺贈

（包括遺贈のうち限定承認に係るものを

除きます。）により取得をした取締役等
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の特定株式その他これに類する株式で

上記⑥の取決めに従い引き続き振替口

座簿に記載等がされているものをいい

ます。以下同じです。）の譲渡は、その

金融商品取引業者等の振替口座簿への

記載若しくは記録又は保管の委託若し

くは管理等信託に係る営業所等におい

てその金融商品取引業者等への売委託

又はその金融商品取引業者等に対する

譲渡により行うこと。

ニ�　付与会社は、新株予約権の行使を受

けて金融商品取引業者等の営業所等に

株式を引き渡す際に、権利者の氏名、

住所及び個人番号並びに株式の数及び

権利行使価額その他の事項をその営業

所等に通知すること。

ホ�　付与会社は、特例適用者が氏名、住

所又は個人番号の変更や死亡したこと

を知った場合には、その旨その他の事

項を金融商品取引業者等の営業所等に

通知すること。

ヘ�　金融商品取引業者等は、権利者又は

承継特例適用者との間で、次に掲げる

事項を約すること。

イ�　権利者又は承継特例適用者は、氏

名、住所又は個人番号の変更をした

場合には、その旨その他の事項を金

融商品取引業者等の営業所等に届け

出ること。

ロ�　権利者又は承継特例適用者は、個

人番号が初めて通知された場合には、

遅滞なく、その旨並びにその通知を

受けた後の氏名、住所及び個人番号

を金融商品取引業者等の営業所等に

届け出ること。

ハ�　権利者又は承継特例適用者が死亡

した場合には、相続人は、相続の開

始があったことを知った日以後遅滞

なく、金融商品取引業者等の営業所

等にその旨その他の事項を届け出る

こと。

ニ�　権利者が死亡した場合には、相続

人は、相続の開始があったことを知

った日の翌日から10月以内に特定株

式の返還を受け、又は引き続き取締

役等の特定株式の振替口座簿への記

載若しくは記録若しくは保管の委託

若しくは管理等信託をすること。

ホ�　ニの相続人が、ニの期限内に特定

株式の返還を受けず、かつ、引き続

き特定株式の振替口座簿への記載若

しくは記録又は保管の委託若しくは

管理等信託をしない場合には、金融

商品取引業者等の営業所等はその特

定株式に係る振替口座簿への記載若

しくは記録又は保管の委託若しくは

管理等信託を終了させること。

ヘ�　権利者（取締役等の特定株式以外

の特定株式を有する権利者に限りま

す。トにおいて同じです。）は、国外

転出をする場合には、その国外転出

をする時までに金融商品取引業者等

の営業所等にその旨を届け出ること。

ト�　金融商品取引業者等の営業所等は、

権利者が国外転出をした場合には、

その権利者が有する取締役等の特定

株式以外の特定株式に係る振替口座

簿への記載若しくは記録又は保管の

委託若しくは管理等信託を終了させ

ること。
（注 3）　上記（注 2）イ及びハの「その他これ

に類する株式」とは、その取得をした株

式につき有し、又は取得することとなる

分割若しくは併合後の所有株式、一定の

合併に係る合併法人株式若しくは合併親

法人株式、一定の分割型分割に係る分割

承継法人株式若しくは分割承継親法人株

式又は一定の株式交換により交付を受け

た株式交換完全親法人の株式等で、単元

未満株式に該当する一定の株式を除いた
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ものをいいます（旧措法29の 2 ④、旧措

令19の 3 ⑨～⑪、旧措規11の 3 ⑤⑥）。

⑦　契約により新株予約権を与えられた者は、
契約を締結した日から新株予約権の行使の日
までの間において国外転出をする場合には、
国外転出をする時までにその新株予約権に係
る契約を締結した株式会社にその旨を通知し
なければならないこと。
⑧　契約により新株予約権を与えられた者に係
る中小企業等経営強化法の認定社外高度人材
活用新事業分野開拓計画につき新株予約権の
行使の日以前に認定の取消しがあった場合に
は、その新株予約権に係る契約を締結した株
式会社は、速やかにその者にその旨を通知し
なければならないこと。

⑷　本特例は、権利者が特定新株予約権の行使を
する際に、次に掲げる要件（権利者が行使をす
る特定新株予約権が取締役等に対して与えられ
たものである場合には、次の①及び③に掲げる
要件）を満たす場合に限って、適用することが
できることとされています（旧措法29の 2 ②、
旧措規11の 3 ③）。
①　その権利者が、付与決議の日においてその
株式会社の大口株主又は大口株主の特別関係
者に該当しなかったことを誓約する書面をそ
の株式会社に提出したこと。
②　その権利者が、認定社外高度人材活用新事
業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から
その特定新株予約権の行使の日まで引き続き
居住者であったことを誓約する書面をその株
式会社に提出したこと。
③　その権利者が、その特定新株予約権の行使
の日の属する年におけるその権利者の他の特
定新株予約権の行使の有無（その行使があっ
た場合には、その行使に係る権利行使価額及
び行使年月日並びに他の特定新株予約権に係
る付与決議のあった株式会社の名称等）並び
に提出者の氏名、住所及び個人番号等を記載
した書面をその株式会社に提出したこと。
④　その株式会社が、認定社外高度人材活用新

事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化
法第 9条第 2項の規定による認定の取消しが
なかったことを確認し、その権利者から提出
を受けた上記③の書面にその確認をした事実
を記載したこと。

⑸　特例適用者について、次の①から③までに掲
げる事由により、特定株式の全部又は一部の返
還又は移転があった場合には、その返還又は移
転があった特定株式については、その事由が生
じた時に、その時における価額に相当する金額
による譲渡があったものと、次の①の事由によ
る返還を受けた特例適用者については、その事
由が生じた時に、その時における価額に相当す
る金額をもってその返還を受けた特定株式の数
に相当する数のその特定株式と同一銘柄の株式
の取得をしたものとそれぞれみなして、株式等
に係る譲渡所得等の課税の特例その他の所得税
に関する法令の規定を適用することとされてい
ます（旧措法29の 2 ④、旧措令19の 3 ⑫）。た
だし、承継特例適用者が、取締役等の特定株式
を上記⑶⑥の取決めに従い引き続きその特定株
式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記
載若しくは記録を受け、又はその金融商品取引
業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等
信託をする場合には、この限りではありません。
①　金融商品取引業者等の振替口座簿への記載
若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の
解約又は終了（上記⑶⑥の取決めに従ってさ
れる譲渡に係る終了又は取締役等の特定株式
以外の特定株式を有する特例適用者の国外転
出に係る終了を除きます。）
②　贈与（法人に対するものを除きます。）又
は相続（限定承認に係るものを除きます。）
若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に
対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを
除きます。）
③　上記⑶⑥の取決めに従ってされる譲渡以外
の譲渡でその譲渡の時における価額より低い
価額によりされるもの（法人に対するその譲
渡の時における価額の 2分の 1に満たない、
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いわゆる低額譲渡に該当するものを除きま
す。）

⑹　付与決議に基づく契約により取締役等若しく
は権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予
約権を付与する株式会社は、特定新株予約権を
付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所
及び個人番号、その特定新株予約権の行使に係
る権利行使価額、取締役等が死亡した場合にそ
の特定新株予約権を行使できることとなる相続
人の有無並びにその付与をした新株予約権の区
分その他の事項を記載した「特定新株予約権の
付与に関する調書」を、その付与をした日の属
する年の翌年 1月31日までに、税務署長に提出
しなければならないこととされています（措法
29の 2 ⑥、旧措令19の 3 ㉕、旧措規11の 3 ⑫、
別表 6⑴）。
　また、上記⑶⑥の取決めに従い特定株式又は
承継特定株式につき振替口座簿への記載若しく
は記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは
管理等信託を引き受けている金融商品取引業者
等は、その振替口座簿への記載若しくは記録を
受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をし
ている者の氏名、住所及び個人番号並びにその
特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若
しくは交付をした年月日、数及び事由その他の
事項を記載した「特定株式等の異動状況に関す
る調書」を、毎年 1月31日までに、税務署長に
提出しなければならないこととされています
（旧措法29の 2 ⑦、旧措令19の 3 ㉖、旧措規11
の 3 ⑬、別表 6⑵）。

2 　改正の内容等

　スタートアップは、イノベーションを生み出す
主体として、生産性向上を通じて、日本経済の潜
在成長率を高める重要な存在です。一方で、全体
として資金や人材面で課題を抱えており、そうし
た課題への対応を後押ししていく必要があります。
その際、課題や措置の必要性等がスタートアップ
のステージ毎に異なる点に留意し、ステージ毎の
きめ細やかでメリハリの利いた対応を行うことが

重要であり、特に、資金調達に係る措置について
は、各ステージのリスクに応じた優遇措置とする
必要があります。ときに特例的な優遇措置を設け
る必要もありますが、その際は、対象がスタート
アップに限定されるよう制度設計をし、その政策
効果や必要性をよく見極める必要があります。ま
た、優遇税制が租税回避に用いられやすい点にも
留意し、適切な執行体制を確保することも重要で
す。特に、所得税の優遇措置に当たっては、過度
な富裕層優遇となる可能性にも留意し、公平性の
観点にも配慮した制度設計を行う必要があります。
こうしたスタートアップ関連税制に対する基本的
な考え方の下、令和 6年度税制改正においては、
令和 5年度に引き続き、スタートアップ・エコシ
ステムの抜本的強化のための税制措置を講ずるこ
ととされました。
　具体的には、スタートアップの「出口」につい
て、現在は IPO に偏重していますが、事業規模
が未拡大の段階で IPO が行われ、その後に成長
が鈍化する傾向にあるとの指摘があります。
M&Aを促進することで、スタートアップが既存
企業の資金や人材といった経営資源を活用できる
ようになり、その後の「事業展開」において、よ
り力強い成長を実現することが期待されます。こ
の観点から、ストックオプション税制における保
管委託要件について、企業買収時において機動的
に対応できるよう、スタートアップ自身による管
理の方法を新設することとされました。さらに、
主としてレイター期の人材確保に資するよう、ス
トックオプション税制の年間の権利行使価額の上
限を、スタートアップが発行したものについて、
最大で改正前の 3 倍となる年間3,600万円への引
上げを実施しました。

⑴　特定新株予約権に係る権利行使価額の限度額
の引上げ等
①　権利行使価額の限度額の引上げ
　権利行使価額の年間の限度額である1,200
万円の判定について、特定新株予約権に係る
付与決議の日において、その特定新株予約権
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に係る契約を締結した株式会社が、その設立
の日以後の期間が 5年未満のものである場合
にはその権利行使価額を 2で除して計算した
金額とし、次に掲げる要件を満たすものであ
る場合にはその権利行使価額を 3で除して計
算した金額として、その判定を行うこととさ
れました（措法29の 2 ①ただし書、二、措規
11の 3 ①）。
イ　株式会社が、その特定新株予約権の付与
決議の日においてその設立の日以後の期間
が 5年以上20年未満であること。
ロ　株式会社が、次に掲げる会社のいずれか
に該当すること。
イ　その特定新株予約権の付与決議の日に
おいて金融商品取引所に上場されている
株式又は店頭売買登録銘柄として登録さ
れている株式を発行する会社以外の会社
ロ　その特定新株予約権の付与決議の日に
おいて、金融商品取引所に上場されてい
る株式を発行する会社（以下「上場会
社」といいます。）で、その株式が金融
商品取引法第121条の規定により内閣総
理大臣への届出がなされて最初にいずれ
かの金融商品取引所に上場された日（そ
の株式が同日の前日において店頭売買登
録銘柄として登録されていた株式である
場合には、その株式が最初に認可金融商
品取引業協会の定める規則に従い店頭売
買登録銘柄として登録された日）以後の
期間が 5年未満であるもの
ハ　その特定新株予約権の付与決議の日に
おいて、店頭売買登録銘柄として登録さ
れている株式を発行する会社（以下「店
頭売買登録会社」といいます。）で、そ
の株式が最初に認可金融商品取引業協会
の定める規則に従い店頭売買登録銘柄と
して登録された日以後の期間が 5年未満
であるもの

（注）　上記の権利行使価額の限度額である1,200

万円の判定については、その年中に権利行

使をしたものから順次、権利行使価額を積

み上げて計算を行い、1,200万円を超えたそ

の権利行使価額の全額が本特例の対象外と

なる制度となっています。

　今回の改正により、権利行使価額の限度

額が実質的に1,200万円、2,400万円、3,600万

円となる株式会社が存在することとなり、

また、これらの株式会社に係る権利行使価

額について権利者ごとに共通の限度額

（1,200万円）で判定を行う必要があることか

ら、上記のとおり権利行使価額を換算した

金額（以下「換算後の権利行使価額」とい

います。）を用いて限度額の判定を行うこと

とされました。

②　付与会社から金融商品取引業者等の営業所
等への通知事項の追加
　上記 1⑶⑥（注 2）ニのとおり、付与会社
は、新株予約権の行使を受けて金融商品取引
業者等の営業所等に株式を引き渡す際に、権
利者の氏名、住所及び個人番号並びに株式の
数及び権利行使価額その他の事項をその営業
所等に通知することとされていました（旧措
規11の 3 ②一）。後述する⑸②の「特定株式
等の異動状況に関する調書」の記載事項の見
直しに伴い、次に掲げる事項が、この通知す
べき事項として追加されました（措規11の 3
③一ハニ）。
イ　その新株予約権に係る付与決議の日及び
その付与会社の設立の日（その付与会社が
上場会社又は店頭売買登録会社に該当する
ものである場合には上記①ロロの上場され
た日又は上記①ロハの登録された日を、そ
の付与会社が上記①ロイに掲げる会社に該
当するものである場合にはその旨を併せて
通知することとされています。）
ロ　その対象株式に係る換算後の権利行使価
額
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⑵　株式を発行した株式会社等による管理方法の
追加
　本特例の適用対象となる新株予約権の行使に
より取得をする株式の管理の方法について、上
記 1⑶⑥の「金融商品取引業者等の振替口座簿
に記載若しくは記録を受け、又はその金融商品
取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管
理等信託がされること」との要件に代えて、
「新株予約権の行使により取得をする株式につ
き、その行使に係る株式会社とその契約により
新株予約権を与えられた者との間であらかじめ
締結される新株予約権の行使により交付をされ
るその株式会社の株式（譲渡制限株式に限りま
す。）の管理に関する取決めに従い、その取得
後直ちに、その株式会社により管理がされるこ
と」との要件を選択適用できることとされまし
た（措法29の 2 ①六ロ、措令19の 3 ⑨⑩、措規
11の 3 ④）。
（注 1）　上記の管理は、権利者が新株予約権の行

使により株式の取得をする際、その株式の

交付をする株式会社が備え付ける帳簿に、

その株式の取得その他の異動状況に関する

事項を記載し、又は記録することにより行

うものとされました（措令19の 3 ⑩）。
（注 2）　上記の管理に関する取決めにおいて定め

られるべき一定の要件は、次に掲げる要件

とされました（措令19の 3 ⑨、措規11の 3

④）。

①�　管理に係る契約は、新株予約権の行使

により株式を取得した権利者又は承継特

例適用者の各人別に締結されるものであ

ること。

②�　下記⑷の株式会社が、対象株式等（対

象株式等に類する株式（上記 1⑶⑥（注

3）の株式をいいます。）を含み、譲渡制

限株式に限ります。以下同じです。）につ

き帳簿を備え、権利者又は承継特例適用

者の別に、その対象株式等の取得その他

の異動状況に関する事項を記載し、又は

記録することによって、その対象株式等

をその対象株式等と同一銘柄の他の株式

と区分して管理をすることその他の経済

産業大臣が定める要件を満たす方法によ

って管理をすること。
（注）�　上記②の経済産業大臣が定める要件

は告示によって、次に掲げる要件が定

められました（令 6 . 3 経産告69）。

イ�　株式会社は、対象株式等につき区

分管理のための帳簿（以下「区分管

理帳簿」といいます。）を備え、権利

者又は承継特例適用者の別に、次に

掲げる事項等を記載し、又は記録す

ることによって、その対象株式等を

その対象株式等と同一銘柄の他の株

式と区分して管理すること。

イ　区分管理帳簿を作成した日

ロ�　権利者又は承継特例適用者の氏

名及び住所

ハ�　権利者又は承継特例適用者が取

得をし、又は譲渡をした特定株式

又は承継特定株式が、特定株式、

承継特定株式又は取締役等の特定

株式のいずれに該当するかの別

ニ�　権利者又は承継特例適用者が取

得をした特定株式又は承継特定株

式の取得をした日、取得の事由、

取得をした特定株式又は承継特定

株式の数及び 1 株当たりの権利行

使価額

ホ�　権利者又は承継特例適用者が譲

渡をした特定株式又は承継特定株

式の譲渡をした日、譲渡の事由、

譲渡をした特定株式又は承継特定

株式の数及び 1 株当たりの譲渡の

対価の額（その対価の額がその譲

渡をした時における特定株式又は

承継特定株式 1 株当たりの価額を

下回る場合には、その 1 株当たり

の価額を含みます。）

ヘ�　区分管理帳簿の写しの交付をす
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る時における権利者又は承継特例

適用者の有する特定株式又は承継

特定株式の数

ロ�　株式会社は、その作成した区分管

理帳簿を電磁的記録により作成した

場合には、その電磁的記録を、次に

掲げる措置のいずれかを講じた上で、

保存すること。

イ�　電磁的記録の記録事項に電子計

算機を使用して作成する国税関係

帳簿書類の保存方法等の特例に関

する法律施行規則（平成10年大蔵

省令第43号。以下「電子帳簿保存

法施行規則」といいます。）第 2

条第 6 項第 2 号ロに規定するタイ

ムスタンプを付すこと。

ロ�　次に掲げる要件のいずれかを満

たす電子帳簿保存法施行規則第 2

条第 2 項第 1 号イに規定する電子

計算機処理システムを使用して電

磁的記録の保存を行うこと。

ⅰ　電磁的記録の記録事項につい

て訂正又は削除を行った場合に

は、これらの事実及び内容を確

認することができること。

ⅱ　電磁的記録の記録事項につい

て訂正又は削除を行うことがで

きないこと。

ハ�　株式会社は、その作成した区分管

理帳簿を、権利者又は承継特例適用

者の別に整理し、その区分管理帳簿

の閉鎖の日の属する年の翌年から 5

年間保存すること。

ニ�　株式会社は、新株予約権の行使に

より交付をされた特定株式につき管

理をする場合には、その行使をした

権利者に対して、区分管理帳簿の写

しの交付（その写しの交付に代えて

行う電磁的方法によるその写しに記

載すべき事項の提供を含みます。）を

すること。

ホ�　株式会社は、管理をしている特定

株式又は承継特定株式の譲渡がされ

た場合には、その特定株式又は承継

特定株式の譲渡をした特例適用者又

は承継特例適用者に対して、区分管

理帳簿の写しの交付をすること。

ヘ�　特例適用者又は承継特例適用者は、

管理がされている特定株式又は承継

特定株式の譲渡をした場合には、遅

滞なく、その譲渡をした特定株式又

は承継特定株式に係る上記イハに掲

げる事項並びにその譲渡をした特定

株式又は承継特定株式の数及び 1 株

当たりの譲渡の対価の額を株式会社

に通知すること。

ト�　株式会社は、管理に係る契約の移

転をする際、その移転の直前におい

て区分管理帳簿に記載され、又は記

録された事項を合併法人等（内国法

人に限ります。）に、通知すること。

③�　下記⑷の株式会社により管理がされて

いる特定株式又は承継特定株式の譲渡は、

金融商品取引業者等への売委託又は法人

に対する譲渡（権利者又は承継特例適用

者が、国内において、その法人からその

特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価

の支払を受ける場合におけるその譲渡に

限ります。）により行うこと。

（注）�　上記③の要件により、特定株式又

は承継特定株式の譲渡を受けた金融

商品取引業者等又は法人からは、税

務署長に対して「株式等の譲渡の対

価等の支払調書」等が提出されるこ

ととなります（措令19の 3 ㉚～㉟、

措規⑲⑳）。

④�　下記⑷の株式会社が、権利者又は承継

特例適用者との間で、次に掲げる事項を

約すること。

イ�　権利者又は承継特例適用者は、氏名、
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住所又は個人番号の変更をした場合に

は、その旨その他の事項を管理に係る

株式会社に届け出ること。

ロ�　権利者又は承継特例適用者は、個人

番号が初めて通知された場合には、遅

滞なく、その旨並びにその通知を受け

た後の氏名、住所及び個人番号を管理

に係る株式会社に届け出ること。

ハ�　権利者又は承継特例適用者が死亡し

た場合には、相続人は、相続の開始が

あったことを知った日以後遅滞なく、

管理に係る株式会社にその旨その他の

事項を届け出ること。

ニ�　権利者が死亡した場合には、相続人

は、相続の開始があったことを知った

日の翌日から10月以内に特定株式の返

還を受け、又は引き続き取締役等の特

定株式の管理をさせること。

ホ�　上記ニの相続人が、上記ニの期限内

に特定株式の返還を受けず、かつ、引

き続き特定株式の管理をさせない場合

には、管理を終了させること。

ヘ�　権利者（取締役等の特定株式以外の

特定株式を有する権利者に限ります。

トにおいて同じです。）は、国外転出を

する場合には、その国外転出をする時

までに管理に係る株式会社にその旨を

届け出ること。

ト�　管理に係る株式会社は、権利者が国

外転出をした場合には、その権利者が

有する取締役等の特定株式以外の特定

株式に係る管理を終了させること。

チ�　権利者又は承継特例適用者は、管理

がされている特定株式又は承継特定株

式の譲渡をした場合（管理に係る株式

会社に譲渡をした場合を除きます。）に

は、遅滞なく、その譲渡をした特定株

式又は承継特定株式に係る売買契約書

の写しをその株式会社に提出（その写

しの提出に代えて行う電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法をい

います。以下同じです。）によるその写

しに記載すべき事項の提供を含みま

す。）をすること。

⑶　株式会社に提出する書面の提出方法の追加等
①　上記 1⑷の書面の提出に代えて、電磁的方
法によるその書面に記載すべき事項の提供を
行うことができることとされました（措法29
の 2 ②）。
　また、その書面に記載すべき事項の提供を
受けた株式会社は、他の関係書類（電磁的方
法により提供されたその関係書類に記載すべ
き事項を記録した電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいいます。以下同じです。）を含み
ます。）とともに各人別に整理し、その書面
に記載すべき事項を記録した電磁的記録をそ
の提供を受けた日の属する年の翌年から 5年
間保存しなければならないこととされました
（措法29の 2 ③、措規11の 3 ⑥）。
②　上記⑴①の改正に伴い、上記 1⑷の書面に
は換算後の権利行使価額を記載することとさ
れました（措規11の 3 ⑤三・五・六）。

⑷　特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の
返還又は移転があった場合におけるみなし譲渡
課税の見直し
　上記⑵の改正に伴い、上記⑵の管理に関する
取決めに従って上記⑵の株式会社（その株式会
社を被合併法人とする合併により管理に係る契
約の移転を受けた合併法人その他の一定の法人
を含みます。以下同じです。）により管理がさ
れている特定株式について、次に掲げる事由に
よりその特定株式の全部又は一部の返還又は移
転があった場合には、その返還又は移転があっ
た特定株式については、その事由が生じた時に、
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その時における価額に相当する金額による譲渡
があったものと、次の①の事由による返還を受
けた特例適用者については、その事由が生じた
時に、その時における価額に相当する金額をも
ってその返還を受けた特定株式の数に相当する
数のその特定株式と同一銘柄の株式の取得をし
たものとそれぞれみなして、株式等に係る譲渡
所得等の課税の特例その他の所得税に関する法
令の規定を適用することとされました（措法29
の 2 ④、措令19の 3 ⑭）。ただし、承継特例適
用者が、取締役等の特定株式を上記⑵の管理に
関する取決めに従い、引き続きその特定株式の
管理をしていた株式会社により管理をさせる場
合には、この限りではありません。
①　株式会社による管理に係る契約の解約又は
終了（上記⑵の管理に関する取決めに従って
される譲渡に係る終了又は取締役等の特定株
式以外の特定株式を有する特例適用者の国外
転出に係る終了を除きます。）
②　贈与（法人に対するもの及び公益信託の受
託者である個人に対するもの（その信託財産
とするためのものに限ります。）を除きま
す。）又は相続（限定承認に係るものを除き
ます。）若しくは遺贈（法人に対するもの並
びに公益信託の受託者である個人に対するも
の（その信託財産とするためのものに限りま
す。）及び個人に対する包括遺贈のうち限定
承認に係るものを除きます。）
③　上記⑵の管理に関する取決めに従ってされ
る譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価
額より低い価額によりされるもの（法人に対
するその譲渡の時における価額の 2分の 1に
満たない、いわゆる低額譲渡に該当するもの
を除きます。）

（注 1）　上記の「管理に係る契約の移転を受けた

合併法人その他の一定の法人」とは、上記

⑵の管理に係る契約の移転を受けた次に掲

げる合併等（租税特別措置法施行令第19条

の 3 第11項に規定する合併、分割型分割、

株式分配、株式交換又は株式移転をいいます。

以下同じです。）の区分に応じ次に定める法

人（内国法人に限ります。）とされています

（措規11の 3 ⑦）。

イ�　上記⑵の株式会社を被合併法人等（所

得税法施行令第112条第 1 項に規定する被

合併法人、同令第113条第 2 項に規定する

分割法人、同令第113条の 2 第 3 項に規定

する現物分配法人、法人税法第 2 条第12

号の 6 に規定する株式交換完全子法人又

は同条第12号の 6 の 5 に規定する株式移

転完全子法人をいいます。以下同じで

す。）とする合併等…その合併等に係る合

併法人等（次に掲げる法人をいいます。

以下同じです。）

イ�　所得税法施行令第112条第 1 項に規定

する合併法人又は合併親法人

ロ�　所得税法施行令第113条第 1 項に規定

する分割承継法人又は分割承継親法人

ハ�　所得税法施行令第113条の 2 第 1 項に

規定する完全子法人

ニ�　租税特別措置法施行令第19条の 3 第

11項に規定する株式交換完全親法人又

は株式交換完全親法人との間に一定の

関係がある法人

ホ�　租税特別措置法施行令第19条の 3 第

11項に規定する株式移転完全親法人

ロ�　上記イ又は下記ハに定める合併法人等

を被合併法人等とする合併等…その合併

等に係る合併法人等

ハ�　上記ロに定める合併法人等を被合併法

人等とする合併等…その合併等に係る合

併法人等
（注 2）　上記②について、公益信託ニ関スル法律

の改正に伴い公益信託に関する制度が見直

されたことを踏まえ、新たな制度の下で認

可を受けた公益信託に関する改正が行われ

ています。この詳細については、後掲「第

四　その他の改正」の「二　新たな公益信

託制度の創設に伴う租税特別措置法等の整

備」をご参照ください。
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⑸　調書の記載事項の見直し
①　特定新株予約権の付与に関する調書の改正
　上記⑴①の改正に伴い、上記 1⑹の「特定
新株予約権の付与に関する調書」の「権利行
使価額」の欄には上記⑴①の換算をして計算
をする前の権利行使価額（以下「換算前の権
利行使価額」といいます。）を記載すること
とされ、「摘要」の欄には、付与会社の設立
の年月日を記載し、次に掲げる場合の区分に
応じそれぞれ次に定める事項を記載すること
とされました（措規11の 3 ⑮、別表 6⑴）。
イ　特定新株予約権の付与決議の日において、
付与会社がその設立の日以後の期間が 5年
未満のものである場合…換算前の権利行使
価額を 2で除して計算した金額
ロ　付与会社が上記⑴①イ及びロに掲げる要
件を満たすものである場合…換算前の権利
行使価額を 3で除して計算した金額（その
付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社
に該当するものである場合には、金融商品
取引所に上場された年月日又は店頭売買登
録銘柄として登録された年月日を併せて記
載することとされています。）

②　特定株式等の異動状況に関する調書の改正
　上記⑴①及び⑵の改正に伴い、上記 1⑹の
「特定株式等の異動状況に関する調書」の様
式が見直され、記載事項に次に掲げる事項が
追加されました。また、上記⑷の改正に伴い、
特定株式又は承継特定株式の管理に係る契約
の移転を受けた合併法人等にその特定株式又
は承継特定株式の管理をさせる場合について
も本特例の適用対象とされたことに併せて、
その特定株式又は承継特定株式のうちに合併
法人株式等が含まれている場合には、その合
併法人株式等とその合併法人株式等以外の特
定株式又は承継特定株式との別に、それぞれ
記載することとされました（措規11の 3 ⑯、
別表 6⑵）。
イ　上記⑵の管理をさせている者の氏名、住
所及び個人番号

ロ　前年中に特定新株予約権の行使をした特
例適用者の氏名、住所又は個人番号がその
特定新株予約権の付与に係る契約を締結し
た時の氏名、住所又は個人番号と異なる場
合（同年中に上記⑵の管理を開始した場合
に限ります。）には、その契約を締結した
時の氏名、住所及び個人番号
ハ　株式会社（合併法人株式等が含まれてい
る場合には、その合併法人株式等に係る被
合併法人等及びその株式会社）の名称、本
店の所在地及び法人番号（前年中に名称又
は所在地に変更があった場合には、その変
更前の名称及び所在地を含みます。）
ニ　上記⑵の管理に係る契約を締結した年月
日（その管理の期間が定められている場合
には、その期間）
ホ　前年中に特定新株予約権の行使により交
付をされた特定株式の換算後の権利行使価
額並びにその特定新株予約権の付与決議の
あった年月日及びその特定株式に係る付与
会社の設立の年月日（その付与会社が上場
会社又は店頭売買登録会社に該当するもの
である場合には上記⑴①ロロの上場された
日又は上記⑴①ロハの登録された日を、そ
の付与会社が上記⑴①ロイに掲げる会社に
該当するものである場合にはその旨を併せ
て記載することとされています。）
ヘ　上記⑵の管理に関する取決めに従って特
定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場
合には、その譲渡の対価の額

（注）　国税庁長官は、「特定新株予約権の付与に関

する調書」及び「特定株式等の異動状況に関

する調書」の書式について所要の事項を付記し、

又は一部の事項を削ることができることとさ

れ、併せてその用紙の大きさを変更すること

ができることとされました（措規11の ３ ⑱）。

この改正の詳細については、後述「四　租税

特別措置法に定められている支払調書等の書

式等に関する特例の整備」の ２ ⑴及び⑵をご

参照ください。
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⑹　認定新規中小企業者等の要件等の見直し
　上記 1⑵④（注）イの認定新規中小企業者等
の要件のうち、上記 1⑵④（注）イホの「新事
業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等
に対して行うことを業とする一定の者がその新
規中小企業者等の株式を最初に取得する時にお
いて、資本金の額が 5億円未満かつ常時使用す
る従業員の数が900人以下の会社であること」
との要件が不要とされました（旧社外高度人材
活用新事業分野開拓に関する命令 5五）。
　また、上記 1⑵④（注）ハの社外高度人材の
要件について、次の見直しが行われました。
①　「 3 年以上の実務経験があること」との要
件について、国家資格を有する者、博士の学
位を有する者及び高度専門職の在留資格をも
って在留している者については不要とされ、
上場会社等の役員については「 1年以上の実
務経験があること」とされました（中小企業
等経営強化法施行規則 4一～三・五）。
②　社外高度人材の範囲に、次に掲げる者が追
加されました（中小企業等経営強化法施行規
則 4四・五・七ロ⑶⑷・八・九）。
イ　学校教育法による大学において教授又は
准教授の職にある者
ロ　上場会社等の重要な使用人として、 1年
以上の実務経験がある者
ハ　上場会社等でない会社（新事業活動に係
る投資及び指導を新規中小企業者等に対し
て行うことを業とする一定の者から投資及
び指導を受ける会社に限ります。）の役員
又は重要な使用人として、 1年以上の実務
経験がある者
ニ　認定を受けようとする社外高度人材活用
新事業分野開拓計画を開始しようとする日
から遡って10年間において、本邦の公私の
機関との契約に基づいて、製品又は役務の
開発に 2年以上従事し、かつ、その機関が、
同日から遡って10年間において継続して上
場会社等でない場合であって次のイ又はロ
に掲げる要件に該当する者

イ　その機関の従業員としてその製品又は
役務の開発に従事していた期間の開始時
点に対し、終了時点におけるその機関の
全ての事業の試験研究費等合計額が40％
以上増加し、かつ、その製品又は役務の
開発に従事していたその期間の終了時点
における全ての事業の試験研究費等合計
額が2,500万円以上であること。
ロ　その機関のその製品又は役務の開発に
従事していた期間の開始時点に対し、終
了時点におけるその製品又は役務の試験
研究費等合計額が40％以上増加し、かつ、
その製品又は役務の開発に従事していた
その期間の終了時点の試験研究費等合計
額が250万円以上であること。

ホ　認定を受けようとする社外高度人材活用
新事業分野開拓計画を開始しようとする日
から遡って10年間において、本邦の公私の
機関との契約に基づいて、製品又は役務の
販売又は提供に 2年以上従事し、かつ、そ
の機関が、同日から遡って10年間において
継続して上場会社等でない場合であって次
のイ又はロに掲げる要件に該当する者
イ　その機関の従業員としてその製品又は
役務の販売又は提供に従事していた期間
の開始時点に対し、終了時点におけるそ
の機関の全ての事業の売上高が100％以
上増加し、かつ、その製品又は役務の販
売又は提供に従事していたその期間の終
了時点における全ての事業の売上高が20
億円以上であること。
ロ　その機関のその製品又は役務の販売又
は提供に従事していた期間の開始時点に
対し、終了時点におけるその製品又は役
務の売上高が100％以上増加し、かつ、
その製品又は役務の販売又は提供に従事
していたその期間の終了時点の売上高が
2億円以上であること。

ヘ　認定を受けようとする社外高度人材活用
新事業分野開拓計画を開始しようとする日
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から遡って10年間において、本邦の公私の
機関との契約に基づいて、資金調達に 2年
以上従事し、かつ、その機関が、同日から
遡って10年間において継続して上場会社等
でない場合であって、その機関のその資金
調達に従事していた期間の開始時点に対し、
終了時点におけるその機関の資本金等の額
が100％以上増加し、かつ、その資金調達
に従事していたその期間の終了時点のその
機関の資本金等の額が1,000万円以上であ
ること。

③　上記のほか、社外高度人材活用新事業分野
開拓計画の認定に係る申請書の記載事項の簡
素化等が併せて行われています（社外高度人
材活用新事業分野開拓に関する命令様式第
1）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①及び⑵の改正は、令和 6年分以後
の所得税について適用し、令和 5年分以前の所
得税については従前どおりとされています（改
正法附則31①）。
　また、令和 6年 4月 1日前に締結された上記
1⑴の契約（以下「旧契約」といいます。）で、
改正前の上記 1⑶①から⑧までに掲げる要件が
定められているもの（同日から同年12月31日ま
での間に行われたその旧契約の変更により、次
に掲げる場合に該当することとなった場合には、
次に定める旧契約を含みます。）は、改正後の
上記 2 ⑴①及び⑵の要件が定められている上記
1⑴の契約とみなして、本特例を適用する経過
措置が設けられています（改正法附則31②）。
①　旧契約に定められていた上記 1⑶②の換算
前の権利行使価額に関する要件に代えて、上
記 2 ⑴①の換算後の権利行使価額に関する要
件が定められた場合（下記③に掲げる場合を
除きます。）…その換算後の権利行使価額に
関する要件及び上記 1⑶①から⑧までに掲げ
る要件（上記 1 ⑶②に掲げる要件を除きま
す。）が定められているその旧契約

②　旧契約に定められていた上記 1⑶⑥の株式
の保管の委託等に関する要件に代えて、上記
2 ⑵の株式の管理に関する要件が定められた
場合（下記③に掲げる場合を除きます。）…
その株式の管理に関する要件及び上記 1⑶①
から⑧までに掲げる要件（上記 1⑶⑥に掲げ
る要件を除きます。）が定められているその
旧契約
③　旧契約に定められていた上記 1⑶②の換算
前の権利行使価額に関する要件及び上記 1⑶
⑥の株式の保管の委託等に関する要件に代え
て、上記 2 ⑴①の換算後の権利行使価額に関
する要件及び上記 2 ⑵の株式の管理に関する
要件が定められた場合…その換算後の権利行
使価額に関する要件及びその株式の管理に関
する要件並びに上記 1⑶①から⑧までに掲げ
る要件（上記 1⑶②及び⑥に掲げる要件を除
きます。）が定められているその旧契約

⑵　上記 2 ⑴②の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に通知をする場合について適用し、同日前に通
知をした場合については従前どおりとされてい
ます（改正措規附則 7①）。
⑶　上記 2 ⑶①の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に株式会社に対して行う電磁的方法による書面
に記載すべき事項の提供について適用されます
（改正法附則31③）。
⑷　上記 2 ⑶②の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に提出をする書面について適用し、同日前に提
出した書面については従前どおりとされていま
す（改正措規附則 7②）。
⑸　上記 2 ⑷①の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に管理に係る契約の解約又は終了により特例適
用者又は承継特例適用者が有する特定株式又は
承継特定株式の全部又は一部の返還がある場合
について適用し、同日前に管理に係る契約の解
約又は終了により特例適用者又は承継特例適用
者が有する特定株式又は承継特定株式の全部又
は一部の返還があった場合については従前どお
りとされています（改正法附則31④）。
⑹　上記 2 ⑷②の改正は、公益信託に関する法律
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の施行の日から施行されます（改正法附則 1九
ヘ）。
⑺　上記 2 ⑷③の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に譲渡により特例適用者又は承継特例適用者が
有する特定株式又は承継特定株式の全部又は一
部の移転がある場合について適用し、同日前に
譲渡により特例適用者又は承継特例適用者が有
する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部
の移転があった場合については従前どおりとさ
れています（改正法附則31⑤）。
⑻　上記 2 ⑸①の改正は、特定新株予約権でその
付与をした日が令和 6年 4月 1日以後であるも
のについて適用し、特定新株予約権でその付与
をした日が同日前であるものについては従前ど
おりとされています（改正措規附則19①③）。
⑼　上記 2 ⑸②の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に提出する特定株式等の異動状況に関する調書
について適用し、同日前に提出した特定株式等
の異動状況に関する調書については従前どおり
とされています（改正法附則31⑥、改正措規附

則19②③）。
　また、令和 6年 1月 1日から同年 3月31日ま
での間に上記 1⑶⑥（注 2）ニの通知を受けた
金融商品取引業者等が同年 4月 1日以後にその
通知に係る対象株式に係る特定株式等の異動状
況に関する調書を提出する場合における上記 2
⑴②イ及びロに掲げる通知に記載すべき事項並
びに調書の書式の適用については、換算後の権
利行使価額、特定新株予約権に係る付与決議日、
付与会社の設立年月日、上場区分及び上場等の
年月日の記載を要しないこととする経過措置が
設けられています（改正措規附則 7③）。
⑽　上記 2 ⑹の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（社外高度人材活用新事業分野
開拓に関する命令の一部を改正する命令（令和
6年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令
1）附則 1、中小企業等経営強化法施行規則の
一部を改正する省令（令和 6 年経済産業省令
28）附則 1）。

二�　特定中小会社が発行した株式の取得に要した�
金額の控除等の改正

1 　改正前の制度の概要

　次世代のイノベーションの担い手たるベンチャ
ー企業に対する個人投資家の投資を促進する観点
から、次の⑴及び⑵の特例が設けられています。
これらの特例は、特定新規中小会社が発行した株
式を取得した場合の課税の特例（措法41の19）と
あわせて、「エンジェル税制」と呼ばれるもので
す。
（注）　特定新規中小会社が発行した株式を取得した

場合の課税の特例については、後述「三　特定

新規中小会社が発行した株式を取得した場合の

課税の特例の改正」をご参照ください。

⑴　特定中小会社が発行した株式の取得に要した
金額の控除等
①　平成15年 4 月 1 日以後に、特定中小会社の
特定株式を払込みにより取得をした一定の居
住者等が、その特定株式を払込み（株式の発
行に際してするものに限ります。以下同じで
す。）により取得をした場合における一般株
式等に係る譲渡所得等の課税の特例（措法37
の10）及び上場株式等に係る譲渡所得等の課
税の特例（措法37の11）の適用については、
その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金
額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の
計算上、その年中にその払込みにより取得を
した特定株式（その年12月31日において有す
るものとして一定のものに限ります。以下
「控除対象特定株式」といいます。）の取得に
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要した金額の合計額を控除することとされて
います（旧措法37の13①）。
（注）　上記の「一定の居住者等」とは、一定の

方法により判定した場合に基準日（特定中

小会社の設立の際に発行された特定株式に

あってはその特定中小会社の成立の日をい

い、特定中小会社の設立の日後に発行され

た特定株式にあってはその特定株式の払込

みの期日（払込みの期間の定めがある場合

には、その払込みをした日）をいいます。

以下同じです。）において特定中小会社が法

人税法に規定する同族会社に該当すること

となるときにおける判定の基礎となる株主

として一定の者に該当する者や、特定中小

会社の設立に際し、自らが営んでいた事業

の全部を承継させた個人等の者に該当しな

い者をいいます（旧措令25の12①、措規18

の15①～③）。下記⑵において同じです。

②　この控除の適用を受けた場合には、その適
用を受けた金額は、その適用を受けた年の翌
年以後の各年分におけるその控除対象特定株
式に係る同一銘柄株式（特定株式及びその特
定株式と同一銘柄の他の株式をいいます。以
下同じです。）の取得価額又は取得費から控
除する（取得価額等の圧縮を行う）こととさ
れています（旧措令25の12⑦）。
　また、居住者等が、その年中に取得をした
控除対象特定株式（特例株式会社（基準日に
おいて下記⑶①（注 1）ホロに掲げる要件に
該当する株式会社をいいます。）の特定株式
に係るものに限ります。以下「特例控除対象
特定株式」といいます。）の取得に要した金
額の合計額につき上記①の特例の適用を受け
た場合において、その適用を受けた金額とし
て一定の金額（以下②において「適用額」と
いいます。）が20億円を超えたときは、その
適用を受けた年（以下②において「適用年」
といいます。）の翌年以後の各年分における
その特例控除対象特定株式（以下「特例適用
控除対象特定株式」といいます。）に係る同

一銘柄株式 1株当たりの取得価額は、イに掲
げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
とされています（旧措令25の12⑧）。
イ　特例適用控除対象特定株式に係る同一銘
柄株式 1株当たりの適用年の12月31日にお
ける所得税法施行令第105条第 1 項の規定
により算出した取得価額
ロ　特例適用控除対象特定株式に係る適用年
の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定める金額をその適用年の12月31日にお
いて有するその特例適用控除対象特定株式
に係る同一銘柄株式の数で除して計算した
金額
イ　適用年においてその特例適用控除対象
特定株式以外の特例適用控除対象特定株
式（ロにおいて「他の特例適用控除対象
特定株式」といいます。）がない場合
……適用額から20億円を控除した残額
ロ　適用年において他の特例適用控除対象
特定株式がある場合……適用額から20億
円を控除した残額に、その特例適用控除
対象特定株式の取得に要した金額と当該
他の特例適用控除対象特定株式の取得に
要した金額との合計額のうちに占めるそ
の特例適用控除対象特定株式の取得に要
した金額の割合を乗じて計算した金額

（注）　上記②の「適用を受けた金額として一定

の金額」とは、次に掲げる場合の区分に応

じ次に定める金額とされており、特例控除

対象特定株式に該当する控除対象特定株式

と、それ以外の控除対象特定株式がある場

合に、適用を受けた金額について按分計算

を行うものです（旧措令25の12⑧、旧措規

18の15⑪）。なお、特例控除対象特定株式以

外の控除対象特定株式について、上記②の

取得価額等の圧縮を行う場合における上記

①の特例の適用を受けた金額についても同

内容の計算を行うことになります（旧措令

25の12⑦、旧措規18の15⑨）。

ⅰ�　その年中に取得をした特例控除対象特
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定株式の取得に要した金額の合計額につ

き上記①の特例の適用を受けた場合（ⅱ

に掲げる場合に該当する場合を除きま

す。）……その年に上記①の特例の適用を

受けた金額

ⅱ�　その年中に取得をした控除対象特定株

式（特例控除対象特定株式を除きます。

ⅱにおいて同じです。）及び特例控除対象

特定株式の取得に要した金額の合計額に

つき上記①の特例の適用を受けた場合

……その年に上記①の特例の適用を受け

た金額に、その適用を受けたその控除対

象特定株式の取得に要した金額とその適

用を受けたその特例控除対象特定株式の

取得に要した金額との合計額のうちに占

めるその特例控除対象特定株式の取得に

要した金額の割合を乗じて計算した金額

　これにより、この控除の適用を受けた年に
おいて生じたその適用を受けた金額に相当す
る株式等の譲渡所得等の金額に対する課税が、
この特例の適用を受けて取得した特定株式に
係る同一銘柄株式を譲渡したときまで繰り延
べられることとなります。

⑵　特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失
の繰越控除等
①　特定中小会社の特定株式を払込みにより取
得をした一定の居住者等について、その特定
中小会社の設立の日からその特定中小会社の
株式の上場等の日の前日までの期間内に、そ
の特定株式が株式としての価値を失ったこと
による損失が生じた場合とされるその特定中
小会社の清算結了等の一定の事実が発生した
ときは、その事実が発生したことはその特定
株式の譲渡をしたことと、その損失の金額は
その特定株式の譲渡をしたことにより生じた
損失の金額とそれぞれみなすこととされてい
ます（措法37の13の 3 ①）。
②　確定申告書を提出する一定の居住者等が、
特定株式に係る譲渡損失の金額を有する場合

には、その特定株式に係る譲渡損失の金額は、
その確定申告書に係る年分の上場株式等に係
る譲渡所得等の金額を限度として、その年分
の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算
上控除することとされています（措法37の13
の 3 ④）。
③　確定申告書を提出する一定の居住者等が、
その年の前年以前 3年内の各年において生じ
た特定株式に係る譲渡損失の金額（上記②又
はこの③の適用を受けて前年以前において控
除されたものを除きます。）を有する場合に
は、その特定株式に係る譲渡損失の金額に相
当する金額は、その確定申告書に係る年分の
一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場
株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、
その年分のその一般株式等に係る譲渡所得等
の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金
額の計算上控除することとされています（措
法37の13の 3 ⑦）。

⑶　特定中小会社及び特定株式の意義
　上記⑴及び⑵の特例の適用対象となる「特定
中小会社」とは次に掲げる株式会社をいい、
「特定株式」とはその株式会社の区分に応じそ
れぞれ次に定める株式をいうこととされていま
す（旧措法37の13①）。
①　中小企業等経営強化法に規定する特定新規
中小企業者に該当する株式会社……その株式
会社により発行される株式
（注 1）　上記の「中小企業等経営強化法に規定

する特定新規中小企業者」とは、新規中

小企業者である会社であってその事業の

将来における成長発展を図るために積極

的に外部からの投資を受けて事業活動を

行うことが特に必要かつ適切なものとし

て経済産業省令で定める要件に該当する

ものをいい（中小企業等経営強化法 6）、

経済産業省令において次の要件が定めら

れています（中小企業等経営強化法施行

規則 8）。以下同じです。
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イ�　株式会社であること。

ロ�　金融商品取引所に上場されている株

式等の発行者である会社以外の会社で

あること。

ハ�　次のイ又はロに掲げる会社以外の会

社であること。

イ�　発行済株式の総数の 2 分の 1 を超

える数の株式が同一の大規模法人及

びその大規模法人と特殊の関係のあ

る法人の所有に属している会社

ロ�　イに掲げるもののほか、発行済株

式の総数の 3 分の 2 以上が大規模法

人及びその大規模法人と特殊の関係

のある法人の所有に属している会社

ニ�　風俗営業又は性風俗関連特殊営業に

該当する事業を行う会社でないこと。

ホ�　次のイからハまでのいずれかに該当

する会社であること。

イ�　設立の日以後の期間が 5 年未満の

会社である新規中小企業者（合併又

は分割により設立されたものを除き

ます。以下「第二号新規中小企業

者」といいます。）であって次のいず

れかに該当するものであること又は

設立の日以後の期間が 5 年以上10年

未満の会社であって、前事業年度に

おいて試験研究費等の合計額（以下

「試験研究費等合計額」といいます。）

の収入金額に対する割合（以下「試

験研究費等割合」といいます。）が 5

％を超える新規中小企業者（合併又

は分割により設立されたものを除き

ます。）であること。

ⅰ�　前事業年度において試験研究費

等割合が 3 ％を超えるもの又は売

上高成長率が125％を超えるもの

ⅱ�　設立の日以後の期間が 1 年未満

の会社であって、常勤の研究者の

数が 2 人以上であり、かつ、その

研究者の数の常勤の役員及び従業

員の数の合計に対する割合が10％

以上であるもの

ⅲ�　設立の日以後の期間が 2 年未満

の会社であって、常勤の新事業活

動従事者の数が 2 人以上であり、

かつ、その新事業活動従事者の数

の常勤の役員及び従業員の数の合

計に対する割合が10％以上である

もの

ロ�　イⅰからⅲまでに掲げる要件のい

ずれかを満たす第二号新規中小企業

者（合併又は分割により設立された

ものを除きます。）であって、次のⅰ

又はⅱに掲げる会社の区分に応じ、

ⅰ又はⅱに定める要件に該当するも

のであること。

ⅰ�　設立の日以後の期間が 1 年未満

の会社（設立事業年度を経過して

いないものに限ります。）……事

業の将来における成長発展に向け

た事業計画（その設立事業年度に

おける試験研究費等合計額（事業

年度の期間が 1 年未満の場合にあ

っては、その試験研究費等合計額

を 1 年当たりの額に換算した額を

いいます。ⅱにおいて同じです。）

の出資金額に対する割合が30％を

超える見込みを記載したものに限

ります。）を有すること。

ⅱ�　設立の日以後の期間が 1 年未満

の会社（設立事業年度を経過して

いるものに限ります。）又は設立

の日以後の期間が 1 年以上の会社

……設立後の各事業年度における

営業損益金額（営業収益から営業

費用を減じて得た額をいいます。）

が零未満であり、かつ、次のａ又

はｂのいずれかに該当するもので

あること。

ａ�　設立後の各事業年度における
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売上高が零であるもの

ｂ�　前事業年度において試験研究

費等合計額の出資金額に対する

割合が30％を超えるもの

ハ�　その設立の日の属する年12月31日

において、イⅰからⅲまでに掲げる

要件のいずれかを満たす設立の日以

後の期間が 1 年未満の第二号新規中

小企業者（合併又は分割により設立

されたもの、及び他の事業者からそ

の全部又は一部を譲り受けた事業を

主たる事業とするものを除きます。）

であって次のⅰ又はⅱに掲げる会社

の区分に応じ、ⅰ又はⅱに定める要

件に該当するものであること。

ⅰ�　設立事業年度を経過していない

会社……事業の将来における成長

発展に向けた事業計画（その設立

事業年度における販売費及び一般

管理費の合計額（事業年度の期間

が 1 年未満の場合にあっては、そ

の販売費及び一般管理費の合計額

を 1 年当たりの額に換算した額を

いいます。ⅱにおいて同じ。）が

その会社の出資金額の30％を超え

る見込みを記載したものに限りま

す。）を有すること。

ⅱ�　設立事業年度を経過している会

社……前事業年度において販売費

及び一般管理費の合計額のその会

社の出資金額に対する割合が30％

を超えるものであること。

ヘ�　次のイからハまでのいずれかに掲げ

る会社の区分に応じ、イからハまでの

いずれかに定める要件に該当するもの

であること。

イ�　上記ホイに掲げるものに該当する

会社…株主グループのうちその有す

る株式の総数が、投資を受けた時点

において発行済株式の総数の10分の

3 以上であるものが有する株式の合

計数が、発行済株式の総数の 6 分の

5 を超えない会社であること。ただ

し、株主グループのうちその有する

株式の総数が最も多いものが、投資

を受けた時点において発行済株式の

総数の 2 分の 1 を超える数の株式を

有する会社にあっては、その株主グ

ループの有する株式の総数が、発行

済株式の総数の 6 分の 5 を超えない

会社であること。

ロ�　上記ホロに掲げるものに該当する

会社…株主グループのうちその有す

る株式の総数が、投資を受けた時点

において発行済株式の総数の10分の

3 以上であるものが有する株式の合

計数が、発行済株式の総数の20分の

19を超えない会社であること。ただ

し、株主グループのうちその有する

株式の総数が最も多いものが、投資

を受けた時点において発行済株式の

総数の 2 分の 1 を超える数の株式を

有する会社にあっては、その株主グ

ループの有する株式の総数が、発行

済株式の総数の20分の19を超えない

会社であること。

ハ�　上記ホハに掲げるものに該当する

会社…株主グループのうちその有す

る株式の総数が、その設立の日の属

する年12月31日において発行済株式

の総数の10分の 3 以上であるものが

有する株式の合計数が、発行済株式

の総数の100分の99を超えない会社で

あること。ただし、株主グループの

うちその有する株式の総数が最も多

いものが、同日において発行済株式

の総数の 2 分の 1 を超える数の株式

を有する会社にあっては、その株主

グループの有する株式の総数が、発

行済株式の総数の100分の99を超えな
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い会社であること。
（注 2）　特定新規中小企業者により発行される

株式を払込みにより個人が取得した場合

に、課税の特例の適用がありますが、そ

の株式を取得したことについて経済産業

省令で定めるところにより確認を受ける

こととされています。特定新規中小企業

者は、その払込みにより取得したことを

証する書類として次に掲げる書類を申請

書に添付をして提出し、都道府県知事の

確認を受けることとされています（中小

企業等経営強化法 7、中小企業等経営強

化法施行規則11②三）。

イ�　会社法第34条第 1項又は第208条第 1

項の規定による払込みがあったことを

証する書面

ロ�　外部からの投資を受けて事業活動を

行うに当たり、個人からの金銭による

払込みを受けて株式を発行するときに、

その株式の発行による資金調達を円滑

に実施するために必要となる投資に関

する契約を締結した契約書の写し（中

小企業等経営強化法施行規則第 8 条第

5 号ハ及び第 6 号ハに掲げる要件のい

ずれにも該当するものであることを証

する場合には、契約書の写し又は特定

新規中小企業者により発行される株式

の管理に関する契約を締結した契約書

の写し）

ハ�　イ及びロに掲げるもののほか、参考

となる書類
（注 3）　特定新規中小企業者により発行される

株式を個人が民法組合等（民法第667条第

1 項に規定する組合契約によって成立す

る組合又は投資事業有限責任組合をいい

ます。以下同じです。）を通じて取得した

場合にあっては、その特定新規中小企業

者は上記（注 2）イ及びハに掲げる書類

のほか、次に掲げる書類を添付すること

とされています（中小企業等経営強化法

施行規則11③）。

イ�　民法組合等の組合契約書の写し

ロ�　民法組合等が取得した株式の引受け

の申込み又はその総数の引受けを行う

契約を証する書面

ハ�　民法組合等が民法第667条第 1 項に規

定する組合契約又は投資事業有限責任

組合契約に関する法律第 3 条第 1 項に

規定する投資事業有限責任組合契約に

よって成立するものである旨を誓約す

る書面
（注 4）　都道府県知事は、申請書の提出を受け

たときは、その内容を確認し、その提出

を受けた日から、原則として 1月以内に、

申請者である特定新規中小企業者に対し

て、個人ごとに確認書を交付するものと

されています（旧中小企業等経営強化法

施行規則11④）。

②　内国法人のうち、その設立の日以後10年を
経過していない中小企業者に該当する一定の
株式会社……その株式会社により発行される
株式で次に掲げるもの
イ　投資事業有限責任組合契約に関する法律
に規定する投資事業有限責任組合（一定の
要件を満たすものに限ります。）に係る同
法に規定する投資事業有限責任組合契約に
従って取得をされるもの
ロ　金融商品取引法に規定する第一種少額電
子募集取扱業務を行う者（一定の要件を満
たすものに限ります。）が行う同法に規定
する電子募集取扱業務により取得をされる
もの

（注 1）　上記の「中小企業者に該当する一定の

株式会社」とは、次に掲げる要件を満た

す株式会社とされています（旧措規18の

15⑤）。

イ�　中小企業基本法第 2 条第 1 項各号に

掲げる中小企業者に該当する会社であ

り、かつ、次のⅰ又はⅱに掲げる会社

以外の会社であること。
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ⅰ�　その発行済株式の総数の 2 分の 1

を超える数の株式が同一の大規模法

人及びその大規模法人と特殊の関係

のある法人の所有に属している会社

ⅱ�　ⅰに掲げるもののほか、その発行

済株式の総数の 3 分の 2 以上が大規

模法人及びその大規模法人と特殊の

関係のある法人の所有に属している

会社

ロ�　金融商品取引所に上場されている株

式等を発行する会社以外の会社である

こと。

ハ�　風俗営業又は性風俗関連特殊営業に

該当する事業を行う会社でないこと。

ニ�　次のいずれかの会社であること。

ⅰ�　下記（注 2）の認定組合を通じ、

その発行する特定株式を払込みによ

り取得をしようとする居住者等との

間で投資に関する契約を締結する会

社であること。

ⅱ�　下記（注 2）の認定業者から積極

的な指導を受ける会社であり、かつ、

その認定業者が行う電子募集取扱業

務により、その発行する特定株式を

払込みにより取得をしようとする居

住者等との間で投資に関する契約を

締結する会社であること。
（注 2）　上記の「一定の要件を満たす投資事業

有限責任組合」とは、投資事業有限責任

組合契約に関する法律第 3 条第 1 項に規

定する投資事業有限責任組合契約によっ

て成立する同法第 2 条第 2 項に規定する

投資事業有限責任組合であって、その組

合がその株式を保有する特定中小会社に

対して積極的な指導を行うことが確実で

あると見込まれるものとして経済産業大

臣の認定を受けたものをいいます（措規

18の15⑥。以下この認定を受けた投資事

業有限責任組合を「認定組合」といいま

す。）。

　また、上記の「一定の要件を満たす第

一種少額電子募集取扱業務を行う者」と

は、金融商品取引法第29条の登録を受け

た者であって、その者が行う電子募集取

扱業務において募集の取扱い又は私募の

取扱いをする株式を発行する特定中小会

社に対して積極的な指導を行うことが確

実であると見込まれるものとして経済産

業大臣の認定を受けたものをいいます

（措規18の15⑦。以下この認定を受けた第

一種少額電子募集取扱業務を行う者を

「認定業者」といいます。）。

③　内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57
条の 2第 1項に規定する指定会社で平成26年
4 月 1 日から令和 7年 3月31日までの間に同
項の規定による指定を受けたもの……その指
定会社により発行される株式

⑷　特定株式の取得に要した金額の控除等に係る
添付書類
　上記⑴①の特例の適用を受けようとする場合
には、その年分の確定申告書に、上記⑴①の特
例の適用を受けようとする旨の記載をするとと
もに、次に掲げる書類を添付する必要がありま
す（旧措法37の13②、旧措規18の15⑧）。
①　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に
定める書類
イ　上記⑶①に掲げる株式会社に該当する特
定中小会社（上記⑶①（注 1）ホイ又はロ
に該当する会社に限ります。）が発行した
特定株式である場合……その特定中小会社
から交付を受けた都道府県知事のその特定
株式に係る基準日において次に掲げる事実
の確認をした旨を証する書類（その居住者
等の氏名及び住所、払込みにより取得がさ
れた特定株式の数及び特定株式と引換えに
払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
の記載があるものに限ります。）
イ　特定中小会社が上記⑶①（注 1）に掲
げる要件に該当するものであること。
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ロ　その居住者等による特定株式の取得が、
特定株式に係る投資に関する条件を定め
た契約で上記⑶①（注 2）ロの契約に該
当するもの（以下「投資に関する契約」
といいます。）に基づき払込みによりさ
れたものであること。
ハ　特定株式が特例控除対象特定株式に該
当する場合には、その特定中小会社が、
基準日において設立の日以後の期間が 5
年未満の株式会社であること及び基準日
において上記⑶①（注 1）ホロに掲げる
要件に該当する株式会社であること。

ロ　上記⑶①に掲げる株式会社に該当する特
定中小会社（上記⑶①（注 1）ホハに該当
する会社に限ります。）が発行した特定株
式である場合……その特定中小会社から交
付を受けた都道府県知事のその特定株式に
係る特定基準日（その特定中小会社のその
設立の日の属する12月31日をいいます。）
において次に掲げる事実の確認をした旨を
証する書類（その居住者等の氏名及び住所、
払込みにより取得がされた特定株式の数及
び特定株式と引換えに払い込むべき額並び
にその払い込んだ金額の記載があるものに
限ります。）
イ　特定中小会社が上記⑶①（注 1）に掲
げる要件に該当するものであること。
ロ　その居住者等による特定株式の取得が、
投資に関する契約に基づき払込みにより
されたものであること。

ハ　上記⑶②に掲げる株式会社に該当する特
定中小会社が発行した上記⑶②イに掲げる
特定株式である場合……認定組合のその特
定株式に係る基準日において次に掲げる事
実の確認をした旨を証する書類（その居住
者等の氏名及び住所、払込みにより取得が
された特定株式の数及び特定株式と引換え
に払い込むべき額並びにその払い込んだ金
額の記載があるものに限ります。）及びそ
の認定組合が上記⑶②（注 2）の認定を受

けたものであることを証する書類の写し
イ　特定中小会社が上記⑶②（注 1）に掲
げる要件に該当するものであること。
ロ　その居住者等による特定株式の取得が、
特定株式に係る投資に関する条件を定め
た契約で上記⑶②（注 1）ニⅰの契約に
該当するものに従ってその認定組合を通
じて払込みによりされたものであること。
ハ　特定株式が特例控除対象特定株式に該
当する場合には、その特定中小会社が、
基準日において設立の日以後の期間が 5
年未満の株式会社であること及び基準日
において上記⑶①（注 1）ホロに掲げる
要件に該当する株式会社であること。

ニ　上記⑶②に掲げる株式会社に該当する特
定中小会社が発行した上記⑶②ロに掲げる
特定株式である場合……認定業者のその特
定株式に係る基準日において次に掲げる事
実の確認をした旨を証する書類（その居住
者等の氏名及び住所、払込みにより取得が
された特定株式の数及び特定株式と引換え
に払い込むべき額並びにその払い込んだ金
額の記載があるものに限ります。）及びそ
の認定業者が上記⑶②（注 2）の認定を受
けたものであることを証する書類の写し
イ　特定中小会社が上記⑶②（注 1）に掲
げる要件に該当するものであること。
ロ　その居住者等による特定株式の取得が、
特定株式に係る投資に関する条件を定め
た契約で上記⑶②（注 1）ニⅱの契約に
該当するものに従ってその認定業者が行
う電子募集取扱業務による払込みにより
されたものであること。
ハ　特定株式が特例控除対象特定株式に該
当する場合には、その特定中小会社が、
基準日において設立の日以後の期間が 5
年未満の株式会社であること及び基準日
において上記⑶①（注 1）ホロに掲げる
要件に該当する株式会社であること。

ホ　上記⑶③に掲げる指定会社に該当する特
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定中小会社が発行した特定株式である場合
……その特定中小会社から交付を受けた沖
縄県知事のその特定株式に係る払込みの期
日において次に掲げる事実の確認をした旨
を証する書類（その居住者等の氏名及び住
所、払込みにより取得がされた特定株式の
数及び特定株式と引換えに払い込むべき額
並びにその払い込んだ金額の記載があるも
のに限ります。）
イ　特定中小会社が経済金融活性化措置実
施計画及び特定経済金融活性化事業の認
定申請及び実施状況の報告等に関する内
閣府令第13条各号に掲げる要件に該当す
るものであること。
ロ　その居住者等による特定株式の取得が、
特定株式投資契約に基づき、その特定中
小会社の設立の日以後10年以内に払込み
によりされたものであること。

②　特定中小会社のその居住者等が本特例の適
用対象となる居住者等に該当することの確認
をした旨を証する書類
③　特定中小会社から交付を受けたその居住者
等が有するその特定中小会社の株式の異動に
つき異動した株式数等が異動ごとに記載され
た明細書
④　居住者等と特定中小会社との間で締結され
た投資に関する契約等に係る契約書の写し
⑤　一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算
に関する明細書等
⑥　控除対象特定株式の取得に要した金額の計
算に関する明細書
⑦　控除対象特定株式数の計算に関する明細書

⑸　譲渡損失の繰越控除等に係る添付書類
　上記⑵の特例の適用を受けようとする場合に
は、確定申告書に、損失の金額の計算に関する
明細書その他の書類に加え、上記⑷①から④ま
での書類を添付する必要があります（措法37の
13の 2 ②⑤⑨、旧措令25の12の 2 ④⑤、措規18
の15の 2 の 2 ①～③⑤⑥）。

2 　改正の内容等

　前述のスタートアップ関連税制に対する基本的
な考え方の下、令和 6年度税制改正においては、
令和 5年度に引き続き、スタートアップ・エコシ
ステムの抜本的強化のための税制措置を講ずるこ
ととされました。
　具体的には、スタートアップの資金調達におい
て、新株予約権の発行が一般化していることを踏
まえ、スタートアップに対する投資の一層の促進
を図る観点から、新株予約権の行使によりエンジ
ェル税制（プレシード・シード期のスタートアッ
プへの投資の特例を含みます。）の対象となる株
式を取得した場合において、エンジェル税制が適
用されるその株式の取得費用に、新株予約権の取
得に要した費用を加えることとされたほか、信託
の財産として取得した場合についても、エンジェ
ル税制の対象に加えられる等の改正が行われまし
た。

⑴　新株予約権の行使により取得をした控除対象
特定株式の取得に要した金額の拡充
　次に掲げる新株予約権の行使により取得をし
た次に定める特定株式にあっては、上記 1 ⑴①
の控除対象特定株式の取得に要した金額に、そ
の新株予約権の取得に要した金額を含むことと
されました（措法37の13①、措令25の12④）。
①　上記 1 ⑶①に掲げる株式会社に該当する特
定中小会社に対する払込み（新株予約権の発
行に際してするものに限ります。下記②にお
いて同じです。）により取得をした新株予約
権……その特定中小会社により発行される特
定株式
②　上記 1 ⑶②に掲げる株式会社に該当する特
定中小会社に対する払込みにより取得をした
新株予約権（認定組合に係る投資事業有限責
任組合契約に従って取得をしたものに限りま
す。）……その特定中小会社により発行され
る上記 1 ⑶②イに掲げる特定株式

　なお、上記の新株予約権には、特定中小会社

─ 144 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



に該当する前の株式会社に対する払込みにより
取得をした新株予約権が含まれます。

⑵　控除対象特定株式の取得価額の計算方法の見
直し
　上記 1 ⑴①の特例の適用を受けた場合には、
その適用を受けた金額は、その適用を受けた年
の翌年以後の各年分におけるその控除対象特定
株式に係る同一銘柄株式の取得価額又は取得費
から控除する（取得価額等の圧縮を行う）こと
とされていますが（旧措令25の12⑦）、同一年
中に複数銘柄の控除対象特定株式の取得をして
いた場合において、どの銘柄の控除対象特定株
式の取得価額等の圧縮を行うのかが、必ずしも
明らかではありませんでした。そのため、今回
の改正により、特例控除対象特定株式の取得価
額又は取得費からの控除に関する規定等とのバ
ランスを踏まえ、控除対象特定株式の取得に要
した金額を基に按分計算を行うことが明確化さ
れました（措令25の12⑦）。
　具体的には、居住者等が、その年中に取得を
した控除対象特定株式（特例控除対象特定株式
を除きます。）の取得に要した金額の合計額に
つき上記 1 ⑴①の特例の適用を受けた場合にお
いて、その適用を受けた年（以下「適用年」と
いいます。）の翌年以後の各年分におけるその
適用を受けた控除対象特定株式（以下「適用控
除対象特定株式」といいます。）に係る同一銘
柄株式 1株当たりの取得価額は、①に掲げる金
額から②に掲げる金額を控除した金額とされま
した（措令25の12⑦）。
①　適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式
1株当たりのその適用年の12月31日における
所得税法施行令第105条第 1 項の規定により
算出した取得価額
②　適用控除対象特定株式に係る適用年の次に
掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める
金額をその適用年の12月31日において有する
その適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株
式の数で除して計算した金額

イ　適用年においてその適用控除対象特定株
式以外の適用控除対象特定株式（ロにおい
て「他の適用控除対象特定株式」といいま
す。）がない場合……適用を受けた金額と
して一定の金額（ロにおいて「適用額」と
いいます。）
ロ　適用年において他の適用控除対象特定株
式がある場合……適用額に、その適用控除
対象特定株式の取得に要した金額と当該他
の適用控除対象特定株式の取得に要した金
額との合計額のうちに占めるその適用控除
対象特定株式の取得に要した金額の割合を
乗じて計算した金額
（注）　上記イの「適用を受けた金額として一

定の金額」とは、次に掲げる場合の区分

に応じ次に定める金額とされており、特

例控除対象特定株式に該当する控除対象

特定株式と、それ以外の控除対象特定株

式がある場合に、適用を受けた金額につ

いて按分計算を行うものです（措令25の

12⑦、措規18の15⑨）。

イ�　その年中に取得をした控除対象特定

株式の取得に要した金額の合計額につ

き上記 1 ⑴①の特例の適用を受けた場

合（ロに掲げる場合に該当する場合を

除きます。）……その年に上記 1 ⑴①の

特例の適用を受けた金額

ロ�　その年中に取得をした控除対象特定

株式（特例控除対象特定株式を除きま

す。ロにおいて同じです。）及び特例控

除対象特定株式の取得に要した金額の

合計額につき上記 1 ⑴①の特例の適用

を受けた場合……その年に上記 1 ⑴①

の特例の適用を受けた金額に、その適

用を受けたその控除対象特定株式の取

得に要した金額とその適用を受けたそ

の特例控除対象特定株式の取得に要し

た金額との合計額のうちに占めるその

控除対象特定株式の取得に要した金額

の割合を乗じて計算した金額
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⑶　確定申告書に添付する書類の見直し
①　上記⑴の改正に伴い、上記 1 ⑷①イからハ
までの都道府県知事等の確認をした旨を証す
る書類について、その特定株式が新株予約権
の行使により取得をしたものである場合には、
その新株予約権と引換えに払い込むべき額及
びその払い込んだ金額の記載があるものに限
ることとされました（措規18の15⑧一イ⑷ロ
⑶ハ⑷）。
②　上記⑵の改正に伴い、上記 1 ⑷⑥の控除対
象特定株式の取得に要した金額の計算に関す
る明細書について、上記⑵②イ又はロに掲げ
る場合の区分に応じ上記⑵②イ又はロに定め
る金額の計算に関する明細の記載があるもの
に限ることとされました（措規18の15⑧六）。

⑷　信託の財産として取得する方法の追加
　上記⑴①の特例の適用対象に、居住者等が、
その居住者等が受益者となった信託（指定金銭
信託であって、合同運用信託以外のものに限り
ます。）の財産として上記 1 ⑶①及び②イの特
定株式の取得をする方法が追加され、中小企業
等経営強化法の特定新規中小企業者に係る株式
の払込みの確認の申請書に添付すべき書類が次
のとおり定められました（中小企業等経営強化
法施行規則11④）。また、居住者等とその信託
の受託者との間で締結する投資に関する契約に
おいて定めるべき事項等が併せて定められまし
た（中小企業等経営強化法施行規則第11条第 2
項第 3号ロに規定する投資に関する契約の契約
書の記載事項 1③、 2七）。
①　信託に係る信託契約書の写し
②　信託の財産として取得した株式の引受けの
申込み又はその総数の引受けを行う契約を証
する書面
③　上記①及び②に掲げるもののほか、参考と
なる書類

⑸　その他の改正
　上記⑴から⑷までの改正のほか、次に掲げる

改正が行われています。
①　上記⑴の改正に伴い、中小企業等経営強化
法の特定新規中小企業者に係る株式の払込み
の確認の申請書に添付すべき書類が次のとお
り定められました（中小企業等経営強化法施
行規則11②四）。
イ　募集新株予約権に係る払込みがあったこ
とを証する書面
ロ　個人からの金銭による払込みを受けて新
株予約権を発行するときに締結した投資に
関する契約書の写し
ハ　その新株予約権の割当日における新株予
約権原簿
ニ　上記イからハまでに掲げるもののほか、
参考となる書類

②　都道府県知事は、あらかじめ新規中小企業
者の承諾を得て、上記 1 ⑷①イ及びロの確認
をした旨を証する書類の交付に代えて、その
書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録
を提供することができることとされました
（中小企業等経営強化法施行規則11⑥）。
③　特定新規中小企業者に係る株式の払込みの
確認の取消しに関する事項が明確化されまし
た（中小企業等経営強化法施行規則12の 2 ）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、個人が令和 6年 4月 1日
以後に払込みにより取得をする新株予約権の行
使により取得をする特定株式について適用され
ます（改正措令附則 7①）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、個人が令和 6年 4月 1日
以後に払込みにより取得をする特定株式につい
て適用し、個人が同日前に払込みにより取得を
した特定株式については従前どおりとされてい
ます（改正措令附則 7②）。
⑶　上記 2 ⑷及び⑸の改正は、令和 6年 4月 1日
に施行されています（中小企業等経営強化法施
行規則の一部を改正する省令（令和 6年経済産
業省令28）附則 1、中小企業等経営強化法施行
規則第11条第 2項第 3号ロに規定する投資に関

─ 146 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



する契約の契約書の記載事項の一部を改正する 告示（令 6 . 3 経産告66）附則 1）。

三�　特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の�
課税の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　特定新規中小会社が発行した株式を取得した
場合の課税の特例
　一定の居住者等が、特定新規中小会社の特定
新規株式を払込み（株式の発行に際してするも
のに限ります。以下同じです。）により取得を
した場合において、その居住者等がその年中に
その払込みにより取得をした特定新規株式（そ
の年12月31日において有するものとして一定の
ものに限ります。以下「控除対象特定新規株
式」といいます。）の取得に要した金額（その
金額の合計額は800万円が限度とされます。）に
ついては、寄附金控除を適用することができる
こととされています（措法41の19①）。
（注）　上記の「一定の居住者等」とは、一定の方

法により判定した場合に基準日（特定新規中

小会社の設立の際に発行された特定新規株式

にあってはその特定新規中小会社の成立の日

をいい、特定新規中小会社の設立の日後に発

行された特定新規株式にあってはその特定新

規株式の払込みの期日（払込みの期間の定め

がある場合には、その払込みをした日）をい

います。以下同じです。）において特定新規中

小会社が法人税法に規定する同族会社に該当

することとなるときにおける判定の基礎とな

る株主として一定の者に該当する者や、特定

新規中小会社の設立に際し、自らが営んでい

た事業の全部を承継させた個人等の者に該当

しない者をいいます（旧措令26の28の 3 ①、

措規19の11①～③）。

⑵　特定新規中小会社及び特定新規株式の意義
　上記⑴の特例の適用対象となる「特定新規中
小会社」とは次に掲げる株式会社をいい、「特

定新規株式」とはその株式会社の区分に応じそ
れぞれ次に定める株式をいうこととされていま
す（措法41の19①）。
①　中小企業等経営強化法に規定する特定新規
中小企業者に該当する株式会社（その設立年
数が 1年未満であるなど一定のものに限りま
す。）……その株式会社により発行される株
式
（注）　上記の「その設立年数が 1 年未満である

など一定の特定新規中小企業者」とは、中

小企業等経営強化法施行規則第 8 条第 5 号

イ又はロに該当する特定新規中小企業者で

ある会社であって、次に掲げる要件のいず

れかに該当することについて、都道府県知

事の確認を受けたものとされています（措

規19の11⑤、中小企業等経営強化法施行規

則10、12）。なお、特定新規中小企業者の意

義については、前述「二　特定中小会社が

発行した株式の取得に要した金額の控除等

の改正」の 1 ⑶①（注 1）から（注 4）ま

でもご参照ください。

イ�　設立の日以後の期間が 1 年未満の会社

（設立後最初の事業年度を経過していない

ものに限ります。）であって、事業の将来

における成長発展に向けた事業計画を有

するもの

ロ�　設立の日以後の期間が 5 年未満の会社

であって、設立後の各事業年度に係る営

業活動によるキャッシュ・フローが赤字

であるもの及び前事業年度において試験

研究費等の合計額の収入金額に対する割

合が 5 ％を超えるものその他の要件を満

たすもの

②　内国法人のうち、その設立の日以後 5年を
経過していない中小企業者に該当する一定の

─ 147 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



株式会社……その株式会社により発行される
株式で次に掲げるもの
イ　投資事業有限責任組合契約に関する法律
に規定する投資事業有限責任組合（一定の
要件を満たすものに限ります。）に係る同
法に規定する投資事業有限責任組合契約に
従って取得をされるもの
ロ　金融商品取引法に規定する第一種少額電
子募集取扱業務を行う者（一定の要件を満
たすものに限ります。）が行う同法に規定
する電子募集取扱業務により取得をされる
もの

（注 1）　上記②の「中小企業者に該当する一定

の株式会社」とは、次に掲げる要件を満

たす株式会社とされています（措規19の

11⑥）。

イ�　中小企業基本法第 2 条第 1 項各号に

掲げる中小企業者に該当する会社であ

り、かつ、次のⅰ又はⅱに掲げる会社

以外の会社であること。

ⅰ�　その発行済株式の総数の 2 分の 1

を超える数の株式が同一の大規模法

人及びその大規模法人と特殊の関係

のある法人の所有に属している会社

ⅱ�　ⅰに掲げるもののほか、その発行

済株式の総数の 3 分の 2 以上が大規

模法人及びその大規模法人と特殊の

関係のある法人の所有に属している

会社

ロ�　金融商品取引所に上場されている株

式等を発行する会社以外の会社である

こと。

ハ�　風俗営業又は性風俗関連特殊営業に

該当する事業を行う会社でないこと。

ニ�　次のいずれかの会社であること。

ⅰ�　認定投資事業有限責任組合を通じ、

その発行する特定新規株式を払込み

により取得をしようとする居住者等

との間で投資に関する契約を締結す

る会社であること。

ⅱ�　認定少額電子募集取扱業者から積

極的な指導を受ける会社であり、か

つ、その認定少額電子募集取扱業者

が行う電子募集取扱業務により、そ

の発行する特定新規株式を払込みに

より取得をしようとする居住者等と

の間で投資に関する契約を締結する

会社であること。

ホ�　次に掲げる要件のいずれかに該当す

ることについて、認定投資事業有限責

任組合又は認定少額電子募集取扱業者

の確認を受けたものであること。

ⅰ�　設立の日以後の期間が 1 年未満の

会社（設立後最初の事業年度を経過

していないものに限ります。）であっ

て、事業の将来における成長発展に

向けた事業計画を有するもの

ⅱ�　設立の日以後の期間が 5 年未満の

会社であって、設立後の各事業年度

に係る営業活動によるキャッシュ・

フローが赤字であるもの
（注 2）　上記（注 1）の「認定投資事業有限責

任組合」及び「認定少額電子募集取扱業

者」の意義については、前述「二　特定

中小会社が発行した株式の取得に要した

金額の控除等の改正」の 1 ⑶②（注 2）

もご参照ください。

③　内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57
条の 2第 1項に規定する指定会社で平成26年
4 月 1 日から令和 7年 3月31日までの間に同
項の規定による指定を受けたもの……その指
定会社により発行される株式
④　国家戦略特別区域法第27条の 5に規定する
株式会社……その株式会社により発行される
株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別
区域法の一部を改正する法律（平成27年法律
第56号）附則第 1条第 1号に掲げる規定の施
行の日（平成27年 7 月15日）から令和 6年 3
月31日までの間に発行されるもの
（注）　上記の国家戦略特別区域法第27条の 5 に
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規定する株式会社（以下「指定会社」とい

います。）により発行される株式を払込みに

より個人が取得した場合に課税の特例の適

用がありますが、その株式を取得したこと

について内閣府令で定めるところにより確

認を受けることとされています。指定会社

は、その払込みにより取得したことを証す

る書類として次に掲げる書類を添付した申

請書をその発行する株式を払込みにより取

得した個人ごとに提出し、国家戦略特別区

域担当大臣の確認を受けることとされてい

ます（国家戦略特別区域法27の 5 、旧国家

戦略特別区域法施行規則17⑦）。

イ�　指定書の写し

ロ�　株式の発行を決議した株主総会の議事

録の写し、取締役の決定があったことを

証する書面又は取締役会の議事録の写し

ハ�　個人が取得した株式の引受けの申込み

又はその総数の引受けを行う契約を証す

る書面

ニ�　会社法第34条第 1 項又は第208条第 1 項

の規定による払込みがあったことを証す

る書面

ホ�　外部からの投資を受けて事業活動を行

うに当たり、特定株式投資契約を締結し

た契約書の写し

ヘ�　上記イからホまでに掲げるもののほか、

参考となる書類

⑤　内国法人のうち、地域再生法第16条に規定
する事業を行う同条に規定する株式会社……
その株式会社により発行される株式で、地域
再生法の一部を改正する法律（平成30年法律
第38号）の施行の日（平成30年 6 月 1 日）か
ら令和 6年 3月31日までの間に発行されるも
の
（注）　上記の内国法人により発行される株式を

払込みにより個人が取得した場合に課税の

特例の適用がありますが、その株式を取得

したことについて内閣府令で定めるところ

により確認を受けることとされています。

その内国法人は、その払込みにより取得し

たことを証する書類として次に掲げる書類

を添付した申請書をその発行する株式を払

込みにより取得した個人ごとに提出し、認

定地方公共団体の確認を受けることとされ

ています（地域再生法16、旧地域再生法施

行規則26②二）。

イ�　株式の発行を決議した株主総会の議事

録の写し、取締役の決定があったことを

証する書面又は取締役会の議事録の写し

ロ�　個人が取得した株式の引受けの申込み

又はその総数の引受けを行う契約を証す

る書面

ハ�　会社法第34条第 1 項又は第208条第 1 項

の規定による払込みがあったことを証す

る書面

ニ�　外部からの投資を受けて事業活動を行

うに当たり、個人からの金銭の払込みを

受けて株式を発行するときに、その株式

の発行による資金調達を円滑に実施する

ために必要となる投資に関する契約を締

結した契約書の写し

ホ�　上記イからニまでに掲げるもののほか、

参考となる書類

⑶　確定申告書の添付書類
　本特例の適用を受けようとする場合には、そ
の年分の確定申告書に、次に掲げる書類を添付
する必要があります（措令26の28の 3 ⑨、旧措
規19の11⑧）。
①　控除対象特定新規株式の取得に要した金額
の明細書
②　特定新規中小会社等から交付を受けた都道
府県知事等のその特定新規株式に係る基準日
において次に掲げる事実の確認をした旨を証
する書類（その居住者等の氏名及び住所、払
込みにより取得がされた特定新規株式の数及
び特定新規株式と引換えに払い込むべき額並
びにその払い込んだ金額の記載があるものに
限ります。）
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イ　特定新規中小会社が中小企業等経営強化
法施行規則第 8条各号（第 5号ハ及び第 6
号ハを除きます。）及び第10条第 1 項各号
に掲げる要件に該当するものであること。
ロ　その居住者等による特定新規株式の取得
が、特定新規株式に係る投資に関する条件
を定めた契約に基づき払込みによりされた
ものであること。

③　特定新規中小会社のその居住者等が本特例
の対象となる居住者等に該当することの確認
をした旨を証する書類
④　特定新規中小会社から交付を受けたその居
住者等が有するその特定新規中小会社の株式
の異動につき異動した株式数等が異動ごとに
記載された明細書
⑤　居住者等と特定新規中小会社との間で締結
された投資に関する契約に係る契約書の写し
⑥　控除対象特定新規株式数の計算に関する明
細書
⑦　適用控除対象特定新規株式に係る計算に関
する明細書（控除対象特定新規株式の取得に
要した金額の合計額及びその年中に払込みに
より取得をした特定新規株式の銘柄ごとの控
除対象特定新規株式の取得に要した金額の計
算に関する明細の記載があるものに限りま
す。）

2 　改正の内容

　前述のスタートアップ関連税制に対する基本的
な考え方の下、令和 6年度税制改正においては、
令和 5年度に引き続き、スタートアップ・エコシ
ステムの抜本的強化のための税制措置を講ずるこ
ととされました。
　具体的には、スタートアップの資金調達におい
て、新株予約権の発行が一般化していることを踏
まえ、新株予約権の行使によりエンジェル税制
（寄附金控除）の対象となる株式を取得した場合
において、エンジェル税制が適用されるその株式
の取得費用に、新株予約権の取得に要した費用を
加えることとされたほか、信託の財産として取得

した場合についても、エンジェル税制の対象に加
えられる等の改正が行われました。

⑴　新株予約権の行使により取得をした控除対象
特定新規株式の取得に要した金額の拡充
　次に掲げる新株予約権の行使により取得をし
た次に定める特定新規株式にあっては、上記 1
⑴の控除対象特定新規株式の取得に要した金額
に、その新株予約権の取得に要した金額を含む
こととされました（措令26の28の 3 ③）。
①　上記 1 ⑵①に掲げる株式会社に該当する特
定新規中小会社に対する払込み（新株予約権
の発行に際してするものに限ります。②にお
いて同じです。）により取得をした新株予約
権……その特定新規中小会社により発行され
る特定新規株式
②　上記 1 ⑵②に掲げる株式会社に該当する特
定新規中小会社に対する払込みにより取得を
した新株予約権（認定投資事業有限責任組合
に係る投資事業有限責任組合契約に従って取
得をしたものに限ります。）……その特定新
規中小会社により発行される上記 1 ⑵②イに
掲げる特定新規株式
　なお、上記の新株予約権には、特定新規中小
会社に該当する前の株式会社に対する払込みに
より取得をした新株予約権が含まれます。

⑵　確定申告書に添付する書類の見直し
　上記⑴の改正に伴い、上記 1 ⑶②の都道府県
知事等の確認をした旨を証する書類について、
その特定新規株式が新株予約権の行使により取
得をしたものである場合には、その新株予約権
と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ
金額の記載があるものに限ること等とされまし
た（措規19の11⑧一イ⑶ロ⑶・六）。

⑶　株式の発行期限の延長
①　適用対象となる上記 1 ⑵④に掲げる株式会
社により発行される株式の発行期限が令和 8
年 3月31日まで 2年延長されました（措法41
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の19①四）。
②　適用対象となる上記 1 ⑵⑤に掲げる株式会
社により発行される株式の発行期限が令和 8
年 3月31日まで 2年延長されました（措法41
の19①五）。

⑷　確認書類の削減等
　上記 1 ⑵④（注）ロ及びハ並びに⑤（注）イ
及びロに掲げる書類については、他の提出書類
を確認することにより審査が可能なこと等を踏
まえ、国家戦略特別区域担当大臣又は認定地方
公共団体への提出を要しないこととされました
（旧国家戦略特別区域法施行規則17⑦二・三、
旧地域再生法施行規則26②イロ）。
　また、複数人分をまとめて申請できるように
する申請の簡素化が併せて行われています（国
家戦略特別区域法施行規則17⑥、地域再生法施
行規則26①）。

⑸　信託の財産として取得する方法の追加等
　本特例の適用対象に、居住者等が、その居住
者等が受益者となった信託（指定金銭信託であ
って、合同運用信託以外のものに限ります。）
の財産として上記 1 ⑵①及び②イの特定新規株
式の取得をする方法が追加され、中小企業等経
営強化法の特定新規中小企業者に係る株式の払
込みの確認の申請書に添付すべき書類が定めら
れるとともに（中小企業等経営強化法施行規則

11④）、居住者等とその信託の受託者との間で
締結する投資に関する契約において定めるべき
事項等が定められるなど（中小企業等経営強化
法施行規則第11条第 2項第 3号ロに規定する投
資に関する契約の契約書の記載事項 1 ③、 2
七）、前述「二　特定中小会社が発行した株式
の取得に要した金額の控除等の改正」の 2 ⑷⑸
と同様の措置が講じられていますので、そちら
もご参照ください。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、個人が令和 6年 4月 1日
以後に払込みにより取得をする新株予約権の行
使により取得をする特定新規株式について適用
されます（改正措令附則10①）。
⑵　上記 2 ⑷の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（総合特別区域法施行規則及び
国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する
内閣府令（令和 6年内閣府令44）附則①、地域
再生法施行規則の一部を改正する内閣府令（令
和 6年内閣府令43）附則）。
⑶　上記 2 ⑸の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（中小企業等経営強化法施行規
則の一部を改正する省令（令和 6年経済産業省
令28）附則 1、中小企業等経営強化法施行規則
第11条第 2項第 3号ロに規定する投資に関する
契約の契約書の記載事項の一部を改正する告示
（令 6 . 3 経産告66）附則 1）。

四�　租税特別措置法に定められている支払調書等の�
書式等に関する特例の整備

1 　改正前の制度の概要

　国税庁長官は、次に掲げる報告書及び調書の書
式について必要があるときは、所要の事項を付記
すること又は一部の事項を削ることができること
とされています（旧措規 4の 4の 2③、 5の 3の
2③、18の13の 5 ⑤、18の15の 9 ⑤）。
⑴　上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個

人株主に関する報告書（別表第 4）
⑵　上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
（別表第 5）
⑶　特定口座年間取引報告書（別表第 7⑴）
⑷　非課税口座年間取引報告書（別表第 7⑶）

2 　改正の内容

　国税庁において令和 8年度に予定されている次
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世代システムの導入に伴い、納税者から書面等で
収受した申告書等のスキャナによるイメージ化等
に対応するため、実務で使用される調書等の各種
書式に読取項目を識別するための識別数字・記号
の追加等をする必要があります。
　こうした書式の整備を実務で円滑に行うことが
できるよう、租税特別措置法等の法令に書式が定
められている所得税関係書類のうち税務署長に提
出等をすることとされているものは、国税庁長官
の権限により、これらの書類の全ての書式につい
て上記 1と同様のことができるようにするととも
に、併せてその用紙の大きさを変更することがで
きるようにするための所要の整備が行われました。
この改正により、将来のシステム変更等があった
場合でも、柔軟に対応することが可能となります。
（注）　この改正の趣旨は、前掲「所得税法等の改正」

の「九　計算書等の書式の特例（改正後：計算

書等の書式等の特例）の改正」と同じであり、

所得税法に書式が定められている計算書や調書

等についても、上記と同様の整備が行われてい

ます。

　具体的には、次の措置が講じられました。

⑴　租税特別措置法に定められている支払調書等
の書式に関する権限の整備
　国税庁長官は、次に掲げる調書等の書式につ
いて必要があるときは、所要の事項を付記する
こと又は一部の事項を削ることができることと
されました（措規 2の 5③前段、 3の 7②前段、
3の16②前段、11の 3 ⑱前段、18の13の 6 ④前
段、18の13の 7 ⑤前段、18の15の11⑥前段、18
の23の 2 ④前段、19の 4 ②前段、19の 5 ⑧前段）。
①　障害者等の少額公債の利子の非課税措置に
関する申告書（別表第 2⑴及び別表第 2⑶か
ら別表第 2⑸まで）
②　勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄の利子所
得等の非課税措置に関する申告書（別表第 3
⑴及び別表第 3⑶から別表第 3⑽まで）
③　特定新株予約権の付与に関する調書及び特
定株式等の異動状況に関する調書（別表第 6

⑴・別表第 6⑵）
④　上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得
金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税
徴収高計算書（別表第 7⑵）
⑤　未成年者口座年間取引報告書（別表第 7
⑶）
⑥　住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等
調書（別表第 8⑵）
⑦　償還差益の所得税徴収高計算書（別表第 9
⑴）
⑧　割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴
収高計算書（別表第 9⑵）

（注）　上記②の書類は、非課税措置の適用を受け

ようとする勤労者がその勤務先等及び預入等

をする金融機関の営業所等を経由して税務署

長に提出することとされていますが、その受

理した金融機関の営業所等の長は、その書類

を一定の方法によりその営業所等に留め置い

て保存することとされています（措規 3の 6④、

3の15④）。

⑵　租税特別措置法に定められている支払調書等
につき用紙の大きさを変更できる権限の整備
　国税庁長官は、上記 1⑴から⑷までに掲げる
書類及び上記⑴①から⑧までに掲げる書類の書
式について所要の事項を付記し、又は一部の事
項を削る場合には、併せてその用紙の大きさを
別表に定める大きさ以外の大きさ（日本産業規
格に適合するものに限ります。）とすることが
できることとされました（措規 2の 5③後段、
3の 7②後段、 3の16②後段、 4の 4の 2③後
段、 5の 3の 2③後段、11の 3 ⑱後段、18の13
の 5 ⑤後段、18の13の 6 ④後段、18の13の 7 ⑤
後段、18の15の 9 ④後段、18の15の11⑥後段、
18の23の 2 ④後段、19の 4 ②後段、19の 5 ⑧後
段）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 9月 1日から施行さ
れます（改正措規附則 1三）。
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五�　金融機関等の受ける利子所得等に対する�
源泉徴収の不適用の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　国内に営業所を有する銀行その他の金融機関
（以下「金融機関」といいます。）が支払を受け
る公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託
若しくは特定公募公社債等運用投資信託の収益
の分配又は社債的受益権の剰余金の配当で次に
掲げるものについては、所得税の源泉徴収を行
わないこととされています（旧措法 8①、旧措
令 3の 3①～⑤）。
①　社債、株式等の振替に関する法律に規定す
る振替口座簿（以下「振替口座簿」といいま
す。）に記載又は記録がされた公社債の利子
（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
により信託業務を営む金融機関のその記載又
は記録がされた公社債の利子で、その金融機
関がその引き受けた集団投資信託、証券投資
信託以外の投資信託及び特定目的信託の信託
財産（以下「集団投資信託等の信託財産」と
いいます。）以外の信託財産に属するものの
利子を除きます。）
②　金融機関に対する預貯金の利子（一定のも
のを除きます。）
③　金融機関を委託者とし、かつ、その金融機
関を受益者とする合同運用信託又は特定公募
公社債等運用投資信託の収益の分配でその委
託した期間（貸付信託の収益の分配について
は、その受益証券が引き続き記名式であった、
又は振替口座簿に記載若しくは記録がされて
いた期間）内に生じたもの
④　振替口座簿に記載又は記録がされた社債的
受益権の剰余金の配当（金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律により信託業務を営む
金融機関のその記載又は記録がされた社債的
受益権の剰余金の配当で、その金融機関がそ
の引き受けた集団投資信託等の信託財産以外

の信託財産に属するものの剰余金の配当を除
きます。）

⑵　金融商品取引業者（第一種金融商品取引業を
行う者（第一種少額電子募集取扱業者を除きま
す。）に限ります。）、金融商品取引清算機関又
は証券金融会社（以下「金融商品取引業者等」
といいます。）が支払を受ける公社債の利子又
は社債的受益権の剰余金の配当で上記⑴①又は
④に掲げるもの（以下「公社債の利子等」とい
います。）については、所得税の源泉徴収を行
わないこととされています（旧措法 8②、旧措
令 3の 3⑥）。
⑶　内国法人（金融機関、金融商品取引業者等そ
の他一定の法人を除きます。以下同じです。）
が、その資本金の額又は出資金の額が 1億円以
上であること等について、次に掲げるいずれか
の書類を添付した申請書を提出して、社債、株
式等の振替に関する法律に規定する振替機関等
の営業所等の長の確認を受けたものが支払を受
ける公社債の利子等のうち、その確認を受けた
日以後 1年を経過する日までの間に支払を受け
るべきものについては、所得税の源泉徴収を行
わないこととされています（旧措法 8③、旧措
令 3の 3⑧⑨、旧措規 4⑧～⑩）。
①　貸借対照表（その確認をする日以前の直近
に行われた定時総会に関する事業年度に係る
ものに限ります。）
②　有価証券報告書、四半期報告書又は半期報
告書（これらの報告書の訂正報告書を含み、
その確認をする日以前の直近に金融商品取引
法の規定に基づき内閣総理大臣に提出された
ものに限ります。）の写し
③　設立に係る登記事項証明書（その確認をす
る日前 1月以内に交付を受けたものに限りま
す。）
④　合併契約書の写し（その内国法人の合併に
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よる設立の日から同日以後最初に終了する事
業年度の定時総会の日の前日までの間にその
確認を受ける場合に限ります。）
⑤　分割契約書又は分割計画書の写し（その内
国法人の分割による設立の日から同日以後最
初に終了する事業年度の定時総会の日の前日
までの間にその確認を受ける場合に限りま
す。）

2 　改正の内容

⑴　特例の対象となる公社債等の利子等の追加
①　上記 1⑴の特例の対象となる公社債等の利
子等の範囲に、特定管理方法（社債（所得税
法第 2条第 1項第 9号に規定する社債で、金
融商品取引法に規定する電子記録移転有価証
券表示権利等に該当するものをいいます。以
下同じです。）の譲渡についての制限を付す
ことその他の金融庁長官が定める要件を満た
す方法をいいます。以下同じです。）により
金融機関の固有財産として保管され、又は金
融商品取引業者（第一種金融商品取引業を行
う者に限ります。以下「金融商品取引業者」
といいます。）若しくは登録金融機関に特定
管理方法による保管の委託がされた社債の利
子（金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律により信託業務を営む金融機関のその保管
の委託がされた社債の利子で、その金融機関
がその引き受けた集団投資信託等の信託財産
以外の信託財産に属するものの利子を除きま
す。）が追加されました（措法 8 ①二、措令
3の 3④⑤）。
（注 1）　上記の「電子記録移転有価証券表示権

利等に該当する社債」とは、いわゆる「ト

ークン化社債」をいい、具体的には、金

融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により

有価証券とみなされる権利（電子情報処

理組織を用いて移転することができる財

産的価値（電子機器その他の物に電子的

方法により記録されるものに限ります。）

に表示される場合に該当するものに限り

ます。）をいいます（金融商品取引法29の

2 ①八、金融商品取引業等に関する内閣

府令 6の 3）。
（注 2）　上記の「金融庁長官が定める要件」は

告示によって、次に掲げる要件が定めら

れました（令 6 . 3 金融告38）。

　社債の譲渡についての制限（その社債

の発行に関する契約により下記ロイ又は

ロに該当する場合以外の譲渡が禁止され

る旨の制限を含むものに限ります。）を付

し、かつ、その社債がその発行の時から

継続して次に掲げる要件の全てに該当す

ること。

イ�　電子情報処理組織を用いて移転する

ことができる財産的価値（電子機器そ

の他の物に電子的方法により記録され

るものに限ります。以下同じです。）に

表示される場合に該当するものである

こと。

ロ�　その社債を表示する財産的価値を次

のいずれかに該当する場合以外に取得

させ、又は移転することができないよ

うにする技術的措置がとられているこ

と。

イ�　金融機関又は金融商品取引業者等

がその社債を固有財産として有する

場合

ロ�　金融商品取引業者又は登録金融機

関がその社債を取得する者から金融

商品取引法第 2 条第 8 項第16号に掲

げる行為に係る業務としてその社債

の預託を受ける場合

ハ�　その社債を表示する財産的価値の移

転は、その都度、その社債の譲渡につ

いて第三者に対抗することができる要

件を備えるため必要な措置がとられな

ければ、することができないようにす

る技術的措置がとられていること。

②　上記 1⑵の特例の対象となる公社債の利子
等の範囲に、特定管理方法により金融商品取
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引業者等の固有財産として保管され、又は他
の金融商品取引業者若しくは登録金融機関に
特定管理方法による保管の委託がされた社債
の利子が追加されました（措法 8②二）。
③　上記 1⑶の特例の対象となる公社債の利子
等の範囲に、金融商品取引業者又は登録金融
機関に特定管理方法による保管の委託がされ
た社債の利子が追加されました（措法 8③二）。
　なお、本特例の対象となる社債の利子は、
その資本金の額又は出資金の額が 1億円以上
であること等について上記 1 ⑶①から⑤まで
に掲げるいずれかの書類を添付した申請書を
提出し、その保管の委託を受けた金融商品取
引業者又は登録金融機関の営業所等の長の確
認を受けた内国法人が支払を受ける社債の利
子のうち、その確認を受けた日以後 1年を経
過する日までの間に支払を受けるべきものと
されています（措令 3の 3⑩⑪、措規 4⑧～
⑩）。

⑵　資本金等の額が 1億円以上であることの確認
に係る書類の見直し
　金融商品取引法等の一部を改正する法律（令
和 5年法律第79号。以下「金融商品取引法等改
正法」といいます。）による金融商品取引法の
改正において四半期報告書が廃止されたことに
伴い、上記 1⑶②の書類の対象から、四半期報
告書が除外されました（措規 4⑧二・⑩二）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、金融機関、金融商品取引
業者等又は内国法人が令和 6年 4月 1日以後に
支払を受けるべき社債の利子について適用され
ます（改正法附則21）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、令和 6年 4月 1日前に金
融商品取引法等改正法による改正前の金融商品
取引法の規定により提出された四半期報告書及
び金融商品取引法等改正法附則第 2条第 1項の
規定により同日以後に提出される四半期報告書
については従前どおりとされています（改正措
規附則 3）。

六　上場株式配当等の支払通知書等の電子交付の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　上場株式配当等の支払通知書の電子交付の特
例
①　制度の概要
　国内において上場株式等の配当等（オープ
ン型の証券投資信託の収益の分配及び剰余金
の配当等とみなされるものに係る配当等を除
きます。）の支払をする者（これに準ずる一
定の者及びオープン型の証券投資信託の収益
の分配につき支払をする一定の者を含みます。
以下⑴において同じです。）は、その支払を
受ける者への書面によるその上場株式等の配
当等の支払等に関する通知書（以下⑴におい
て「支払通知書」といいます。）の交付に代
えて、その支払を受ける者の承諾を得て、支

払通知書に記載すべき事項を電磁的方法によ
り提供すること（電子交付すること）ができ
ることとされています（措法 8の 4⑥）。
　ただし、その支払を受ける者の請求がある
ときは、書面により支払通知書を交付しなけ
ればならないこととされています（措法 8の
4⑥ただし書）。
　なお、支払通知書に記載すべき事項を電磁
的方法により提供した場合には、その支払を
する者は、支払通知書を交付したものとみな
されます（措法 8の 4⑦）。
②　支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法
による提供の承諾
　上記①の支払をする者は、支払通知書に記
載すべき事項を電磁的方法により提供しよう
とするときは、あらかじめ、その支払を受け
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る者に対し、所定の事項を示し、その提供に
関し書面又は電磁的方法による承諾を得なけ
ればならないこととされています（措令 4の
2⑮、措規 4の 4⑨）。

⑵　控除外国所得税相当額その他の事項の通知に
係る電子交付の特例
①　制度の概要
　上場株式等の配当等の支払の取扱者（これ
に準ずる一定の者を含みます。以下⑵におい
て同じです。）は、個人又は内国法人若しく
は外国法人に対しその上場株式等の配当等の
交付をする場合において、その上場株式等の
配当等に係る所得税の額から控除外国所得税
相当額等を控除するときは、その控除外国所
得税相当額等を書面により通知しなければな
りませんが（措令 4 の 6 の 2 ㉙㉛）、書面に
よる通知に代えて、その個人又は内国法人若
しくは外国法人の承諾を得て、その書面に記
載すべき事項を電磁的方法により提供するこ
と（電子交付すること）ができることとされ
ています（措令 4の 6の 2㉜）。
　ただし、その個人又は内国法人若しくは外
国法人の請求があるときは、書面により通知
しなければならないこととされています（措
令 4の 6の 2㉜ただし書）。
　なお、書面に記載すべき事項を電磁的方法
により提供した場合には、その支払の取扱者
は、書面により通知したものとみなされます
（措令 4の 6の 2㉝）。
②　書面に記載すべき事項の電磁的方法による
提供の承諾
　上記①の支払の取扱者は、書面に記載すべ
き控除外国所得税相当額等の事項を電磁的方
法により提供しようとするときは、あらかじ
め、上記①の個人又は内国法人若しくは外国
法人に対し、所定の事項を示し、その提供に
関し書面又は電磁的方法による承諾を得なけ
ればならないこととされています（措令 4の
6の 2㉞、旧措規 5の 2⑮において準用する

措規 4の 4⑨）。

⑶　特定口座年間取引報告書の電子交付の特例
①　制度の概要
　金融商品取引業者等は、特定口座を開設し
た居住者等への書面によるその特定口座に係
る報告書（以下⑶において「特定口座年間取
引報告書」といいます。）の交付に代えて、
その居住者等の承諾を得て、特定口座年間取
引報告書に記載すべき事項を電磁的方法によ
り提供すること（電子交付すること）ができ
ることとされています（措法37の11の 3 ⑨）。
　ただし、その居住者等の請求があるときは、
書面により特定口座年間取引報告書を交付し
なければならないこととされています（措法
37の11の 3 ⑨ただし書）。
　なお、特定口座年間取引報告書に記載すべ
き事項を電磁的方法により提供した場合には、
金融商品取引業者等は、特定口座年間取引報
告書を交付したものとみなされます（措法37
の11の 3 ⑩）。
②　特定口座年間取引報告書に記載すべき事項
の電磁的方法による提供の承諾
　金融商品取引業者等は、特定口座年間取引
報告書に記載すべき事項を電磁的方法により
提供しようとするときは、あらかじめ、特定
口座を開設した居住者等に対し、所定の事項
を示し、その提供に関し書面又は電磁的方法
による承諾を得なければならないこととされ
ています（措令25の10の10③、措規18の13の
5 ⑩）。

⑷　特定割引債の償還金の支払通知書の電子交付
の特例
①　制度の概要
　国内において特定割引債の償還金の支払を
する者（これに準ずる一定の者を含みます。
以下⑷において同じです。）は、その支払を
受ける者への書面による特定割引債の償還金
の支払に関する通知書（以下⑷において「支
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払通知書」といいます。）の交付に代えて、
その支払を受ける者の承諾を得て、支払通知
書に記載すべき事項を電磁的方法により提供
すること（電子交付すること）ができること
とされています（措法41の12の 2 ⑩）。
　ただし、その支払を受ける者の請求がある
ときは、書面により支払通知書を交付しなけ
ればならないこととされています（措法41の
12の 2 ⑩ただし書）。
　なお、支払通知書に記載すべき事項を電磁
的方法により提供した場合には、その支払を
する者は、支払通知書を交付したものとみな
されます（措法41の12の 2 ⑪）。
②　支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法
による提供の承諾
　上記①の支払をする者は、支払通知書に記
載すべき事項を電磁的方法により提供しよう
とするときは、あらかじめ、その支払を受け
る者に対し、所定の事項を示し、その提供に
関し書面又は電磁的方法による承諾を得なけ
ればならないこととされています（措令26の
17⑬、措規19の 6 ⑥）。

2 　改正の内容

　上記 1 ⑴①若しくは⑷①の支払をする者、上記
1 ⑵①の支払の取扱者又は上記 1 ⑶①の金融商品
取引業者等（以下「支払者等」といいます。）が
上記 1 ⑴①若しくは⑷①の支払を受ける者、上記
1 ⑵①の個人若しくは内国法人若しくは外国法人

又は上記 1 ⑶①の居住者等（以下「支払を受ける
者等」といいます。）から上記 1 ⑴②、⑵②、⑶
②又は⑷②の承諾を得ようとする場合において、
その支払者等が定める期限までに承諾をしない旨
の回答がないときは承諾があったものとみなす旨
の通知をし、その期限までにその支払を受ける者
等から回答がなかったときは、その承諾を得たも
のとみなすこととされました（措規 4の 4⑩、 5
の 2⑮において準用する措規 4の 4⑩、措規18の
13の 5 ⑪、19の 6 ⑦）。
（注 1）　この通知における回答期限等について、法

令上、具体的な定めは設けられていませんが、

回答に必要な期間を十分に見積もっていただ

くことや期限前にリマインドを行うこと等が

求められるものと考えます。
（注 2）　令和 6 年度税制改正において、特定口座年

間取引報告書の書式について国税庁長官が所

要の事項の付記等をする場合には、併せてそ

の用紙の大きさを変更することができること

とされました。この改正の詳細については、

前述「四　租税特別措置法に定められている

支払調書等の書式等に関する特例の整備」の

2 ⑵をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、支払者等が令和 6年 4月 1日
以後に行う上記 2 の通知について適用されます
（改正措規附則 4、 9①、12）。

七�　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得�
及び譲渡所得等の非課税措置の改正

1 　改正前の制度の概要

　成長資金の供給を促しつつ、家計の安定的な資
産形成を促進する観点から、この非課税口座内の
少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置が設けられています。この特例は
「NISA制度」と呼ばれるものです。

⑴　配当所得の非課税措置の内容
　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を
開設している居住者等が支払を受けるべき非課
税口座内上場株式等の配当等で次に掲げるもの
（その金融商品取引業者等が国内における支払
の取扱者で一定のものである配当等に限りま
す。）については、所得税を課さないこととさ
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れています（措法 9 の 8）。この一定のものは、
その配当等の支払を受ける者の配当等の受領の
媒介、取次ぎ又は代理（業務として又は業務に
関連して国内においてするものに限ります。）
をする者で、社債、株式等の振替に関する法律
の口座管理機関とされていました（措令 5の 2
の 2、旧措規 5の 5の 2）。
①　その非課税口座に設けられた非課税管理勘
定に係る非課税口座内上場株式等の一定の配
当等で、その非課税管理勘定を設けた日から
同日の属する年の 1月 1日以後 5年を経過す
る日までの間に支払を受けるべきもの
②　その非課税口座に設けられた累積投資勘定
に係る非課税口座内上場株式等の一定の配当
等で、その累積投資勘定を設けた日から同日
の属する年の 1月 1日以後20年を経過する日
までの間に支払を受けるべきもの
③　その非課税口座に設けられた特定累積投資
勘定に係る非課税口座内上場株式等の一定の
配当等で、その特定累積投資勘定を設けた日
以後に支払を受けるべきもの
④　その非課税口座に設けられた特定非課税管
理勘定に係る非課税口座内上場株式等の一定
の配当等で、その特定非課税管理勘定を設け
た日以後に支払を受けるべきもの
（注）　上記の「非課税口座内上場株式等」とは、

次に掲げる上場株式等をいいます（措法37

の14①）。以下同じです。

①�　非課税上場株式等管理契約に基づきそ

の非課税口座に係る振替口座簿に記載若

しくは記録がされ、又はその非課税口座

に保管の委託がされている非課税管理勘

定に係る一定の上場株式等

②�　非課税累積投資契約に基づきその非課

税口座に係る振替口座簿に記載若しくは

記録がされ、又はその非課税口座に保管

の委託がされている累積投資勘定に係る

一定の上場株式等

③�　特定非課税累積投資契約に基づきその

非課税口座に係る振替口座簿に記載若し

くは記録がされ、又はその非課税口座に

保管の委託がされている特定累積投資勘

定又は特定非課税管理勘定に係る一定の

上場株式等

⑵　譲渡所得等の非課税措置の内容
　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を
開設している居住者等が、非課税口座内上場株
式等の次に掲げる譲渡をした場合には、その譲
渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得につい
ては、所得税を課さないこととされています
（措法37の14①）。
①　その非課税口座に非課税管理勘定を設けた
日から同日の属する年の 1月 1日以後 5年を
経過する日までの間に行う非課税上場株式等
管理契約に基づく譲渡
②　その非課税口座に累積投資勘定を設けた日
から同日の属する年の 1月 1日以後20年を経
過する日までの間に行う非課税累積投資契約
に基づく譲渡
③　その非課税口座に特定累積投資勘定を設け
た日以後に行う特定非課税累積投資契約に基
づく譲渡
④　その非課税口座に特定非課税管理勘定を設
けた日以後に行う特定非課税累積投資契約に
基づく譲渡
　一方、非課税上場株式等管理契約、非課税累
積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づ
く非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金
額がその非課税口座内上場株式等の取得費及び
その譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲
渡に係る必要経費に満たない場合におけるその
不足額（損失額）は、所得税に関する法令の規
定の適用については、ないものとみなすことと
されています（措法37の14②）。

⑶　非課税口座の意義
　「非課税口座」とは、居住者等（その年 1 月
1 日において18歳以上である者に限ります。）
が、上記⑴及び⑵の非課税措置等の適用を受け
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るため、一定の手続に従い、金融商品取引業者
等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出
をして、その金融商品取引業者等との間で締結
した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定め
る期間内に開設された上場株式等の振替口座簿
への記載若しくは記録又は保管の委託（以下
「振替記載等」といいます。）に係る口座（その
口座において非課税上場株式等管理契約、非課
税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に
基づく取引以外の取引に関する事項を扱わない
ものに限ります。）をいいます（措法37の14⑤
一）。
①　非課税上場株式等管理契約……平成26年 1
月 1 日から令和 5年12月31日までの期間
②　非課税累積投資契約……平成30年 1 月 1 日
から令和 5年12月31日までの期間
③　特定非課税累積投資契約……令和 6年 1月
1日以後の期間

⑷　非課税上場株式等管理契約の意義
　「非課税上場株式等管理契約」とは、上記⑴
①及び⑵①の非課税措置等の適用を受けるため
に居住者等が金融商品取引業者等と締結した上
場株式等の振替記載等に係る契約で、その契約
書において、上場株式等の振替記載等はその振
替記載等に係る口座に設けられた非課税管理勘
定において行うことその他の事項が定められて
いるものをいいます（措法37の14⑤二、旧措令
25の13⑥～⑫、措規18の15の 3 ③～⑤）。また、
この契約に係るNISAは「一般NISA」と呼ば
れています。
（注 1）　上記の「非課税管理勘定」とは、非課税

上場株式等管理契約に基づき振替記載等が

される上場株式等につきその振替記載等に

関する記録を他の取引に関する記録と区分

して行うための勘定で、平成26年 1 月 1 日

から令和 5 年12月31日までの期間内の各年

（累積投資勘定が設けられる年を除きます。）

においてのみ設けられる等の要件を満たす

ものをいいます（旧措法37の14⑤三）。以下

同じです。
（注 2）　この非課税管理勘定には、金融商品取引

業者等への買付けの委託等により取得した

上場株式等や一定の方法による移管がされ

た上場株式等のほか、非課税管理勘定に係

る非課税口座内上場株式等について生じた

株式の分割等の一定の事由（下記⑹③ロの

事由）により取得した上場株式等の受入れ

ができることとされています（措法37の14

⑤二ハ、旧措令25の13⑫）。

⑸　非課税累積投資契約の意義
　「非課税累積投資契約」とは、上記⑴②及び
⑵②の非課税措置等の適用を受けるために居住
者等が金融商品取引業者等と締結した累積投資
契約により取得した上場株式等の振替記載等に
係る契約で、その契約書において、上場株式等
の振替記載等は、その振替記載等に係る口座に
設けられた累積投資勘定において行うことその
他の事項が定められているものをいいます（措
法37の14⑤四、旧措令25の13⑮～㉒㊸、措規18
の15の 3 ⑥～⑨、旧平29. 3 内閣府告540第 1 条
～第 6 条）。また、この契約に係る NISA は
「つみたてNISA」と呼ばれています。
（注 1）　上記の「累積投資契約」とは、居住者等が、

一定額の上場株式等につき、定期的に継続

して、金融商品取引業者等に買付けの委託

（その買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理

を含みます。以下同じです。）をし、その金

融商品取引業者等から取得し、又はその金

融商品取引業者等が行う募集（公募に限り

ます。（注 2）を除き、以下同じです。）に

より取得することを約する契約で、あらか

じめその買付けの委託又は取得をする上場

株式等の銘柄が定められているものをいい

ます（措法37の14⑤四）。以下同じです。
（注 2）　上記の「累積投資勘定」とは、非課税累

積投資契約に基づき振替記載等がされる累

積投資上場株式等（その上場株式等（公社

債投資信託以外の証券投資信託の受益権で
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上場等がされているもの及び公社債投資信

託以外の証券投資信託でその設定に係る受

益権の募集が一定の公募により行われたも

のの受益権に限ります。）を定期的に継続し

て取得することにより個人の財産形成が促

進されるものとして一定の要件（旧措令25

の13⑮㊸、旧平29. 3 内閣府告540第 1 条～第

6 条）を満たすものをいいます。以下同じ

です。）につきその振替記載等に関する記録

を他の取引に関する記録と区分して行うた

めの勘定で、平成30年 1 月 1 日から令和 5

年12月31日までの期間内の各年（非課税管

理勘定が設けられる年を除きます。）におい

てのみ設けられる等の要件を満たすものを

いいます（措法37の14⑤五）。以下同じです。

　なお、一定の要件として、上場株式投資

信託及び公募株式投資信託について、管理

期間を通じて、金融商品取引業者等は、そ

の受益者に対して、信託報酬、監査報酬そ

の他の信託事務の処理に必要となる費用の

金額のうちその受益者が有する受益権に対

応する部分の金額を通知すること等が定め

られています。

⑹　特定非課税累積投資契約の意義
　「特定非課税累積投資契約」とは、上記⑴③
及び④並びに⑵③及び④の非課税措置等の適用
を受けるために居住者等が金融商品取引業者等
と締結した上場株式等の振替記載等に係る契約
で、その契約書において、次に掲げる事項その
他の事項が定められているものをいいます（旧
措法37の14⑤六、旧措令25の13⑦㉓～㉛㊸、措
規18の15の 3 ⑧、旧平29. 3 内閣府告540第 1 条、
第 7 条）。また、この契約に係るNISA は「新
NISA」と呼ばれています。
①　上場株式等の振替記載等は、その振替記載
等に係る口座に設けられた特定累積投資勘定
又は特定非課税管理勘定において行うこと。
②　特定累積投資勘定には、特定累積投資上場
株式等（累積投資上場株式等で、継続適用届

出書提出者が一定の期間内に取得をしたイに
掲げる上場株式等を除きます。以下同じで
す。）のうち、次に掲げる特定累積投資上場
株式等のみを受け入れること。ただし、イに
掲げる上場株式等にあっては、累積投資契約
により取得したものに限られています。
イ　その口座に特定累積投資勘定が設けられ
た日から同日の属する年の12月31日までの
期間（以下イにおいて「受入期間」といい
ます。）内にその金融商品取引業者等への
買付けの委託により取得をした特定累積投
資上場株式等、その金融商品取引業者等か
ら取得をした特定累積投資上場株式等又は
その金融商品取引業者等が行う特定累積投
資上場株式等の募集により取得をした特定
累積投資上場株式等のうち、その取得後直
ちにその口座に受け入れられるものでその
受入期間内の取得対価の額の合計額が120
万円を超えないもの（特定累積投資上場株
式等を口座に受け入れた場合に、その合計
額、同年において口座に受け入れている下
記③イの上場株式等の取得対価の額の合計
額及び特定累積投資勘定基準額（前年12月
31日に特定累積投資勘定及び特定非課税管
理勘定に受け入れている上場株式等の購入
の代価の額に相当する金額として一定の金
額をいいます。以下同じです。）の合計額
が1,800万円を超えることとなるときにお
けるその特定累積投資上場株式等を除きま
す。）
ロ　上記イのほか、非課税口座内上場株式等
について行われた受益権の分割又は併合に
より取得する上場株式等や、非課税口座内
上場株式等に係る投資信託の併合により取
得する新たな投資信託の受益権など、一定
の事由により取得する特定累積投資上場株
式等

③　特定非課税管理勘定には、次に掲げる上場
株式等のみを受け入れること。ただし、継続
適用届出書提出者が一定の期間内に取得をし
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た上場株式等でイに掲げるものその他一定の
上場株式等は特定非課税管理勘定への受入れ
ができないこととされています。
イ　その口座に特定非課税管理勘定が設けら
れた日から同日の属する年の12月31日まで
の期間（以下イにおいて「受入期間」とい
います。）内にその金融商品取引業者等へ
の買付けの委託により取得をした上場株式
等、その金融商品取引業者等から取得をし
た上場株式等又はその金融商品取引業者等
が行う上場株式等の募集により取得をした
上場株式等のうち、その取得後直ちにその
口座に受け入れられるものでその受入期間
内の取得対価の額の合計額が240万円を超
えないもの（上場株式等を口座に受け入れ
た場合に、次に掲げる場合に該当すること
となるときにおけるその上場株式等を除き
ます。）
イ　その合計額及び特定非課税管理勘定基
準額（前年12月31日に特定非課税管理勘
定に受け入れている上場株式等の購入の
代価の額に相当する金額として一定の金
額をいいます。）の合計額が1,200万円を
超える場合
ロ　その受入期間内に受け入れた上場株式
等の取得対価の額の合計額、その受入期
間に係る特定非課税管理勘定が設けられ
た日の属する年において口座に受け入れ
ている上記②イの特定累積投資上場株式
等の取得対価の額の合計額及び特定累積
投資勘定基準額の合計額が1,800万円を
超える場合

ロ　上記イのほか、次に掲げる上場株式等そ
の他の上場株式等
イ　特定非課税管理勘定に係る非課税口座
内上場株式等について行われた株式又は
投資信託若しくは特定受益証券発行信託
の受益権の分割又は併合により取得する
上場株式等で、その上場株式等のその特
定非課税管理勘定への受入れを振替記載

等をする方法により行うもの
ロ　特定非課税管理勘定に係る非課税口座
内上場株式等について行われた株式無償
割当て、新株予約権無償割当て又は新投
資口予約権無償割当てにより取得する上
場株式等で、その上場株式等のその特定
非課税管理勘定への受入れを振替記載等
をする方法により行うもの
ハ　特定非課税管理勘定に係る非課税口座
内上場株式等である新株予約権付社債に
付された新株予約権若しくはその非課税
口座内上場株式等について与えられた株
式（出資を含みます。）の割当てを受け
る権利（株主等として与えられた場合
（その非課税口座内上場株式等を発行し
た法人の他の株主等に損害を及ぼすおそ
れがあると認められる場合を除きます。）
に限ります。）若しくはその非課税口座
内上場株式等について与えられた新株予
約権（新投資口予約権を含み、所得税法
施行令第84条第 3項の規定の適用がある
ものを除きます。）の行使又はその非課
税口座内上場株式等について与えられた
取得条項付新株予約権に係る取得事由の
発生若しくは行使により取得する上場株
式等で、その取得する上場株式等のその
特定非課税管理勘定への受入れを、振替
記載等をする方法により行うもの
ニ　居住者等が開設する非課税口座に設け
られた 2以上の非課税管理勘定、累積投
資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課
税管理勘定（その 2以上の非課税管理勘
定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又
は特定非課税管理勘定が同一の非課税口
座に設けられている場合のその 2以上の
非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累
積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限
ります。以下ニにおいて同じです。）に
係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等
（その 2 以上の特定非課税管理勘定のみ
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に係る同一銘柄のものに限ります。）に
ついて生じたこのロの対象となる事由に
より取得する上場株式等（このロにより
非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累
積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受
け入れることができるものを除きます。）
で、その 2以上の非課税管理勘定、累積
投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非
課税管理勘定のうち最も新しい年に設け
られた特定非課税管理勘定への受入れを、
振替記載等をする方法により行うもの
（注 1）　上記の「特定累積投資勘定」とは、

特定非課税累積投資契約に基づき振

替記載等がされる特定累積投資上場

株式等につきその振替記載等に関す

る記録を他の取引に関する記録と区

分して行うための勘定で、令和 6 年

以後の各年においてのみ設けられる

等の要件を満たすものをいいます

（旧措法37の14⑤七）。以下同じです。
（注 2）　上記の「特定非課税管理勘定」と

は、特定非課税累積投資契約に基づ

き振替記載等がされる上場株式等に

つきその振替記載等に関する記録を

他の取引に関する記録と区分して行

うための勘定で、特定累積投資勘定

と同時に設けられるものをいいます

（措法37の14⑤八）。以下同じです。

⑺　非課税口座の新規開設に関する手続
　居住者等（口座開設年の 1月 1日において18
歳以上である者に限ります。）が金融商品取引
業者等の営業所において非課税口座を新たに開
設しようとする場合には、所定の事項を記載し
た非課税口座開設届出書を、原則として、その
口座開設年の 1月 1日からその口座開設年にお
いて最初に上記⑴及び⑵の非課税措置等の適用
を受けようとする上場株式等をその口座に受け
入れる日までに、その口座を開設しようとする
金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしな

ければならないこととされています（措法37の
14⑤一、旧措令25の13⑤、旧措規18の15の 3 ②）。
（注 1）　非課税口座開設届出書は、その書面によ

る提出に代えて、その届出書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することもで

きます。
（注 2）　非課税口座開設届出書の提出にあたって

は、居住者等は、その提出をする際、金融

商品取引業者等の営業所の長に対し、その

者の本人確認書類を提示し、又はその者の

署名用電子証明書等を送信して、氏名、生

年月日、住所及び個人番号を告知し、その

告知をした事項につきその金融商品取引業

者等の営業所の長の確認を受けなければな

りません（措法37の14⑧）。

⑻　非課税口座開設届出書の重複提出等の禁止
　金融商品取引業者等の営業所の長は、上記⑺
（注 2）の告知を受けたものと異なる氏名、生
年月日、住所及び個人番号が記載されている非
課税口座開設届出書並びにその金融商品取引業
者等に既に非課税口座を開設している居住者等
から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書
については、これを受理することができないこ
ととされています（措法37の14⑨）。
　また、非課税口座を開設し、又は開設してい
た居住者等は、その非課税口座が開設されてい
る金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者
等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書
の提出をする場合には、下記⑼①又は②により
交付される勘定廃止通知書又は非課税口座廃止
通知書を非課税口座開設届出書に添付しなけれ
ばならないこととされ（旧措法37の14⑩）、非
課税口座を開設し、又は開設していた居住者等
は、その非課税口座が開設されている金融商品
取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所
の長に対し、非課税口座開設届出書（下記⑼①
又は②により交付される勘定廃止通知書又は非
課税口座廃止通知書が添付されたものを除きま
す。）の提出をすることができないこととされ
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ています（旧措法37の14⑪）。

⑼　非課税口座の再開設及び特定累積投資勘定等
の再設定に関する手続
　金融商品取引業者等の営業所において非課税
口座を開設したものの、他の金融商品取引業者
等で販売している金融商品に投資をしてこの特
例を適用したいといったニーズに応えるため、
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開
設している者又は開設していた者が、次の①及
び②の手続の下で発行された勘定廃止通知書又
は非課税口座廃止通知書を用いた次の③の手続
により、非課税口座の再開設又は特定累積投資
勘定等の再設定を可能とする仕組みが設けられ
ています。
①　勘定廃止通知書の交付申請手続
　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座
を開設している居住者等がその非課税口座
（以下「変更前非課税口座」といいます。）に
設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非
課税管理勘定を他の金融商品取引業者等の営
業所に開設する非課税口座に設けようとする
場合には、その者は、その金融商品取引業者
等の営業所の長に、その変更前非課税口座に
特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が
設けられる日の属する年の前年10月 1 日から
同日以後 1 年を経過する日（翌年の 9 月30
日）までの間に所定の事項を記載した金融商
品取引業者等変更届出書の提出をしなければ
なりません（措法37の14⑬前段、旧措規18の
15の 3 ㉒）。ただし、この金融商品取引業者
等変更届出書の提出をする日以前にその特定
累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に
上場株式等の受入れをしているときは、その
金融商品取引業者等の営業所の長は、その金
融商品取引業者等変更届出書を受理すること
ができません（措法37の14⑬後段）。
　金融商品取引業者等変更届出書の提出を受
けた金融商品取引業者等の営業所の長は、そ
の提出を受けた後速やかに、所定の事項をそ

の金融商品取引業者等の営業所の所在地の所
轄税務署長に提供をしなければならないもの
とされており、また、その金融商品取引業者
等変更届出書の提出をした居住者等に対し、
勘定廃止通知書を交付しなければならないこ
ととされています（旧措法37の14⑮）。
（注 1）　金融商品取引業者等変更届出書は、そ

の書面による提出に代えて、その届出書

に記載すべき事項を電磁的方法により提

供することもできます。
（注 2）　上記の勘定廃止通知書には、次に掲げ

る事項を記載することとされていました

（旧措法37の14⑤九、旧措規18の15の 3 ⑩）。

イ�　勘定廃止通知書に係る金融商品取引

業者等変更届出書の提出をした者の氏

名及び生年月日

ロ�　整理番号

ハ�　金融商品取引業者等変更届出書の提

出がされた日の属する次に掲げる期間

の区分に応じそれぞれ次に定める事項

イ�　 1 月 1 日から 9 月30日までの間

……その提出の日の属する年分の特

定累積投資勘定又は特定非課税管理

勘定の廃止をした旨及びその廃止を

した年月日並びに同日の属する年の

翌年分以後の各年において特定累積

投資勘定を設けない旨

ロ�　10月 1 日から12月31日までの間

……その提出の日の属する年の翌年

分以後の各年において特定累積投資

勘定を設けない旨並びにその提出が

された年月日

ニ�　その勘定廃止通知書を作成した金融

商品取引業者等の営業所の名称及び所

在地並びにその作成した年月日

ホ�　その他参考となるべき事項

②　非課税口座廃止通知書の交付申請手続
　非課税口座を開設している居住者等がその
非課税口座について上記⑴及び⑵の非課税措
置等の適用を受けることをやめようとする場
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合には、その者は、その非課税口座が開設さ
れている金融商品取引業者等の営業所の長に、
所定の事項を記載した非課税口座廃止届出書
の提出をしなければなりません（措法37の14
⑯、旧措規18の15の 3 ㉔）。
　非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融
商品取引業者等の営業所の長は、その提出を
受けた後速やかに、所定の事項をその金融商
品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署
長に提供をしなければならないものとされて
おり、また、その提出を受けた日においてそ
の非課税口座に同日の属する年分の特定累積
投資勘定が設けられていた場合（その提出を
10月 1 日から12月31日までの間に受けた場合
には、その提出を受けた日においてその非課
税口座に同日の属する年分の翌年分の特定累
積投資勘定が設けられることとなっていたと
き）には、その非課税口座廃止届出書の提出
をした居住者等に対し、非課税口座廃止通知
書を交付しなければならないこととされてい
ます（旧措法37の14⑱）。
（注 1）　非課税口座廃止届出書は、その書面に

よる提出に代えて、その届出書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供するこ

ともできます。
（注 2）　上記の非課税口座廃止通知書には、次

に掲げる事項を記載することとされてい

ました（旧措法37の14⑤十、旧措規18の

15の 3 ⑪）。

イ�　非課税口座廃止通知書に係る非課税

口座廃止届出書の提出をした者の氏名

及び生年月日

ロ�　整理番号

ハ�　非課税口座廃止届出書に係る非課税

口座が廃止された年月日

ニ�　その非課税口座を廃止した日の属す

る年分の特定累積投資勘定又は特定非

課税管理勘定への上場株式等の受入れ

の有無

ホ�　その非課税口座廃止通知書を作成し

た金融商品取引業者等の営業所の名称

及び所在地並びにその作成した年月日

ヘ�　その他参考となるべき事項

③　他の金融商品取引業者等の営業所への勘定
廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出
イ　勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知
書を添付した非課税口座開設届出書の提出
により非課税口座を再開設する場合
　勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知
書を添付して非課税口座開設届出書の提出
をする場合には、その口座開設年の前年10
月 1 日からその口座開設年において最初に
上記⑴及び⑵の非課税措置等の適用を受け
ようとする上場株式等をその口座に受け入
れる日又はその口座開設年の 9月30日のい
ずれか早い日までに提出しなければなりま
せん（措法37の14⑤一、旧措令25の13⑤前
段）。
　この場合に、その非課税口座廃止通知書
の交付の基因となった非課税口座において
その非課税口座を廃止した日の属する年分
の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘
定に既に上場株式等を受け入れているとき
は、その廃止した日から同日の属する年の
9月30日までの間は、金融商品取引業者等
の営業所の長は、その非課税口座廃止通知
書が添付された非課税口座開設届出書を受
理することができないこととされています
（旧措令25の13⑤後段）。
ロ　勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知
書の提出により既に開設している非課税口
座に特定累積投資勘定等を設定する場合
（勘定の再設定）
　金融商品取引業者等の営業所に非課税口
座を開設している居住者等が勘定廃止通知
書又は非課税口座廃止通知書を提出してそ
の非課税口座に特定累積投資勘定又は特定
非課税管理勘定を設けようとする場合には、
その者は、その設けようとする特定累積投
資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分
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の前年10月 1 日から同日以後 1年を経過す
る日（翌年の 9月30日）までの間に、その
勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書
を、その金融商品取引業者等の営業所の長
に提出しなければなりません（旧措法37の
14⑲前段）。
　この場合に、その非課税口座廃止通知書
の交付の基因となった非課税口座において、
その非課税口座を廃止した日の属する年分
の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘
定に既に上場株式等を受け入れているとき
は、その廃止した日から同日の属する年の
9月30日までの間は、金融商品取引業者等
の営業所の長は、その非課税口座廃止通知
書を受理することができません（旧措法37
の14⑲後段）。

⑽　非課税口座年間取引報告書の提出
　金融商品取引業者等は、その年においてその
金融商品取引業者等の営業所に開設されていた
非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又
は特定累積投資勘定が設けられていたものがあ
る場合には、その非課税口座を開設した居住者
等の各人別に、その非課税口座を開設した居住
者等の氏名及び住所、その年中にその非課税口
座において処理された上場株式等の譲渡の対価
の額、その非課税口座に係る非課税口座内上場
株式等の配当等の額その他の事項を記載した非
課税口座年間取引報告書を非課税口座ごとに作
成し、その年の翌年 1月31日までに、その金融
商品取引業者等のその非課税口座が開設されて
いた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しな
ければなりません（措法37の14㉞、旧措規18の
15の 9 ）。

2 　改正の内容

⑴　特定非課税管理勘定に受け入れることができ
る上場株式等の範囲の改正
　上記 1 ⑹③ロハに掲げる上場株式等その他の
上場株式等で金銭の払込みを要する一定のもの

については、上記 1 ⑹③イと同様の取得対価の
額の要件等を満たす場合に限り、特定非課税管
理勘定に受け入れることができることとされま
した。
　具体的には、その口座に特定非課税管理勘定
が設けられた日から同日の属する年の12月31日
までの期間（以下「受入期間」といいます。）
内に、非課税口座を開設している居住者等が次
に掲げる行使又は取得事由の発生により取得す
る上場株式等で金銭の払込み（その金銭の払込
みがその非課税口座が開設されている金融商品
取引業者等の営業所を経由して行われるものに
限ります。）により取得するもの（その上場株
式等の取得の対価としてその金銭の払込みのみ
をするものに限ります。）のうち、その取得後
直ちにその口座に受け入れられるものでその受
入期間内の取得対価の額の合計額が240万円を
超えないもの（上場株式等を口座に受け入れた
場合に、上記 1 ⑹③イイ又はロに掲げる場合に
該当することとなるときにおけるその上場株式
等を除きます。）が、特定非課税管理勘定に受
け入れることができることとされました（措法
37の14⑤六ハ、措令25の13㉚）。
①　その非課税口座に設けられた非課税管理勘
定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座
内上場株式等（以下「特定非課税口座内上場
株式等」といいます。）について与えられた
新株予約権（新投資口予約権を含み、所得税
法施行令第84条第 3項の規定の適用があるも
のを除きます。）の行使
②　特定非課税口座内上場株式等である新株予
約権付社債に付された新株予約権の行使
③　特定非課税口座内上場株式等について与え
られた株式（出資を含みます。）の割当てを
受ける権利（株主等として与えられた場合
（その特定非課税口座内上場株式等を発行し
た法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれが
あると認められる場合を除きます。）に限り
ます。）の行使
④　特定非課税口座内上場株式等について与え
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られた取得条項付新株予約権に係る取得事由
の発生又は行使

⑵　非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に受
け入れることができる上場株式等の範囲の改正
　上記⑴の改正と併せて、上記 1 ⑷（注 2）の
一定の事由により取得した上場株式等及び上記
1 ⑹③ロの上場株式等の範囲から、上記 １ ⑹③
ロハの行使や取得事由の発生により取得した上
場株式等でその取得に金銭の払込みを要するも
のが除かれました（措令25の13⑫十）。この除
かれた上場株式等については、一定の要件の下、
特定口座に受け入れることができることとされ
ています。この改正については、後述「八　特
定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計
算等の特例の改正」の 2⑴をご参照ください。

⑶　勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書の
記載事項の電磁的方法による提供の特例等
　居住者等・金融商品取引業者等双方の利便性
向上を図る観点から次の改正が行われました。
①　上記 1 ⑼①及び②の金融商品取引業者等の
営業所の長は、勘定廃止通知書又は非課税口
座廃止通知書の交付に代えて、電磁的方法に
よるこれらの通知書の記載事項の提供ができ
ることとされました（措法37の14⑮⑱）。
②　非課税口座開設届出書の提出をする居住者
等は、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通
知書の非課税口座開設届出書への添付に代え
て、通知書記載事項に係る書類（勘定廃止通
知書記載事項（勘定廃止通知書の記載事項を
いいます。以下同じです。）又は非課税口座
廃止通知書記載事項（非課税口座廃止通知書
の記載事項をいいます。以下同じです。）の
記載がある書類で勘定廃止通知書及び非課税
口座廃止通知書に該当しないものをいいます。
以下同じです。）の非課税口座開設届出書へ
の添付、非課税口座開設届出書への勘定廃止
通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知
書記載事項の記載又は非課税口座開設届出書

の提出と併せて行われる電磁的方法による勘
定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃
止通知書記載事項の提供ができることとされ
ました（措法37の14⑩⑪、措令25の13⑤、措
規18の15の 3 ⑩）。
③　上記 1 ⑼③ロの勘定の再設定をする居住者
等は、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通
知書の提出に代えて、通知書記載事項に係る
書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通
知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書
記載事項の提供ができることとされました
（措法37の14⑭二⑲、措規18の15の 3 ⑩㉗）。

（注 1）　金融商品取引業者等の営業所の長は、上

記の通知書記載事項に係る書類について各

人別に整理し、非課税口座が廃止された日

の属する年の翌年から 5 年間保存しなけれ

ばなりません（措規18の15の 8 ①二）。また、

この書類に記載すべき氏名には、片仮名で

ふりがなを付さなければなりません（措規

18の15の 8 ③）。これらの取扱いは、電磁的

方法により提供された勘定廃止通知書や非

課税口座廃止通知書の記載事項に係る電磁

的記録についても同様です（措規18の15の

８ ④）。
（注 2）　上記②及び③の改正に伴い、電磁的方法

により勘定廃止通知書記載事項又は非課税

口座廃止通知書記載事項が提供された場合

等に特定累積投資勘定が設定される日につ

いて、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止

通知書が提出された場合と同様に、所轄税

務署長から所定の事項の提供があった日等

とする整備等がされています（措法37の14

⑤七ロ、措規18の15の ３ ⑩）。また、上記②

及び③の改正に伴い、電磁的方法による勘

定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止

通知書記載事項の提供がされた場合等につ

いても、勘定廃止通知書又は非課税口座廃

止通知書の提出を受けた場合と同様に、金

融商品取引業者等の営業所の長は所轄税務

署長に提出事項の提供を行うとともに、提
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供を受けた所轄税務署長は、その金融商品

取引業者等の営業所の長に所定の事項を提

供することとされました（措法37の14⑳㉑、

措規18の15の 3 ⑩）。

⑷　非課税口座内上場株式等の配当等に係る支払
の取扱者に係る要件の改正
　上記 1 ⑴の支払の取扱者について、口座管理
機関に該当することに代えて、次に掲げる要件
の全てを満たす者についても対象とされました
（措規 5の 5の 2）。
①　その者の営業所に開設されている非課税口
座に係る振替口座簿を備えていないこと。
②　この非課税口座に租税特別措置法第 ９条の
２第 1項の国外において発行された株式のみ
の保管の委託がされ、かつ、その者がその株
式に係る国外株式の配当等（その株式の剰余
金の配当等で国外において支払われるものを
いいます。）に係る支払の取扱者（国内にお
ける支払の取扱者で、その国外株式の配当等
の支払を受ける者のその国外株式の配当等の
受領の媒介、取次ぎ又は代理（業務として又
は業務に関連して国内においてするものに限
ります。）をする者をいいます。）に該当する
こと。

⑸　勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書の
記載事項の簡素化等
①　勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書
の記載事項の簡素化
　勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書
の記載事項が簡素化され、上記 1 ⑼①（注
2）ニ及び②（注 2）ホに掲げる事項の記載
が不要とされました（旧措規18の15の 3 ⑩四
⑪五）。
（注）　上記⑶②の勘定廃止通知書記載事項及び

非課税口座廃止通知書記載事項についても、

上記の事項は含まれません。

②　非課税口座年間取引報告書の記載事項の簡
素化

　非課税口座年間取引報告書の記載事項が簡
素化され、分割等上場株式等の取得対価の額
の記載が不要とされました（措規18の15の 9
②四、別表第 7⑶、旧措規18の15の 9 ③）。
（注）　令和 6 年度税制改正において、非課税口

座年間取引報告書の書式について国税庁長

官が所要の事項の付記等をする場合には、

併せてその用紙の大きさを変更することが

できることとされました。この改正の詳細

については、前述「四　租税特別措置法に

定められている支払調書等の書式等に関す

る特例の整備」の 2 ⑵をご参照ください。

③　信託報酬等の通知に係る要件の改正
　上記 1 ⑸（注 2）の累積投資上場株式等の
要件のうち、上場株式投資信託の信託報酬等
の通知に係る要件は廃止されました（旧平
29. 3 内閣府告540第 2 条第 1号ロ⑷）。
　また、上記 1 ⑸（注 2）の公募株式投資信
託の受益権については、特定非課税管理勘定
においてその受益権が振替口座簿への記載若
しくは記録又は保管の委託がされている期間
（管理期間）を通じて、その特定非課税管理
勘定に係る非課税口座が開設されている金融
商品取引業者等が、その受益者に対して、信
託報酬、監査報酬その他の信託事務の処理に
必要となる費用の金額のうちその受益者が有
する受益権に対応する部分の金額を通知する
こととされているもののみが、上記 1 ⑹③イ
の上場株式等に該当することとされました
（平29. 3 内閣府告540第 7 条第 １項第 2号）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日以後に
取得をする上場株式等について適用し、同日前
に取得をした上場株式等については従前どおり
とされています（改正法附則33①）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、令和 6年 4月 1日以後に
行使又は取得事由の発生により取得する上場株
式等について適用し、同日前に行使又は取得事
由の発生により取得する上場株式等については
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従前どおりとされています（改正措令附則 8）。
⑶　上記 2 ⑶①及び⑸①の改正は、令和 6年 4月
1日以後に提出を受ける金融商品取引業者等変
更届出書又は非課税口座廃止届出書について適
用し、同日前に提出を受けた金融商品取引業者
等変更届出書又は非課税口座廃止届出書につい
ては従前どおりとされています（改正法附則33
③④、改正措規附則 9②③）。
⑷　上記 2 ⑶②の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に提出をする非課税口座開設届出書について適
用し、同日前に提出をした非課税口座開設届出
書については従前どおりとされています（改正
法附則33②）。
⑸　上記 2 ⑶③の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を
設けようとする場合について適用し、同日前に
特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設
けようとする場合については従前どおりとされ
ています（改正法附則33⑤）。
⑹　上記 2 ⑷の改正は、令和 6年 4月 1日以後に

支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配
当等について適用し、同日前に支払を受けるべ
き非課税口座内上場株式等の配当等については
従前どおりとされています（改正措規附則 5）。
⑺　上記 2 ⑸②の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に提出する令和 6年以後の各年において金融商
品取引業者等に開設されている非課税口座に係
る報告書及び金融商品取引業者等に開設されて
いる未成年者口座に係る報告書について適用し、
同日前に提出した租税特別措置法第37条の14第
34項の報告書及び同法第37条の14の 2 第27項の
報告書並びに同日以後に提出する令和 5年以前
の各年において金融商品取引業者等に開設され
ていた非課税口座に係る報告書及び金融商品取
引業者等に開設されていた未成年者口座に係る
報告書については従前どおりとされています
（改正措規附則 9④⑤）。
⑻　上記 2 ⑸③の改正は、令和 6年 4月 1日から
適用されています（令 6 . 3 内閣府告32前文）。

八�　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る�
所得計算等の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　居住者等が、上場株式等保管委託契約に基づ
き特定口座（その者が 2以上の特定口座を有す
る場合には、それぞれの特定口座）に係る振替
口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口
座に保管の委託がされている上場株式等（以下
「特定口座内保管上場株式等」といいます。）の
譲渡をした場合には、その特定口座内保管上場
株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得
の金額又は雑所得の金額とその特定口座内保管
上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得
の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを
区分して、これらの金額を計算することとされ
ています（措法37の11の 3 ①、措令25の10の 2
①前段）。

⑵　信用取引又は発行日取引（以下「信用取引
等」といいます。）を行う居住者等が、上場株
式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用
取引等を特定口座において処理した場合には、
信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業
所得の金額又は雑所得の金額とその信用取引等
に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡に
よる事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分
して、これらの金額を計算することとされてい
ます（措法37の11の 3 ②、措令25の10の 2 ③、
措規18の11②）。
⑶　「特定口座」とは、居住者等が、上記⑴又は
⑵の特例の適用を受けるため、金融商品取引業
者等の営業所の長に、上記⑴又は⑵の特例の適
用を受ける旨その他所定の事項を記載した書類
（以下「特定口座開設届出書」といいます。）の
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提出をして、その金融商品取引業者等との間で
締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式
等信用取引等契約に基づき開設された上場株式
等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは
保管の委託（以下「振替記載等」といいます。）
又は上場株式等の信用取引等に係る口座（その
口座においてこれらの契約及び上場株式配当等
受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する
事項を扱わないものに限ります。）をいいます
（措法37の11の 3 ③一、措令25の10の 2 ⑤、措
規18の11④）。
⑷　「上場株式等保管委託契約」とは、上記⑴の
特例の適用を受けるために居住者等が金融商品
取引業者等と締結した上場株式等の振替記載等
に係る契約で、その契約書において次に掲げる
事項が定められているものをいいます（措法37
の11の 3 ③二、旧措令25の10の 2 ⑥⑦⑨～㉓、
措規18の11⑤～㉝）。
①　上場株式等の振替記載等はその振替記載等
に係る口座に設けられた特定保管勘定におい
て行うこと。
②　その特定保管勘定においては、その居住者
等の次に掲げる上場株式等のみを受け入れる
こと。
イ　特定口座開設届出書の提出後に、その金
融商品取引業者等への買付けの委託等によ
り取得をした上場株式等又はその金融商品
取引業者等から取得をした上場株式等で、
その取得後直ちにその口座に受け入れるも
の
ロ　その金融商品取引業者等以外の金融商品
取引業者等に開設されているその居住者等
の特定口座（以下ロにおいて「他の特定口
座」といいます。）から、当該他の特定口
座に係る特定口座内保管上場株式等の全部
又は一部の移管がされる場合（特定口座内
保管上場株式等の一部の移管がされる場合
にあっては、その移管がされる特定口座内
保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保
管上場株式等は全て移管がされる特定口座

内保管上場株式等に含まれる場合に限りま
す。）のその移管がされる上場株式等
ハ　上記のほか特定口座内保管上場株式等に
ついて行われた株式又は受益権の分割又は
併合により取得する上場株式等など、一定
の事由により取得する上場株式等など

③　その他一定の事項
（注）　上記の「上場株式等信用取引等契約」とは、

上記⑵の特例の適用を受けるために居住者等

が金融商品取引業者等と締結した上場株式等

の信用取引等に係る契約で、その契約書にお

いて上場株式等の信用取引等はその信用取引

等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘

定において処理することその他所定の事項が

定められているものをいい、「特定保管勘定」

とは、上場株式等保管委託契約に基づきその

口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又

は保管の委託がされる上場株式等につき、そ

の記載若しくは記録又は保管の委託に関する

記録を他の取引に関する記録と区分して行う

ための勘定をいい、「特定信用取引等勘定」と

は、上場株式等信用取引等契約に基づきその

口座において処理される上場株式等の信用取

引等につき、その信用取引等の処理に関する

記録を他の取引に関する記録と区分して行う

ための勘定をいいます（措法37の11の 3 ③二・

三、措令25の10の ２ ㉔）。

2 　改正の内容

　特定口座制度の利便性を高める観点等から、上
記 1⑷の上場株式等保管委託契約に基づき特定口
座に受入れ可能な上場株式等の範囲に、次の上場
株式等が追加されました。
⑴　金融商品取引業者等に特定口座を開設する居
住者等が次に掲げる行使又は取得事由の発生
（以下「行使等」といいます。）により上場株式
等を取得した場合（その上場株式等の取得につ
いて、金銭の払込みを要する場合に限ります。）
に、その行使等により取得する上場株式等の全
てを、その行使等の時に、その特定口座に係る
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振替口座簿に振替記載等をする方法により受け
入れるもの（措令25の10の 2 ⑭二十九）
①　その金融商品取引業者等に開設されている
その居住者等の非課税口座に設けられた非課
税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非
課税口座内上場株式等（以下⑴において「特
定非課税口座内上場株式等」といいます。）
である新株予約権付社債に付された新株予約
権の行使
②　特定非課税口座内上場株式等について与え
られた株式（出資を含みます。）の割当てを
受ける権利（株主等として与えられた場合
（その特定非課税口座内上場株式等を発行し
た法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれが
あると認められる場合を除きます。）に限り
ます。）の行使
③　特定非課税口座内上場株式等について与え
られた新株予約権（新投資口予約権を含み、
所得税法施行令第84条第 3項の規定の適用が
あるものを除きます。）の行使
④　特定非課税口座内上場株式等について与え
られた取得条項付新株予約権に係る取得事由
の発生又は行使

（注）　上記⑴の上場株式等の追加に係る改正は、

前述「七　非課税口座内の少額上場株式等に

係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の

改正」の 2 ⑵の改正を踏まえたものです。
⑵　居住者等が開設する非課税口座に設けられた
非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資
勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座
内上場株式等及びその非課税口座が開設されて
いる金融商品取引業者等にその居住者等が開設

する特定口座に係るその非課税口座内上場株式
等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等につ
いて生じた租税特別措置法施行令第25条の13第
12項第 1号から第10号までに規定する事由によ
り取得する上場株式等（非課税口座に受け入れ
ることができるもの及び特定口座に受け入れる
ことができるものを除きます。）で、その上場
株式等のその特定口座への受入れを振替記載等
をする方法により行うもの（措令25の10の 2 ⑭
三十）
（注 1）　上記の「非課税口座」、「非課税管理勘定」、

「特定非課税管理勘定」、「非課税口座内上場

株式等」、「累積投資勘定」及び「特定累積

投資勘定」については、前述「七　非課税

口座内の少額上場株式等に係る配当所得及

び譲渡所得等の非課税措置の改正」の 1 ⑴、

⑶から⑹までをご参照ください。
（注 2）　上記の改正のほか、上記 1⑷の上場株式

等保管委託契約に基づき特定口座に受入れ

可能な上場株式等の範囲について、公益信

託ニ関スル法律の改正に伴い公益信託に関

する制度が見直されたことを踏まえた改正

が行われています。詳しくは、後掲「第四

　その他の改正」の「二　新たな公益信託

制度の創設に伴う租税特別措置法等の整備」

をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 6年 4月 1日以後に上記
2⑴の行使等又は上記 2⑵の事由により特定口座
に受け入れる上場株式等について適用されます
（改正措令附則 6）。
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第二　住宅・土地税制の改正

一�　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度（住宅
ローン税額控除）等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　住宅の取得等に係る住宅ローン税額控除
①　概要
　個人が、国内において、居住用家屋の新築
等（居住用家屋の新築又は新築住宅の取得を
いいます。以下同じです。）、買取再販住宅の
取得（既存住宅のうち宅地建物取引業者が一
定の増改築等をした家屋のその宅地建物取引
業者からの取得をいいます。以下同じです。）、
既存住宅の取得（買取再販住宅の取得を除き
ます。）又はその者の居住の用に供する家屋
の増改築等（これらを合わせて以下「住宅の
取得等」といいます。）をして、これらの家
屋を平成19年 1 月 1 日から令和 7年12月31日
までの間に自己の居住の用に供した場合（住
宅の取得等の日から 6月以内に自己の居住の
用に供した場合に限ります。）において、そ
の者がその住宅の取得等のための借入金等
（以下「住宅借入金等」といいます。）の金額
を有するときは、その居住の用に供した日
（以下「居住日」といいます。）の属する年
（以下「居住年」といいます。）以後一定の控
除期間（居住日以後その年の12月31日まで引
き続きその居住の用に供している年に限りま
す。）にわたって、その者の住宅借入金等の
年末残高（住宅借入金等の年末残高の限度額
（借入限度額）を超える場合には、借入限度
額）と居住年に応じた控除率との組み合わせ

により計算した金額を、その者の各年の所得
税額から控除することができることとされて
います（居住年が令和 4年以降である場合の
借入限度額、控除率及び控除期間については、
表 1をご参照ください。）（旧措法41）。
　ただし、住宅ローン税額控除は、その者の
控除期間のうち、その年分の合計所得金額が
2,000万円以下である場合に限り、適用でき
ることとされています（措法41①）。
②　家屋の床面積要件
　なお、本特例の対象となる「居住用家屋」
は、住宅の用に供する家屋で、個人が居住の
用に供する次に掲げる家屋（その家屋の床面
積の 2分の 1以上に相当する部分が専ら居住
の用に供されるものに限ります。）とし、そ
の者がその居住の用に供する家屋を二以上有
する場合には、これらの家屋のうち、その者
が主としてその居住の用に供すると認められ
る一の家屋に限るものとされています（措令
26①）。
イ　一棟の家屋で床面積が50㎡以上であるも
の
ロ　マンションなど一棟の家屋で、その構造
上区分された数個の部分を独立して住居そ
の他の用途に供することができるものにつ
きその各部分を区分所有する場合には、そ
の者の区分所有する部分の床面積が50㎡以
上であるもの
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（表 1）認定住宅等以外の住宅の住宅ローン税額控除の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間

令和 4年・令和 5年 3,000万円
0.7％

13年

令和 6年・令和 7年 2,000万円 10年

（注）�　上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得である場合の金額等であり、
それ以外の場合（既存住宅の取得（買取再販住宅の取得を除きます。）又は住宅の増改築等）における借入
限度額は一律2,000万円と、控除期間は一律10年とされます。

③　なお、個人が、国内において、特定居住用
家屋の新築又は新築住宅である特定居住用家
屋の取得をして、その特定居住用家屋を令和
6年 1月 1日以後に自己の居住の用に供した
場合には、住宅ローン税額控除制度の適用が
できないこととされています（旧措法41㉕、
措令26㊲）。
　上記の「特定居住用家屋」とは、「エネル
ギーの使用の合理化に資する住宅の用に供す
る家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議
して定める基準」（令 4 . 3 国土交通告456②）
に適合する家屋以外の家屋で、次に掲げる要
件のいずれにも該当しないものとされていま
す。
イ　その家屋が令和 5年12月31日以前に建築
基準法第 6条第 1項の規定による確認（以
下「建築確認」といいます。）を受けてい
るものであること。
ロ　その家屋が令和 6年 6月30日以前に建築
されたものであること。

⑵　認定住宅等の住宅ローン税額控除の特例
①　概要
　個人が、国内において、認定住宅等の新築
等（認定住宅等（次に掲げる家屋をいいます。
以下同じです。）の新築又は新築住宅である
認定住宅等の取得をいいます。以下同じで
す。）、買取再販認定住宅等の取得（認定住宅
等である既存住宅のうち宅地建物取引業者が
一定の増改築等をした家屋のその宅地建物取
引業者からの取得をいいます。以下同じで
す。）又は認定住宅等である既存住宅の取得

で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの
以外のもの（これらを合わせて以下「認定住
宅等の新築取得等」といいます。）をして、
これらの認定住宅等を平成21年 6 月 4 日から
令和 7年12月31日までの間に自己の居住の用
に供した場合（認定住宅等の新築取得等の日
から 6月以内に自己の居住の用に供した場合
に限ります。）において、その居住年以後一
定の控除期間（居住日以後その年の12月31日
まで引き続きその居住の用に供している年に
限ります。）においてその認定住宅等の新築
取得等のための借入金等（以下「認定住宅等
借入金等」といいます。）の金額を有すると
きは、その者の選択により、その者の認定住
宅等借入金等の年末残高（認定住宅等借入金
等の年末残高の限度額（認定住宅等借入限度
額）を超える場合には、認定住宅等借入限度
額）と居住年に応じた控除率との組み合わせ
により計算した金額を住宅ローン税額控除額
とする認定住宅等の住宅ローン税額控除の特
例を適用することができることとされていま
す（居住年が令和 4年以降である場合の認定
住宅等借入限度額、控除率及び控除期間につ
いては、表 2をご参照ください。）（旧措法41
⑩）。
イ　認定長期優良住宅（長期優良住宅の普及
の促進に関する法律に規定する認定長期優
良住宅に該当する家屋で一定のものをいい
ます。以下同じです。）
ロ　認定低炭素住宅（都市の低炭素化の促進
に関する法律に規定する低炭素建築物に該
当する家屋で一定のもの（以下「低炭素建
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築物」といいます。）又は低炭素建築物と
みなされる特定建築物に該当する家屋で一
定のもの（以下「特定建築物」といいま
す。）をいいます。以下同じです。）
ハ　特定エネルギー消費性能向上住宅（イ及
びロに掲げる家屋以外の家屋で、エネルギ
ーの使用の合理化に著しく資する住宅の用
に供する家屋として一定のものをいいます。
以下同じです。）

ニ　エネルギー消費性能向上住宅（イからハ
までに掲げる家屋以外の家屋で、エネルギ
ーの使用の合理化に資する住宅の用に供す
る家屋として一定のものをいいます。以下
同じです。）

②　認定住宅等の床面積要件
　本特例の対象となる認定住宅等は、上記⑴
②の床面積要件を満たす必要があります（措
令26⑳～㉔）。

（表 2）認定住宅等の場合

住宅の区分 居住年 認定住宅等
借入限度額 控除率 控除期間

認定住宅
令和 4年・令和 5年 5,000万円

0.7％ 13年

令和 6年・令和 7年 4,500万円

特定エネルギー
消費性能向上住宅

令和 4年・令和 5年 4,500万円

令和 6年・令和 7年 3,500万円

エネルギー
消費性能向上住宅

令和 4年・令和 5年 4,000万円

令和 6年・令和 7年 3,000万円

（注 1）�　上記の「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。以下同じです。
（注 2）�　上記の金額等は、住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合の金

額等であり、住宅の取得等が認定住宅等である既存住宅の取得（買取再販認定住宅等の取得を除きま
す。）である場合における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年とされます。

⑶　床面積要件の緩和措置
①　特例居住用家屋の新築等をした場合の特例
　個人が、国内において、特例居住用家屋の
新築又は新築住宅である特例居住用家屋の取
得（以下「特例居住用家屋の新築等」といい
ます。）をした場合には、その特例居住用家
屋の新築等は居住用家屋の新築等に該当する
ものと、その特例居住用家屋は居住用家屋と
それぞれみなして、上記 1 ⑴の「住宅の取得
等に係る住宅ローン税額控除」を適用するこ
とができることとされています。ただし、そ
の者の控除期間のうち、その年分の所得税に
係る合計所得金額が1,000万円を超える年に
ついては、適用しないこととされています
（旧措法41⑱）。
　上記の「特例居住用家屋」とは、個人がそ

の居住の用に供する次に掲げる家屋（その家
屋の床面積の 2分の 1以上に相当する部分が
専らその居住の用に供されるものに限りま
す。）で令和 5 年12月31日以前に建築確認を
受けているものとし、その者がその居住の用
に供する家屋を 2以上有する場合には、これ
らの家屋のうち、その者が主としてその居住
の用に供すると認められる一の家屋に限るも
のとされています（旧措法41⑱、旧措令26㉚）。
イ　一棟の家屋で床面積が40㎡以上50㎡未満
であるもの
ロ　マンションなど一棟の家屋で、その構造
上区分された数個の部分を独立して住居そ
の他の用途に供することができるものにつ
きその各部分を区分所有する場合には、そ
の者の区分所有する部分の床面積が40㎡以
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上50㎡未満であるもの
②　特例認定住宅等の新築等
　個人が、国内において、特例居住用家屋に
該当する家屋で次に掲げるもの（以下 1にお
いて「特例認定住宅等」といいます。）の新
築又は新築住宅である特例認定住宅等の取得
（以下 1 において「特例認定住宅等の新築
等」といいます。）をした場合には、その特
例認定住宅等の新築等は認定住宅等の新築等
に該当するものと、その特例認定住宅等は認
定住宅等と、その特例認定住宅等でイ又はロ
に掲げるものは認定住宅と、その特例認定住
宅等でハに掲げるものは特定エネルギー消費
性能向上住宅と、その特例認定住宅等でニに
掲げるものはエネルギー消費性能向上住宅と
それぞれみなして、上記 1 ⑵の「認定住宅等
の住宅ローン税額控除の特例」を適用するこ
とができることとされています。ただし、そ
の者の控除期間のうち、その年分の所得税に
係る合計所得金額が1,000万円を超える年に
ついては、適用しないこととされています
（旧措法41⑲）。
イ　長期優良住宅の普及の促進に関する法律
に規定する認定長期優良住宅に該当する家
屋で一定のもの
ロ　都市の低炭素化の促進に関する法律に規
定する低炭素建築物に該当する家屋で一定
のもの又は低炭素建築物とみなされる特定
建築物に該当する家屋で一定のもの
ハ　イ及びロに掲げる家屋以外の家屋で、エ
ネルギーの使用の合理化に著しく資する住
宅の用に供する家屋として一定のもの
ニ　イからハまでに掲げる家屋以外の家屋で、
エネルギーの使用の合理化に資する住宅の
用に供する家屋として一定のもの

⑷　東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン税
額控除の控除額に係る特例
　自己の所有する家屋で居住の用に供していた
もの（従前住宅）が東日本大震災によって被害

を受けたことにより居住の用に供することがで
きなくなった個人（以下「住宅被災者」といい
ます。）が、一定の要件を満たす住宅の新築取
得等（住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得
等をいい、特例居住用家屋の新築等、特例認定
住宅等の新築等など一定の要件を満たす住宅の
取得を含みます。以下同じです。）をし、かつ、
その住宅の新築取得等をした居住用家屋（特例
居住用家屋を含みます。以下⑷において同じで
す。）若しくは既存住宅若しくは増改築等をし
た家屋又は認定住宅等（特例認定住宅等を含み
ます。以下⑷において同じです。）を、その従
前住宅を居住の用に供することができなくなっ
た日から令和 7年12月31日までの間に、自己の
居住の用に供した場合（居住用家屋の新築若し
くは新築住宅若しくは既存住宅の取得又は認定
住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋
（以下「再建住宅」といいます。）にあっては、
従前住宅を居住の用に供することができなくな
った日以後最初に居住の用に供した場合であっ
て、住宅の新築取得等の日から 6月以内に自己
の居住の用に供した場合に限ります。）におい
て、その者がその住宅の新築取得等（再建住宅
にあっては、その従前住宅を居住の用に供する
ことができなくなった日以後最初に居住の用に
供したものに係る住宅の新築取得等に限りま
す。）に係る住宅借入金（以下「再建住宅借入
金等」といいます。）の金額を有するときは、
その者の選択により、その者の再建住宅借入金
等の年末残高（再建住宅借入金等の年末残高の
限度額（借入限度額）を超える場合には、借入
限度額）と居住年に応じた控除率との組み合わ
せにより計算した金額を住宅ローン税額控除額
とする東日本大震災の被災者等に係る住宅ロー
ン税額控除の控除額に係る特例を適用すること
ができることとされています（居住年が令和 4
年以降である場合の借入限度額、控除率及び控
除期間については、表 3をご参照ください。）
（旧震災税特法13の 2 ①②）。
　なお、住宅被災者のうち、その者の従前住宅
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が警戒区域設定指示等の対象区域内に所在して
いなかったものが、住宅の新築取得等をし、か
つ、その住宅の新築取得等をした居住用家屋若
しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又
は認定住宅等を令和 7年 1月 1日以後にその者
の居住の用に供した場合には、この⑷の特例の

適用ができないこととされています（旧震災税
特法13の 2 ⑤）。
（注）　上記の「警戒区域設定指示等」とは被災居

住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例（震

災税特法11の 7 ）の警戒区域設定指示等をい

います。

（表 3）住宅被災者に係る住宅ローン税額控除の控除額に係る特例の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間

令和 4年・令和 5年 5,000万円
0.9％ 13年

令和 6年・令和 7年 4,500万円

（注）�　上記の金額等は、住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等
又は買取再販認定住宅等の取得である場合の金額等であり、それ以外の場合（既存住宅の取得（買取再販
住宅の取得及び買取再販認定住宅等の取得を除きます。）又は住宅の増改築等）における借入限度額は一律
3,000万円と、控除期間は一律10年とされます。

⑸　二以上の住宅の新築取得等に係る住宅借入金
等の金額を有する場合の住宅ローン税額控除額
の調整措置
　ある年に住宅ローン税額控除を適用する場合
において、「新築・取得時の住宅借入金等」と
「増改築等時の住宅借入金等」といった複数の
住宅借入金等を有するときの住宅ローン税額控
除額は、それぞれの住宅借入金等に対する税額
控除額の合計額とされています（旧措法41の 2
①本文、旧震災税特法13の 2 ⑥本文、⑧本文）。
ただし、その合計額の上限は、それぞれの住宅
借入金等に対する最大控除額のうち一番大きい
額（控除限度額）を限度とすることとされてい
ます（旧措法41の 2 ①ただし書、②、旧震災税
特法13の 2 ⑥ただし書、⑦、⑧ただし書、⑨）。

⑹　確定申告で住宅ローン税額控除の適用を受け
る場合の添付書類
　個人が、住宅ローン税額控除の適用を受ける
場合には、確定申告書に、控除を受ける金額に
ついてのその控除に関する記載があり、その金
額の計算に関する明細書、登記事項証明書その
他の書類を添付しなければならないこととされ
ています（旧措法41㉞、旧措規18の21⑧）。

（注）　下記⑺のとおり、一度住宅ローン税額控除

の適用を受けた個人については、翌年分以後

は年末調整の際に控除の適用を受けることが

できることとされていますが、最初に住宅ロ

ーン税額控除の適用を受けるためには確定申

告を行う必要があります。

　なお、下記⑺の年末調整により住宅ローン

税額控除の適用を受けた給与所得者が、その

適用に係る年分の所得税につき他に所得があ

ること等により確定申告をする場合において、

その確定申告を通じて住宅ローン税額控除の

適用を受けるときは、原則として、控除を受

ける金額の計算に関する明細書、登記事項証

明書その他の書類の確定申告書への添付は要

しないこととされ（旧措令26の 2 ⑨）、また、

年末調整の際に住宅ローン税額控除の適用を

受けていない個人で前年以前分の所得税につ

いて住宅ローン税額控除の適用を受けている

ものが、確定申告で住宅ローン税額控除の適

用を受ける場合には、原則として、その確定

申告書には控除を受ける金額の計算に関する

明細書以外の書類は添付しなくてもよいこと

とされています（旧措規18の21⑩）。
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⑺　年末調整により住宅ローン税額控除の適用を
受ける場合の手続
　確定申告書を提出して住宅ローン税額控除の
適用を受けた個人は、その適用を受けた年の翌
年以後の控除期間については、給与所得者につ
いては、一定の手続等の下で、年末調整の際に
この控除の適用を受けることができることとさ
れています（旧措法41の 2 の 2 ）。ただし、そ
の年分の合計所得金額の見積額が2,000万円（住
宅の取得等が上記⑶①の居住用家屋の新築等に
該当するものとみなされた特例居住用家屋の新
築等である場合又は上記⑶②の認定住宅等の新
築等に該当するものとみなされた特例認定住宅
等の新築等である場合においては、1,000万円）
を超える場合には、年末調整の際にこの控除の
適用を受けることはできません（旧措法41の 2
の 2 ②）。

2 　改正の内容

⑴　改正の趣旨
　子育て世帯は、安全・快適な住宅の確保や、
子どもを扶養する者に万が一のことがあった際
のリスクへの備えなど、様々なニーズを抱えて
おり、子育て支援を進めるためには、税制にお
いてこうしたニーズを踏まえた措置を講じてい
く必要があります。そうした観点から、令和 6
年度の与党税制改正大綱においては、扶養控除
等の見直しと併せて行う子育て支援税制として、
①子育て世帯等に対する住宅ローン税額控除の
拡充、②子育て世帯等に対する住宅リフォーム
税制の拡充、③子育て世帯に対する生命保険料
控除の拡充について、令和 7年度税制改正にお
いて検討し、結論を得ることとされました。そ
の上で、令和 6年度税制改正では、①及び②に
ついては、現下の急激な住宅価格の上昇等の状
況を踏まえ、令和 6年限りの措置として以下の
とおり先行的に対応することとされました。
①　子育て世帯等に対する住宅ローン税額控除
の拡充
　子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入

限度額について、子育て支援の観点からの上
乗せを行うこととされました。具体的には、
新築等の認定住宅については500万円、新築
等の ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合
住宅については1,000万円の借入限度額の上
乗せ措置を講ずることとされました。
　また、子育て世帯においては、住宅取得に
おいて駅近等の利便性がより重視されること
等を踏まえ、新築住宅の床面積要件について
その年分の合計所得金額が1,000万円以下の
者に限り40㎡に緩和することとされました。
　さらに、東日本大震災の被災者向け措置に
ついても、同様に、子育て世帯及び若者夫婦
世帯における借入限度額の上乗せ措置を講ず
ることとされ、また、新築住宅の床面積要件
を緩和することとされました。
②　子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制
の拡充
　既存住宅に係る特定の改修工事をした場合
の所得税額の特別控除について、子育て世代
の居住環境の改善の観点から、子育て世帯及
び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修
工事を対象に加えることとされました。
（注）　上記の改正の内容等については、後掲「二

　既存住宅に係る特定の改修工事をした場

合の所得税額の特別控除の改正」をご参照

ください。

⑵　改正の内容
①　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除制度の改正
イ　子育て世帯等に対する住宅ローン税額控
除の特例
イ　制度の概要
　特例対象個人が、認定住宅等の新築等
又は買取再販認定住宅等の取得をし、か
つ、その認定住宅等の新築等をした認定
住宅等（認定住宅等とみなされる下記ロ
の特例認定住宅等を含みます。）又は買
取再販認定住宅等の取得をした家屋を令

─ 176 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



和 6年 1月 1日から同年12月31日までの
間に自己の居住の用に供した場合（その
認定住宅等の新築等又は買取再販認定住
宅等の取得をした日から 6月以内に自己
の居住の用に供した場合に限ります。）
において、上記 1 ⑵の「認定住宅等の住
宅ローン税額控除の特例」を適用する場
合の認定住宅等借入限度額を次のとおり
上乗せされた金額とする特例が創設され
ました（措法41⑬）。

居住用家屋の区分 認定住宅等
借入限度額

認定住宅 5,000万円
（4,500万円）

特定エネルギー消費
性能向上住宅

4,500万円
（3,500万円）

エネルギー消費
性能向上住宅

4,000万円
（3,000万円）

（注）�　かっこ内は上乗せ前の令和 6年分の
認定住宅等借入限度額。

　なお、この子育て世帯等に対する住宅
ローン税額控除の特例はあくまでも上記
1 ⑵の認定住宅等の住宅ローン税額控除
の特例に係る認定住宅等借入限度額の特
例です。そのため、その認定住宅等借入
限度額以外の要件は、認定住宅等の住宅
ローン税額控除の特例と同様です。した
がって、その者の控除期間のうち、その
年分の合計所得金額が2,000万円（住宅
の取得等が下記ロの認定住宅等の新築等
に該当するものとみなされた特例認定住
宅等の新築等である場合には1,000万円）
を超える年には控除は受けられません。
また、この子育て世帯等に対する住宅ロ
ーン税額控除の特例の適用を受けた年分
の翌年分以降の年分については、一定の
手続等の下で、年末調整の際にこの子育
て世帯等に対する住宅ローン税額控除の
特例の適用を受けることができます（措
法41①⑩⑬、41の 2 の 2 ）。

ロ　適用対象者
　上記の特例の適用対象となる「特例対
象個人」は、子育て世帯及び若者夫婦世
帯を支援する観点から、⒤年齢40歳未満
であって配偶者を有する者、ⅱ年齢40歳
以上であって年齢40歳未満の配偶者を有
する者、ⅲ年齢19歳未満の扶養親族を有
する者のいずれかに該当する個人とされ
ています（措法41⑬）。
　なお、上記の個人若しくは配偶者の年
齢が40歳未満であるかどうか若しくは扶
養親族の年齢が19歳未満であるかどうか
又はその者が上記の個人の配偶者若しく
は上記の扶養親族に該当するかどうかの
判定は、令和 6年12月31日（これらの者
が年の中途において死亡した場合には、
その死亡の時）の現況によるものとされ
ています（措法41⑭）。

ロ　床面積要件の緩和措置の拡充
　床面積要件については、上記 1 ⑶のとお
り特例として40㎡以上50㎡未満の新築の家
屋についても住宅ローン税額控除制度の適
用ができることとされているところですが、
令和 6年度税制改正においては、令和 6年
以前に建築確認を受けた認定住宅等の新築
又は新築住宅である認定住宅等の取得につ
いて、特例対象個人以外の個人も含む合計
所得金額1,000万円以下の者に限り、同様
の緩和措置を講ずることとされました。
　具体的には、個人が、国内において、小
規模居住用家屋（ 1 ⑶①イ又はロの家屋を
いいます。）に該当する家屋で次に掲げる
もののうち令和 6年12月31日以前に建築確
認を受けているもの（以下「特例認定住宅
等」といいます。）の新築又は新築住宅で
ある特例認定住宅等の取得（以下「特例認
定住宅等の新築等」といいます。）をした
場合には、その特例認定住宅等の新築等は
認定住宅等の新築等に該当するものと、そ
の特例認定住宅等は認定住宅等と、その特
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例認定住宅等で下記イ又はロに掲げるもの
は認定住宅と、その特例認定住宅等で下記
ハに掲げるものは特定エネルギー消費性能
向上住宅と、その特例認定住宅等で下記ニ
に掲げるものはエネルギー消費性能向上住
宅とそれぞれみなして、上記 1 ⑵の「認定
住宅等の住宅ローン税額控除の特例」を適
用することができることとされました。た
だし、改正前と同様に、その者の控除期間
のうち、その年分の所得税に係る合計所得
金額が1,000万円を超える年については、
適用しないこととされています（措法41㉑）。
イ　長期優良住宅の普及の促進に関する法
律に規定する認定長期優良住宅に該当す
る家屋で一定のもの
ロ　都市の低炭素化の促進に関する法律に
規定する低炭素建築物に該当する家屋で
一定のもの又は低炭素建築物とみなされ
る特定建築物に該当する家屋で一定のもの
ハ　イ及びロに掲げる家屋以外の家屋で、
エネルギーの使用の合理化に著しく資す
る住宅の用に供する家屋として一定のもの
ニ　イからハまでに掲げる家屋以外の家屋
で、エネルギーの使用の合理化に資する
住宅の用に供する家屋として一定のもの

ハ　二以上の住宅の新築取得等に係る住宅借
入金等の金額を有する場合の控除額の計算
の改正
　上記 1 ⑸の「二以上の住宅の新築取得等
に係る住宅借入金等の金額を有する場合の
住宅ローン税額控除額の計算」について、
上記イの改正に伴う所要の措置が講じられ
ました。
　具体的には、二以上の住宅の取得等に係
る住宅借入金等の金額を有する場合の控除
額の調整措置における控除限度額の区分の
一つである「認定住宅等借入金等の金額」
の計算の基礎となる認定住宅等借入限度額
の範囲に、上記イの子育て世帯等に対する
住宅ローン税額控除の特例に係る認定住宅

等借入限度額が加えられました（措法41の
2 ②二）。

ニ　確定申告で住宅ローン税額控除の適用を
受ける場合の添付書類等の改正
　上記 1 ⑹のとおり住宅ローン税額控除の
適用を受けようとする者は、確定申告書に
控除を受ける金額の計算に関する明細書を
添付しなければならないこととされていま
すが、その金額の計算の基礎となった住宅
借入金等につき上記イの子育て世帯等に対
する住宅ローン税額控除の特例の適用を初
めて受けようとする者は、最初に本特例の
適用を受けるための確定申告において、次
に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項
（次に掲げる場合のいずれにも該当する場
合には、次に定める事項の全て）をその明
細書に記載しなければならないこととされ
ました（措規18の21⑦）。
イ　その者が年齢40歳未満であって配偶者
を有する特例対象個人である場合又はそ
の者が年齢40歳以上であって年齢40歳未
満の配偶者を有する特例対象個人である
場合……これらの配偶者（以下「対象配
偶者」といいます。）の氏名、生年月日
及び個人番号（個人番号を有しない者に
あっては、氏名及び生年月日）並びにそ
の対象配偶者が非居住者である場合には、
その旨
ロ　その者が年齢19歳未満の扶養親族（以
下「対象扶養親族」といいます。）を有
する特例対象個人である場合……その対
象扶養親族の氏名、生年月日、その特例
対象個人との続柄及び個人番号（個人番
号を有しない者にあっては、氏名、生年
月日及びその特例対象個人との続柄）並
びにその対象扶養親族が非居住者である
場合には、その旨

（注）　上述のとおり、上記の規定は、最初に

本特例の適用を受けるための確定申告に

おいて適用される規定であるため、その
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確定申告に係る年分の翌年分以後の所得

税について本特例の適用を受ける場合に

は、控除を受ける金額の計算に関する明

細書に上記の事項を記載する必要はあり

ません。

　なお、その者の対象配偶者及び対象扶養
親族の全てが令和 6年12月31日（これらの
者が年の中途において死亡した場合には、
その死亡の時）の現況において非居住者で
ある場合（その者の令和 6年分の年末調整
において非居住者である対象配偶者若しく
は対象扶養親族に係る配偶者控除、扶養控
除等の適用を受けている場合又は給与等若
しくは公的年金等に係る源泉徴収において
非居住者である対象配偶者について次のハ
に掲げる書類を提出等している場合を除き
ます。）は、上記イの子育て世帯等に対す
る住宅ローン税額控除の特例の適用を受け
ようとする者が特例対象個人に該当するか
どうかを税務当局が把握することが困難で
あることから、最初に本特例の適用を受け
るための確定申告において、その対象配偶
者に係る次のハに掲げる書類又はその対象
扶養親族に係る次のハ及びニに掲げる書類
（その者の令和 6 年分の給与等又は公的年
金等に係る源泉徴収において非居住者であ
る対象扶養親族について次のハに掲げる書
類を提出等している場合には、次のニに掲
げる書類）を確定申告書に添付しなければ
ならないこととされました（措規18の21⑧
一ヌ・二ト・三ホ）。
ハ　次のいずれかの書類であって、その対
象配偶者又はその対象扶養親族がその者
の親族である旨を証するもの（その書類
が外国語で作成されている場合には、そ
の翻訳文を含みます。）
ⅰ　戸籍の附票の写しその他の国又は地
方公共団体が発行した書類及び旅券の
写し
ⅱ　外国政府又は外国の地方公共団体が

発行した書類（その対象配偶者又はそ
の対象扶養親族の氏名、生年月日及び
住所又は居所の記載があるものに限り
ます。）

ニ　次のいずれかの書類であって、その者
が令和 6年においてその対象扶養親族の
生活費又は教育費に充てるための支払を
必要の都度、その対象扶養親族に行った
ことを明らかにするもの（その書類が外
国語で作成されている場合には、その翻
訳文を含みます。）
ⅰ　金融機関の書類又はその写しで、そ
の金融機関が行う為替取引によって居
住者からその対象扶養親族に支払をし
たことを明らかにするもの
ⅱ　クレジットカード等購入あっせん業
者の書類又はその写しで、クレジット
カード等をその対象扶養親族が提示し
又は通知して、特定の販売業者から商
品若しくは権利を購入し、又は特定の
役務提供事業者から有償で役務の提供
を受けたことにより支払うこととなる
その商品若しくは権利の代金又はその
役務の対価に相当する額の金銭をその
者から受領し、又は受領することとな
ることを明らかにするもの
ⅲ　資金決済に関する法律に規定する電
子決済手段等取引業者（同法の規定に
より電子決済手段等取引業者とみなさ
れる者（以下「みなし電子決済手段等
取引業者」といいます。）を含みます。）
の書類又はその写しでその電子決済手
段等取引業者がその者の依頼に基づい
て行う電子決済手段の移転によってそ
の者からその対象扶養親族に支払をし
たことを明らかにするもの（みなし電
子決済手段等取引業者の書類又はその
写しである場合には、そのみなし電子
決済手段等取引業者が発行する電子決
済手段に係るものに限ります。）
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②　東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン
税額控除の控除額に係る特例の改正
イ　特例対象個人に該当する住宅被災者が、
認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅
等の取得をし、かつ、その認定住宅等の新
築等をした認定住宅等（認定住宅等とみな
される特例認定住宅等を含みます。）又は
買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令
和 6年 1月 1日から同年12月31日までの間
に自己の居住の用に供した場合（その認定
住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の
取得をした日から 6月以内に自己の居住の
用に供した場合に限ります。）において、
上記 1 ⑷の「東日本大震災の被災者等に係
る住宅ローン税額控除の控除額に係る特例」
を適用する場合の借入限度額を次のとおり
上乗せされた金額とする特例が創設されま

した（震災税特法13の 2 ③）。

居住用家屋の区分 借入限度額

認定住宅

5,000万円（4,500万円）
特定エネルギー消費
性能向上住宅

エネルギー消費
性能向上住宅

（注）�　かっこ内は上乗せ前の令和 6年分の借
入限度額。

ロ　上記①ロ及びハと同様の措置を講ずるこ
ととされました（震災税特法13の 2 ①⑧）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、特例対象個人等が令和 6年 1
月 1日以後に認定住宅等を居住の用に供する場合
について適用されます（措法41⑬㉑、震災税特法
13の 2 ③）。

二�　既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別
控除の改正

1 　改正前の制度の概要

　改正前は、次の⑴から⑸までの 5つの特例が措
置されていました。

⑴　バリアフリー改修工事に係る税額控除制度
①　制度の概要
　特定個人が、その所有する居住用の家屋に
ついて高齢者等居住改修工事等（バリアフリ
ー改修工事）をして、その居住用の家屋を平
成26年 4 月 1 日から令和 5年12月31日までの
間に自己の居住の用に供した場合（その高齢
者等居住改修工事等の日から 6月以内に自己
の居住の用に供した場合に限ります。）には、
その居住の用に供した日の属する年分の所得
税の額から、高齢者等居住改修工事等に係る
標準的費用額（200万円を限度とします。以
下「控除対象標準的費用額」といいます。）
の10％に相当する金額を控除することとされ

ています（旧措法41の19の 3 ①）。
（注 1）　上記の「特定個人」とは、次の者をい

います（措法41の 3 の 2 ①）。

イ　年齢が50歳以上である者

ロ�　介護保険法の要介護認定又は要支援

認定を受けている者

ハ　所得税法の障害者に該当する者

ニ�　高齢者等（年齢が65歳以上である者、

要介護認定若しくは要支援認定を受け

ている者又は所得税法の障害者に該当

する者をいいます。）である親族と同居

を常況としている者
（注 2）　上記の「標準的費用額」とは、その者

が行った高齢者等居住改修工事等につき

国土交通大臣が財務大臣と協議してその

改修工事等の内容の区分に応じて定める

金額の合計額で、具体的には、その改修

工事等の種類ごとに単位当たりの標準的

な工事費用の額として定められた金額に、
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その単位とされる改修工事等を行った施

工面積等を乗じて計算した金額の合計額

（これらの高齢者等居住改修工事等の費用

に関し国又は地方公共団体から補助金等

の交付を受ける場合には、その金額から

その補助金等の額を控除した金額）をい

います。なお、高齢者等居住改修工事等

をした家屋のその高齢者等居住改修工事

等に係る部分のうちにその者の居住の用

以外の用に供する部分がある場合には、

上記の金額にその高齢者等居住改修工事

等に要した費用の額のうちにその居住の

用に供する部分に係る費用の額の占める

割合を乗じて計算した金額とされます（旧

措法41の19の 3 ①、旧措令26の28の 5 ①

②、平21. 3 国土交通告384）。以下同じです。
（注 3）　上記の「補助金等」とは、国又は地方

公共団体から交付される補助金又は給付

金その他これらに準ずるものをいいます

（旧措法41の19の 2 ①）。以下同じです。

②　適用対象となるバリアフリー改修工事の範
囲等
イ　工事要件
　本特例の適用対象となる改修工事は、高
齢者等居住改修工事等であって、次のイか
らニまでの要件を満たすもの（以下「対象
高齢者等居住改修工事等」といいます。）
とされています（旧措法41の19の 3 ①、措
令26の28の 5 ③）。
イ　高齢者等居住改修工事等に係る標準的
費用額が50万円を超えること。
ロ　高齢者等居住改修工事等をした家屋の
その高齢者等居住改修工事等に係る部分
のうちにその者の居住の用以外の用に供
する部分がある場合には、その居住の用
に供する部分に係る改修工事等の費用の
額が全体の改修工事等の費用の額の 2分
の 1以上であること。
ハ　高齢者等居住改修工事等をした家屋の
その居住の用に供される床面積（区分所

有建物については、その区分所有部分の
床面積）が50㎡以上の家屋（その床面積
の 2分の 1以上相当が専らその居住の用
に供されるものに限ります。）に該当す
るものであること。
ニ　高齢者等居住改修工事等をした家屋が、
その者が主としてその居住の用に供する
ものであること。

ロ　対象工事
　上記の「高齢者等居住改修工事等」とは、
特定個人が所有している家屋について行う
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必
要な構造及び設備の基準に適合させるため
の改修工事であって、その改修工事が高齢
者等居住改修工事等に該当するものである
ことにつき増改築等工事証明書により証明
がされたものとされています（旧措法41の
19の 3 ⑨、旧措令26の28の 5 ⑮、旧措規19
の11の 3 ②）。
　なお、具体的な高齢者等居住改修工事等
の範囲については、告示に定められていま
す（旧措規19の11の 3 ②、旧平19. 3 国土
交通告407）。
（注）　上記の「増改築等工事証明書」は、本

特例を適用する際に、確定申告書に添付

すべき本特例の対象となる改修工事等に

該当する工事である旨等を証明する書類

として登録住宅性能評価機関、指定確認

検査機関、建築士法に基づく建築士事務

所に所属する建築士又は住宅瑕疵担保責

任保険法人が発行するもので、その様式

等については、告示において定められて

います（旧措規19の11の 3 ①～⑦、旧昭

63. 5 建設告1274）。以下同じです。

⑵　省エネ改修工事に係る税額控除制度
①　制度の概要
　個人が、その所有する居住用の家屋につい
て一般断熱改修工事等（省エネ改修工事）を
して、その居住用の家屋を平成26年 4 月 1 日
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から令和 5年12月31日までの間に自己の居住
の用に供した場合（その一般断熱改修工事等
の日から 6月以内に自己の居住の用に供した
場合に限ります。）には、その居住の用に供
した日の属する年分の所得税の額から、一般
断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額
（250万円（太陽光発電設備設置工事（下記②
ロハに掲げる工事をいいます。以下同じで
す。）を行う場合には350万円）を限度としま
す。以下「控除対象断熱改修標準的費用額」
といいます。）の10％に相当する金額を控除
することとされています（旧措法41の19の 3②）。
（注）　上記の「断熱改修標準的費用額」とは、

その者が行った一般断熱改修工事等のうち、

下記②ロイの工事にあっては国土交通大臣

が、下記②ロロの工事にあっては国土交通

大臣及び経済産業大臣が、下記②ロハの工

事にあっては経済産業大臣が、財務大臣と

それぞれ協議してその改修工事等の内容の

区分に応じて定める金額の合計額で、具体

的には、下記②ロイの工事にあっては、そ

の改修工事等の種別及び地域区分に応じた

単位当たりの標準的な工事費用の額として

定めた金額に、その単位とされる改修工事

等を行った床面積等を乗じて計算した金額

の、下記②ロロの工事にあっては、その工

事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事

費用の額として定めた金額に、その単位と

される工事の件数等を乗じて計算した金額

の、下記②ロハの工事にあっては、その工

事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事

費用の額として定められた金額に、その単

位とされる太陽電池モジュールの出力等を

乗じて計算した金額の合計額（これらの一

般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方

公共団体から補助金等の交付を受ける場合

には、これらの金額からその補助金等の額

を控除した金額）をいいます。なお、一般

断熱改修工事等をした家屋のその一般断熱

改修工事等に係る部分のうちにその者の居

住の用以外の用に供する部分がある場合に

は、上記の金額にその一般断熱改修工事等

に要した費用の額のうちにその居住の用に

供する部分に係る費用の額の占める割合を

乗じて計算した金額とされます（旧措令26

の28の 5 ④⑤、旧平21. 3 経済産業・国土交

通告 4）。以下同じです。

②　適用対象となる省エネ改修工事の範囲等
イ　工事要件
　本特例の適用対象となる改修工事は、一
般断熱改修工事等であって、次のイからニ
までの要件を満たすもの（以下「対象一般
断熱改修工事等」といいます。）とされて
います（旧措法41の19の 3 ②、措令26の28
の 5 ⑥）。
イ　一般断熱改修工事等に係る断熱改修標
準的費用額が50万円を超えること。
ロ　一般断熱改修工事等をした家屋のその
一般断熱改修工事等に係る部分のうちに
その者の居住の用以外の用に供する部分
がある場合には、その居住の用に供する
部分に係るその改修工事等の費用の額が
全体の改修工事等の費用の額の 2分の 1
以上であること。
ハ　一般断熱改修工事等をした家屋のその
居住の用に供される床面積（区分所有建
物については、その区分所有部分の床面
積）が50㎡以上の家屋（その床面積の 2
分の 1以上相当が専らその居住の用に供
されるものに限ります。）に該当するも
のであること。
ニ　一般断熱改修工事等をした家屋が、そ
の者が主としてその居住の用に供するも
のであること。

ロ　対象工事
　上記の「一般断熱改修工事等」とは、次
のイからハの工事であって、これらの改修
工事が一般断熱改修工事等に該当するもの
であることにつき増改築等工事証明書によ
り証明がされたものとされています（旧措
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法41の19の 3 ⑩、旧措令26の28の 5 ⑯～㉑、
旧措規19の11の 3 ③～⑤）。
イ　エネルギーの使用の合理化に資する一
定の省エネ改修工事
　この「一定の省エネ改修工事」とは、
家屋について行うエネルギーの使用の合
理化に資する改修工事であって、窓の断
熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せ
て行う天井、壁若しくは床等の断熱改修
工事で、改修部位の省エネ性能がいずれ
も平成28年省エネ基準以上となるものを
いい、その具体的な範囲については、告
示で定められています（旧平21. 3 国土
交通告379）。
（注）　上記の「平成28年省エネ基準」とは、

建築物の備えるべき省エネ性能の確保

のために必要な建築物の構造及び設備

に関する基準として建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律（平

成27年法律第53号）に定める基準をい

います。

ロ　エネルギー使用合理化設備設置工事
　この「エネルギー使用合理化設備設置
工事」とは、上記イの「一定の省エネ改
修工事」が行われる構造又は設備と一体
となって効用を果たすエネルギーの使用
の合理化に著しく資する設備（エネルギ
ー使用合理化設備）の設置工事をいい、
「エネルギー使用合理化設備」の具体的
な範囲については、告示で次に掲げる設
備が定められています（旧平25. 5 経済
産業・国土交通告 5）。
　なお、その設置費用が税額控除の対象
となるのは上記のとおり、上記イの「一定
の省エネ改修工事」が行われる構造又は
設備と一体となって効用を果たす設備に
限られますので、設備のみを設置する場
合の費用は税額控除の対象となりません。
ⅰ　次に掲げる太陽熱利用冷温熱装置
ａ　冷暖房等及び給湯の用に供するも

ののうち、産業標準化法に基づく日
本産業規格（以下「日本産業規格」
といいます。）A4112に適合するも
の（蓄熱槽を有する場合にあっては、
日本産業規格A4113に適合する太
陽蓄熱槽を有するものに限ります。）
【いわゆる「ソーラーシステム」が
該当します。】
ｂ　給湯の用に供するもののうち、日
本産業規格A4111に適合するもの
【いわゆる「太陽熱温水器」が該当
します。】

ⅱ　潜熱回収型給湯器（ガス又は灯油の
消費量が70kw 以下のものであり、か
つ、日本産業規格 S2109又は S3031に
定める試験方法により測定した場合に
おける熱効率が90％以上のものに限り
ます。）【いわゆる「エコジョーズ」等
が該当します。】
ⅲ　ヒートポンプ式電気給湯器（定格加
熱能力を定格消費電力で除して算出し
た数値の平均値が3.5以上のものに限
ります。）【いわゆる「エコキュート」
が該当します。】
ⅳ　燃料電池コージェネレーションシス
テム（発電及び給湯の用に供するもの
であって、固体高分子形の燃料電池を
用いたもののうち日本産業規格C6228�
2- 3 -201に定める試験方法により測定
した場合における、定格出力が0.5kw
以上1.5kw 以下、廃熱回収流体の発電
ユニット出口温度が50度以上、発電効
率が35％以上及び総合効率が85％以上
のもの又は固体酸化物形の燃料電池を
用いたもののうち日本産業規格C6228�
2- 3 -201に定める試験方法により測定
した場合における、定格出力が0.5kw
以上1.5kw 以下、廃熱回収流体の発電
ユニット出口温度が60度以上、発電効
率が40％以上及び総合効率が85％以上
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のものに限ります。）【いわゆる「エネ
ファーム」が該当します。】
ⅴ　エアコンディショナー（エネルギー
の使用の合理化及び非化石エネルギー
への転換等に関する法律施行令第18条
第 2号に掲げるエアコンディショナー
のうち、日本産業規格C9901に定める
省エネルギー基準達成率が114％以上
のものに限ります。）【いわゆる「高効
率空調機」が該当します。】

ハ　太陽光発電設備設置工事
　この「太陽光発電設備設置工事」とは、
上記イの「一定の省エネ改修工事」が行
われた家屋と一体となって効用を果たす
太陽光の利用に資する一定の設備（太陽
光発電設備）の設置工事をいい、「一定
の太陽光発電設備」の具体的な範囲につ
いては、告示で定められています（旧平
21. 3 経済産業告68）。

⑶　三世代同居対応改修工事に係る税額控除制度
①　制度の概要
　個人が、その所有する居住用の家屋につい
て多世帯同居改修工事等（三世代同居対応改
修工事）をして、その居住用の家屋を平成28
年 4 月 1 日から令和 5年12月31日までの間に
自己の居住の用に供した場合（その多世帯同
居改修工事等の日から 6月以内に自己の居住
の用に供した場合に限ります。）には、その
居住の用に供した日の属する年分の所得税の
額から、多世帯同居改修工事等に係る多世帯
同居改修標準的費用額（250万円を限度とし
ます。以下「控除対象多世帯同居改修標準的
費用額」といいます。）の10％に相当する金
額を控除することとされています（旧措法41
の19の 3 ③）。
（注）　上記の「多世帯同居改修標準的費用額」

とは、その者が行った多世帯同居改修工事

等につき、国土交通大臣が財務大臣と協議

してその改修工事等の内容の区分に応じて

定める金額の合計額で、具体的には、その

改修工事等の種類ごとの標準的な工事費用

の額として定めた金額に、その工事の箇所

数を乗じて計算した金額の合計額（その多

世帯同居改修工事等の費用に関し国又は地

方公共団体から補助金等の交付を受ける場

合には、その金額からその補助金等の額を

控除した金額。）をいいます（旧措令26の28

の 5 ⑦⑧、平28. 3 国土交通告586）。以下同

じです。

②　適用対象となる三世代同居対応改修工事の
範囲等
イ　工事要件
　本特例の適用対象となる改修工事は、多
世帯同居改修工事等であって、次のイから
ニまでの要件を満たすもの（以下「対象多
世帯同居改修工事等」といいます。）とさ
れています（旧措法41の19の 3 ③、措令26
の28の 5 ⑨）。
イ　多世帯同居改修工事等に係る多世帯同
居改修標準的費用額が50万円を超えるこ
と。
ロ　多世帯同居改修工事等をした家屋のそ
の多世帯同居改修工事等に係る部分のう
ちにその者の居住の用以外の用に供する
部分がある場合には、その居住の用に供
する部分に係るその改修工事等の費用の
額が全体の改修工事等の費用の額の 2分
の 1以上であること。
ハ　多世帯同居改修工事等をした家屋のそ
の居住の用に供される床面積（区分所有
建物については、その区分所有部分の床
面積）が50㎡以上の家屋（その床面積の
2分の 1以上相当が専らその居住の用に
供されるものに限ります。）に該当する
ものであること。
ニ　多世帯同居改修工事等をした家屋が、
その者が主としてその居住の用に供する
ものであること。

ロ　対象工事
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　上記の「多世帯同居改修工事等」とは、
他の世帯との同居をするのに必要な設備の
数を増加させるための一定の三世代同居対
応改修工事であって、多世帯同居改修工事
等に該当するものであることにつき増改築
等工事証明書により証明がされたものとさ
れています（旧措法41の19の 3 ⑪、旧措26
の28の 5 ㉒㉔、旧措規19の11の 3 ⑥）。
　この「一定の三世代同居対応改修工事」
とは、家屋について行う調理室、浴室、便
所又は玄関を増設する工事で、その改修工
事をした家屋のうちその者の居住の用に供
する部分に調理室、浴室、便所又は玄関の
うちいずれか二以上の室がそれぞれ複数あ
ることとなるものをいい、その具体的な範
囲については、告示で定められています
（旧平28. 3 国土交通告585）。

⑷　耐久性向上改修工事等に係る税額控除制度
①　制度の概要
　個人が、その所有する居住用の家屋につい
て耐久性向上改修工事等で対象住宅耐震改修
又は対象一般断熱改修工事等と併せて行うも
のをして、平成29年 4 月 1 日から令和 5年12
月31日までに間に自己の居住の用に供した場
合（その耐久性向上改修工事等の日から 6月
以内に自己の居住の用に供した場合に限りま
す。）には、その居住の用に供した日の属す
る年分の所得税の額から、耐震改修標準的費
用額又は断熱改修標準的費用額と耐久性向上
改修標準的費用額との合計額（250万円を限
度とします。以下、対象住宅耐震改修と併せ
て耐久性向上改修工事等を行う場合は「控除
対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」と、
対象一般断熱改修工事等と併せて耐久性向上
改修工事等を行う場合は「控除対象断熱耐久
性向上改修標準的費用額」といいます。）の
10％に相当する金額を控除することとされて
います。なお、対象一般断熱改修工事等とし
て太陽光発電設備設置工事を行う場合は、上

記の「250万円」は「350万円」とされます
（旧措法41の19の 3 ④⑤）。
　また、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱
改修工事等と併せて耐久性向上改修工事等を
行った場合における控除額は、耐震改修標準
的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性
向上改修標準的費用額の合計額（500万円を
限度とします。以下「控除対象耐震断熱耐久
性向上改修標準的費用額」といいます。）の
10％に相当する金額とされています。なお、
対象一般断熱改修工事等として太陽光発電設
備設置工事を行う場合は、上記の「500万
円」は「600万円」とされます（旧措法41の
19の 3 ⑥）。
（注）　上記の「耐久性向上改修標準的費用額」

とは、その者が行った耐久性向上改修工事

等につき、国土交通大臣が財務大臣と協議

してその改修工事等の内容の区分に応じて

定める金額の合計額で、具体的には、その

改修工事等の種類ごとの標準的な工事費用

の額として定めた金額に、その工事の箇所

数等を乗じて得た金額の合計額（これらの

耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は

地方公共団体から補助金等の交付を受ける

場合には、その金額からその補助金等の額

を控除した金額）をいいます（旧措令26の

28の 5 ⑪⑫、平29. 3 国土交通告280）。以下

同じです。なお、上記の「耐震改修標準的

費用額」は既存住宅の耐震改修をした場合

の所得税額の特別控除（後述九 1 ⑴参照。

以下「耐震改修特別税額控除」といいま

す。）における耐震改修標準的費用額と、上

記の「断熱改修標準的費用額」は上記 1 ⑵

①の断熱改修標準的費用額と同じです。

②　適用対象となる耐久性向上改修工事等の範
囲等
イ　工事要件
　本特例の適用対象となる改修工事は、対
象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事
等と併せて行う耐久性向上改修工事等で、
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次のイからヘまでの要件を満たすもの（以
下「対象耐久性向上改修工事等」といいま
す。）とされています（旧措法41の19の 3
④～⑥、旧措令26の28の 5 ⑬㉓、旧平
29. 3 国土交通告279）。
イ　認定を受けた長期優良住宅建築等計画
に基づくものであること。
ロ　改修部位の劣化対策並びに維持保全及
び更新の容易性が、いずれも増改築によ
る長期優良住宅の認定基準に新たに適合
することとなること。
ハ　その耐久性向上改修工事等に係る耐久
性向上改修標準的費用額が50万円を超え
ること。
ニ　耐久性向上改修工事等をした家屋のそ
の耐久性向上改修工事等に係る部分のう
ちにその者の居住の用以外の用に供する
部分がある場合には、その居住の用に供
する部分に係るその改修工事等の費用の
額が全体の改修工事等の費用の額の 2分
の 1以上であること。
ホ　耐久性向上改修工事等をした家屋のそ
の居住の用に供される床面積（区分所有
建物については、その区分所有部分の床
面積）が50㎡以上の家屋（その床面積の
2分の 1以上相当が専らその居住の用に
供されるものに限ります。）に該当する
ものであること。
ヘ　耐久性向上改修工事等をした家屋が、
その者が主として居住の用に供するもの
であること。

（注）　上記の「対象住宅耐震改修」とは、耐

震改修特別税額控除（後述九参照）の対

象となる住宅耐震改修（後述九 1 ⑶参

照）で、その住宅耐震改修に係る耐震改

修標準的費用額が50万円を超えるもので

あること等の一定の要件を満たすものを

いいます（旧措法41の19の 3 ④、旧措令

26の28の 5 ⑩）。

ロ　対象工事

　上記の「耐久性向上改修工事等」とは、
対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工
事等と併せて行う一定の耐久性向上改修工
事であって、耐久性向上改修工事等に該当
するものであることにつき増改築等工事証
明書により証明がされたものとされていま
す（旧措法41の19の 3 ⑫、旧措令26の28の
5 ㉓㉔、旧措規19の11の 3 ⑦）。
　この「一定の耐久性向上改修工事」とは、
①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土
台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地
盤に関する劣化対策工事又は⑧給排水管若
しくは給湯管に関する維持保全若しくは更
新を容易にするための工事とされており、
その具体的な範囲については、告示で定め
られています（旧平29. 3 国土交通告279）。

⑸　その他工事等特別税額控除制度（ 5％税額控
除）
①　制度の概要
　個人が、その所有する居住用の家屋につい
て耐震改修特別税額控除又は上記⑴から⑷ま
での税額控除（以下これらの税額控除を「10
％税額控除」といいます。）の対象となる住
宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、
対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改
修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性
向上改修工事等（以下「対象改修工事」とい
います。）をして、その家屋を令和 4 年 1 月
1日から令和 5年12月31日までの間にその者
の居住の用に供した場合には、10％税額控除
の適用を受ける場合に限り、その個人の居住
の用に供した日の属する年分の所得税の額か
ら次に掲げる金額の合計額（対象改修工事に
係る標準的な費用の額の合計額と1,000万円
から当該金額（当該金額が控除対象限度額を
超える場合には、当該控除対象限度額）を控
除した金額のいずれか低い金額を限度）の 5
％に相当する金額を控除することとされてい
ます（旧措法41の19の 3 ⑦）。
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イ　その対象改修工事に係る標準的な費用の
額（控除対象限度額を超える部分に限りま
す。）の合計額
ロ　その対象改修工事と併せて行う増築、改
築その他の一定の工事（以下「その他工
事」といいます。）に要した費用の額（補
助金等の交付がある場合には当該補助金等
の額を控除した金額）の合計額

②　対象となるその他工事の範囲等
　この「その他工事等特別税額控除制度」の
対象となる「その他工事」は、対象改修工事
と併せて行う増築、改築その他の一定の工事
で、その工事に該当するものであることにつ
き増改築等工事証明書により証明がされたも
のとされています（旧措法41の19の 3 ⑦一ホ、
二ハ、三ハ、四ハ、旧措令26の28の 5 ⑭、旧
措規19の11の 3 ①）。
（注）　「その他工事」の具体的な対象範囲は、増

改築等に係る住宅ローン税額控除制度の対

象となる増改築等と同様です（旧措令26㉝）。

なお、このその他工事等特別税額控除制度

は、上記①のとおり、10％税額控除の対象

とならない増改築等工事について税額控除

の適用が受けられるものであることから、

対象改修工事に該当する工事はその他工事

の対象範囲から除くこととされています（旧

措令26の28の 5 ⑭）。

③　税額控除額の計算
　この「その他工事等特別税額控除制度」に
よる税額控除額は、次のイ及びロに掲げる金
額の合計額の 5 ％に相当する金額（100円未
満の端数切り捨て）とされています（旧措法
41の19の 3 ⑦）。
イ　対象改修工事に係る標準的な費用の額
（控除対象限度額を超える部分に限りま
　す。）の合計額
ロ　対象改修工事と併せて行う「その他工
事」に要した費用の額（補助金等の交付が
ある場合には当該補助金等の額を控除した
後の金額）の合計額

（注 1）　この「その他工事等特別税額控除制度」

は、上記①のとおり、10％税額控除の対

象とならない部分について税額控除の適

用が受けられるものであることから、上

記イの対象改修工事に係る標準的な費用

の額は、控除対象限度額を超える部分に

限ることとされています。つまり、対象

改修工事ごとの標準的な費用の額から各

対象改修工事に対応する控除対象限度額

を控除した金額の合計額がこの「その他

工事等特別税額控除制度」による税額控

除の対象となります。
（注 2）　「その他工事」は、特定の工事内容が定

められた対象改修工事と異なりその工事

内容は多岐にわたり、工事の内容に応じ

た標準的な費用の額を定めることが困難

であることから、上記ロの金額は、「その

他工事」に実際に要した費用の額とされ

ています。

　ただし、上記イ及びロに掲げる金額の合計
額は、次のハ又はニに掲げる金額のいずれか
低い金額が限度とされています。
ハ　住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工
事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世
帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は
対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修
標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標
準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額
及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額
ニ　1,000万円から住宅耐震改修、対象高齢
者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工
事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住
宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等
に係る下記九 １⑴の控除対象耐震改修標準
的費用額、控除対象標準的費用額、控除対
象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯
同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久
性向上改修標準的費用額、控除対象断熱耐
久性向上改修標準的費用額及び控除対象耐
震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計
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額を控除した金額

⑹　適用を受けるための手続等
①　特定個人又は個人が、上記⑴から⑸までの
税額控除の適用を受けようとする場合には、
その適用を受けようとする年分の確定申告書
に、その控除を受ける金額についての記載を
し、かつ、その控除を受ける金額に関する計
算明細書及び増改築等工事証明書等の添付を
しなければならないこととされています（旧
措法41の19の 3 ⑯、旧措規19の11の 3 ⑨～
⑪）。なお、特定個人又は個人のその年分の
合計所得金額が3,000万円を超える場合には、
上記⑴から⑸までの税額控除の適用を受ける
ことはできません（旧措法41の19の 3 ⑧）。
②　具体的には、確定申告書の添付書類は次の
書類とされています。
イ　税額控除額の計算に関する明細書
ロ　増改築等工事証明書
ハ　これらの改修工事をした家屋の登記事項
証明書その他の書類でその家屋の床面積が
50㎡以上であることを明らかにする書類
ニ　その者が要介護認定又は要支援認定を受
けている者に該当する特定個人として上記
⑴の税額控除の適用を受けようとする場合
には、その者の介護保険の被保険者証の写
し又はその者が要介護認定又は要支援認定
を受けている親族と同居を常況としている
者に該当する特定個人として上記⑴の税額
控除の適用を受けようとする場合には、そ
の親族の介護保険の被保険者証の写し
ホ　対象高齢者等居住改修工事等について介
護保険法施行規則第76条第 2項の規定の適
用を受けたことを証する書類（連年適用排
除の適用がされない場合に限ります。）
ヘ　上記⑷の税額控除の適用を受けようとす
る場合には、対象住宅耐震改修又は対象一
般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性
向上改修工事等をした家屋に係る長期優良
住宅建築等計画の認定通知書（長期優良住

宅建築等計画の変更の認定があった場合に
は、変更認定通知書）の写し（認定計画実
施者の地位の承継があった場合には、認定
通知書及び地位の承継の承認通知書の写し）

2 　改正の内容

⑴　子育て対応改修工事に係る税額控除制度の創
設
①　子育て対応改修工事に係る税額控除制度の
創設の趣旨
　創設の趣旨については、前述の「一　住宅
借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
制度（住宅ローン税額控除）等の改正」の 2
⑴をご参照ください。
②　子育て対応改修工事に係る税額控除制度の
内容
イ　子育て対応改修工事に係る税額控除制度
の概要
　特例対象個人が、その所有する居住用の
家屋について子育て対応改修工事等をして、
その居住用の家屋を令和 6年 4月 1日から
同年12月31日までの間に自己の居住の用に
供した場合（その子育て対応改修工事等の
日から 6月以内に自己の居住の用に供した
場合に限ります。）には、その特例対象個
人のその居住の用に供した日の属する年分
の所得税の額から、子育て対応改修工事等
に係る子育て対応改修標準的費用額（補助
金等の交付を受ける場合には、その補助金
等の額を控除した後の金額とし、250万円
を限度とします。）の10％に相当する金額
を控除することとされました（措法41の19
の 3 ⑦）。
　ただし、その年分の合計所得金額が
2,000万円を超える場合には、本特例の適
用を受けることはできません（措法41の19
の 3 ⑨）。
ロ　適用対象者
　子育て対応改修に係る税額控除制度の適
用を受けることができる者は、「一　住宅
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借入金等を有する場合の所得税額の特別控
除制度（住宅ローン税額控除）等の改正」
の 2 ⑵①イの特例の適用を受けることがで
きる特例対象個人と同様とされています。
具体的には、個人で、イ年齢40歳未満であ
って配偶者を有する者、ロ年齢40歳以上で
あって年齢40歳未満の配偶者を有する者又
はハ年齢19歳未満の扶養親族を有する者と
されています（措法41⑬）。
　なお、上記の個人若しくは配偶者の年齢
が40歳未満であるかどうか若しくは上記の
扶養親族の年齢が19歳未満であるかどうか
又はその者が上記の個人の配偶者若しくは
扶養親族に該当するかどうかの判定は、令
和 6年12月31日（これらの者が年の中途に
おいて死亡した場合には、その死亡の時）
の現況によるものとされています（措法41
⑭）。
ハ　適用対象となる子育て対応改修工事等の
範囲
　本特例の適用対象となる子育て対応改修
工事等は、次の要件を満たすものとされて
います（措法41の19の 3 ⑦、措令26の28の
5 ⑭～⑯）。
イ　子育て対応改修工事等に係る子育て対
応改修標準的費用額（子育て対応改修工
事等の費用に関し補助金等の交付を受け
る場合には、その子育て対応改修標準的
費用額から補助金等の額を控除した金
額）が50万円を超えること。
ロ　その家屋の子育て対応改修工事等に係
る部分のうちにその者の居住の用以外の
用に供する部分がある場合には、居住の
用に供する部分に係る子育て対応改修工
事等に要した費用の額がその子育て対応
改修工事等に要した費用の額の 2分の 1
以上であること。
ハ　その子育て対応改修工事等をした家屋
が、その者の居住の用に供される次の家
屋（その家屋の床面積の 2分の 1以上に

相当する部分が専ら居住の用に供される
ものに限ります。）のいずれかに該当す
るものであること。
ⅰ　一棟の家屋で床面積が50㎡以上であ
るもの
ⅱ　一棟の家屋でその構造上区分された
数個の部分を独立して住居その他の用
途に供することができるものにつきそ
の各部分を区分所有する場合には、そ
の者の区分所有する部分の床面積が50
㎡以上であるもの

ニ　その子育て対応改修工事等をした家屋
が、その者が主として居住の用に供する
と認められるものであること。

（注）　子育て対応改修工事等につき、本特例

の適用を受ける場合には、その改修工事

については、住宅借入金等を有する場合

の所得税額の特別控除（措法41）の適用

を受けることはできません（措法41㉒）。

ニ　適用対象となる子育て対応改修工事等の
内容
　この「子育て対応改修工事等」とは、子
育てに係る特例対象個人の負担を軽減する
ための改修工事とされ、具体的には、次の
いずれかに該当する工事であって、増改築
等工事証明書によって子育て対応改修工事
等に該当するものであることにつき証明が
されたものとされています（措法41の19の
3 ⑭、措令26の28の 5 ㉗㉘、措規19の11の
3 ⑧、令 6 . 3 国土交通告305）。
イ　住宅内における子どもの事故を防止す
るために行う工事であって、次のいずれ
かに該当するもの
ⅰ　壁又は柱の出隅を子どもの衝突によ
る事故の防止に資する構造のものに改
良する工事
ⅱ　床仕上げ材を子どもの転倒による事
故の防止に資する構造のものに取り替
える工事（ホⅲに該当する工事を除き
ます。）
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ⅲ　転落防止のための手すりを取り付け
る工事（施工後に新たに評価方法基準
（平13. 8 国土交通告1347）のいわゆる
高齢者等配慮対策等級（専有部分）等
級 2以上とされるものに限ります。）
ⅳ　戸を子どもの指の挟み込みによる事
故の防止に資する構造のものに取り替
える工事
ⅴ　乳幼児が危険な場所に進入すること
を防止するための柵を取り付ける工事
ⅵ　コンセントを乳幼児の感電による事
故の防止に資するものとして次に掲げ
る基準のいずれかに適合するものに取
り替える工事
ａ　その差込口が開閉する構造である
こと。
ｂ　乳児の手が届かない高さにあるこ
と。

ロ　キッチン（台所流し、こんろ台その他
調理のために必要な器具又は設備が一体
として組み込まれた既製のユニットをい
います。）を対面式のもの（調理をしな
がら居室を見渡すことができる構造のキ
ッチンをいいます。）に取り替える工事
（ヘⅲに該当する工事を除きます。）
ハ　開口部を侵入防止対策上有効な措置が
講じられたものとする工事（施工後に新
たに評価方法基準に規定する侵入防止対
策上有効な措置が講じられた開口部とな
るものに限ります。）
ニ　棚その他の収納設備を増設する工事
ホ　開口部、界壁又は界床の防音性を高め
る工事であって、次のいずれかに該当す
るもの
ⅰ　窓の防音性を高める工事（施工後に
新たに評価方法基準のいわゆる透過損
失等級（外壁開口部）等級 2相当以上
とされるもの、又はこれと同等の防音
性を有することとなるものに限り、ハ
に該当する工事を除きます。）

ⅱ　界壁に防音上有効な下地材又は仕上
げ材を取り付ける工事
ⅲ　床仕上げ構造（評価方法基準に規定
する床仕上げ構造をいいます。）を重
量床衝撃音（評価方法基準に規定する
重量床衝撃音をいいます。）又は軽量
床衝撃音（評価方法基準に規定する軽
量床衝撃音をいいます。）の低減に資
するものとするための工事

ヘ　間仕切壁（建築基準法第 2条第 5号に
規定する主要構造部である間仕切壁及び
建築物の構造上重要でない間仕切壁をい
います。）の位置の変更をする工事であ
って、次のいずれかに該当するもの
ⅰ　居間及び食事室に該当しない居室の
うち専ら子どもの就寝、学習、遊びそ
の他の用に供される居室を増設する工
事
ⅱ　調理室及び洗濯機、乾燥機その他の
洗濯に必要な設備が設けられた洗面所、
脱衣所その他の室を近接させる工事
ⅲ　調理をしながら居室を見渡しやすい
構造とする工事

ホ　子育て対応改修標準的費用額
　本特例による控除額の計算の基礎となる
子育て対応改修標準的費用額は、子育て対
応改修工事等につき国土交通大臣が財務大
臣と協議して子育て対応改修工事等の内容
に応じて定める金額の合計額とされていま
す。具体的には、次に掲げる工事の区分に
応じそれぞれ次に定めるとおりとされてい
ます（措法41の19の 3 ⑦、措令26の28の 5
⑭⑮、令 6 . 3 国土交通告304）。
イ　上記ニイからホまでに掲げる工事……
次の表の左欄に掲げる工事の内容の区分
に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額
に、右欄の数値を乗じて得た金額（左欄
に掲げる工事をした家屋の当該工事に係
る部分のうちにその者の居住の用以外の
用に供する部分がある場合には、当該金
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額に、当該工事に要した費用の額のうち
に当該居住の用に供する部分に係る当該

工事に要した費用の額の占める割合を乗
じて計算した金額）

（表）子育て対応改修工事等に係る子育て対応改修標準的費用額

子育て対応改修工事等の内容 単位当たり標準額 工事内容ごとの単位

上記ニイⅰに掲げる工事 11,000円 当該工事の箇所数

上記ニイⅱに掲げる工事（日本産業規格A5917に規定する衝
撃緩和型畳床（以下単に「衝撃緩和型畳床」といいます。）
に取り替えるものを除きます。）

7,000円 当該工事の施工面積
（単位　㎡）

上記ニイⅱに掲げる工事のうち、衝撃緩和型畳床に取り替え
るもの 8,300円 当該工事の施工面積

（単位　㎡）

上記ニイⅲに掲げる工事のうち、バルコニーに手すりを取り
付けるもの 13,500円 当該手すりの長さ

（単位　ｍ）

上記ニイⅲに掲げる工事のうち、 2階以上の窓に手すりを取
り付けるもの 20,300円 当該手すりの本数

上記ニイⅲに掲げる工事のうち、廊下又は階段（開放されて
いる側に限ります。）に手すりを取り付けるもの 36,300円 当該手すりの長さ

（単位　ｍ）

上記ニイⅳに掲げる工事 104,500円 当該工事の箇所数

上記ニイⅴに掲げる工事（据付工事以外の工事を伴うものを
除きます。） 15,000円 当該工事の箇所数

上記ニイⅴに掲げる工事のうち、据付工事以外の工事を伴う
もの 115,000円 当該工事の箇所数

上記ニイⅵに掲げる工事のうち、同ⅵａに掲げる基準に適合
するコンセントに取り替えるもの 4,000円 当該工事の箇所数

上記ニイⅵに掲げる工事のうち、同ⅵｂに掲げる基準に適合
するコンセントに取り替えるもの 7,100円 当該工事の箇所数

上記ニロに掲げる工事 1,477,200円 当該工事の箇所数

上記ニハに掲げる工事のうち、住戸の出入口として使用され
る開口部の戸を取り替えるもの 396,500円 当該工事の箇所数

上記ニハに掲げる工事のうち、サッシ及びガラスを取り替え
るもの 57,400円 当該開口部の面積

（単位　㎡）

上記ニハに掲げる工事のうち、面格子を取り付けるもの 55,400円 当該工事の箇所数

上記ニニに掲げる工事 163,900円 当該収納設備の水平投影面積
（単位　㎡）

上記ニホⅰに掲げる工事 52,400円 当該窓の面積
（単位　㎡）

上記ニホⅱに掲げる工事 17,400円 当該工事の施工面積
（単位　㎡）

上記ニホⅲに掲げる工事 39,900円 当該工事の施工面積
（単位　㎡）

ロ　上記ニヘに掲げる工事……次に掲げる 工事の内容の区分に応じ、次に定める金
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額（次に掲げる工事をした家屋の当該工
事に係る部分のうちにその者の居住の用
以外の用に供する部分がある場合には、
当該金額に、当該工事に要した費用の額
のうちに当該居住の用に供する部分に係
る当該工事に要した費用の額の占める割
合を乗じて計算した金額）
ⅰ　上記ニヘに掲げる工事（ⅱに該当す
る工事を除きます。）……159,400円に
間仕切壁の位置の変更に係る箇所数を
乗じて得た金額
ⅱ　上記ニヘに掲げる工事のうち、間仕
切壁の位置の変更以外の修繕又は模様
替を伴う工事…… 1 ㎡当たり26,800円
に当該工事の施工面積を乗じて得た金
額（次の表の左欄に掲げる場合には、
当該金額に、同表の右欄に定める額を
加算した金額）

上記ニヘⅱ又はⅲに掲げる
工事として、調理室の位置
を変更する場合

1,346,900円

上記ニヘⅱに掲げる工事と
して、浴室の位置を変更す
る場合

971,100円

上記ニヘⅱに掲げる工事と
して、便所の位置を変更す
る場合

402,100円

上記ニヘⅱに掲げる工事と
して、洗面所の位置を変更
する場合

481,200円

ヘ　特別控除額の計算方法
　本特例の控除額は、その者が行った子育
て対応改修工事等に係る標準的費用額（250
万円を超える場合には、250万円）の10％
に相当する金額（100円未満の端数がある
ときは、これを切り捨てます。）とされて
います（措法41の19の 3 ⑦）。
ト　確定申告書の添付書類
　本特例の適用を受けようとする者は、次
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定

める事項（次に掲げる場合のいずれにも該
当する場合には、次に定める事項の全て）
をその明細書に記載しなければならないこ
ととされました（措規19の11の 3 ⑫五）。
イ　その者が年齢40歳未満であって配偶者
を有する特例対象個人である場合又はそ
の者が年齢40歳以上であって年齢40歳未
満の配偶者を有する特例対象個人である
場合……これらの配偶者（以下「対象配
偶者」といいます。）の氏名、生年月日
及び個人番号（個人番号を有しない者に
あっては、氏名及び生年月日）並びにそ
の対象配偶者が非居住者である場合には、
その旨
ロ　その者が年齢19歳未満の扶養親族（以
下「対象扶養親族」といいます。）を有
する特例対象個人である場合……その対
象扶養親族の氏名、生年月日、その特例
対象個人との続柄及び個人番号（個人番
号を有しない者にあっては、氏名、生年
月日及びその特例対象個人との続柄）並
びにその対象扶養親族が非居住者である
場合には、その旨
　なお、その者の対象配偶者及び対象扶養
親族の全てが令和 6年12月31日（これらの
者が年の中途において死亡した場合には、
その死亡の時）の現況において非居住者で
ある場合（その者の令和 6年分の年末調整
において非居住者である対象配偶者若しく
は対象扶養親族に係る配偶者控除、扶養控
除等の適用を受けている場合又は給与等若
しくは公的年金等に係る源泉徴収において
非居住者である対象配偶者について次のハ
に掲げる書類を提出等している場合を除き
ます。）は、本特例の適用を受けようとす
る者が特例対象個人に該当するかどうかを
税務当局が把握することが困難であること
から、本特例の適用を受けるための確定申
告において、その対象配偶者に係る次のハ
に掲げる書類又はその対象扶養親族に係る
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次のハ及びニに掲げる書類（その者の令和
6年分の給与等又は公的年金等に係る源泉
徴収において非居住者である対象扶養親族
について次のハに掲げる書類を提出等して
いる場合には、次のニに掲げる書類）を添
付しなければならないこととされました
（措規19の11の 3 ⑫六）。
ハ　次のいずれかの書類であって、その対
象配偶者又はその対象扶養親族がその者
の親族である旨を証するもの（その書類
が外国語で作成されている場合には、そ
の翻訳文を含みます。）
ⅰ　戸籍の附票の写しその他の国又は地
方公共団体が発行した書類及び旅券の
写し
ⅱ　外国政府又は外国の地方公共団体が
発行した書類（その対象配偶者又はそ
の対象扶養親族の氏名、生年月日及び
住所又は居所の記載があるものに限り
ます。）

ニ　次のいずれかの書類であって、その者
が令和 6年においてその対象扶養親族の
生活費又は教育費に充てるための支払を
必要の都度、その対象扶養親族に行った
ことを明らかにするもの（その書類が外
国語で作成されている場合には、その翻
訳文を含みます。）
ⅰ　金融機関の書類又はその写しで、そ
の金融機関が行う為替取引によって居
住者からその対象扶養親族に支払をし
たことを明らかにするもの
ⅱ　クレジットカード等購入あっせん業
者の書類又はその写しで、クレジット
カード等をその対象扶養親族が提示し
又は通知して、特定の販売業者から商
品若しくは権利を購入し、又は特定の
役務提供事業者から有償で役務の提供
を受けたことにより支払うこととなる
その商品若しくは権利の代金又はその
役務の対価に相当する額の金銭をその

者から受領し、又は受領することとな
ることを明らかにするもの
ⅲ　電子決済手段等取引業者（みなし電
子決済手段等取引業者を含みます。）
の書類又はその写しでその電子決済手
段等取引業者がその者の依頼に基づい
て行う電子決済手段の移転によってそ
の者からその対象扶養親族に支払をし
たことを明らかにするもの（みなし電
子決済手段等取引業者の書類又はその
写しである場合には、そのみなし電子
決済手段等取引業者が発行する電子決
済手段に係るものに限ります。）

　また、本特例の適用を受けるためには、
上記 1 ⑴から⑸までの特例と同様に、適用
を受けようとする年分の確定申告書に、そ
の控除を受ける金額についての記載をし、
増改築等工事証明書その他の書類を添付し
なければならないこととされています（措
法41の19の 3 ⑱、措規19の11の 3 ⑩～⑫）。
この増改築等工事証明書は、本特例の創設
等に合わせて所要の改正が行われています
（昭63. 5 建設告1274）。

⑵　適用期限の延長
　上記 1 ⑴から⑷までの特例の適用期限が令和
7年12月31日まで 2年延長されました（措法41
の19の 3 ①～⑥）。
　また、上記 1 ⑸の特例について、上記 1 ⑸①
の対象改修工事の範囲に対象子育て対応改修工
事等が加えられた上で、その適用期限が令和 7
年12月31日まで 2年延長されました（措法41の
19の 3 ⑧）。

⑶　合計所得金額要件の見直し
　上記 1 ⑹①の本特例の適用対象者の合計所得
金額要件を2,000万円以下（改正前：3,000万円
以下）に引き下げることとされました（措法41
の19の 3 ⑨）。
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⑷　エアコンディショナーの省エネルギー基準達
成率の見直し
　上記 1 ⑵の省エネ改修工事に係る税額控除制
度の適用対象となる上記 1 ⑵②ロロⅴのエアコ
ンディショナー設置工事について、対象設備と
なるエアコンディショナーは、日本産業規格
C9901に定める省エネルギー基準達成率が114
％以上のものに限ることとされていましたが、
令和 4年 6月にエアコンディショナーのエネル
ギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機
器等製造事業者等の判断の基準等（平21. 6 経
済産業告213）が改正されたことに伴い、日本
産業規格C9901に定める省エネルギー基準達成
率が107％以上のものに限ることとされました
（平25経済産業・国土交通告 5）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、改修工事をした家屋を令

和 6年 4月 1日以後に居住の用に供する場合に
ついて適用されます（措法41の19の 3 ⑦）。
⑵　上記 2 ⑶の改正は、対象高齢者等居住改修工
事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同
居改修工事等又は対象住宅耐震改修若しくは対
象耐久性向上改修工事等をした家屋を令和 6年
1月 1日以後にその者の居住の用に供する場合
について適用し、これらの改修工事をした家屋
を同日前にその者の居住の用に供した場合につ
いては従前どおりとされています（改正法附則
35）。
⑶　上記 2 ⑷の改正は、対象一般断熱改修工事等
をした家屋を令和 6年 1月 1日以後にその者の
居住の用に供する場合について適用し、対象一
般断熱改修工事等をした家屋を同日前にその者
の居住の用に供した場合については従前どおり
とされています（令 6 . 3 経済産業・国土交通
告 2附則②）。

三　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税
の特例
①　制度の概要
　個人の有する資産（棚卸資産を除きます。
以下同じです。）が、土地収用法その他の法
律の規定によって収用権が認められている事
業等のために収用等をされ、その補償金、対
価又は清算金（以下「補償金等」といいま
す。）の額の全部又は一部に相当する金額を
もって、その収用等により譲渡した資産（以
下「譲渡資産」といいます。）と同種の資産
その他のこれに代わるべき資産（以下「代替
資産」といいます。）の取得（製作及び建設
を含みます。）をしたときは、一定の要件の
下で、下記⑵の収用交換等の場合の5,000万
円特別控除（措法33の 4 ）との選択により、
イ　その収用等により取得した補償金等の額

がその代替資産の取得価額以下であるとき
は、その譲渡資産の譲渡がなかったものと
し、
ロ　その補償金等の額がその代替資産の取得
価額を超えるときは、その譲渡資産のうち
その超える金額に相当する部分についての
み譲渡があったものとして、
それぞれ譲渡所得等の金額を計算することが
できることとされています（旧措法33①）。
　なお、個人が収用等のあった日の属する年
の前年中（その収用等によりその個人の有す
る資産の譲渡をすることとなることが明らか
となった日以後の期間に限ります。）に代替
資産となるべき資産の取得をしたとき（その
代替資産となるべき資産が土地等（土地又は
土地の上に存する権利をいいます。以下同じ
です。）である場合において、一定のやむを
得ない事情があるときは、一定の期間内に取
得をしたとき）には、一定の要件の下で、こ
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の特例を適用できることとされています（措
法33②）。
　また、個人が補償金等の額の全部又は一部
に相当する金額をもって、原則として収用等
のあった年の翌年 1月 1日から収用等のあっ
た日以後 2年を経過した日までの期間に代替
資産を取得する見込みであるときにも、一定
の要件の下で、この特例の適用を受けること
ができることとされています（措法33③）。
②　本特例が適用される場合
　本特例が適用される場合は、個人の有する
資産が次に掲げる場合に該当し、それぞれの
場合について定められた補償金等を取得した
ときとされていました（旧措法33①）。
イ　資産が土地収用法、都市計画法、都市再
開発法その他の法律（以下「土地収用法
等」といいます。）の規定に基づいて収用
され補償金を取得する場合
ロ　資産について買取りの申出を拒むときは
土地収用法等の規定に基づいて収用される
こととなる場合に、その資産が買い取られ、
対価を取得するとき
ハ　土地等について土地区画整理法による土
地区画整理事業その他一定の事業が施行さ
れ、その土地等に係る換地処分によって一
定の清算金を取得する場合
ニ　資産につき都市再開発法による第一種市
街地再開発事業が施行された場合において、
その資産に係る権利変換により補償金で一
定のものを取得するとき
ホ　資産につき密集市街地における防災街区
の整備の促進に関する法律による防災街区
整備事業が施行された場合において、その
資産に係る権利変換により補償金で一定の
ものを取得するとき
ヘ　土地等が都市計画法第52条の 4 第 1 項
（同法第57条の 5 等において準用する場合
を含みます。）又は同法第56条第 1 項の規
定に基づいて買い取られ、対価を取得する
場合

ト　土地区画整理法による土地区画整理事業
で減価補償金を交付すべきこととなるもの
が施行される場合において、公共施設用地
に充てるべきものとしてその事業の施行区
域内の土地等が買い取られ、対価を取得す
るとき
チ　地方公共団体又は独立行政法人都市再生
機構が行う一定の被災市街地復興土地区画
整理事業の用に供するため施行区域内にあ
る土地等が買い取られ、対価を取得する場
合
リ　地方公共団体又は独立行政法人都市再生
機構が行う都市再開発法による第二種市街
地再開発事業の用に供するため施行区域内
にある土地等が買い取られ、対価を取得す
る場合
ヌ　国、地方公共団体等が、自ら居住するた
めの住宅を必要とする者に対し賃貸し、又
は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の
住宅経営に係る事業の用に供するため土地
等が買い取られ、対価を取得する場合
ル　資産が土地収用法等の規定により収用さ
れた場合（上記ロの買取りがあった場合を
含みます。）において、その資産に関して
有する所有権以外の権利（地上権等）が消
滅し、補償金又は対価を取得するとき
ヲ　資産に関して有する権利で都市再開発法
に規定する権利変換により新たな権利に変
換をすることのないもの（地役権、工作物
所有のための地上権等）が消滅したことに
より補償金を取得する場合
ワ　資産に関して有する権利で密集市街地に
おける防災街区の整備の促進に関する法律
に規定する権利変換により新たな権利に変
換することのないものが消滅したことによ
り補償金を取得する場合
カ　土地収用法第 3条に規定する事業の施行
者が行うその事業の施行等に伴い、漁業権
や入漁権等の権利の消滅等により、補償金
又は対価を取得する場合
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ヨ　国又は地方公共団体が、建築基準法、漁
業法等の規定に基づき行う処分に伴う資産
の買取りや消滅等によって、補償金又は対
価を取得する場合
タ　その他一定の場合に補償金等を取得する
場合

⑵　収用交換等の場合の5,000万円特別控除
　個人が、上記⑴②イからタまでに掲げる場合
その他の場合においてその資産の全部について、
上記⑴の収用等に伴い代替資産を取得した場合
の課税の特例（措法33）又は交換処分等に伴い
資産を取得した場合の課税の特例（措法33の
2 ）の適用を受けないときは、一定の要件の下
で、譲渡所得又は山林所得の金額の計算上
5,000万円の特別控除の適用ができることとさ
れています（措法33の 4 ①）。

⑶　収用等証明書
　個人が、上記⑴又は⑵の特例の適用を受ける
ためには確定申告書に収用等の事由に該当して
資産を譲渡したことを証する書類（以下「収用
等証明書」といいます。）を添付しなければな
らないこと等とされています（措法33⑥、33の
4 ④、旧措規14⑤、15②三）。
　個人の有する資産が次に掲げる場合に該当し
てこれらの特例の適用を受けるときは、確定申
告書に添付する収用等証明書は、次に掲げる場
合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とされ
ていました（旧措規14⑤八、九）。
①　上記⑴②カに掲げる場合……上記⑴②カの
漁業権や入漁権等の権利について、土地収用
法第 3条に規定する事業の施行に関する主務
大臣又はその事業の施行に係る地域を管轄す
る都道府県知事のその旨を証する書類
②　上記⑴②ヨに掲げる場合……建築基準法の
規定による命令に基づく処分により買い取ら
れる資産についてその命令をした同法に規定
する特定行政庁のその旨を証する書類や漁業
法の規定による処分により消滅をした漁業権

についてその処分をした都道府県知事のその
旨を証する書類等

2 　改正の内容

　近年の水産物の消費の減少等に対応して漁港の
有効活用を通じた水産業の健全な発展及び水産物
の安定供給を図るため、漁港施設として水産物の
販売及び配送等の機能を担う施設を追加するとと
もに、長期的かつ計画的な漁港施設等の活用を図
る事業の実施を推進する制度を創設し、漁業協同
組合等が当該事業を行う場合は員外利用制限を適
用しないこととする等の措置を講ずること等を内
容とする「漁港漁場整備法及び水産業協同組合法
の一部を改正する法律案」が第211回国会に提出
され、令和 5年 5月19日に可決・成立し、同月26
日に法律第34号として公布されています。
　この「漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の
一部を改正する法律（令和 5 年法律第34号）」に
よる漁港漁場整備法の改正により、漁港の区域内
の一定の水域における水面固有の資源を利用する
漁港施設等活用事業（遊漁、漁業体験活動又は海
洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提
供を行う事業に限ります。）を実施するために、
その水面の占用をして必要な施設を設置し、運営
する権利である漁港水面施設運営権が創設されて
います（漁港及び漁場の整備等に関する法律 4の
3）。
　この漁港水面施設運営権が消滅し、補償金を取
得する一定の場合を、上記 1 ⑴②の範囲に追加す
ることとされました。具体的には、次の改正が行
われました。
⑴　上記 1 ⑴②カに掲げる場合に、土地収用法第
3条に規定する事業の施行者が行うその事業の
施行に伴う漁港水面施設運営権の消滅により、
補償金を取得する場合が加えられました（措法
33①七）。
　この場合に該当して本特例の適用を受ける場
合の収用等証明書は、その漁港水面施設運営権
について、その事業の施行に関する主務大臣又
はその事業の施行に係る地域を管轄する都道府
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県知事のその旨を証する書類とされました（措
規14⑤八）。
⑵　漁港及び漁場の整備等に関する法律では、一
定の地方公共団体である漁港管理者は、漁港の
区域内の水域を他の公共の用途に供することそ
の他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が
生じたときは、漁港水面施設運営権を取り消す
ことができることとされています（漁港及び漁
場の整備等に関する法律59②二）。この場合に
該当して漁港管理者が漁港及び漁場の整備等に
関する法律の規定に基づき行う漁港水面施設運
営権を取り消す処分に伴う資産の消滅等によっ

て補償金を取得する場合が、上記 1 ⑴②ヨに掲
げる場合に加えられました（措令22①）。
　この場合に該当して本特例の適用を受ける場
合の収用等証明書は、その漁港水面施設運営権
について、その処分をした漁港管理者のその旨
を証する書類とされました（措規14⑤九ハ）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 6年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1、改正措令附則 1、改
正措規附則 1）。

四�　特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の
2,000万円特別控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人の有する土地等が「特定土地区画整理事
業等のために買い取られる場合」に該当するこ
ととなった場合には、一定の要件の下で、譲渡
所得の金額の計算上2,000万円の特別控除の適
用ができることとされています（措法34①）。
⑵　この特別控除の適用対象とされる「特定土地
区画整理事業等のために買い取られる場合」と
は、次の場合をいいます（旧措法34②、旧措令
22の 7 ）。
①　国、地方公共団体、独立行政法人都市再生
機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理事
業、住宅街区整備事業、第一種市街地再開発
事業又は防災街区整備事業として行う公共施
設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設
又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業
の用に供するために土地等がこれらの者に買
い取られる場合
②　第一種市街地再開発事業の事業予定地内の
土地等が、都市計画法第56条第 1項の規定に
基づいて事業認可前に設立された市街地再開
発組合に買い取られる場合
③　防災街区整備事業の事業予定地内の土地等

が、都市計画法第56条第 1項の規定に基づい
て事業認可前に設立された防災街区整備事業
組合に買い取られる場合
④　古都における歴史的風土の保存に関する特
別措置法（以下「古都保存法」といいます。）
に規定する買取請求に基づいて古都保存法に
規定する歴史的風土特別保存地区内の土地で
歴史的風土の保存上必要があると認めるもの
が府県又は指定都市に買い取られる場合
⑤　都市緑地法に規定する買取請求に基づいて
同法に規定する特別緑地保全地区内の土地で
当該緑地の保全上必要があると認めるものが
都道府県、市町村又は緑地保全・緑化推進法
人（一定の公益社団法人又は公益財団法人で
あるものに限ります。）に買い取られる場合
（注）　上記の「緑地保全・緑化推進法人」とは、

市区町村長の指定する一般社団法人、一般

財団法人、特定非営利活動法人、その他の

非営利法人又は都市における緑地の保全及

び緑化の推進を目的とする会社であって、

指定を受けた市区町村の区域内において市

民緑地の設置・管理、緑地の保全及び緑化

の推進に関する情報提供等を行う法人をい

います（都市緑地法81①、82）。
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⑥　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等
に規定する買取請求に基づいて土地等が買い
取られる場合
⑦　重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物と
して指定された土地や国立公園の特別地域等
として指定された区域内の土地が国又は地方
公共団体に買い取られる場合（重要文化財、
史跡、名勝又は天然記念物として指定された
土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行
政法人国立科学博物館、一定の地方独立行政
法人又は一定の文化財保存活用支援団体に買
い取られる場合を含みます。）
⑧　保安林等として指定された区域内の土地等
が保安施設事業のために国又は地方公共団体
に買い取られる場合
⑨　防災のための集団移転促進事業に係る国の
財政上の特別措置等に関する法律に規定する
集団移転促進事業計画に定められた移転促進
区域内の農地等が同計画に基づいて地方公共
団体に買い取られる場合
⑩　農業経営基盤強化促進法第22条の 4第 1項
に規定する区域（地域計画の特例に係る区
域）内にある農用地が、同条第 2項の農用地
等の所有者等からの申出に基づき同項の一定
の農地中間管理機構に買い取られる場合

⑶　本特例の適用があるものとした場合において
もその年分の確定申告書を提出しなければなら
ない者については、確定申告書に本特例の適用
を受けようとする旨の記載をし、上記⑵の買取
りをする者から交付を受けた上記⑵の土地等の
買取りがあったことを証する書類等を添付しな
ければならないこととされています（措法34④、
旧措規17①）。

2 　改正の内容等

⑴　都市緑地法等の改正の概要
　近年、気候変動対策や生物多様性の確保、幸
福度の向上等の課題解決に向けて、緑地の持つ
機能への期待が高まっている一方で、我が国は
世界と比較して都市における緑地の充実度が低

く、また減少傾向にあるとの課題もある中、良
好な都市環境の形成を図り、併せて都市におけ
る脱炭素化を推進するため、都市における緑地
の保全及び緑化の推進に関する国土交通大臣に
よる基本方針等の策定、機能維持増進事業に係
る都市計画に関する手続の特例、都市緑化支援
機構の指定、民間事業者等による緑地確保の取
組の認定、都市の脱炭素化に資する都市開発事
業に対する支援の拡充等の措置を講ずる必要が
あることから「都市緑地法等の一部を改正する
法律案」が第213回国会に提出され、可決・成
立し、令和 6年 5月29日に法律第40号として公
布されました。
　この法律による都市緑地法及び古都保存法の
改正により、緑地の機能の維持増進を図るため
に行う樹木の伐採等が「機能維持増進事業」と
して位置づけられ、都市緑地法に規定する特別
緑地保全地区及び古都保存法に規定する歴史的
風土特別保存地区（以下「特別緑地保全地区
等」といいます。）内において地方公共団体に
代わって土地の買入れや機能維持増進事業を行
う法人を都市緑化支援機構として指定できるこ
ととなりました。この都市緑化支援機構は都道
府県等の要請に基づき、土地所有者からの買い
入れるべき旨の申出に係る特別緑地保全地区等
内の土地（以下「対象土地」といいます。）の
買入れやその買い入れた対象土地の区域内にお
いて機能維持増進事業を行うことができること
とされています。
（注 1）　特別緑地保全地区等内において建築行為

など一定の行為をする場合には都道府県知

事等の許可が必要とされ（古都保存法 9 ①、

都市緑地法14①）、都道府県知事等の許可を

受けることができないため土地の利用に著

しい支障を生じたとして土地所有者から特

別緑地保全地区等内の土地を買い入れるべ

き旨の申出があった場合には、都道府県等

はその土地を買い取ることとされています

（古都保存法12①、都市緑地法17①）。
（注 2）　上記の「都市緑化支援機構」とは、国土
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交通大臣が全国を通じて一に限り指定する

ことができる都市における緑地の保全及び

緑化の推進を支援することを目的とする一

般社団法人又は一般財団法人であって、次

に掲げる業務（以下「支援業務」といいま

す。）の実施に関する一定の基準に適合する

と認められるものをいい、国土交通大臣は、

都市緑化支援機構の指定をしたときは、そ

の都市緑化支援機構の名称、住所及び支援

業務を行う事務所の所在地を公示しなけれ

ばならないこととされています（都市緑地

法69①③）。

①�　都道府県等の要請に基づき、特別緑地

保全地区内の土地を買い入れること。

②�　買入れに係る土地の区域内において機

能維持増進事業を行うこと。

③　買入れに係る土地の管理を行うこと。

④�　一定の期間内において都道府県等への

買入れに係る土地の譲渡を行うこと。

⑤�　一定の事業者に対し、緑地確保事業の

実施のために必要な資金の貸付けを行う

こと。

⑥�　緑地の保全及び緑化の推進に関する情

報の収集及び提供、必要な助言及び指導、

調査等を行うこと。

⑦�　①から⑥までに掲げる業務に附帯する

業務を行うこと。

⑵　都市緑地法等の改正に伴う本特例の改正
①　都市緑化支援機構による土地等の買入れ制
度の創設
　上記 1⑵④及び⑤のとおり、古都保存法に
規定する歴史的風土特別保存地区内の土地が
府県又は指定都市に買い取られる場合及び都
市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土
地が都道府県、市町村又は緑地保全・緑化推
進法人に買い取られる場合は、これまでも本
特例の対象とされていましたが、上記の都市
緑地法等の一部改正に伴う税制上の措置の一

環として本特例の対象に、古都保存法の規定
又は都市緑地法の規定により対象土地が都市
緑化支援機構に買い取られる場合（次に掲げ
る要件を満たす場合に限ります。）が追加さ
れました（措法34②三の二・三の三、措令22
の 7 ②③）。
イ　その都市緑化支援機構が公益社団法人又
は公益財団法人であり、かつ、その定款に
おいて、その都市緑化支援機構が解散した
場合にその残余財産が地方公共団体又はそ
の都市緑化支援機構と類似の目的をもつ他
の公益を目的とする事業を行う法人に帰属
する旨の定めがあること。
ロ　その都市緑化支援機構と地方公共団体と
の間で、その買い取った対象土地の売買の
予約又はその買い取った対象土地の第三者
への転売を停止条件とする停止条件付売買
契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこ
と。
　なお、古都保存法の規定又は都市緑地法の
規定により対象土地が都市緑化支援機構に買
い取られる場合について本特例の適用を受け
ようとする際に確定申告書に添付する上記 1
⑶の書類は、都市緑化支援機構に対して対象
土地の買取りを要請した都道府県の知事等の
その都市緑化支援機構が対象土地を古都保存
法の規定又は都市緑地法の規定により買い取
った旨及びその対象土地が都市緑化支援機構
に買い取られる場合が上記イ及びロに掲げる
要件を満たすものであることを証する書類と
されました（措規17①三の二・三の三）。
②　緑地保全・緑化推進法人による土地の買入
れ制度の廃止
　今般の都市緑地法の改正により、緑地保
全・緑化推進法人による特別緑地保全地区内
の土地の買取り制度が廃止されたことに伴い、
上記 1⑵⑤の場合から、都市緑地法の規定に
より土地等が緑地保全・緑化推進法人に買い
取られる場合が除外されました（措法34②三）。
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3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑵①の改正は、都市緑地法等の一部を
改正する法律（令和 6年法律第40号。以下「都
市緑地法等改正法」といいます。）の施行の日
から施行されます（改正法附則 1十ロ）。
⑵　上記 2 ⑵②の改正は、個人の有する土地等が
都市緑地法等改正法の施行の日以後に買い取ら
れる場合について適用し、個人の有する土地等

が同日前に買い取られた場合については、従前
どおりとされています（改正法附則32）。
（注）　都市緑地法等改正法の施行の日は、都市緑

地法等改正法の公布の日（令和 6年 5月29日）

から起算して 6 月を超えない範囲内において

政令で定める日とされており（都市緑地法等

改正法附則 1）、その政令は、今後定められま

す。

五�　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の
1,500万円特別控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人の有する土地等が「特定住宅地造成事業
等のために買い取られる場合」に該当すること
となった場合には、一定の要件の下で、譲渡所
得の金額の計算上1,500万円の特別控除の適用
ができることとされています（措法34の 2 ①）。
⑵　この特別控除の適用対象となる「特定住宅地
造成事業等のために買い取られる場合」とは、
次の場合をいいます（旧措法34の 2 ②）。
①　地方公共団体等が行う住宅建設又は宅地造
成事業のために土地等が買い取られる場合
②　収用の対償地に充てるために土地等が買い
取られる場合
③　住宅地区改良法の改良住宅建設のため改良
地区外の土地等が買い取られる場合
④　公営住宅法の公営住宅の買取りにより土地
等が地方公共団体に買い取られる場合
⑤　平成 6年 1月 1日から令和 5年12月31日ま
での間に、特定の民間住宅地造成事業のため
に土地等が買い取られる場合
（注）　上記の「特定の民間住宅地造成事業」と

は、土地区画整理法による土地区画整理事

業として行われる一団の宅地の造成事業で

あって一定の要件を満たすことにつき国土

交通大臣の認定を受けたものをいいます。

⑥　公有地の拡大の推進に関する法律の買取り

協議に基づき地方公共団体等に土地等が買い
取られる場合
⑦　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に
規定する航空機騒音障害防止特別地区内にあ
る土地が特定空港の設置者に買い取られる場
合
⑧　地方公共団体又は沿道整備推進機構が沿道
整備道路の沿道の整備のために行う一定の事
業の用に供するために沿道地区計画の区域内
にある土地等がこれらの者に買い取られる場
合
⑨　地方公共団体又は防災街区整備推進機構が
防災街区としての整備のために行う一定の事
業の用に供するために特定防災街区整備地区
又は防災街区整備地区計画の区域内にある土
地等がこれらの者に買い取られる場合
⑩　地方公共団体又は中心市街地整備推進機構
が認定中心市街地の整備のために行う一定の
事業の用に供するために認定中心市街地の区
域内にある土地等がこれらの者に買い取られ
る場合
⑪　地方公共団体又は景観整備機構が景観重要
公共施設の整備に関する事業の用に供するた
めに景観計画の区域内にある土地等がこれら
の者に買い取られる場合
⑫　地方公共団体又は都市再生推進法人が行う
都市再生整備計画又は立地適正化計画に記載
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された公共施設の整備に関する事業の用に供
するために都市再生整備計画又は立地適正化
計画の区域内にある土地等がこれらの者に買
い取られる場合
⑬　地方公共団体又は歴史的風致維持向上支援
法人が行う認定重点区域における認定歴史的
風致維持向上計画に記載された公共施設又は
公用施設の整備に関する事業の用に供するた
めに認定重点区域内にある土地等がこれらの
者に買い取られる場合
⑭　地方公共団体又は国若しくは地方公共団体
の出資に係る一定の法人が国又は都道府県が
作成した総合的な地域開発に関する計画に基
づいて行う工業用地等の造成事業のために土
地等が買い取られる場合
⑮　商店街の活性化のための地域住民の需要に
応じた事業活動の促進に関する法律の認定商
店街活性化事業計画に基づく商店街活性化事
業又は認定商店街活性化支援事業計画に基づ
く商店街活性化支援事業の用に供するために
地方公共団体の出資に係る法人等に土地等が
買い取られる場合
⑯　中心市街地の活性化に関する法律の認定特
定民間中心市街地活性化事業計画に基づく一
定の中小小売商業高度化事業の用に供するた
めに地方公共団体の出資に係る法人等に土地
等が買い取られる場合
⑰　農業協同組合が行う宅地等供給事業で一定
の要件を満たすもののために農地等が買い取
られる場合
⑱　独立行政法人中小企業基盤整備機構の中小
企業活性化資金の融資を受けて造成する商業
団地で一定の要件を満たすもののために土地
等が買い取られる場合
⑲　総合特別区域法に規定する共同して又は一
の団地若しくは主として一の建物に集合して
行う事業の用に供する土地の造成に関する事
業で一定の要件を満たすもののために土地等
が買い取られる場合
⑳　産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の

促進に関する法律による整備計画の認定を受
けて行われる特定施設の整備事業のために地
方公共団体の出資に係る法人等に土地等が買
い取られる場合
㉑　広域臨海環境整備センター法による基本計
画の認可を受けて行う廃棄物の搬入施設の整
備事業の用に供するために広域臨海環境整備
センターに土地等が買い取られる場合
㉒　生産緑地地区内の土地が買取申出等に基づ
き地方公共団体等に買い取られる場合
㉓　国土利用計画法による規制区域内の土地等
が地方公共団体等に買い取られる場合
㉔　国土利用計画法の土地利用基本計画に定め
られた学園都市計画等の地域の開発保全整備
計画に係る事業のために地方公共団体等に土
地等が買い取られる場合
㉕　土地区画整理促進区域等内の土地等が買取
申出に基づき地方公共団体等に買い取られる
場合
㉖　土地区画整理事業の施行に伴い、一定の既
存不適格建築物の敷地について換地を定める
ことが困難なため清算金を取得する場合
㉗　被災市街地復興推進地域内にある土地等に
つき、被災市街地復興土地区画整理事業が施
行された場合において、保留地が定められた
ことに伴い、その土地等に係る換地処分によ
り、その土地等のうち保留地の対価の額に対
応する部分の譲渡があった場合
㉘　マンション建替事業が施行された場合にお
いて、やむを得ない事情により、その土地等
に係る権利変換により補償金を取得する場合
又は売渡し請求等により買い取られた場合
㉙　通行障害既存耐震不適格建築物に該当する
決議特定要除却認定マンションの敷地の用に
供されている土地等につきマンション敷地売
却事業が実施された場合において、その土地
等に係る分配金取得計画に基づき分配金を取
得する場合又は売渡し請求により買い取られ
た場合
㉚　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
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に関する法律による管理地区内の土地が国若
しくは地方公共団体に買い取られる場合又は
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律による特別保護地区内の土地のうち
天然記念物である鳥獣の生息地等が国若しく
は地方公共団体に買い取られる場合
㉛　自然公園法の都道府県立自然公園の区域内
のうち条例により特別地域として指定された
地域で、その地域内における行為が同法の行
為規制と同等の規制が行われている地域とし
て環境大臣が認定した地域内の土地又は自然
環境保全法の都道府県自然環境保全地域のう
ち条例により特別地区として指定された地区
で、その地区内における行為が同法の行為規
制と同等の規制が行われている地区として環
境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団
体に買い取られる場合

㉜　農業経営基盤強化促進法の買取り協議に基
づき農用地区域内にある農用地が農地中間管
理機構に買い取られる場合

⑶　本特例の適用を受ける場合には、確定申告書
に本特例の適用を受けようとする旨の記載をし、
上記⑵の買取りをする者から交付を受けた上記
⑵の土地等の買取りがあったことを証する書類
等を添付しなければならないこととされていま
す（措法34の 2 ⑤、措規17の 2 ①）。

2 　改正の内容

　本特例の適用対象となる上記 1⑵⑤の特定の民
間住宅地造成事業のために土地等が買い取られる
場合について、その適用期限（令和 5 年12月31
日）が令和 8年12月31日まで 3年延長されました
（措法34の 2 ②三）。

六�　特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の
課税の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が、平成 5年 4月 1日から令和 5年12月
31日までの間に、その年の 1月 1日において所
有期間が10年を超える家屋又は土地等のうち次
に掲げるもの（以下「譲渡資産」といいます。）
の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付
けを含み、その譲渡資産の譲渡に係る対価の額
が 1億円を超えるもの、その個人の配偶者その
他特別の関係がある者に対してするもの、他の
譲渡所得に係る特別控除等の特例の適用を受け
るもの及び贈与、交換又は出資によるもの等を
除きます。）をして、その譲渡の日の属する年
（以下「譲渡年」といいます。）の前年 1月 1日
から譲渡年の12月31日までに自己の居住の用に
供する家屋又はその家屋の敷地の用に供する土
地等で一定のもの（以下「買換資産」といいま
す。）の取得をし、かつ、その取得をした日か
ら譲渡年の翌年12月31日までの間にその買換資

産を自己の居住の用に供した場合又は供する見
込みである場合には、その個人が譲渡年又はそ
の年の前年若しくは前々年における資産の譲渡
につき、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡
所得に係る軽減税率（措法31の 3 ）、3,000万円
特別控除（措法35（措法35③により適用する場
合を除きます。））又は後述の「七　居住用財産
の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰
越控除」若しくは「八　特定居住用財産の譲渡
損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けて
いる場合を除き、一定の要件の下で、その譲渡
資産の譲渡所得に対して取得価額の引継ぎによ
る課税の繰延べができることとされています
（旧措法36の 2 ①）。
①　個人が居住の用に供している家屋（当該個
人のその家屋の存する場所での居住期間が10
年以上であるものに限ります。）で国内にあ
るもの（その家屋のうちにその居住の用以外
の用に供している部分があるときは、その居
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住の用に供している部分に限られ、その者が
その居住の用に供している家屋を 2以上有す
る場合には、これらの家屋のうち、その者が
主としてその居住の用に供していると認めら
れる一の家屋に限ります。）
②　上記①の家屋で当該個人の居住の用に供さ
れなくなったもの（居住の用に供されなくな
った日から 3年を経過する日の属する年の12
月31日までに譲渡されるものに限ります。）
③　上記①②の家屋及びその家屋の敷地の用に
供されている土地等
④　個人の上記①の家屋が災害により滅失した
場合において、当該個人がその家屋を引き続
き所有していたならば、その年 1月 1日にお
ける所有期間が10年を超えるその家屋の敷地
の用に供されていた土地等（その災害があっ
た日から 3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡されるものに限ります。）

⑵　上記⑴の買換資産とは、次に掲げる資産の区
分に応じそれぞれ次に定めるものとされていま
す（旧措法36の 2 ①、旧措令24の 2 ③）。
①　居住の用に供する家屋……次に掲げる家屋
の区分に応じそれぞれ次に定める家屋
イ　建築後使用されたことのない家屋……次
に掲げる家屋（令和 6年 1月 1日以後に居
住の用に供した場合又は供する見込みであ
る場合にあっては、特定居住用家屋に該当
するものを除きます。）
イ　一棟の家屋の床面積のうち個人が居住
の用に供する部分の床面積が50㎡以上で
あるもの
ロ　一棟の家屋のうちその独立部分（一棟
の家屋でその構造上区分された数個の部
分を独立して住居その他の用途に供する
ことができるもののその部分をいいます。
以下同じです。）を区分所有する場合に
は、その独立部分の床面積のうち個人が
居住の用に供する部分の床面積が50㎡以
上であるもの

（注）　上記の「特定居住用家屋」とは、「エネ

ルギーの使用の合理化に資する住宅の用

に供する家屋として国土交通大臣が財務

大臣と協議して定める基準」に適合する

家屋以外の家屋で、令和 5 年12月31日ま

でに建築確認を受けておらず、かつ、令

和 6 年 6 月30日までに建築されていない

ものとされています（旧措法41㉕、旧措

令24の 2 ③一イ、26㊲）。

ロ　建築後使用されたことのある家屋……上
記イイ又はロの家屋のうち、その取得の日
以前25年以内に建築されたものであること
（以下「年数基準」といいます。）又は建築
基準法施行令第 3章及び第 5章の 4の規定
若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議し
て定める地震に対する安全性に係る基準に
適合することにつき一定の証明がされたも
のであること（以下「耐震基準」といいま
す。）のいずれかの基準を満たすもの
（注 1）　なお、上記ロの建築後使用されたこ

とのある家屋のうち、木造家屋のよう

な耐火建築物に該当しないもの（以下

「非耐火建築物」といいます。）で年数

基準及び耐震基準を満たさないものを

取得した場合でも、譲渡年の12月31日

までに、その非耐火建築物を除却し新

たな家屋を新築した場合やその非耐火

建築物を除却せずに耐震改修を行い、

耐震基準を満たす家屋となった場合に

は本特例の対象となります（措令24の

2 ③一ハ）。
（注 2）　上記（注 1）の「耐火建築物」とは、

登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨

造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コ

ンクリート造その他の一定の建物をい

います。
（注 3）　上記ロの「国土交通大臣が財務大臣

と協議して定める地震に対する安全性

に係る基準」とは、具体的には、平成

18年 1 月国土交通省告示第185号で定め

る地震に対する安全上耐震関係規定に
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準ずるものとして国土交通大臣が定め

る基準とされています（平17. 3 国土交

通告393）。

②　上記①の家屋の敷地の用に供する土地又は
その土地の上に存する権利
　土地の面積（上記①イロに掲げる家屋につ
いては、その一棟の家屋の敷地の用に供する
土地の面積にその家屋の床面積のうちにその
者の区分所有する独立部分の床面積の占める
割合を乗じて計算した面積）が500㎡以下で
あるもの

⑶　また、平成 5年 4月 1日から令和 5年12月31
日までの間において譲渡資産の譲渡をした個人
が、譲渡年の翌年12月31日（以下「取得期限」
といいます。）までに買換資産を取得する見込
みであり、かつ、その取得の日の属する年の翌
年12月31日までにその買換資産をその個人の居
住の用に供する見込みである場合についても、
一定の要件の下で、この特例の適用を受けるこ
とができます（旧措法36の 2 ②）。
（注）　特定非常災害に基因するやむを得ない事情

により、取得期限までに買換資産の取得をす

ることが困難となった場合において、その取

得期限後 2 年以内に買換資産の取得をする見

込みであり、かつ、納税地の税務署長の承認

を受けたときは、「取得期限」を「取得期限の

属する年の翌々年12月31日」とすることがで

きます（旧措法36の 2 ②）。

⑷　なお、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲
渡をした日の属する年又はその年の前年若しく

は前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個
人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の
譲渡（収用交換等による譲渡を除きます。以下
「前 3年以内の譲渡」といいます。）をしている
場合において、当該前 3年以内の譲渡に係る対
価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額と
の合計額が 1億円を超える場合には、本特例は
適用できないこととされています（措法36の 2
③）。
⑸　また、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲
渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当
該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に
供されていた家屋又は土地等の譲渡（収用交換
等による譲渡を除きます。）をした場合におい
て、当該家屋又は土地等の譲渡に係る対価の当
該譲渡資産の譲渡に係る対価の額（前 3年以内
の譲渡がある場合には、上記⑷の合計額）との
合計額が 1億円を超える場合にも、本特例は適
用できないこととされています（措法36の 2 ④）。
⑹　なお、上記⑴の期間内において、譲渡資産の
譲渡・買換資産の取得という形態ではなく「交
換」をした場合についても同様に、一定の要件
の下で、課税の繰延べの特例制度の適用を受け
ることができます（旧措法36の 5 ）。

2 　改正の内容

　本特例の適用期限（令和 5年12月31日）が令和
7年12月31日まで 2年延長されました（措法36の
2 ①②、36の 5 ）。

七�　居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越
控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人の平成16年分以後の各年分の譲渡所得の
金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金
額については、租税特別措置法の長期譲渡所得
の課税の特例（措法31）で定める「所得税法そ

の他所得税に関する法令の規定の適用について
は、当該損失の金額は生じなかったものとみな
す」という規定にかかわらず、所得税法本法で
定める損益通算の規定（所法69）その他の所得
税に関する法令の規定を適用することとされて
います（措法41の 5 ①）。ただし、当該個人が
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その年の前年以前 3年内の年において生じたそ
の居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財
産の譲渡損失の金額につき、本特例の適用を受
けているときは適用できないこととされていま
す（措法41の 5 ①ただし書）。
⑵　上記⑴の「居住用財産の譲渡損失の金額」と
は、当該個人が、平成10年 1 月 1 日から令和 5
年12月31日までの期間内に、その有する家屋又
は土地等（土地又は土地の上に存する権利をい
います。以下同じです。）で、その年の 1 月 1
日において所有期間が 5年を超えるもののうち、
次に掲げるもの（以下「譲渡資産」といいま
す。）の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等
の貸付けを含み、その個人の配偶者その他特別
の関係がある者に対するものその他一定の譲渡
を除きます。以下「特定譲渡」といいます。）
をした場合（その年の前年若しくは前々年にお
ける資産の譲渡につき、居住用財産を譲渡した
場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法31の
3 ）、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特
別控除（措法35（措法35③により適用する場合
を除きます。））若しくは前述の「六　特定の居
住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所
得の課税の特例」の適用を受けている場合又は
その年若しくはその年の前年以前 3年内におけ
る資産の譲渡につき後述の「八　特定居住用財
産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用
を受け、若しくは受けている場合を除きます。）
において、その特定譲渡の日の属する年の前年
1月 1日からその特定譲渡をした日の属する年
の翌年12月31日（以下「取得期限」といいま
す。）までの間に、その個人の居住の用に供す
る家屋で一定のもの又はその家屋の敷地の用に
供する土地等で国内にあるもの（以下「買換資
産」といいます。）の取得（建設も含まれます
が、贈与その他一定のものを除きます。以下同
じです。）をして、その取得をした日の属する
年の12月31日においてその買換資産に係る住宅
借入金等の金額を有し、かつ、その取得をした
日の属する年の翌年12月31日までの間にその個

人の居住の用に供したとき又は供する見込みで
あるときにおけるその譲渡資産の特定譲渡（そ
の年において特定譲渡が二以上ある場合には、
当該個人が選定した一の特定譲渡に限ります。）
による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金
額のうち、その特定譲渡をした日の属する年分
の長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額
の計算上控除してもなお控除しきれない部分の
金額として一定の方法により計算した金額をい
います（旧措法41の 5 ⑦一）。
①　個人が居住の用に供している家屋で国内に
あるもの（その家屋のうちにその居住の用以
外の用に供している部分があるときは、その
居住の用に供している部分に限られ、その者
がその居住の用に供している家屋を二以上有
する場合には、これらの家屋のうち、その者
が主としてその居住の用に供していると認め
られる一の家屋に限ります。）
②　上記①の家屋で当該個人の居住の用に供さ
れなくなったもの（居住の用に供されなくな
った日から 3年を経過する日の属する年の12
月31日までに譲渡されるものに限ります。）
③　上記①②の家屋及びその家屋の敷地の用に
供されている土地等
④　個人の上記①の家屋が災害により滅失した
場合において、当該個人がその家屋を引き続
き所有していたならば、その年 1月 1日にお
ける所有期間が 5年を超えるその家屋の敷地
の用に供されていた土地等（その災害があっ
た日から 3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡されるものに限ります。）

（注）　特定非常災害に基因するやむを得ない事情

により、取得期限までに買換資産の取得をす

ることが困難となった場合において、その取

得期限後 2 年以内に買換資産の取得をする見

込みであり、かつ、納税地の税務署長の承認

を受けたときは、「取得期限」を「取得期限の

属する年の翌々年12月31日」とすることがで

きます（旧措法41の 5 ⑦一）。

⑶　また、確定申告書を提出する個人が、その年
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の前年以前 3年内の年において生じた純損失の
金額（損益通算をしてもなお控除しきれない部
分の損失の金額をいいます。）のうち、その居
住用財産の譲渡損失の金額に係るもの（その居
住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のう
ちに土地等の面積が500㎡を超えるものが含ま
れている場合には、その土地等のうち500㎡を
超える部分に相当する金額は除きます。）とし
て一定の方法により計算した金額（この特例に
より前年以前の年において控除されたものを除
きます。以下「通算後譲渡損失の金額」といい
ます。）を有する場合においても、その個人が
その年の12月31日においてその通算後譲渡損失
の金額に係る買換資産につき住宅借入金等の金
額を有するときは、租税特別措置法の長期譲渡
所得の課税の特例（措法31）で定める「所得税
法その他所得税に関する法令の規定の適用につ
いては、当該損失の金額は生じなかったものと
みなす」という規定にかかわらず、その通算後
譲渡損失の金額について、一定の要件の下で、
その年分（合計所得金額が3,000万円以下であ
る年分に限ります。）の長期譲渡所得の金額、
短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金
額又は山林所得金額の計算上一定の方法により
繰越控除の特例が適用されます（措法41の 5 ④
⑦三）。
⑷　なお、居住者が、この特例の適用を受けた場
合においてもその適用に係る買換資産の取得に
ついては、前述の「一　住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除制度（住宅ローン税
額控除）等の改正」の住宅ローン税額控除制度
（措法41、41の 2 の 2 ）との併用が認められて
います。
⑸　上記⑴の損益通算の特例の適用を受けるため
確定申告書を提出する者は、取得をした買換資
産に係る住宅借入金等の残高証明書等を、特定
譲渡の日の属する年の12月31日までに買換資産
の取得をする場合にはその確定申告書の提出の
日までに、特定譲渡の日の属する年の翌年 1月
1日から取得期限までの間に買換資産の取得を

する場合には買換資産を取得した日の属する年
分の確定申告書の提出期限までに、納税地の所
轄税務署長に提出しなければならないこととさ
れています（措令26の 7 ⑰、旧措規18の25⑪）。
また、上記⑶の通算後譲渡損失の金額の繰越控
除の特例の適用を受けようとする年分の確定申
告書には、取得をした買換資産に係る住宅借入
金等の残高証明書等を添付しなければならない
こととされています（措法41の 5 ⑤、旧措規18
の25②）。

2 　改正の内容

⑴　買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書の
添付等の省略
　令和 4年度税制改正において「住宅取得資金
に係る借入金等の年末残高等調書制度」が創設
されたことにより、住宅ローン税額控除制度に
おいては、住宅借入金等に係る債権者は令和 5
年 1月 1日以後に居住の用に供する家屋につい
て、原則として「住宅取得資金に係る借入金の
年末残高等証明書」の交付を要しないこととさ
れ（措令26の 2 ①）、これに伴い、確定申告に
おいて住宅ローン税額控除の適用を受ける場合
の確定申告書及び年末調整において住宅ローン
税額控除の適用を受ける場合の給与所得者の住
宅借入金等特別控除申告書には「住宅取得資金
に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が原
則不要とされたところです。本特例においても、
納税者の利便性向上等の観点から、上記 1⑸の
とおり納税地の所轄税務署長への提出又は確定
申告書への添付をすることとされている買換資
産に係る住宅借入金等の残高証明書について、
一定の場合にはその提出又は添付を不要とする
改正が行われました。
　具体的には、本特例の適用を受けようとする
個人が買換資産に係る住宅借入金等の債権者に
対し、住宅ローン税額控除制度における「住宅
取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制
度」に係る適用申請書（措法41の 2 の 3 ①）を
提出している場合には、買換資産に係る住宅借
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入金等の残高証明書の納税地の所轄税務署長へ
の提出及び確定申告書への添付が不要とされま
した（措規18の25②⑪）。

⑵　適用期限の延長
　本特例の適用期限（令和 5年12月31日）が令
和 7年12月31日まで 2年延長されました（措法

41の 5 ⑦一）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、個人が令和 6年 1月 1日以
後に行う譲渡資産の特定譲渡について適用し、個
人が同日前に行った譲渡資産の特定譲渡について
は従前どおりとされています（改正措規附則11）。

八　特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人の平成16年分以後の各年分の譲渡所得の
金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失
の金額については、租税特別措置法の長期譲渡
所得の課税の特例（措法31）で定める「所得税
法その他所得税に関する法令の規定の適用につ
いては、当該損失の金額は生じなかったものと
みなす」という規定にかかわらず、所得税法本
法で定める損益通算の規定（所法69）その他の
所得税に関する法令の規定を適用することとさ
れています（措法41の 5 の 2 ①）。ただし、当
該個人がその年の前年以前 3年内の年において
生じたその特定居住用財産の譲渡損失の金額以
外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につき、
本特例の適用を受けているときは適用できない
こととされています（措法41の 5 の 2 ①ただし
書）。
⑵　上記⑴の「特定居住用財産の譲渡損失の金
額」とは、当該個人が、平成16年 1 月 1 日から
令和 5年12月31日までの期間内に、その有する
家屋又は土地等（土地又は土地の上に存する権
利をいいます。以下同じです。）で、その年の
1月 1日において所有期間が 5年を超えるもの
のうち、次に掲げるもの（以下「譲渡資産」と
いいます。）の譲渡（譲渡所得の基因となる不
動産等の貸付けを含み、その個人の配偶者その
他特別の関係がある者に対するものその他一定
の譲渡を除きます。以下「特定譲渡」といいま
す。）をした場合（当該個人が特定譲渡に係る

契約を締結した日の前日においてその譲渡資産
に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限る
ものとし、当該個人がその年の前年若しくは
前々年における資産の譲渡につき、居住用財産
を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
（措法31の 3 ）、居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円特別控除（措法35（措法35③により
適用する場合を除きます。））若しくは前述の
「六　特定の居住用財産の買換え及び交換の場
合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受け
ている場合又はその年若しくはその年の前年以
前 3年内における資産の譲渡につき前述の「七　
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益
通算及び繰越控除」の適用を受け、若しくは受
けている場合を除きます。）において、その譲
渡資産の特定譲渡（その年において特定譲渡が
二以上ある場合には、当該個人が選定した一の
特定譲渡に限ります。）による譲渡所得の金額
の計算上生じた損失の金額のうち、その特定譲
渡をした日の属する年分の長期譲渡所得の金額
及び短期譲渡所得の金額の計算上控除してもな
お控除しきれない部分の金額として一定の方法
により計算した金額（その特定譲渡に係る契約
を締結した日の前日におけるその譲渡資産に係
る住宅借入金等の金額の合計額からその譲渡資
産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とし
ます。）をいいます（旧措法41の 5 の 2 ⑦一）。
①　個人が居住の用に供している家屋で国内に
あるもの（その家屋のうちにその居住の用以
外の用に供している部分があるときは、その
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居住の用に供している部分に限られ、その者
がその居住の用に供している家屋を 2以上有
する場合には、これらの家屋のうち、その者
が主としてその居住の用に供していると認め
られる一の家屋に限ります。）
②　上記①の家屋で当該個人の居住の用に供さ
れなくなったもの（居住の用に供されなくな
った日から 3年を経過する日の属する年の12
月31日までに譲渡されるものに限ります。）
③　上記①②の家屋及びその家屋の敷地の用に
供されている土地等
④　個人の上記①の家屋が災害により滅失した
場合において、当該個人がその家屋を引き続
き所有していたならば、その年 1月 1日にお
ける所有期間が 5年を超えるその家屋の敷地
の用に供されていた土地等（その災害があっ
た日から 3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡されるものに限ります。）

⑶　また、確定申告書を提出する個人が、その年
の前年以前 3年内の年において生じた純損失の
金額（損益通算をしてもなお控除しきれない部
分の損失の金額をいいます。）のうち、その特

定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとし
て一定の方法により計算した金額（この特例に
より前年以前の年において控除されたものを除
きます。以下「通算後譲渡損失の金額」といい
ます。）を有する場合においても、租税特別措
置法の長期譲渡所得の課税の特例（措法31）で
定める「所得税法その他所得税に関する法令の
規定の適用については、当該損失の金額は生じ
なかったものとみなす」という規定にかかわら
ず、その通算後譲渡損失の金額について、一定
の要件の下で、その年分（合計所得金額が
3,000万円以下である年分に限ります。）の長期
譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、総所得
金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上
一定の方法により繰越控除の特例が適用されま
す（措法41の 5 の 2 ④⑦三）。

2 　改正の内容

　本特例の適用期限（令和 5年12月31日）が令和
7年12月31日まで 2年延長されました（措法41の
5 の 2 ⑦一）。

九　既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　制度の概要
　個人が、平成26年 4 月 1 日から令和 5年12月
31日までの間に、その者の居住の用に供する一
定の家屋（昭和56年 5 月31日以前に建築された
ものに限ります。）の耐震改修（地震に対する
安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又
は模様替をいいます。）として一定の証明がさ
れたもの（以下「住宅耐震改修」といいます。）
を行った場合には、その住宅耐震改修に係る耐
震改修標準的費用額（その金額が250万円を超
える場合には、250万円（控除対象耐震改修標
準的費用額））の10％に相当する金額を、その
年分の所得税の額から控除することとされてい

ます（旧措法41の19の 2 ①）。
（注 1）　上記の「耐震改修標準的費用額」とは、

その者が行った住宅耐震改修につき国土交

通大臣が財務大臣と協議してその住宅耐震

改修の内容に応じて定める金額の合計額で、

具体的には、その改修工事等の種類ごとに

単位当たりの標準的な工事費用の額として

定められた金額に、その単位とされる改修

工事等を行った床面積等を乗じて計算した

金額の合計額（これらの住宅耐震改修の費

用に関し国又は地方公共団体から補助金等

の交付を受ける場合には、その金額からそ

の補助金等の額を控除した金額）をいいま

す（旧措法41の19の 2 ①、措令26の28の 4 ②、

平21. 3 国土交通告383）。
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（注 2）　上記の「補助金等」とは、国又は地方公

共団体から交付される補助金又は給付金そ

の他これらに準ずるものをいいます（旧措

法41の19の 2 ①）。以下同じです。

⑵　対象となる家屋
　適用対象となる家屋は、建築基準法の改正に
より現行の耐震基準が適用される昭和56年 5 月
31日以前に建築された家屋で、適用を受けよう
とする個人の居住の用に供する家屋とされてい
ます。また、自己の居住の用に供する家屋を 2
以上有する場合には、これらの家屋のうち、そ
の者が主としてその居住の用に供すると認めら
れる一の家屋に限るものとされています（措令
26の28の 4 ①）。
　なお、その者の居住の用に供するために既存
住宅を取得し、その取得後に下記⑶の耐震改修
をして、その者の居住の用に供する場合も、こ
の特例の対象となります。

⑶　対象となる住宅耐震改修
　適用対象となる住宅耐震改修は、上記⑵の家
屋に対して行う耐震改修であって、建築基準法
施行令第 3章及び第 5章の 4に定められている
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技
術的基準又は国土交通大臣が財務大臣と協議し
て定める地震に対する安全性に係る基準に適合
するものであることにつき耐震改修証明書によ
り証明がされたものとされています（旧措法41
の19の 2 ①、措規19の11の 2 ①）。
（注 1）　上記の「国土交通大臣が財務大臣と協議

して定める地震に対する安全性に係る基準」

とは、具体的には、平成18年 1 月国土交通

省告示第185号で定める地震に対する安全上

耐震関係規定に準ずるものとして国土交通

大臣が定める基準をいいます（平18. 3 国土

交通告463）。
（注 2）　上記の「耐震改修証明書」とは、その家

屋の所在する地方公共団体の長の発行する

平成18年 3 月国土交通省告示第464号別表に

定める住宅耐震改修証明書又は登録住宅性

能評価機関、指定確認検査機関、建築士法

に基づく建築士事務所に所属する建築士又

は住宅瑕疵担保責任保険法人（以下「建築

士等」といいます。）の発行する昭和63年 5

月建設省告示第1274号別表第 ２ に定める増

改築等工事証明書をいいます（措規19の11

の 2 ①、旧平18. 3 国土交通告464、旧昭

63. 5 建設告1274）。

⑷　適用を受けるための手続
　この特例は、確定申告書に、その控除を受け
る金額についての記載があり、かつ、次の書類
の添付がある場合に適用を受けることができま
す（措法41の19の 2 ②、旧措規19の11の 2 ②～
④）。
①　特別控除額の計算に関する明細書
②　住宅耐震改修に係る請負契約書の写し、補
助金等の額を証する書類、地方公共団体の長
又は建築士等の発行する耐震改修証明書その
他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書
類
イ　住宅耐震改修を行った家屋である旨
ロ　住宅耐震改修に係る標準的な費用の額
ハ　住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交
付を受ける場合には、その補助金等の額
ニ　住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用
額
ホ　住宅耐震改修に係る耐震改修工事限度額
ヘ　住宅耐震改修をした年月日
③　住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書
その他の書類でその家屋が昭和56年 5 月31日
以前に建築されたものであることを明らかに
する書類

2 　改正の内容

　本特例の適用期限（令和 5年12月31日）が令和
7年12月31日まで 2年延長されました（措法41の
19の 2 ①）。
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十　認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　制度の概要
　個人が、国内において、認定住宅等の新築又
は認定住宅等で建築後使用されたことのないも
のの取得をして、平成21年 6 月 4 日から令和 5
年12月31日までの間に居住の用に供した場合
（その認定住宅等をその新築の日又はその取得
の日から 6月以内にその者の居住の用に供した
場合に限ります。）には、一定の要件の下で、
その者のその居住の用に供した日（以下「居住
日」といいます。）の属する年分の所得税額か
ら、その認定住宅等について講じられた構造及
び設備に係る標準的な性能強化費用の額（650
万円を超える場合には650万円）の10％に相当
する金額（以下「税額控除限度額」といいま
す。）を控除することができることとされてい
ます（旧措法41の19の 4 ①）。
（注 1）　上記の「認定住宅等」とは、認定住宅及

び特定エネルギー消費性能向上住宅をいい

ます。これらの住宅は、住宅ローン税額控

除の対象となる認定住宅及び特定エネルギ

ー消費性能向上住宅と同じですので、詳し

くは前述「一　住宅借入金等を有する場合

の所得税額の特別控除制度（住宅ローン税

額控除）等の改正」の 1 ⑵①をご参照くだ

さい。
（注 2）　上記の「標準的な性能強化費用の額」とは、

個人が新築をし、又は取得をした認定住宅

等について講じられた構造及び設備に係る

標準的な費用の額として国土交通大臣が財

務大臣と協議して定める金額をいいます（措

令26の28の 6 ①）。

　具体的には、その認定住宅等の構造の区

分にかかわらず 1 ㎡当たり45,300円にその

認定住宅等の床面積（その認定住宅等が一

棟の家屋でその構造上区分された数個の部

分を独立して住居その他の用途に供するこ

とができるものであって、その者がその各

部分を区分所有する場合には、その者の区

分所有する床面積）を乗じて計算した金額

とされています。なお、居住用以外の部分

がある場合の金額は、総床面積のうちに居

住の用に供する部分の占める割合を乗じて

計算した金額とされています（平21. 3 国土

交通告385）。
（注 3）　上記の税額控除は、居住日の属する年分

の合計所得金額が3,000万円を超える場合に

は、適用を受けることはできません（旧措

法41の19の 4 ③）。

⑵　控除未済税額控除額の繰越控除
　また、居住日の属する年において、税額控除
限度額のうち上記⑴の税額控除をしてもなお控
除しきれない金額（以下「控除未済税額控除
額」といいます。）を有する場合には、その翌
年分の所得税額から控除することができること
とされています（措法41の19の 4 ②）。
（注）　上記の税額控除は、居住日の属する年分又

はその翌年分のいずれかの年分の合計所得金

額が3,000万円を超える場合には、適用を受け

ることはできません（旧措法41の19の 4 ④）。

⑶　税額控除の適用を受けるための手続等
　上記⑴の税額控除は、その年分の確定申告書
に、その控除を受ける金額についての記載があ
り、かつ、税額控除額の計算に関する明細書及
び認定住宅等に係る認定通知書等その他の一定
の書類の添付がある場合に適用を受けることが
できます（措法41の19の 4 ⑤、措規19の11の 4
①～③）。

⑷　繰越控除の適用を受けるための手続等
　上記⑵の繰越控除は、その年分の確定申告書
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に、控除未済税額控除額の明細書の添付があり、
かつ、その年分の確定申告書に控除を受ける金
額についての記載及びその金額の計算に関する
明細書の添付がある場合に適用を受けることが
できます（措法41の19の 4 ⑥、措規19の11の 4
④）。

2 　改正の内容

⑴　適用対象者の合計所得金額要件の見直し
　上記 1 ⑴（注 3）及び上記 1 ⑵（注）の本特
例の適用対象者の合計所得金額要件が2,000万
円以下（改正前：3,000万円以下）に引き下げ
られました（措法41の19の 4 ③④）。

⑵　適用期限の延長
　本特例の適用期限（令和 5年12月31日）が令
和 7年12月31日まで 2年延長されました（措法
41の19の 4 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、個人が、認定住宅等の新築
又は認定住宅等で建築後使用されたことのないも
のの取得をして、その認定住宅等を令和 6年 1月
1日以後にその者の居住の用に供する場合につい
て適用し、個人が、認定住宅等の新築又は認定住
宅等で建築後使用されたことのないものの取得を
して、その認定住宅等を同日前にその者の居住の
用に供した場合については従前どおりとされてい
ます（改正法附則36）。

十一�　特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特
例の廃止

1 　改正前の制度の概要

　個人が、平成23年 3 月11日から令和 6年 3月31
日までの間に、
⑴　被災区域である土地若しくはその土地の上に
存する権利又はこれらとともに譲渡をするその
土地の区域内にある建物（その附属設備を含み
ます。）若しくは構築物で平成23年 3 月11日前
に取得されたもののうち事業（事業に準ずるも
のを含みます。以下同じです。）の用に供して
いるものの譲渡をして、その譲渡をした年の12
月31日までに次の資産の取得（建設及び製作を
含みます。以下同じです。）をした場合
①　東日本大震災からの復興に向けた取組を重
点的に推進する必要があると認められる一定
の区域内にある土地若しくは土地の上に存す
る権利又はその区域内にある事業の用に供さ
れる減価償却資産
②　被災区域である土地若しくはその土地の上
に存する権利又はその土地の区域内にある事
業の用に供される減価償却資産

⑵　被災区域である土地以外の土地の区域（国内
に限ります。）内にある土地若しくは土地の上
に存する権利、建物又は構築物の譲渡をして、
その譲渡をした年の12月31日までに被災区域で
ある土地若しくはその土地の上に存する権利又
はその土地の区域内にある事業の用に供される
減価償却資産の取得をした場合
で、かつ、その取得の日から 1年以内に、その取
得をした資産（以下「買換資産」といいます。）
をその個人の事業の用に供したとき（その期間内
にその事業の用に供しなくなったときを除きま
す。）、又は供する見込みであるときは、取得価額
の引継ぎによる課税繰延べができることとされて
います（旧震災税特法12①）。
（注）　上記の「被災区域」とは、東日本大震災に起

因して事業又は居住の用に供することができな

くなった建物又は構築物の敷地及びその建物又

は構築物と一体的に事業の用に供される附属施

設の用に供されていた土地の区域をいいます（旧

震災税特法12①表一）。
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2 　改正の内容

　この制度は、適用期限（令和 6年 3月31日）の
到来をもって廃止されました（旧震災税特法12、
旧震災税特令14、旧震災税特規 4）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、個人が令和 6年 4月 1日前に
行った譲渡資産の譲渡については従前どおりとさ
れています（改正法附則58）。

第三　事業所得等に係る税制の改正
一　試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑶までによって構成さ
れています。

⑴　一般試験研究費の額に係る税額控除制度
　青色申告者のその年分（事業を廃止した日の
属する年分を除きます。）において、試験研究
費の額がある場合には、その年分の総所得金額
に係る所得税額から、その年分のその試験研究
費の額に税額控除割合（その割合に小数点以下
3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた
割合とし、10％を上限とします。）を乗じて計
算した金額（以下「税額控除限度額」といいま
す。）を控除することができます。なお、控除
を受ける金額（税額控除額）は、その適用を受
ける年分の調整前事業所得税額の25％相当額が
限度とされています（旧措法10①）。
①　税額控除割合
イ　ロに掲げる場合以外の場合（旧措法10①
一）
《算式》
11.5％－（12％－増減試験研究費割合）×0.25
（下限： １％）

ロ　その年が事業を開始した日の属する年
（相続又は包括遺贈により事業を承継した
日の属する年を除きます。以下「開業年」
といいます。）である場合又は比較試験研
究費の額が 0である場合（旧措法10①二）
　8.5％とされています。

②　税額控除限度額の特例
　令和 4年から令和 8年までの各年分につい
ては、税額控除割合の上限は、上記①にかか
わらず、次のとおりとされています（措法10
②）。
イ　ロに掲げる年分以外の年分（措法10②
一）
イ　増減試験研究費割合が12％を超える場
合（ハの場合を除きます。）（措法10②一
イ）
《算式》
11.5％＋（その増減試験研究費割合－12％）
×0.375

ロ　増減試験研究費割合が12％以下である
場合（ハの場合を除きます。）（措法10②
一ロ）
《算式》
11.5％－（12％－その増減試験研究費割合）
×0.25（下限： 1％）

ハ　その年が開業年である場合又は比較試
験研究費の額が 0である場合（措法10②
一ハ）
　8.5％とされています。
　なお、算出された割合に小数点以下 3位
未満の端数があるときはこれを切り捨てた
割合とし、その算出された割合が14％を超
えるときは14％とすることとされています
（措法10②一）。
ロ　試験研究費割合が10％を超える年分（措
法10②二）
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　上記イの割合と、その割合に次の算式に
よる控除割増率を乗じて計算した割合とを
合計した割合とされています。
　なお、算出された割合に小数点以下 3位
未満の端数があるときはこれを切り捨てた
割合とし、その算出された割合が14％を超
えるときは14％とすることとされています
（措法10②二）。
《算式》
（その試験研究費割合－10％）×0.5（上限：
10％）

③　税額控除額の上限の特例
　令和 6年から令和 8年までの各年分のうち、
次の年分については、税額控除額の上限は、
その適用を受ける年分の調整前事業所得税額
に、25％にそれぞれ次の割合を加算した割合
を乗じて計算した金額とされています（旧措
法10③）。なお、イ及びハの年分のいずれに
も該当する年分にあっては、加算する割合は、
イの割合とハの割合とのうちいずれか高い割
合とすることとされています。
イ　増減試験研究費割合が 4％を超える年分
（開業年の年分及び比較試験研究費の額が
0である年分を除きます。）
《算式》
（その増減試験研究費割合－ 4％）×0.625

　なお、その算出した割合に小数点以下 3
位未満の端数があるときはこれを切り捨て
た割合とし、その算出した割合が 5％を超
えるときは 5％とすることとされています。
ロ　増減試験研究費割合がマイナス 4％を下
回る年分（開業年の年分、比較試験研究費
の額が 0である年分及び試験研究費割合が
10％を超える年分を除きます。）
《算式》
（その増減試験研究費割合＋ 4％）×0.625

　なお、その算出した割合に小数点以下 3
位未満の端数があるときはこれを切り捨て
た割合とし、その算出した割合がマイナス
5％を下回るときはマイナス 5％とするこ

ととされています。
ハ　試験研究費割合が10％を超える年分
《算式》
（その試験研究費割合－10％）× 2

　なお、その算出した割合に小数点以下 3
位未満の端数があるときはこれを切り捨て
た割合とし、その算出した割合が10％を超
えるときは10％とすることとされています。

（注 1）　上記の「試験研究費の額」とは、次に

掲げる金額の合計額とされています（旧

措法10⑧一）。

　①�　次の費用の額（所得税法第37条第 1

項の事業所得の総収入金額に係る売上

原価その他その総収入金額を得るため

直接に要した費用の額に該当するもの

を除きます。）で各年分の事業所得の金

額の計算上必要経費に算入されるもの

　　イ�　製品の製造又は技術の改良、考案

若しくは発明に係る試験研究（新た

な知見を得るため又は利用可能な知

見の新たな応用を考案するために行

うものに限ります。）のために要する

次の費用（研究開発費として経理を

した金額のうち、下記②の固定資産

の取得に要した金額とされるべき費

用の額又は下記②の繰延資産となる

費用の額がある場合におけるその固

定資産又は繰延資産の償却費、除却

による損失及び譲渡による損失を除

きます。ロにおいて同じです。）

　　　イ�　その試験研究を行うために要す

る原材料費、人件費及び経費（措

令 5の 3⑤一）

　　　　（注）�　上記の「人件費」は、専門

的知識をもってその試験研究

の業務に専ら従事する者に係

るものに限ることとされてい

ます。

　　　ロ�　他の者に委託をして試験研究を

行うその個人のその試験研究のた

─ 213 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



めにその委託を受けた者に対して

支払う費用（措令 5の 3⑤二）

　　　　（注）�　上記の「他の者」には、そ

の個人が非居住者である場合

の所得税法第161条第 1 項第 1

号に規定する事業場等を含む

ものとされています。

　　　ハ�　技術研究組合法第 9 条第 1 項の

規定により賦課される費用（措令

5の 3⑤三）

　　ロ�　対価を得て提供する新たな役務の

開発に係る試験研究として一定の試

験研究のために要する次の費用

　　　イ�　その試験研究を行うために要す

る原材料費、人件費及び経費（措

令 5の 3⑦一）

　　　　（注 1）�　上記の「人件費」は、情

報解析専門家でその専門的

な知識をもってその試験研

究の業務に専ら従事する者

に係るものに限ることとさ

れています（措令 5 の 3 ⑦

一、措規 5の 6②）。

　　　　（注 2）�　上記（注 1）の「情報解

析専門家」とは、下記（注

2）①の情報の解析に必要

な確率論及び統計学に関す

る知識並びに情報処理に関

して必要な知識を有すると

認められる者をいいます（措

規 5の 6①）。

　　　　（注 3）�　上記の「経費」のうち、

外注費にあっては、上記の

原材料費及び人件費に相当

する部分並びにその試験研

究を行うために要する経費

に相当する部分（外注費に

相当する部分を除きます。）

に限ることとされています

（措令 5の 3⑦一）。

　　　ロ�　他の者に委託をして試験研究を

行うその個人のその試験研究のた

めにその委託を受けた者に対して

支払う費用（措令 5の 3⑦二）

　　　　（注）�　上記の「費用」は、上記イ

の原材料費、人件費及び経費

に相当する部分に限ることと

されています（措令 5 の 3 ⑦

二）。また、他の者については、

上記イロ（注）と同様です。

　②�　上記①イ又はロに掲げる費用の額（事

業所得の金額に係るものに限ります。）

で各年分において研究開発費として経

理をした金額のうち、棚卸資産若しく

は固定資産（事業の用に供する時にお

いて上記①イの試験研究又は上記①ロ

の試験研究の用に供する固定資産を除

きます。）の取得に要した金額とされる

べき費用の額又は繰延資産（上記①イ

の試験研究又は上記①ロの試験研究の

ために支出した費用に係る繰延資産を

除きます。）となる費用の額
（注 2）　上記③（注 1）①ロの「一定の試験研

究」とは、対価を得て提供する新たな役

務の開発を目的として次の全てが行われ

る場合におけるそれぞれ次のものをいい

ます（措令 5の 3⑥、措規 5の 6①）。

　①�　次の情報について、一定の法則を発

見するために、情報解析専門家により

情報の解析を行う専用のソフトウエア

を用いて行われる分析

　　イ�　大量の情報を収集する機能を有し、

その機能の全部又は主要な部分が自

動化されている機器又は技術を用い

る方法によって収集された情報

　　ロ�　上記イのほか、その個人の有する

情報で、その法則の発見が十分見込

まれる量のもの

　②�　上記①の分析により発見された法則

を利用したその役務の設計
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　③�　上記②の設計に係る上記②の法則が

予測と結果とが一致することの蓋然性

が高いものであることその他妥当であ

ると認められるものであること及びそ

の法則を利用したその役務がその目的

に照らして適当であると認められるも

のであることの確認

　�　なお、役務の開発を目的として、上記

①イの方法によって情報を収集し、又は

上記①イの情報を取得する場合には、そ

の収集又は取得も、上記③（注 1）①ロ

の「一定の試験研究」に該当することと

されています（措令 5の 3⑥）。
（注 3）　上記の「試験研究費の額」は、その試

験研究費に充てるため他の者から支払を

受ける金額がある場合にはその金額を控

除した金額とし、この他の者には、その

個人が非居住者である場合の所得税法第

161条第 1 項第 1 号に規定する事業場等を

含むこととされています（旧措法10⑧一）。
（注 4）　上記の「調整前事業所得税額」とは、

次の税額控除を適用しないで計算したそ

の年分の総所得金額に係る所得税の額に

利子所得の金額、配当所得の金額、不動

産所得の金額、事業所得の金額、給与所

得の金額（所得金額調整控除の適用があ

る場合には、控除後の残額）、譲渡所得の

金額（長期譲渡所得に係る部分について

は、その金額の 2分の 1 に相当する金額）、

一時所得の金額の 2 分の 1 に相当する金

額及び雑所得の金額の合計額のうちに事

業所得の金額の占める割合を乗じて計算

した金額をいいます（措法10⑧四、旧措

令 5 の 3 ⑧、旧震災税特令12の 2 ⑧、12

の 2 の 2 ⑧、12の 2 の 3 ⑤、12の 3 ④、

12の 3 の 2 ⑨、12の 3 の 3 ⑥）。以下この

「第三　事業所得等に係る税制の改正」に

おいて同じです。なお、次の税額控除の

範囲については、本年度の改正に伴う所

要の改正が行われています。

　①�　試験研究を行った場合の所得税額の

特別控除（旧措法10①④⑦）

　②�　中小事業者が機械等を取得した場合

の所得税額の特別控除（措法10の 3 ③

④）

　③�　地域経済牽引事業の促進区域内にお

いて特定事業用機械等を取得した場合

の所得税額の特別控除（旧措法10の 4

③）

　④�　地方活力向上地域等において特定建

物等を取得した場合の所得税額の特別

控除（旧措法10の 4 の 2 ③）

　⑤�　地方活力向上地域等において雇用者

の数が増加した場合の所得税額の特別

控除（旧措法10の 5 ①②）

　⑥�　特定中小事業者が特定経営力向上設

備等を取得した場合の所得税額の特別

控除（措法10の 5 の 3 ③④）

　⑦�　給与等の支給額が増加した場合の所

得税額の特別控除（旧措法10の 5 の 4

①②）

　⑧�　認定特定高度情報通信技術活用設備

を取得した場合の所得税額の特別控除

（措法10の 5 の 5 ③）

　⑨�　事業適応設備を取得した場合等の所

得税額の特別控除（旧措法10の 5 の 6

⑦～⑨）

　⑩�　住宅借入金等を有する場合の所得税

額の特別控除（旧措法41①）

　⑪�　政治活動に関する寄附をした場合の

所得税額の特別控除（旧措法41の18②）

　⑫�　認定特定非営利活動法人等に寄附を

した場合の所得税額の特別控除（旧措

法41の18の 2 ②）

　⑬�　公益社団法人等に寄附をした場合の

所得税額の特別控除（旧措法41の18の

3 ①）

　⑭�　既存住宅の耐震改修をした場合の所

得税額の特別控除（旧措法41の19の 2

①）
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　⑮�　既存住宅に係る特定の改修工事をし

た場合の所得税額の特別控除（旧措法

41の19の 3 ①～⑦）

　⑯�　認定住宅等の新築等をした場合の所

得税額の特別控除（旧措法41の19の 4

①②）

　⑰�　分配時調整外国税相当額控除（所法

93、165の 5 の 3 ）

　⑱�　外国税額控除（所法95、165の 6 ）

　⑲�　特定復興産業集積区域において機械

等を取得した場合の所得税額の特別控

除（旧震災税特法10③④）

　⑳�　企業立地促進区域等において機械等

を取得した場合の所得税額の特別控除

（震災税特法10の 2 ③④）

　㉑�　避難解除区域等において機械等を取

得した場合の所得税額の特別控除（震

災税特法10の 2 の 2 ③④）

　㉒�　特定復興産業集積区域において被災

雇用者等を雇用した場合の所得税額の

特別控除（旧震災税特法10の 3 ①）

　㉓�　企業立地促進区域等において避難対

象雇用者等を雇用した場合の所得税額

の特別控除（震災税特法10の 3 の 2 ①）

　㉔�　避難解除区域等において避難対象雇

用者等を雇用した場合の所得税額の特

別控除（震災税特法10の 3 の 3 ①）
（注 5）　上記の「増減試験研究費割合」とは、

増減試験研究費の額（適用年（この制度

又は下記⑵の中小企業技術基盤強化税制

の適用を受けようとする年をいいます。

以下同じです。）の年分の試験研究費の額

から比較試験研究費の額を減算した金額

をいいます。）の比較試験研究費の額に対

する割合をいいます（措法10⑧二）。
（注 6）　上記の「比較試験研究費の額」とは、

適用年前 3 年以内の各年分の試験研究費

の額の合計額をその適用年前 3 年以内の

各年（事業を開始した日の属する年以後

の年に限ります。）の年数で除して計算し

た金額をいいます（措法10⑧三）。
（注 7）　上記の「試験研究費割合」とは、適用

年の年分の試験研究費の額の平均売上金

額に対する割合をいいます（措法10⑧五）。

この「平均売上金額」とは、適用年の年

分の売上金額（棚卸資産の販売その他事

業として継続して行われる資産の譲渡及

び貸付け並びに役務の提供に係る収入金

額をいいます。以下同じです。）及びその

適用年前 3 年以内の各年（事業を開始し

た日の属する年以後の年に限ります。）の

年分の売上金額の合計額をその適用年及

びその各年の年数で除して計算した金額

をいいます（措法10⑧八、措令 5 の 3 ⑬

⑭）。

⑵　中小企業技術基盤強化税制
　青色申告者である中小事業者のその年分（上
記⑴の制度の適用を受ける年分及び事業を廃止
した日の属する年分を除きます。）において、
試験研究費の額がある場合には、その年分の総
所得金額に係る所得税額から、その年分のその
試験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算し
た金額（以下「中小事業者税額控除限度額」と
いいます。）を控除することができます。なお、
控除を受ける金額（税額控除額）は、その適用
を受ける年分の調整前事業所得税額の25％相当
額が限度とされています（措法10④）。
①　税額控除割合
　12％とされています（措法10④）。
②　中小事業者税額控除限度額の特例
　令和 4年から令和 8年までの各年分につい
ては、税額控除割合は、上記①にかかわらず、
次のとおりとされています。なお、算出され
た割合に小数点以下 3位未満の端数があると
きはこれを切り捨てた割合とし、その算出さ
れた割合が17％を超えるときは17％とするこ
ととされています（措法10⑤）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える年分
（開業年の年分、比較試験研究費の額が 0
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である年分及び試験研究費割合が10％を超
える年分を除きます。）……12％に次の算
式により算出された割合を加算した割合と
されています（措法10⑤一）。
《算式》
（その増減試験研究費割合－12％）×0.375

ロ　試験研究費割合が10％を超える年分（開
業年の年分及び比較試験研究費の額が 0で
ある年分のいずれにも該当しない年分で増
減試験研究費割合が12％を超える年分を除
きます。）……12％に次の算式により算出
された割合を加算した割合とされています
（措法10⑤二）。
《算式》
12％×控除割増率

　控除割増率とは、次の算式により算出し
た割合をいい、その算出した割合が10％を
超えるときは、10％とされています。
《算式》
（その試験研究費割合－10％）×0.5

ハ　増減試験研究費割合が12％を超え、かつ、
試験研究費割合が10％を超える年分（開業
年の年分及び比較試験研究費の額が 0であ
る年分を除きます。）……12％に次の算式
により算出された割合を加算した割合とさ
れています（措法10⑤三）。
《算式》
（その増減試験研究費割合－12％）×0.375×
（ 1＋控除割増率）＋12％×控除割増率

③　税額控除額の上限の特例
　令和 4年から令和 8年までの各年分につい
ては、税額控除額の上限は、その適用を受け
る年分の調整前事業所得税額の25％相当額に、
次の算式により算出された金額を加算した金
額とされています（措法10⑥）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える年分
（開業年の年分及び比較試験研究費の額が
0である年分を除きます。）（措法10⑥一）
《算式》
その調整前事業所得税額の10％相当額とされ

ています。

ロ　試験研究費割合が10％を超える年分（イ
に掲げる年分を除きます。）（措法10⑥二）
《算式》
その調整前事業所得税額×（（試験研究費割合
－10％）× 2）

　なお、上記の算式のうち「（（試験研究費
割合－10％）× 2）」により算出された割
合に小数点以下 3位未満の端数があるとき
はこれを切り捨てた割合とし、その割合の
上限は、10％とされています。

（注）　上記の「中小事業者」とは、常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の個人をいいま

す（措法10⑧六、措令 5の 3⑨）。

⑶　特別試験研究費の額に係る税額控除制度
　青色申告者のその年分（事業を廃止した日の
属する年分を除きます。）において、特別試験
研究費の額がある場合には、その年分の総所得
金額に係る所得税額から、次の金額の合計額を
控除することができます（措法10⑦）。なお、
控除を受ける金額は、その適用を受ける年分の
調整前事業所得税額の10％相当額が限度とされ
ています（措法10⑦後段）。また、この制度の
適用を受ける年において上記⑴の一般試験研究
費の額に係る税額控除制度又は上記⑵の中小企
業技術基盤強化税制の適用を受ける場合には、
これらの制度によりその年分の総所得金額に係
る所得税額から控除する金額の計算の基礎とな
った特別試験研究費の額は、本制度の対象から
除くこととされています（措法10⑦）。
①　その年分の特別試験研究費の額のうち特別
試験研究機関等と共同して行う試験研究又は
特別試験研究機関等に委託する試験研究に係
る試験研究費の額の30％相当額
②　その年分の特別試験研究費の額のうち他の
者と共同して行う試験研究又は他の者に委託
する試験研究であって、革新的なもの又は国
立研究開発法人等における研究開発の成果を
実用化するために行うものに係る試験研究費
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の額の25％相当額
③　その年分の特別試験研究費の額のうち上記
①及び②の試験研究費の額以外の試験研究費
の額の20％相当額

（注）　上記の「特別試験研究費の額」とは、試験

研究費の額のうち国の試験研究機関、大学そ

の他の者と共同して行う試験研究、国の試験

研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、

中小企業者（租税特別措置法第42条の 4 第19

項第 7 号に規定する中小企業者をいいます。）

からその有する知的財産権（知的財産基本法

第 2 条第 2 項に規定する知的財産権及び外国

におけるこれに相当するものをいいます。）の

設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用

途に係る対象者が少数である医薬品に関する

試験研究、高度専門知識等を有する者に対し

て人件費を支出して行う試験研究等に係る試

験研究費の額をいいます（措法10⑧七、措令

5の 3⑩⑪、措規 5の 6③～㉕）。

2 　改正の内容

⑴　試験研究費の額の範囲の見直し
　本制度の対象となる試験研究費の額の範囲か
ら、居住者が国外事業所等を通じて行う事業に
係る費用の額が除外されました（措法10⑧一）。
　国外事業所等とは、所得税法第95条第 4項第
1号に規定する国外事業所等をいいます。すな
わち、外国税額控除制度における国外源泉所得
の金額の計算の基礎となる国外事業所等です。

⑵　一般試験研究費の額に係る税額控除制度（上
記 1⑴）の見直し
　税額控除割合（上記 1 ⑴①）について、増減
試験研究費割合が 0に満たない場合の税額控除
割合の逓増率が引き上げられるとともに、税額
控除割合の下限が 1％から 0に引き下げられま
した。
　具体的には、増減試験研究費割合が 0に満た
ない場合の税額控除割合について、次の改正が
行われました（措法10①二）。

①　令和11年以前の年分
《算式》
8.5％－（ 0 －その増減試験研究費割合）×（8.5
／30）

　なお、上記の算式により算出した割合が 0
未満であるときは 0とすることとされていま
す。
②　令和12年分及び令和13年分
《算式》
8.5％－（ 0 －その増減試験研究費割合）×（8.5
／27.5）

　なお、上記の算式により算出した割合が 0
未満であるときは 0とすることとされていま
す。
③　令和14年以後の年分
《算式》
8.5％－（ 0 －その増減試験研究費割合）×（8.5
／25）

　なお、上記の算式により算出した割合が 0
未満であるときは 0とすることとされていま
す。
（注 1）　上記により算出された割合に小数点以

下 3 位未満の端数があるときはこれを切

り捨てた割合とすることとされています

（措法10①）。
（注 2）　その年が開業年である場合又は比較試

験研究費の額が 0 である場合の税額控除

割合は、改正前と同様に8.5％とされてい

ます（措法10①三）。
（注 3）　上記の「増減試験研究費割合」とは、

増減試験研究費の額（適用年の年分の試

験研究費の額から比較試験研究費の額を

減算した金額をいいます。）の比較試験研

究費の額に対する割合をいいます（措法

10⑧二）。
（注 4）　後述のとおり、上記の改正は令和 9 年

分以後の所得税について適用することと

されていることから、税額控除限度額の

特例（上記 1 ⑴②）については改正され

ていません。
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3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 8年分以後の所得税
について適用し、令和 7年分以前の所得税につ
いては従前どおりとされています（改正法附則

22②）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、令和 9年分以後の所得税
について適用し、令和 8年分以前の所得税につ
いては従前どおりとされています（改正法附則
22①）。

二�　地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を
取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業
の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する
法律の承認地域経済牽引事業者であるものが、企
業立地の促進等による地域における産業集積の形
成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律
（平成29年法律第47号）の施行の日（平成29年 7
月31日）から令和 7年 3月31日までの間に、その
個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域
内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認
地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引
事業施設等の新設又は増設をする場合において、
その新設若しくは増設に係る特定事業用機械等で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたこ
とのないものの取得又はその新設若しくは増設に
係る特定事業用機械等の製作若しくは建設をして、
これをその承認地域経済牽引事業の用に供したと
きは、その承認地域経済牽引事業の用に供した日
の属する年（事業を廃止した日の属する年を除き
ます。以下「供用年」といいます。）においてそ
の特定事業用機械等の基準取得価額の40％又は50
％（建物及びその附属設備並びに構築物について
は、20％）相当額の特別償却（供用年分の必要経
費に算入しなかった償却不足額は翌年分への繰越
しが可能）とその基準取得価額の 4 ％又は 5 ％
（建物及びその附属設備並びに構築物については、
2％）相当額の税額控除との選択適用ができるこ
ととされています（旧措法10の 4 ①～③）。なお、
50％の特別償却割合又は 5％の税額控除割合が適
用されるのは、平成31年 4 月 1 日以後に地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化
に関する法律第13条第 4項又は第 7項の規定によ
る承認を受けた個人がその承認地域経済牽引事業
（地域の成長発展の基盤強化に著しく資するもの
に限ります。）の用に供した機械及び装置並びに
器具及び備品とされています（旧措法10の 4 ①③）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、供用年分の調整前事業所得税額の20
％相当額を上限とすることとされています（旧措
法10の 4 ③後段）。
（注 1）　上記の「承認地域経済牽引事業」とは、地

域経済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律第25条に規定する承

認地域経済牽引事業をいいます（旧措法10の

4 ①）。具体的には、承認地域経済牽引事業計

画に従って行われる地域経済牽引事業をいい

（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発

展の基盤強化に関する法律18）、地域の成長発

展の基盤強化に特に資するものとして主務大

臣が定める基準に適合することについて主務

大臣の確認を受けたものに限ることとされて

います。

　地域の成長発展の基盤強化に特に資するも

のとして主務大臣が定める基準は、主務大臣

の確認を受けようとする承認地域経済牽引事

業（その承認地域経済牽引事業を共同して行

う場合にあっては、その承認地域経済牽引事

業のうち、その確認を受けようとする承認地

域経済牽引事業者が行うものとなります。以

下「対象事業」といいます。）が、次の⑴から

⑸まで（その承認地域経済牽引事業を行う者
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に地方公共団体が含まれる場合にあっては、

⑷を除きます。）のいずれにも該当することと

されています（平29. 8 総務・財務・厚労・農

水・経産・国交・環境告 1）。なお、地域の成

長発展の基盤強化に著しく資するものである

場合の基準は、対象事業が、次の⑴から⑹ま

で（その承認地域経済牽引事業を行う者に地

方公共団体が含まれる場合にあっては、⑷を

除きます。）のいずれにも該当することとされ

ています（平29. 8 総務・財務・厚労・農水・

経産・国交・環境告 1）。

⑴　次のいずれかに該当すること。

　①�　対象事業を含む承認地域経済牽引事業

（以下「承認地域経済牽引事業」といいま

す。）について、評価委員会において次の

いずれかの観点から先進的であると認め

られたこと。

　　イ�　労働生産性の伸び率又は投資収益率

が一定水準以上となることが見込まれ

ること。

　　ロ�　地域における強じんな産業基盤の整

備に特に資すると見込まれること。

　②�　承認地域経済牽引事業の実施場所が、

特定非常災害の被害者の権利利益の保全

等を図るための特別措置に関する法律（以

下「特定非常災害特別措置法」といいま

す。）第 2 条第 1 項の規定により特定非常

災害として指定された非常災害（以下「特

定非常災害」といいます。）に基因して事

業又は居住の用に供することができなく

なった建物又は構築物が所在していた区

域（対象事業を行う承認地域経済牽引事

業者（以下「対象事業者」といいます。）

がその特定非常災害に基因して災害対策

基本法第90条の 2 第 1 項に規定する罹
り

災

証明書又はこれに準ずる書類の交付を受

けた者である場合には、その特定非常災

害についての特定非常災害特別措置法第

7条の政令で定める地区）内であり、かつ、

その承認地域経済牽引事業に係る地域経

済牽引事業計画の承認を受けた日（以下

「計画承認日」といいます。）が、その特

定非常災害に係る特定非常災害特別措置

法第 2 条第 1 項の特定非常災害発生日か

ら起算して 1年を経過していないこと。

⑵�　見込まれるその承認地域経済牽引事業に

係る商品又は役務の売上高の伸び率が一定

の基準を満たすこと。

⑶�　対象事業に係る地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律第14条第 2 項に規定する承認地域経済

牽引事業計画に定められた施設又は設備を

構成する減価償却資産の取得予定価額の合

計額が2,000万円以上であること。

⑷�　対象事業者が取得する予定の減価償却資

産の取得予定価額が、一定以上の額である

こと。

⑸�　確認申請に係る対象事業者と同一の者が

実施する他の承認地域経済牽引事業計画で

あって、その確認申請に係る承認地域経済

牽引事業計画と同一の都道府県知事又は主

務大臣が承認したもの（その確認申請前に

当該他の承認地域経済牽引事業計画に係る

地域経済牽引事業が主務大臣の確認を受け

たものに限ります。以下「旧計画」といい

ます。）がある場合にあっては、次のいずれ

にも該当すること。

　①�　確認申請時に旧計画の実施期間が終了

していること。

　②�　旧計画について、労働生産性の伸び率

及び投資収益率が一定水準以上であった

こと。

⑹�　計画承認日が平成31年 4 月 1 日以後であ

る場合であって、次のいずれにも該当する

こと。

　①�　次のイ又はロのいずれかに該当するこ

と。

　　イ�　対象事業者の付加価値額増加率が 8

％以上であること。

　　ロ�　計画承認日が令和 5 年 4 月 1 日以後
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であって、対象事業者の平均付加価値

額が50億円以上であり、承認地域経済

牽引事業が 3 億円以上の付加価値額を

創出すると見込まれるものであること。

　②�　承認地域経済牽引事業について、労働

生産性の伸び率の年平均が 4 ％以上とな

ることが見込まれること。

　③�　承認地域経済牽引事業について、投資

収益率の年平均が 5 ％以上となることが

見込まれること。

　④�　承認地域経済牽引事業について、評価

委員会において上記⑴①イの観点から先

進的であると認められたこと。
（注 2）　上記の「特定地域経済牽引事業施設等」とは、

承認地域経済牽引事業計画に定められた施設

又は設備で、一の承認地域経済牽引事業計画

に定められた施設又は設備を構成する所得税

法施行令第 6 条各号に掲げる資産の取得価額

の合計額が2,000万円以上のものをいいます（措

法10の 4 ①、措令 5の 5の 2①）。
（注 3）　上記の「特定事業用機械等」とは、特定地

域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装

置、器具及び備品、建物及びその附属設備並

びに構築物をいいます（措法10の 4 ①）。
（注 4）　上記の「基準取得価額」とは、特定事業用

機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設

等を構成する機械及び装置、器具及び備品、

建物及びその附属設備並びに構築物の取得価

額の合計額が80億円を超える場合には、80億

円にその特定事業用機械等の取得価額がその

合計額のうちに占める割合を乗じて計算した

金額とされています（措法10の 4 ①）。

2 　改正の内容

⑴　税額控除割合の引上げ
　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る措置の対象となる承認地域経済牽引事業（す
なわち、地域の成長発展の基盤強化に著しく資
するものとして主務大臣が定める基準に適合す
ることについて主務大臣の確認を受けたもの）

が、地域の事業者に対して著しい経済的効果を
及ぼす一定のものである場合には、その対象と
なる機械及び装置並びに器具及び備品の税額控
除割合を 6％とすることとされました（措法10
の 4 ③一）。
　地域の事業者に対して著しい経済的効果を及
ぼす一定のものは、地域の事業者に対して著し
い経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣
が財務大臣と協議して定める基準に適合するこ
とについて主務大臣の確認を受けたものとされ
ています（措令 5の 5の 2④）。
（注 1）　経済産業大臣が財務大臣と協議して定め

る基準としては、次の基準が、今後、告示

によって定められる予定です。

　①�　特定中堅企業者であること。

　②�　「パートナーシップ構築宣言」を公表し

ていること。

　③�　その承認地域経済牽引事業計画に定め

られた施設又は設備を構成する減価償却

資産の取得予定価額の合計額が10億円以

上であること。

　④�　下記⑵の見直し後の上記 1（注 1）⑹

②の労働生産性の伸び率に係る要件並び

に上記 1（注 1）⑹①イ及びロ、③並び

に④の要件の全てを満たすこと。
（注 2）　上記の「特定中堅企業者」とは、産業競

争力強化法第34条の 2 第 1 項に規定する特

定中堅企業者をいいます（産業競争力強化

法34の 2 ①）。

⑵　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る措置の見直し
　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る措置の対象となる承認地域経済牽引事業の要
件のうち、上記 1（注 1）⑹②の労働生産性の
伸び率に係る要件について、その労働生産性の
伸び率が 5％以上（改正前： 4％以上）に引き
上げられる予定です。ただし、承認地域経済牽
引事業者が中小企業基本法の中小企業者に該当
する場合については、改正前と同様とされる予
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定です。
（注）　上記 1（注 1）⑹②の労働生産性の伸び率

に係る要件は、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

25条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強

化に特に資するものとして主務大臣が定める

基準等に関する告示において定められており、

今後、改正される予定です。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、個人が令和 6年 4月 1日以
後に取得又は製作若しくは建設をする特定事業用
機械等について適用し、個人が同日前に取得又は
製作若しくは建設をした特定事業用機械等につい

ては従前どおりとされています（改正法附則23）。
　ただし、上記 2 ⑴（注 1）の経済産業大臣が財
務大臣と協議して定める基準は、新たな事業の創
出及び産業への投資を促進するための産業競争力
強化法等の一部を改正する法律（令和 6年法律第
45号。以下「産競法等改正法」といいます。）の
施行にあわせて定められる予定であることから、
その施行の日以後に適用されることとなります。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改正

法の公布の日（令和 6 年 6 月 7 日）から起算し

て 3 月を超えない範囲内において政令で定める

日とされており（産競法等改正法附則 1）、その

政令は、今後定められます。

三�　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の�
特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部
を改正する法律（平成27年法律第49号）の施行の
日（平成27年 8 月10日）から令和 6年 3月31日ま
での間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計
画について認定を受けたものが、その認定を受け
た日から同日の翌日以後 3年を経過する日までの
間に、その認定をした認定都道府県知事が作成し
た認定地域再生計画に記載されている地方活力向
上地域又は準地方活力向上地域（認定地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であ
る場合には、一定の地方活力向上地域）内におい
て、その認定地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画に記載された特定建物等でその建設の後事
業の用に供されたことのないものの取得又はその
計画に記載された特定建物等の建設をして、これ
をその個人の営む事業の用に供した場合には、そ
の事業の用に供した日の属する年（事業を廃止し
た日の属する年を除きます。以下「供用年」とい
います。）において、その特定建物等の取得価額
の15％（その認定地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画が移転型計画である場合には、25％）
相当額の特別償却（供用年分の必要経費に算入し
なかった償却不足額は翌年分への繰越しが可能）
と 4％（その認定地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画が移転型計画である場合には、 7％）
相当額の税額控除との選択適用ができることとさ
れています（旧措法10の 4 の 2 ①～③）。
　なお、税額控除の適用を受ける場合における控
除を受ける金額は、供用年分の調整前事業所得税
額の20％相当額を上限とすることとされています
（旧措法10の 4 の 2 ③後段）。
（注 1）　上記の「地方活力向上地域等特定業務施設

整備計画」とは、地域再生法第17条の 2 第 1

項に規定する地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画をいいます（旧措法10の 4 の 2 ①）。
（注 2）　上記の「地方活力向上地域」とは、集中地

域以外の地域であり、かつ、その地域の活力

の向上を図ることが特に必要な地域をいいま

す（地再法 5 ④五イ）。「集中地域」とは、産

業及び人口の過度の集中を防止する必要があ

る地域及びその周辺の地域をいいます（地再

法 5④五イ、地再令 5①）。
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　また、上記の「準地方活力向上地域」とは、

集中地域のうち、人口の過度の集中を是正す

る必要がある地域及びその周辺の地域以外の

地域であり、かつ、その地域の活力の向上を

図ることが特に必要な地域をいいます（地再

法 5④五ロ、地再令 5②）。
（注 3）　上記の「特定建物等」とは、認定地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画に記載され

た特定業務施設に該当する建物及びその附属

設備並びに構築物で、一定の規模のものとさ

れています（旧措法10の 4 の 2 ①）。また、上

記の「認定地方活力向上地域等特定業務施設

整備計画」とは、地域再生法第17条の 2 第 3

項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画をいい、同条第 4 項の規定に

よる変更の認定があったときは、その変更後

のものをいいます（旧措法10の 4 の 2 ①）。一

定の規模のものは、一の建物及びその附属設

備並びに構築物の取得価額の合計額が2,500万

円以上のものとされています（旧措令 5 の 5

の 3 ①）。ただし、中小事業者にあっては、一

の建物及びその附属設備並びに構築物の取得

価額の合計額が1,000万円以上のものとされて

います（旧措令 5の 5の 3①）。
（注 4）　上記の「特定業務施設」とは、地域再生法

第 5 条第 4 項第 5 号に規定する特定業務施設

をいいます（旧措法10の 4 の 2 ①）。
（注 5）　上記の「中小事業者」とは、租税特別措置

法第10条第 8 項第 6 号に規定する中小事業者

をいいます（措法10⑧六、措令 5の 3⑨）。

2 　改正の内容

⑴　特定建物等の対象施設の見直し
　特定建物等の範囲に、認定地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画に記載された特定業務
児童福祉施設のうち特定業務施設の新設に併せ
て整備されるものに該当する建物及びその附属
設備並びに構築物が追加されました（措法10の
4 の 2 ①）。
　特定業務児童福祉施設とは、特定業務施設の

従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施
設であって一定のものをいい、具体的には、地
方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う
事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児
童福祉施設（専らその事業に係る特定業務施設
において常時雇用する従業員の児童のために使
用されることが目的とされているものに限りま
す。）であって、次の施設のいずれかに該当す
るものとされています（地再法 5④五、地再規
8③）。
①　児童福祉法第 6条の 3第 2項に規定する放
課後児童健全育成事業を行う施設
②　児童福祉法第 6条の 3第 7項に規定する一
時預かり事業を行う施設
③　児童福祉法第 6条の 3第 9項に規定する家
庭的保育事業を行う施設（同項第 1号に規定
する家庭的保育者の居宅を除きます。）
④　児童福祉法第 6条の 3第10項に規定する小
規模保育事業を行う施設
⑤　児童福祉法第 6条の 3第12項に規定する事
業所内保育事業を行う施設（同項第 1号ハに
掲げる施設に該当するものを除きます。）
⑥　児童福祉法第 6条の 3第13項に規定する病
児保育事業を行う施設
⑦　児童福祉法第39条第 1項に規定する保育所
⑧　児童福祉法第59条の 2第 1項に規定する施
設（同項の規定による届出がされるものに限
ります。）のうち、次の施設
イ　児童福祉法第 6条の 3第 9項に規定する
業務を目的とする施設（同項第 1号に規定
する家庭的保育者の居宅を除きます。）
ロ　児童福祉法第 6条の 3第10項に規定する
業務を目的とする施設
ハ　児童福祉法第 6条の 3第12項に規定する
業務を目的とする施設（同項第 1号ハに掲
げる施設に該当するものを除きます。）
ニ　児童福祉法第39条第 1項に規定する業務
を目的とする施設

⑨　就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律第 2条第 6項
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に規定する認定こども園（同条第 7項に規定
する幼保連携型認定こども園を除きます。）
⑩　上記①から⑨までの施設と併せて整備され
る授乳室その他の子育てに関する施設
（注 1）　上記の「地方活力向上地域等特定業務

施設整備事業」とは、地域再生法第 5 条

第 4 項第 5 号に規定する地方活力向上地

域等特定業務施設整備事業をいいます（地

再規 2①七イ）。
（注 2）　上記のほか、特定業務施設の範囲の見

直しも行われています。特定業務施設の

範囲の見直しについては、下記⑸①をご

参照ください。

⑵　特定建物等の取得価額に係る要件の引上げ
　中小事業者以外の個人の適用対象となる特定
建物等の取得価額に係る要件が、3,500万円以
上（改正前：2,500万円以上）に引き上げられ
ました（措令 5の 5の 3①）。

⑶　特別償却限度額及び税額控除限度額の計算の
基礎となる取得価額の見直し
　特別償却限度額及び税額控除限度額の計算の
基礎となる特定建物等の取得価額について、そ
の特定建物等に係る一の特定業務施設（上記⑴
の特定業務児童福祉施設を含みます。）を構成
する建物及びその附属設備並びに構築物の取得
価額の合計額が80億円を超える場合には、80億
円にその特定建物等の取得価額がその合計額の
うちに占める割合を乗じて計算した金額とされ
ました（措法10の 4 の 2 ①③）。すなわち、特
別償却又は税額控除の対象となる特定建物等の
取得価額は、80億円が上限となります。

⑷　認定期限の延長
　制度の適用の前提となる地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画の認定期限が、令和 8年
3月31日まで 2年延長されました（措法10の 4
の 2 ①）。

⑸　その他関係法令の改正
①　特定業務施設の範囲の見直し
　特定業務施設に、事務所であって、地方活
力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事
業者の次の部門のために使用されるものが追
加されました（地再規 8①一へチ）。
イ　商業事業部門のうち、専ら業務施設にお
いて情報通信技術の活用により対面以外の
方法による業務を行うもの
ロ　サービス事業部門のうち、次の部門の業
務の受託に関する業務を行うもの

　　　イ　調査及び企画部門
　　　ロ　情報処理部門
　　　ハ　研究開発部門
　　　ニ　国際事業部門
　　　ホ　その他管理業務部門
②　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
の認定要件の見直し
　移転型事業を行おうとする場合の地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件
のうち、地方活力向上地域等特定業務施設整
備事業により整備される特定業務施設（以下
「対象特定業務施設」といいます。）を事業の
用に供する日の属する年にその対象特定業務
施設において増加させると見込まれる常時雇
用する従業員の数に係る要件における従業員
の数が、対象特定業務施設を事業の用に供す
る日から同日以後 1年を経過する日までの間
にその対象特定業務施設において増加させる
と見込まれる常時雇用する従業員の数とされ
ました（地再規33二）。
（注）　移転型事業とは、地域再生法第17条の 2

第 1 項第 1 号に掲げる事業をいいます（地

再規28①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月19日以後に
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につ
いて認定を受ける個人が取得又は建設をするそ
の認定に係る認定地方活力向上地域等特定業務
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施設整備計画に記載された特定建物等について
適用し、同日前に地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画について認定を受けた個人が取得
又は建設をするその認定に係る認定地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画に記載された特
定建物等については従前どおりとされています
（改正法附則24②）。
⑵　上記 2 ⑵及び⑶の改正は、令和 6年 4月 1日
以後に地方活力向上地域等特定業務施設整備計
画について認定を受ける個人が取得又は建設を

するその認定に係る認定地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画に記載された特定建物等に
ついて適用し、同日前に地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画について認定を受けた個人
が取得又は建設をするその認定に係る認定地方
活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載さ
れた特定建物等については従前どおりとされて
います（改正法附則24①、改正措令附則 3）。
⑶　上記 2 ⑸の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（改正地再規附則）。

四�　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の�
所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　地方事業所基準雇用者数に係る措置
　青色申告書を提出する個人で認定事業者であ
るものが、適用年において、次の①の要件を満
たす場合には、次の②の金額（以下「税額控除
限度額」といいます。）の税額控除ができるこ
ととされています（旧措法10の 5 ①）。
（注 1）　上記の「認定事業者」とは、地域再生法

の一部を改正する法律（平成27年法律第49

号）の施行の日（平成27年 8 月10日）から

令和 6 年 3 月31日までの間に地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画について地域

再生法の認定（以下「計画の認定」といい

ます。）を受けた個人をいいます（旧措法10

の 5 ①）。
（注 2）　上記（注 1）の「地方活力向上地域等特

定業務施設整備計画」とは、地域再生法第

17条の 2 第 1 項に規定する地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画をいいます（旧

措法10の 5 ①）。
（注 3）　上記の「適用年」とは、地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画について計画の

認定を受けた個人のその計画の認定を受け

た日の属する年以後 3 年内の各年をいい、

事業を開始した日の属する年（相続又は包

括遺贈によりその事業を承継した日の属す

る年を除きます。）及び事業を廃止した日の

属する年を除くこととされています（旧措

法10の 5 ③一）。

①　雇用保険法に規定する適用事業を行い、か
つ、他の法律により業務の規制及び適正化の
ための措置が講じられている事業（風俗営業
又は性風俗関連特殊営業に該当する事業）を
行っていないこと。
②　次の金額の合計額
イ　30万円に、その個人のその適用年の地方
事業所基準雇用者数のうちその適用年の特
定新規雇用者数に達するまでの数（以下
「特定新規雇用者基礎数」といいます。）を
乗じて計算した金額（旧措法10の 5 ①二
イ）
（注 1）　上記の「地方事業所基準雇用者数」

とは、適用年の前々年の 1 月 1 日から

その適用年の12月31日までの間に地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画

について計画の認定を受けた個人のそ

の計画の認定に係る特定業務施設（以

下「適用対象特定業務施設」といいま
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す。）のみをその個人の事業所とみなし

た場合における基準雇用者数として証

明がされた数をいいます（旧措法10の

5 ③六、旧措令 5 の 6 ⑤、旧措規 5 の

9①）。
（注 2）　上記（注 1）の「特定業務施設」と

は、地域再生法に規定する特定業務施

設で、認定地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画に係る計画の認定をし

た認定都道府県知事が作成した認定地

域再生計画に記載されている地方活力

向上地域又は準地方活力向上地域（そ

の認定地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画が拡充型計画である場合に

は、一定の地方活力向上地域）におい

てその認定地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画に従って整備されたも

のをいいます（旧措法10の 5 ③二）。

　�　なお、「地方活力向上地域」とは、集

中地域以外の地域であり、かつ、その

地域の活力の向上を図ることが特に必

要な地域をいいます（地再法 5④五イ）。

「集中地域」とは、産業及び人口の過度

の集中を防止する必要がある地域及び

その周辺の地域をいいます（地再法 5

④五イ、地再令 5①）。

　�　また、「準地方活力向上地域」とは、

集中地域のうち、人口の過度の集中を

是正する必要がある地域及びその周辺

の地域以外の地域であり、かつ、その

地域の活力の向上を図ることが特に必

要な地域をいいます（地再法 5 ④五ロ、

地再令 5②）。
（注 3）　上記（注 1）の「基準雇用者数」と

は、適用年の12月31日における雇用者

の数からその適用年の前年の12月31日

における雇用者（その適用年の12月31

日において高年齢雇用者に該当する者

を除きます。）の数を減算した数をいい

（旧措法10の 5 ③五）、「雇用者」とは、

個人の使用人のうち雇用保険法に規定

する一般被保険者に該当するものをい

い（旧措法10の 5 ③三）、「高年齢雇用

者」とは、個人の使用人のうち雇用保

険法に規定する高年齢被保険者に該当

するものをいいます（旧措法10の 5 ③

四）。
（注 4）　上記の「特定新規雇用者数」とは、

適用年（その適用年が計画の認定を受

けた日の属する年である場合には、同

日からその適用年の12月31日までの期

間）に新たに雇用された特定雇用者で

その適用年の12月31日において適用対

象特定業務施設に勤務するものの数と

して証明がされた数をいい（旧措法10

の 5 ③八、旧措令 5 の 6 ⑥、旧規則 5

の 9 ①）、「特定雇用者」とは、次の要

件（無期雇用かつフルタイム）を満た

す雇用者をいいます（旧措法10の 5 ③

七）。

　イ�　その個人との間で労働契約法に規

定する有期労働契約以外の労働契約

を締結していること。

　ロ�　短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律に

規定する短時間労働者でないこと。
（注 5）　上記の「適用年の地方事業所基準雇

用者数」は、その地方事業所基準雇用

者数がその適用年の基準雇用者数を超

える場合には、その基準雇用者数とす

ることとされています。

　なお、この金額は、移転型特定新規雇用
者数がある場合には、20万円に、その特定
新規雇用者基礎数のうちその移転型特定新
規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算
した金額を加算した金額とすることとされ
ています（旧措法10の 5 ①二イ）。
（注 6）　上記の「移転型特定新規雇用者数」

とは、適用年（その適用年が計画の認

定を受けた日の属する年である場合に
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は、同日からその適用年の12月31日ま

での期間）に新たに雇用された特定雇

用者でその適用年の12月31日において

移転型適用対象特定業務施設に勤務す

るものの数として証明がされた数をい

います（旧措法10の 5 ③九、旧措令 5

の 6⑦、措規 5の 9②）。
（注 7）　上記（注 6）の「移転型適用対象特

定業務施設」とは、地方活力向上地域

等特定業務施設整備計画（移転型計画

に限ります。）について計画の認定を受

けた個人のその計画の認定に係る適用

対象特定業務施設をいいます。

ロ　20万円に、その個人のその適用年の地方
事業所基準雇用者数からその適用年の新規
雇用者総数を控除した数のうちその適用年
の特定非新規雇用者数に達するまでの数
（以下「特定非新規雇用者基礎数」といい
ます。）を乗じて計算した金額（旧措法10
の 5 ①二ロ）
（注 1）　上記の「新規雇用者総数」とは、適

用年（その適用年が計画の認定を受け

た日の属する年である場合には、同日

からその適用年の12月31日までの期

間）に新たに雇用された雇用者でその

適用年の12月31日において適用対象特

定業務施設に勤務するもの（以下「新

規雇用者」といいます。）の総数として

証明がされた数をいいます（旧措法10

の 5 ③十、旧措令 5 の 6 ⑧、旧措規 5

の 9①）。
（注 2）　上記の「特定非新規雇用者数」とは、

適用年（その適用年が計画の認定を受

けた日の属する年である場合には、同

日からその適用年の12月31日までの期

間）において他の事業所から適用対象

特定業務施設に転勤した特定雇用者

（新規雇用者を除きます。）でその適用

年の12月31日においてその適用対象特

定業務施設に勤務するものの数として

証明がされた数をいいます（旧措法10

の 5 ③十一、旧措令 5 の 6 ⑨、旧措規

5の 9①）。

　なお、この金額は、適用年の移転型地方
事業所基準雇用者数からその適用年の移転
型新規雇用者総数を控除した数のうちその
適用年の移転型特定非新規雇用者数に達す
るまでの数（以下「移転型特定非新規雇用
者基礎数」といいます。）が 0 を超える場
合には、20万円に、その特定非新規雇用者
基礎数のうちその移転型特定非新規雇用者
基礎数に達するまでの数を乗じて計算した
金額を加算した金額とすることとされてい
ます（旧措法10の 5 ①二ロ）。
（注 3）　上記の「移転型地方事業所基準雇用

者数」とは、移転型適用対象特定業務

施設のみを個人の事業所とみなした場

合における基準雇用者数として証明が

された数をいいます（旧措法10の 5 ③

十二、旧措令 5の 6⑩、措規 5の 9②）。
（注 4）　上記の「移転型新規雇用者総数」と

は、適用年（その適用年が計画の認定

を受けた日の属する年である場合には、

同日からその適用年の12月31日までの

期間）に新たに雇用された雇用者でそ

の適用年の12月31日において移転型適

用対象特定業務施設に勤務するものの

総数として証明がされた数をいいます

（旧措法10の 5 ③十三、旧措令 5の 6 ⑪、

措規 5の 9②）。
（注 5）　上記の「移転型特定非新規雇用者

数」とは、適用年（その適用年が計画

の認定を受けた日の属する年である場

合には、同日からその適用年の12月31

日までの期間）において他の事業所か

ら移転型適用対象特定業務施設に転勤

した特定雇用者（新規雇用者を除きま

す。）でその適用年の12月31日において

その移転型適用対象特定業務施設に勤

務するものの数として証明がされた数
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をいいます（旧措法10の 5 ③十四、旧

措令 5の 6⑫、措規 5の 9②）。

　この措置は、その適用を受けようとする年及
びその前年において、その適用を受けようとす
る個人にその個人の都合により解雇された雇用
者又は高年齢雇用者であった者（以下「離職
者」といいます。）がいないことにつき証明が
された場合に限り、適用できることとされてい
ます（旧措法10の 5 ⑤、措令 5の 6⑭、措規 5
の 9④⑤）。
　ただし、地方活力向上地域等において特定建
物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の
特別控除制度との選択適用とされています（措
法10の 5 ④）。
　なお、控除を受ける金額は、その個人の適用
年の年分の調整前事業所得税額の20％相当額を
上限とすることとされています（旧措法10の 5
①後段）。

⑵　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置
　青色申告書を提出する個人で認定事業者であ
るもののうち、上記⑴の措置の適用を受ける又
は受けたもの（地方活力向上地域等において特
定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税
額の特別控除制度の適用を受ける年にその適用
を受けないものとしたならば、上記⑴の措置の
適用があるものを含みます。）が、その適用を
受ける年以後の各適用年（その個人の地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画（移転型計画
に限ります。）について計画の認定を受けた日
の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方
事業所基準雇用者数が 0に満たない年以後の各
年を除きます。）において、雇用保険法に規定
する適用事業を行い、かつ、他の法律により業
務の規制及び適正化のための措置が講じられて
いる事業（風俗営業又は性風俗関連特殊営業に
該当する事業）を行っていない場合には、その
適用年において、40万円にその個人のその適用
年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算
した金額（その計画の認定に係る特定業務施設

が準地方活力向上地域内にある場合には、30万
円にその特定業務施設に係るその個人のその適
用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計
算した金額となります。以下「地方事業所特別
税額控除限度額」といいます。）の税額控除が
できることとされています（旧措法10の 5 ②）。
（注）　上記の「地方事業所特別基準雇用者数」とは、

適用年の前々年の 1 月 1 日からその適用年の

12月31日までの間に地方活力向上地域等特定

業務施設整備計画（移転型計画に限ります。）

について計画の認定を受けた個人のその適用

年及びその適用年前の各年のうち、その計画

の認定を受けた日の属する年以後の各年のそ

の個人のその計画の認定に係る特定業務施設

のみをその個人の事業所とみなした場合にお

ける基準雇用者数として証明がされた数の合

計数をいいます（旧措法10の 5 ③十五、旧措

令 5の 6⑬、旧措規 5の 9③）。

　この措置は、その適用を受けようとする年及
びその前年において、その適用を受けようとす
る個人に離職者がいないことにつき証明がされ
た場合に限り、適用できることとされています
（旧措法10の 5 ⑤、措令 5 の 6 ⑭、措規 5 の 9
④⑤）。
　なお、控除を受ける金額は、その個人の適用
年の年分の調整前事業所得税額の20％相当額を
上限とすることとされており、上記⑴の措置に
より総所得金額に係る所得税額から控除される
金額又は地方活力向上地域等において特定建物
等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特
別控除制度における税額控除により総所得金額
に係る所得税額から控除される金額がある場合
には、その調整前事業所得税額の20％相当額か
らこれらの金額を控除した残額を上限とするこ
ととされています（旧措法10の 5 ②後段）。

2 　改正の内容

⑴　地方事業所特別基準雇用者数の見直し
　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置（上
記 1 ⑵の措置）における地方事業所特別税額控
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除限度額の計算の基礎となる地方事業所特別基
準雇用者数が、無期雇用かつフルタイムの雇用
者の数に限ることとされました。具体的には、
地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎とな
る雇用者の数について、①の数のうち②の数に
達するまでの数（改正前：①の数）とされまし
た（措法10の 5 ③十六、措令 5の 6⑬）。
①　移転型計画について計画の認定を受けた個
人のその計画の認定に係る特定業務施設のみ
をその個人の事業所とみなした場合における
基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数
について記載された財務省令で定める書類を
確定申告書に添付することにより証明がされ
たその基準雇用者数
②　移転型計画について計画の認定を受けた個
人のその計画の認定に係る特定業務施設のみ
をその個人の事業所と、その個人の特定雇用
者のみをその個人の雇用者と、それぞれみな
した場合における基準雇用者数の計算の基礎
となる雇用者の数について記載された財務省
令で定める書類を確定申告書に添付すること
により証明がされたその基準雇用者数
　上記の「財務省令で定める書類」は、地方事
業所特別基準雇用者数に係る措置の適用を受け
ようとする個人の事業所の所在地を管轄する都
道府県労働局又は公共職業安定所の長がその個
人に対して交付する雇用促進計画の達成状況を
確認した旨を記載した書類で、その個人の雇用
促進計画の達成状況のうち移転型計画について
の計画の認定に係る特定業務施設に係るものが
確認できるものの写しとなります（措規 5の 9
③）。改正前と同様です。
（注）　上記の「個人の事業所」は、その個人が 2

以上の事業所を有する場合には、その 2 以上

の事業所のうち主たる事業所となります（措

規 5の 9①）。

⑵　適用年の見直し
　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が
特定業務施設の新設に係るものである場合の適

用年が、その特定業務施設を事業の用に供した
日（改正前：計画の認定を受けた日）の属する
年以後 3年内の各年とされました（措法10の 5
③二・三）。
　これに伴い、計画の認定の日を基準としてい
た次の事項について、次のとおり整備が行われ
ています。
①　地方事業所基準雇用者数及び地方事業所特
別基準雇用者数の計算の基礎となる特定業務
施設について、地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画が特定業務施設の新設に係るも
のである場合には、その特定業務施設を事業
の用に供した日がその適用年の前々年の 1月
1日からその適用年の12月31日までの期間内
である個人のその計画の認定に係る特定業務
施設とすることとされました（措法10の 5 ③
七・十六）。
②　次の年について、地方活力向上地域等特定
業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係
るものである場合には、その特定業務施設を
事業の用に供した日の属する年以後の各年と
することとされました。
イ　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置
の適用除外となる「基準雇用者数又は地方
事業所基準雇用者数が 0に満たない年」の
判定の対象となる年（措法10の 5 ②）
ロ　地方事業所特別基準雇用者数の計算の対
象となる年（措法10の 5 ③十六）

⑶　離職者に関する要件の見直し
　適用要件のうち離職者に関する要件について、
離職者がいないこととの要件を満たさなければ
ならない年が本制度の適用を受けようとする年
並びにその前年及び前々年（改正前：本制度の
適用を受けようとする年及びその前年）とされ
ました（措法10の 5 ⑤）。

⑷　認定期限の延長
　制度の適用の前提となる地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画の認定期限が、令和 8年
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3 月31日まで 2年延長されました（措法10の 5
①）。

⑸　その他関係法令等の改正
①　特定業務施設の範囲の見直し
　特定業務施設に、事務所であって、地方活
力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事
業者の次の部門のために使用されるものが追
加されました（地再規 8①一へチ）。
イ　商業事業部門のうち、専ら業務施設にお
いて情報通信技術の活用により対面以外の
方法による業務を行うもの
ロ　サービス事業部門のうち、次の部門の業
務の受託に関する業務を行うもの
イ　調査及び企画部門
ロ　情報処理部門
ハ　研究開発部門
ニ　国際事業部門
ホ　その他管理業務部門

（注）　上記の「地方活力向上地域等特定業務施

設整備事業」とは、地域再生法第 5 条第 4

項第 5 号に規定する地方活力向上地域等特

定業務施設整備事業をいいます（地再規 2

①七イ）。

②　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
の認定要件の見直し
　移転型事業を行おうとする場合の地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件

のうち、地方活力向上地域等特定業務施設整
備事業により整備される特定業務施設（以下
「対象特定業務施設」といいます。）を事業の
用に供する日の属する年にその対象特定業務
施設において増加させると見込まれる常時雇
用する従業員の数に係る要件における従業員
の数が、対象特定業務施設を事業の用に供す
る日から同日以後 1年を経過する日までの間
にその対象特定業務施設において増加させる
と見込まれる常時雇用する従業員の数とされ
ました（地再規33二）。
（注）　上記の「移転型事業」とは、地域再生法

第17条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる事業をい

います（地再規28①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴から⑶までの改正は、令和 6年 4月
1日以後に地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画について計画の認定を受ける個人のその
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につ
いて適用し、同日前に地方活力向上地域等特定
業務施設整備計画について計画の認定を受けた
個人のその地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画については従前どおりとされています
（改正法附則25）。
⑵　上記 2 ⑸の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（改正地再規附則）。

五�　給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除制度の
改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　個人の継続雇用者給与等支給額が増加した場
合に係る措置
　青色申告書を提出する個人が、令和 5年及び

令和 6年の各年において国内雇用者に対して給
与等を支給する場合において、その年において
継続雇用者給与等支給増加割合が 3％以上であ
るときは、その個人のその年の控除対象雇用者
給与等支給増加額（その年において、地方活力
向上地域等において雇用者の数が増加した場合
の所得税額の特別控除制度（措法10の 5 ）の適
用を受ける場合には、その適用による控除を受
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ける金額の計算の基礎となった者に対する給与
等の支給額として計算した金額を控除した残
額）に15％（その年において次の要件を満たす
場合にはそれぞれ次の割合を加算した割合とし、
その年において次の要件の全てを満たす場合に
は次の割合を合計した割合を加算した割合とし
ます。）を乗じて計算した金額（以下「税額控
除限度額」といいます。）の税額控除ができる
こととされています（旧措法10の 5 の 4 ①）。
①　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以上
であること……10％
②　その個人のその年分の事業所得の金額の計
算上必要経費に算入される教育訓練費の額か
らその比較教育訓練費の額を控除した金額の
その比較教育訓練費の額に対する割合が20％
以上であること…… 5％
（注 1）　上記の「国内雇用者」とは、個人の使

用人のうちその個人の有する国内の事業

所に勤務する雇用者に該当するものをい

います（旧措法10の 5 の 4 ③一）。
（注 2）　上記の「継続雇用者給与等支給増加割

合」とは、その個人の継続雇用者給与等

支給額からその継続雇用者比較給与等支

給額を控除した金額のその継続雇用者比

較給与等支給額に対する割合をいいます

（旧措法10の 5 の 4 ①）。
（注 3）　上記（注 2）の「継続雇用者給与等支

給額」とは、継続雇用者に対するその適

用年の給与等の支給額（その給与等に充

てるため他の者（その個人が非居住者で

ある場合の所得税法第161条第 1 項第 1 号

に規定する事業場等を含みます。以下同

じです。）から支払を受ける金額（雇用安

定助成金額を除きます。）がある場合には、

その金額を控除した金額。以下同じで

す。）をいいます（旧措法10の 5 の 4 ③三）。

　�　また、継続雇用者は、個人の適用年及

び適用年の前年の各月分のその個人の給

与等の支給を受けた国内雇用者をいい（旧

措法10の 5 の 4 ③三）、雇用安定助成金額

は、国又は地方公共団体から受ける雇用

保険法第62条第 1 項第 1 号に掲げる事業

として支給が行われる助成金その他これ

に類するものの額をいいます（旧措法10

の 5 の 4 ③三）。
（注 4）　上記（注 2）の「継続雇用者比較給与

等支給額」とは、上記（注 3）の個人の

継続雇用者に対する適用年の前年の給与

等の支給額をいいます（旧措法10の 5 の

4 ③四）。
（注 5）　上記の「控除対象雇用者給与等支給増

加額」とは、個人の雇用者給与等支給額

からその比較雇用者給与等支給額を控除

した金額をいいます（措法10の 5 の 4 ③

五）。ただし、その金額が調整雇用者給与

等支給増加額を超える場合には、調整雇

用者給与等支給増加額が控除対象雇用者

給与等支給増加額となります（旧措法10

の 5 の 4 ③五）。

　�　この雇用者給与等支給額は、個人の適

用年の年分の事業所得の金額の計算上必

要経費に算入される国内雇用者に対する

給与等の支給額をいい（旧措法10の 5 の

4 ③八）、比較雇用者給与等支給額は、個

人の適用年の前年分の事業所得の金額の

計算上必要経費に算入される国内雇用者

に対する給与等の支給額をいいます（旧

措法10の 5 の 4 ③九）。

　�　また、調整雇用者給与等支給増加額は、

雇用者給与等支給額から比較雇用者給与

等支給額を控除した金額をいいますが、

調整雇用者給与等支給増加額の計算にお

ける雇用者給与等支給額及び比較雇用者

給与等支給額の計算においては、これら

の支給額からその支給額の計算の基礎と

なる給与等に充てるための雇用安定助成

金額を控除することとされています（旧

措法10の 5 の 4 ③五）。
（注 6）　上記の「教育訓練費」とは、個人がそ

の国内雇用者の職務に必要な技術又は知
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識を習得させ、又は向上させるために支

出する一定の費用をいい（旧措法10の 5

の 4 ③六）、「比較教育訓練費の額」とは、

個人の適用年の前年分の事業所得の金額

の計算上必要経費に算入される教育訓練

費の額（その個人がその適用年の前年に

おいて事業を開始した場合には、その適

用年の前年の教育訓練費の額に12を乗じ

てこれをその適用年の前年において事業

を営んでいた期間の月数で除して計算し

た金額）をいいます（旧措法10の 5 の 4

③七）。
（注 7）　教育訓練費の額は、その教育訓練費に

充てるため他の者から支払を受ける金額

がある場合には、その金額を控除した金

額となります（旧措法10の 5 の 4 ①二）。

　なお、控除を受ける金額は、その年分の調整
前事業所得税額の20％相当額を上限とすること
とされています（旧措法10の 5 の 4 ①後段）。
　ただし、令和 5年以後に事業を開始した個人
のその開始した日の属する年及び事業を廃止し
た日の属する年は、この措置の適用を受けるこ
とはできません（旧措法10の 5 の 4 ①）。

⑵　中小事業者の雇用者給与等支給額が増加した
場合に係る措置
　中小事業者が、令和元年から令和 6年までの
各年において国内雇用者に対して給与等を支給
する場合において、その年においてその中小事
業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者
給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者
給与等支給額に対する割合（①において「雇用
者給与等支給増加割合」といいます。）が1.5％
以上であるときは、その中小事業者のその年の
控除対象雇用者給与等支給増加額（その年にお
いて、地方活力向上地域等において雇用者の数
が増加した場合の所得税額の特別控除制度（措
法10の 5 ）の適用を受ける場合には、その適用
による控除を受ける金額の計算の基礎となった
者に対する給与等の支給額として計算した金額

を控除した残額）の15％（その年において次の
要件を満たす場合にはそれぞれ次の割合を加算
した割合とし、その年において次の要件の全て
を満たす場合には次の割合を合計した割合を加
算した割合とします。）を乗じて計算した金額
（以下「中小事業者税額控除限度額」といいま
す。）の税額控除ができることとされています
（旧措法10の 5 の 4 ②）。
①　雇用者給与等支給増加割合が2.5％以上で
あること……15％

②　その中小事業者のその適用年の年分の事業
所得の金額の計算上必要経費に算入される教
育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を
控除した金額のその比較教育訓練費の額に対
する割合が10％以上であること……10％

（注）　上記の「中小事業者」とは、常時使用する

従業員の数が1,000人以下の個人で青色申告書

を提出するものをいいます（旧措法10の 5 の

4 ②、10⑧六、措令 5の 3⑨）。

　なお、控除を受ける金額は、その年分の調整
前事業所得税額の20％相当額を上限とすること
とされています（旧措法10の 5 の 4 ②後段）。
　ただし、上記⑴の措置の適用を受ける年、令
和元年以後に事業を開始した中小事業者のその
開始した日の属する年及び事業を廃止した日の
属する年は、この措置の適用を受けることはで
きません（旧措法10の 5 の 4 ②）。

2 　改正の内容

⑴　個人の継続雇用者給与等支給額が増加した場
合に係る措置
①　税額控除割合の見直し
　税額控除割合の上乗せ措置について、本措
置の適用を受けようとする年（以下「適用
年」といいます。）において次の要件を満た
す場合には、原則の税額控除割合にそれぞれ
次の割合を加算した割合を税額控除割合とし、
適用年において次の要件のうち 2以上の要件
を満たす場合には、原則の税額控除割合にそ
れぞれの割合を合計した割合を加算した割合
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を税額控除割合とする措置に見直されるとと
もに、原則の税額控除割合が10％（改正前：
15％）とされました（措法10の 5 の 4 ①）。
これにより、税額控除割合の最大値は、改正
前と同様、35％となります。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以
上であること……次の割合
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％
以上 5％未満である場合…… 5％
ロ　継続雇用者給与等支給増加割合が 5％
以上 7％未満である場合……10％
ハ　継続雇用者給与等支給増加割合が 7％
以上である場合……15％

ロ　次の要件の全てを満たすこと…… 5％
イ　その個人のその適用年の年分の事業所
得の金額の計算上必要経費に算入される
教育訓練費の額からその比較教育訓練費
の額を控除した金額のその比較教育訓練
費の額に対する割合が10％以上であるこ
と。
ロ　その個人のその適用年の年分の事業所
得の金額の計算上必要経費に算入される
教育訓練費の額のその個人の雇用者給与
等支給額に対する割合が0.05％以上であ
ること。

ハ　その適用年の12月31日において次の者の
いずれかに該当すること…… 5％
イ　次世代育成支援対策推進法第15条の 3
第 1項に規定する特例認定一般事業主
ロ　女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律第13条第 1項に規定する特例
認定一般事業主
　すなわち、適用年の12月31日において次
世代育成支援対策推進法の「プラチナくる
みん認定」又は女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律の「プラチナえるぼ
し認定」を受けている個人が、本要件に該
当します。

②　常時使用する従業員の数が2,000人を超え
る個人に係る適用要件の追加

　本措置の適用を受けるための要件に、その
年12月31日において、その個人の常時使用す
る従業員の数が2,000人を超える場合には、
マルチステークホルダー方針を公表しなけれ
ばならないこととする要件を追加することと
されました。
　具体的には、その年12月31日において、そ
の個人の常時使用する従業員の数が2,000人
を超える場合には、給与等の支給額の引上げ
の方針、下請事業者その他の取引先との適切
な関係の構築の方針その他の事業上の関係者
との関係の構築の方針に関する事項として厚
生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
が告示で定める事項を、その個人のホームペ
ージに公表し、その公表した旨を経済産業大
臣に届け出て、確定申告書に、その個人がそ
の告示で定める事項を公表していることにつ
いて届出があった旨を経済産業大臣が証する
書類の写しの添付がある場合に限り、本措置
の適用を受けることができることとされまし
た（措法10の 5 の 4 ①、措令 5の 6の 4①②
㉖、令 4 . 3 経産告88）。
　上記の「告示で定める事項」は、次のとお
りです（令 4 . 3 厚労・経産・国土交通告 1）。
イ　給与等の支給額の引上げ及び教育訓練等
の実施の方針
ロ　下請事業者その他の取引先（消費税の免
税事業者を含みます。）との適切な関係の
構築の方針
ハ　上記イ及びロの事項のほか、その他の事
業上の関係者との関係の構築の方針を定め
ているときは、その内容
　なお、マルチステークホルダー方針のホー
ムページへの公表は、適用年の12月31日まで
に行わなければならないこととされています
（令 4 . 3 経産告88（ 2 ②））。
③　適用期限の延長
　本措置の適用期限が、令和 9年まで 3年延
長されました（措法10の 5 の 4 ①）。
④　地方活力向上地域等において雇用者の数が
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増加した場合の所得税額の特別控除制度の適
用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給
増加額の調整計算の見直し
　前述「四　地方活力向上地域等において雇
用者の数が増加した場合の所得税額の特別控
除制度の改正」に伴い、適用年において租税
特別措置法第10条の 5の規定（地方活力向上
地域等において雇用者の数が増加した場合の
所得税額の特別控除制度）の適用を受ける場
合の控除対象雇用者給与等支給増加額の調整
の方法が変更されました。
　具体的には、控除対象雇用者給与等支給増
加額から控除すべき金額が、適用年に係る雇
用者給与等支給額をその適用年の12月31日に
おける雇用者の数で除して計算した金額に、
次のイ及びロの数を合計した数（その合計し
た数が地方事業所基準雇用者数を超える場合
には、その地方事業所基準雇用者数）を乗じ
て計算した金額の20％相当額とされました
（措令 5の 6の 4④）。
イ　その個人が適用年において租税特別措置
法第10条の 5第 1項の規定の適用を受ける
場合におけるその適用年の特定新規雇用者
基礎数とその適用年の特定非新規雇用者基
礎数とを合計した数（措令 5 の 6 の 4 ④
一）
ロ　その個人が適用年において租税特別措置
法第10条の 5第 2項の規定の適用を受ける
場合におけるその適用年の同条第 3項第16
号イの数のうち同号ロの数に達するまでの
数から、その個人がその適用年において同
条第 1項の規定の適用を受ける場合におけ
るその適用年の次の数を合計した数を控除
した数（措令 5の 6の 4④二）
イ　特定新規雇用者基礎数のうち移転型特
定新規雇用者数に達するまでの数
ロ　特定非新規雇用者基礎数のうち移転型
特定非新規雇用者基礎数に達するまでの
数
（注 1）　地方事業所基準雇用者数は、その

適用年の基準雇用者数を上限としま

す。
（注 2）　雇用者、地方事業所基準雇用者数、

特定新規雇用者基礎数、特定非新規

雇用者基礎数、移転型特定新規雇用

者数、移転型特定非新規雇用者基礎

数及び基準雇用者数については、前

述「四　地方活力向上地域等におい

て雇用者の数が増加した場合の所得

税額の特別控除制度の改正」の 1 ⑴

②イ、 1 ⑴②イ（注 1）、（注 3）、

（注 6）及び 1 ⑴②ロをご参照くださ

い。
（注 3）　租税特別措置法第10条の 5 第 3 項

第16号イの数及び同号ロの数は、そ

れぞれ前述「四　地方活力向上地域

等において雇用者の数が増加した場

合の所得税額の特別控除制度の改

正」の 2 ⑴①及び②の数です。

⑤　雇用者給与等支給額等の見直し
　次の額の算定に際し、給与等に充てるため
他の者から支払を受ける金額のうち役務の提
供の対価として支払を受ける金額は、給与等
の支給額から控除しないこととされました
（措法10の 5 の 4 ⑤三）。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合に関する
要件の判定における継続雇用者給与等支給
額及び継続雇用者比較給与等支給額
ロ　控除対象雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額
ハ　控除対象雇用者給与等支給増加額の上限
となる調整雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額
　すなわち、給与等の支給額から役務の提供
の対価として支払を受けた金額を控除しない
で計算することとなります。
　令和 6年度税制改正前の「給与等に充てる
ため他の者から支払を受ける金額」には、診
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療報酬における処遇改善加算などの、その給
付の目的が給与等の支給額に係る負担を軽減
させる目的であることが明らかである一方で、
こうした目的とともに「役務の提供の対価」
としての性質を有するもの（報酬上の加算措
置）が含まれるかどうか法令上は明確ではあ
りませんでした。
　令和 6年度診療報酬・介護報酬・障害福祉
サービス等報酬改定に向けた議論が進められ
る中、「令和 6 年度診療報酬改定の基本方
針」（令和 5 年12月11日）において「医療従
事者の賃上げに向けた取組の推進」が明記さ
れるなど、令和 6年度報酬改定において、賃
上げに資する措置を講ずることの重要性が強
調されました。
　このような方針の下、本制度における令和
6年度診療報酬・介護報酬・障害福祉サービ
ス等報酬改定を受けた報酬上の加算措置の取
扱いについて検討が行われる中で、給与等の
支給額から控除する「給与等に充てるため他
の者から支払を受ける金額」について、報酬
上の加算措置を含め幅広く役務の提供の対価
としての性質のあるものを除くこととされま
した。

⑵　特定個人の継続雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置の追加
①　措置の概要
　この措置は、青色申告書を提出する個人が、
令和 7年から令和 9年までの各年において国
内雇用者に対して給与等を支給する場合で、
かつ、その年12月31日において特定個人に該
当する場合において、その年において継続雇
用者給与等支給増加割合が 3％以上であると
きは、その個人のその年の控除対象雇用者給
与等支給増加額（その年において、地方活力
向上地域等において雇用者の数が増加した場
合の所得税額の特別控除制度（措法10の 5 ）
の適用を受ける場合には、その適用による控
除を受ける金額の計算の基礎となった者に対

する給与等の支給額として計算した金額を控
除した残額）の10％（その年において次の要
件を満たす場合には、それぞれ次の割合を加
算した割合とし、その年において次の要件の
うち 2以上の要件を満たす場合には、それぞ
れの割合を合計した割合を加算した割合とし
ます。）を乗じて計算した金額（以下「特定
税額控除限度額」といいます。）の税額控除
ができるというものです。なお、控除を受け
る金額は、その年分の調整前事業所得税額の
20％相当額を上限とすることとされています。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以
上であること……15％
ロ　次の要件の全てを満たすこと…… 5％
イ　その個人のその年分の事業所得の金額
の計算上必要経費に算入される教育訓練
費の額からその比較教育訓練費の額を控
除した金額のその比較教育訓練費の額に
対する割合が10％以上であること。
ロ　その個人のその年分の事業所得の金額
の計算上必要経費に算入される教育訓練
費の額のその個人の雇用者給与等支給額
に対する割合が0.05％以上であること。

ハ　次の要件のいずれかを満たすこと…… 5
％
イ　その年12月31日において次世代育成支
援対策推進法に規定する特例認定一般事
業主に該当すること。
ロ　その年において女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律の認定を受け
たこと（同法の女性労働者に対する職業
生活に関する機会の提供及び雇用環境の
整備の状況が特に良好な場合に限りま
す。）。
ハ　その年12月31日において女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律に規
定する特例認定一般事業主に該当するこ
と。

②　適用対象者
　この措置の適用対象となる個人は、青色申
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告書を提出する個人とされています（措法10
の 5 の 4 ②）。
③　適用年
　この措置は、令和 7年から令和 9年までの
各年において適用できることとされています
（措法10の 5 の 4 ②、改正法附則26①）。ただ
し、上記⑴の措置の適用を受ける年、事業を
開始した個人のその開始した日の属する年及
び事業を廃止した日の属する年は、除外され
ています（措法10の 5 の 4 ②）。
（注）　上記のほか、この措置の適用を受ける年

については、上記 1 ⑵の措置の適用を受け

ることができないこととされています（措

法10の 5 の 4 ③）。

④　適用要件
　この措置は、適用対象者が、適用年におい
て、次のイからハまでの全ての要件を満たす
場合に適用できることとされています（措法
10の 5 の 4 ②）。
イ　国内雇用者に対して給与等を支給するこ
と。
　国内雇用者は、具体的には、個人の国内
に所在する事業所につき作成された労働基
準法に規定する賃金台帳に記載された者と
されています（措法10の 5 の 4 ⑤一、措令
5 の 6 の 4 ⑨⑩）。役員及びその親族等並
びに使用人兼務役員が除かれること、日々
雇い入れられる者が含まれること等、上記
1 ⑴及び⑵の措置における国内雇用者と同
様です。
　また、給与等とは、所得税法第28条第 1
項に規定する給与等、すなわち、俸給、給
料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性
質を有する給与をいいます（措法10の 5 の
4 ⑤二）。

ロ　その年12月31日において特定個人に該当
すること。
　特定個人は、具体的には、常時使用する
従業員の数が2,000人以下の個人をいいま
す（措法10の 5 の 4 ⑤九）。

ハ　継続雇用者給与等支給増加割合が 3％以
上であること。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合
　継続雇用者給与等支給増加割合とは、
その適用対象者の継続雇用者給与等支給
額からその継続雇用者比較給与等支給額
を控除した金額のその継続雇用者比較給
与等支給額に対する割合をいいます（措
法10の 5 の 4 ②）。
ロ　継続雇用者に該当し得る国内雇用者
　継続雇用者に該当し得る国内雇用者は、
一般被保険者に該当する者に限るものと
されています。また、適用対象者の就業
規則において継続雇用制度を導入してい
る旨の記載があり、かつ、次の書類のい
ずれかにその者がその継続雇用制度に基
づき雇用されている者である旨の記載が
ある場合のその者を除くこととされてい
ます（措法10の 5 の 4 ⑤三、措令 5の 6
の 4 ⑪、措規 5 の12④）。上記 1 ⑴の措
置と同様です。
ⅰ　雇用契約書その他これに類する雇用
関係を証する書類
ⅱ　その適用対象者の国内に所在する事
業所につき作成された労働基準法に規
定する賃金台帳

（注）　一般被保険者とは、雇用保険法第60

条の 2 第 1 項第 1 号に規定する一般被

保険者をいい、継続雇用制度とは、高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第 9 条第 1 項第 2 号に規定する継続雇

用制度をいいます（措令 5の 6の 4⑪）。

ハ　継続雇用者
　継続雇用者とは、上記ロの国内雇用者
のうちその適用対象者の国内雇用者とし
て適用年及びその適用年の前年において
事業を営んでいた期間内の各月分のその
適用対象者の給与等の支給を受けた者が
継続雇用者となります（措令 5の 6の 4
⑪）。上記 1 ⑴の措置と同様です。
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ニ　継続雇用者給与等支給額
　継続雇用者給与等支給額とは、雇用者
給与等支給額のうち継続雇用者に係る金
額とされています（措法10の 5 の 4 ⑤三、
措令 5 の 6 の 4 ⑫）。上記 1 ⑴の措置
（上記⑴⑤の改正後）と同様です。
ホ　継続雇用者比較給与等支給額
　継続雇用者比較給与等支給額とは、上
記ハの適用対象者の適用年の前年に係る
給与等支給額のうち継続雇用者に係る金
額となります（措令 5 の 6 の 4 ⑬）。上
記 1 ⑴の措置（上記⑴⑤の改正後）と同
様です。
　給与等支給額とは、適用対象者のその
年分の事業所得の金額の計算上必要経費
に算入される国内雇用者に対する給与等
の支給額をいいます。この給与等の支給
額からは、その給与等に充てるため他の
者から支払を受ける金額がある場合には、
その金額を控除することとされています
（措法10の 5 の 4 ⑤三）。ただし、その給
与等に充てるため他の者から支払を受け
る金額のうち雇用安定助成金額及び役務
の提供の対価として支払を受ける金額は、
給与等の支給額から控除しないこととさ
れています（措法10の 5 の 4 ⑤三）。
（注 1）　他の者には、その適用対象者が非

居住者である場合の所得税法第161条

第 1 項第 1 号に規定する事業場等を

含むこととされています（措法10の

5 の 4 ①二イ）。
（注 2）　雇用安定助成金額とは、国又は地

方公共団体から受ける雇用保険法第

62条第 1 項第 1 号に掲げる事業とし

て支給が行われる助成金その他これ

に類するものの額をいいます（措法

10の 5 の 4 ⑤三）。

ヘ　継続雇用者比較給与等支給額が 0であ
る場合
　継続雇用者比較給与等支給額が 0であ

る場合には、継続雇用者給与等支給増加
割合が 3％以上であるときに該当しない
ものとされています（措令 5 の 6 の 4
㉒）。したがって、本措置の適用を受け
ることができません。

⑤　特定税額控除限度額の計算
　特定税額控除限度額は、控除対象雇用者給
与等支給増加額の10％に相当する金額とされ
ています（措法10の 5 の 4 ②）。
　なお、この特定税額控除限度額が適用対象
者の適用年の年分の調整前事業所得税額の20
％相当額を超える場合には、控除を受ける金
額は、その調整前事業所得税額の20％相当額
を上限とすることとされています（措法10の
5 の 4 ②後段）。
イ　税額控除割合の上乗せ
　税額控除割合は、適用年において次の要
件を満たす場合には、10％にそれぞれ次の
割合を加算した割合とし、適用年において
次の要件のうち 2以上の要件を満たす場合
には、10％にそれぞれの割合を合計した割
合を加算した割合（最大で35％）とするこ
ととされています（措法10の 5 の 4 ②）。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％
以上であること……15％
ロ　次の要件の全てを満たすこと…… 5％
ⅰ　その適用対象者の適用年の年分の事
業所得の金額の計算上必要経費に算入
される教育訓練費の額からその比較教
育訓練費の額を控除した金額のその比
較教育訓練費の額に対する割合が10％
以上であること。
ⅱ　その適用対象者の適用年の年分の事
業所得の金額の計算上必要経費に算入
される教育訓練費の額のその適用対象
者の雇用者給与等支給額に対する割合
が0.05％以上であること。

ハ　次の要件のいずれかを満たすこと……
5％
ⅰ　適用年の12月31日において次世代育
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成支援対策推進法第15条の 3第 1項に
規定する特例認定一般事業主に該当す
ること。
　すなわち、適用年の12月31日におい
て次世代育成支援対策推進法の「プラ
チナくるみん認定」を受けている適用
対象者が、本要件に該当します。
ⅱ　適用年において女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する法律第 9条の
認定を受けたこと（同法第 4条の女性
労働者に対する職業生活に関する機会
の提供及び同条の雇用環境の整備の状
況が特に良好な場合として財務省令で
定める場合に限ります。）。
　この「財務省令で定める場合」は、
その認定が女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律に基づく一般事
業主行動計画等に関する省令第 8条第
1項第 3号に規定する事業主の類型に
係るものである場合（その適用年の12
月31日までに女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律第11条の規定
によりその認定が取り消された場合を
除きます。）とされています（措規 5
の12①）。
　すなわち、適用対象者が、適用年に
おいて女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律における「えるぼし
認定（ 3 段階目）」を受けた場合に、
その適用年において、本要件に該当す
ることとなります。ただし、その適用
年の12月31日までにその認定を取り消
された場合には、本要件には該当しな
いこととなります。
ⅲ　適用年の12月31日において女性の職
業生活における活躍の推進に関する法
律第13条第 1項に規定する特例認定一
般事業主に該当すること。
　すなわち、適用年の12月31日におい
て女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律の「プラチナえるぼし認
定」を受けている適用対象者が、本要
件に該当します。

ロ　控除対象雇用者給与等支給増加額
　控除対象雇用者給与等支給増加額とは、
適用対象者の雇用者給与等支給額からその
比較雇用者給与等支給額を控除した金額を
いいます（措法10の 5 の 4 ⑤五）。ただし、
その金額が調整雇用者給与等支給増加額を
超える場合には、調整雇用者給与等支給増
加額が控除対象雇用者給与等支給増加額と
なります（措法10の 5 の 4 ⑤五）。
イ　雇用者給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額
　雇用者給与等支給額とは、適用対象者
の適用年の年分の事業所得の金額の計算
上必要経費に算入される国内雇用者に対
する給与等の支給額をいい、比較雇用者
給与等支給額とは、適用対象者の適用年
の前年分の事業所得の金額の計算上必要
経費に算入される国内雇用者に対する給
与等の支給額をいいます（措法10の 5 の
4 ⑤八・十）。
　給与等の支給額は、その給与等に充て
るため他の者から支払を受ける金額があ
る場合には、その金額を控除した金額と
されています（措法10の 5 の 4 ⑤三）。
ただし、その給与等に充てるため他の者
から支払を受ける金額のうち、雇用安定
助成金額及び役務の提供の対価として支
払を受ける金額は、給与等の支給額から
控除しないこととされています（措法10
の 5 の 4 ⑤三）。
　上記 1 ⑴の措置における雇用者給与等
支給額及び比較雇用者給与等支給額（上
記⑴⑤の改正後）と同様です。
ロ　調整雇用者給与等支給増加額
　調整雇用者給与等支給増加額とは、雇
用者給与等支給額から比較雇用者給与等
支給額を控除した金額をいいますが、調
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整雇用者給与等支給増加額の計算におけ
る雇用者給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額の計算においては、これらの
支給額からその支給額の計算の基礎とな
る給与等に充てるための雇用安定助成金
額を控除することとされています（措法
10の 5 の 4 ⑤五イロ）。上記 1 ⑴の措置
における調整雇用者給与等支給増加額
（上記⑴⑤の改正後）と同様です。

ハ　地方活力向上地域等において雇用者の数
が増加した場合の所得税額の特別控除制度
の適用を受ける場合の控除対象雇用者給与
等支給増加額の調整
　適用年において租税特別措置法第10条の
5の規定（地方活力向上地域等において雇
用者の数が増加した場合の所得税額の特別
控除制度）の適用を受ける場合には、控除
対象雇用者給与等支給増加額から、その適
用による控除を受ける金額の計算の基礎と
なった者に対する給与等の支給額として計
算した金額を控除して、特定税額控除限度
額を計算することとされています。
　具体的な調整の方法は、上記⑴④と同様
です（措令 5の 6の 4⑥）。
ニ　教育訓練費の額及び比較教育訓練費の額
　上記イロで述べたとおり、適用対象者の
適用年の年分の事業所得の金額の計算上必
要経費に算入される教育訓練費の額が比較
教育訓練費の額の1.1倍以上であり、かつ、
適用対象者の適用年の年分の事業所得の金
額の計算上必要経費に算入される教育訓練
費の額の適用対象者の雇用者給与等支給額
に対する割合が0.05％以上である場合には、
税額控除割合を 5％上乗せすることとされ
ています（措法10の 5 の 4 ②二）。
　教育訓練費の範囲は、上記 1 ⑴及び⑵の
措置と同様です（措法10の 5 の 4 ⑤六、措
令 5 の 6 の 4 ⑭、措規 5 の12⑤～⑦）。ま
た、上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様に、教育
訓練費の額は、その教育訓練費に充てるた

め他の者から支払を受ける金額がある場合
には、その金額を控除した金額となります
（措法10の 5 の 4 ①二）。
　比較教育訓練費の額とは、適用対象者の
適用年の前年分の事業所得の金額の計算上
必要経費に算入される教育訓練費の額をい
います。ただし、適用対象者がその適用年
の前年において事業を開始した場合には、
その適用年の前年の教育訓練費の額に12を
乗じてこれをその適用年の前年において事
業を営んでいた期間の月数で除して計算し
た金額が、比較教育訓練費の額となります
（措法10の 5 の 4 ⑤七）。上記 1 ⑴及び⑵の
措置と同様です。
　なお、適用年において、教育訓練費の額
が比較教育訓練費の額の1.1倍以上であり、
かつ、教育訓練費の額の雇用者給与等支給
額に対する割合が0.05％以上であるとして、
上記イロの税額控除割合の上乗せの適用を
受ける場合には、教育訓練費の明細を記載
した書類を保存しなければならないことと
されています（措令 5 の 6 の 4 ⑮）。上記
1 ⑴及び⑵の措置と同様です。
（注）　上記の教育訓練費の明細を記載した書

類は、適用年の年分の事業所得の金額の

計算上必要経費に算入される教育訓練費

の額及び比較教育訓練費の額に関する次

の事項を記載した書類とされています

（措規 5の12⑧）。

・�　教育訓練等の実施時期

・�　教育訓練等の内容

・�　教育訓練等の対象となる国内雇用者

の氏名

・�　その費用を支出した年月日、内容及

び金額並びに相手先の氏名又は名称

　次に、比較教育訓練費の額が 0である場
合において、適用年の年分の事業所得の金
額の計算上必要経費に算入される教育訓練
費の額も 0 であるときは、「適用対象者の
適用年の年分の事業所得の金額の計算上必
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要経費に算入される教育訓練費の額が比較
教育訓練費の額の1.1倍以上であること（上
記イロⅰ）」の要件を満たさないものとす
ることとされています（措令 5の 6の 4㉕
一）。一方、それ以外のとき、すなわち、
比較教育訓練費の額が 0である場合におい
て、適用年の年分の事業所得の金額の計算
上必要経費に算入される教育訓練費の額が
1円以上あるときは、上記イロⅰの要件を
満たすものとすることとされています（措
令 5 の 6 の 4 ㉕二）。上記 1 ⑴及び⑵の措
置と同様です。

⑥　申告要件
　本措置の適用を受ける場合の申告要件につ
いては、確定申告書（控除を受ける金額を増
加させる修正申告書又は更正請求書を提出す
る場合には、その修正申告書又は更正請求書
を含みます。）に控除の対象となる控除対象
雇用者給与等支給増加額、継続雇用者給与等
支給額及び継続雇用者比較給与等支給額、控
除を受ける金額並びにその金額の計算に関す
る明細を記載した書類の添付がある場合に限
り、適用することとされています（措法10の
5 の 4 ⑦）。上記 1 ⑴の措置と同様です。
　この場合において、控除される金額の計算
の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加
額は、確定申告書に添付された書類に記載さ
れた控除対象雇用者給与等支給増加額を限度
とすることとされています（措法10の 5 の 4
⑦後段）。上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様です。
（注）　修正申告書とは、国税通則法第19条第 3

項に規定する修正申告書をいい（措法 2 ①

十三）、更正請求書とは、同法第23条第 3 項

に規定する更正請求書をいいます（措法 2

①十六）。

⑶　中小事業者の雇用者給与等支給額が増加した
場合に係る措置
①　税額控除割合の上乗せ措置の見直し
　税額控除割合の上乗せ措置について、本措

置の適用を受けようとする年（以下「適用
年」といいます。）において次の要件を満た
す場合には、15％にそれぞれ次の割合を加算
した割合を税額控除割合とし、適用年におい
て次の要件のうち 2以上の要件を満たす場合
には、15％にそれぞれの割合を合計した割合
を加算した割合（最大で45％）を税額控除割
合とする措置に見直されました（措法10の 5
の 4 ③）。
イ　雇用者給与等支給増加割合が2.5％以上
であること……15％
ロ　次の要件の全てを満たすこと……10％
イ　その中小事業者のその適用年の年分の
事業所得の金額の計算上必要経費に算入
される教育訓練費の額からその比較教育
訓練費の額を控除した金額のその比較教
育訓練費の額に対する割合が 5％以上で
あること。
ロ　その中小事業者のその適用年の年分の
事業所得の金額の計算上必要経費に算入
される教育訓練費の額のその中小事業者
の雇用者給与等支給額に対する割合が
0.05％以上であること。

ハ　次の要件のいずれかを満たすこと…… 5
％
イ　その適用年において次世代育成支援対
策推進法第13条の認定を受けたこと（同
法第 2条に規定する次世代育成支援対策
の実施の状況が良好な場合として財務省
令で定める場合に限ります。）。下記ロと
異なり、本要件に該当するのは、認定を
受けた年のみとなります。
　この「財務省令で定める場合」は、そ
の認定が次のものである場合（その適用
年の12月31日までに次世代育成支援対策
推進法第15条の規定によりその認定が取
り消された場合を除きます。）とされて
います（措規 5の12②）。
ⅰ　次世代育成支援対策推進法施行規則
第 4条第 1項第 1号に規定する事業主
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の類型に係るもの
　ただし、次世代育成支援対策推進法
施行規則の一部を改正する省令（令和
3 年厚生労働省令第185号）附則第 2
条第 2項の規定に基づきなお従前の例
により行った次世代育成支援対策推進
法第13条の申請（以下「認定申請」と
いいます。）に基づき受けたものを除
くこととされています。
ⅱ　次世代育成支援対策推進法施行規則
第 4条第 1項第 2号に規定する事業主
の類型に係るもの
　ただし、次世代育成支援対策推進法
施行規則の一部を改正する省令（令和
3 年厚生労働省令第185号）附則第 2
条第 2項の規定に基づきなお従前の例
により行った認定申請に基づき受けた
もの及び同条第 3項の規定により次世
代育成支援対策推進法施行規則第 4条
第 1項第 2号イに規定する要件を満た
しているものとみなされて受けたもの
を除くこととされています。
　すなわち、中小事業者が適用年におい
て次世代育成支援対策推進法の「くるみ
ん認定」又は「くるみんプラス認定」を
受けた場合に、その適用年において、本
要件に該当することとなります。ただし、
その適用年の12月31日までにその認定を
取り消された場合には、本要件には該当
しないこととなります。なお、「トライ
くるみん認定」又は「トライくるみんプ
ラス認定」を受けたとしても、本要件に
は該当しません。
ロ　その適用年の12月31日において次世代
育成支援対策推進法第15条の 3第 1項に
規定する特例認定一般事業主に該当する
こと。
　すなわち、適用年の12月31日において
次世代育成支援対策推進法の「プラチナ
くるみん認定」を受けている中小事業者

が、本要件に該当します。
ハ　その適用年において女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律第 9条の
認定を受けたこと（同法第 4条の女性労
働者に対する職業生活に関する機会の提
供及び同条の雇用環境の整備の状況が良
好な場合として財務省令で定める場合に
限ります。）。下記ニと異なり、本要件に
該当するのは、認定を受けた年のみとな
ります。
　この「財務省令で定める場合」は、そ
の認定が女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律に基づく一般事業主行
動計画等に関する省令第 8条第 1項第 2
号又は第 3号に規定する事業主の類型に
係るものである場合（その適用年の12月
31日までに女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律第11条の規定により
その認定が取り消された場合を除きま
す。）とされています（措規 5の12③）。
　すなわち、中小事業者が適用年におい
て女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律の「えるぼし認定（ 2段階目
又は 3 段階目）」を受けた場合に、その
適用年において、本要件に該当すること
となります。ただし、その適用年の12月
31日までにその認定を取り消された場合
には、本要件には該当しないこととなり
ます。
ニ　その適用年の12月31日において女性の
職業生活における活躍の推進に関する法
律第13条第 1項に規定する特例認定一般
事業主に該当すること。
　すなわち、適用年の12月31日において
女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律における「プラチナえるぼし認
定」を受けている中小事業者が、本要件
に該当します。

②　適用期限の延長
　本措置の適用期限が、令和 9年まで 3年延
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長されました（措法10の 5 の 4 ③）。
③　地方活力向上地域等において雇用者の数が
増加した場合の所得税額の特別控除制度の適
用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給
増加額の調整計算の見直し
　適用年において租税特別措置法第10条の 5
の規定（地方活力向上地域等において雇用者
の数が増加した場合の所得税額の特別控除制
度）の適用を受ける場合には、控除対象雇用
者給与等支給増加額から、その適用による控
除を受ける金額の計算の基礎となった者に対
する給与等の支給額として計算した金額を控
除して、中小事業者税額控除限度額を計算す
ることとされています。
　この調整計算を行うことは改正前と同様で
すが、地方活力向上地域等において雇用者の
数が増加した場合の所得税額の特別控除制度
に改正があったことに伴い、調整の方法が変
更されています。
　具体的な調整の方法は、上記⑴④と同様で
す（措令 5の 6の 4⑥）。
④　雇用者給与等支給額等の見直し
　次の額の算定に際し、給与等に充てるため
他の者から支払を受ける金額のうち役務の提
供の対価として支払を受ける金額は、給与等
の支給額から控除しないこととされました
（措法10の 5 の 4 ⑤三）。上記⑴⑤と同様です。
イ　雇用者給与等支給増加割合に関する要件
の判定における雇用者給与等支給額及び比
較雇用者給与等支給額
ロ　控除対象雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額
ハ　控除対象雇用者給与等支給増加額の上限
となる調整雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額

⑷　中小事業者税額控除限度超過額の繰越控除制
度の創設
①　制度の概要
　この制度は、青色申告書を提出する個人の
各年においてその個人の雇用者給与等支給額
がその比較雇用者給与等支給額を超える場合
において、上記 1 ⑵の措置（上記⑶の改正
後）による控除をしてもなお控除しきれない
金額（繰越税額控除限度超過額）を有すると
きは、その控除しきれない金額につき 5年間
繰り越して税額控除ができるというものです。
なお、控除を受ける金額は、上記 1 ⑴及び⑵
の措置（上記⑴及び⑶の改正後）並びに上記
⑵の措置と合計してその年分の調整前事業所
得税額の20％相当額を上限とすることとされ
ています。
②　適用対象者
　この制度の適用対象となる個人は、青色申
告書を提出する個人とされています（措法10
の 5 の 4 ④）。この制度の適用を受ける場合
には、税額控除限度超過額の生じた年の12月
31日において中小事業者である必要はありま
すが、その繰越控除を行う年において中小事
業者に該当することは要件とされていません。
③　適用年
　この制度は、青色申告書を提出する個人の
各年において適用できることとされています
（措法10の 5 の 4 ④）。ただし、事業を廃止し
た日の属する年は、除外されています（措法
10の 5 の 4 ④）。
④　適用要件
　この制度は、適用対象者が、適用年におい
て、次のイ及びロの要件を満たす場合に適用
できることとされています（措法10の 5 の 4
④）。
イ　適用対象者の雇用者給与等支給額がその
比較雇用者給与等支給額を超えること。
　雇用者給与等支給額とは、適用対象者の
適用年の年分の事業所得の金額の計算上必
要経費に算入される国内雇用者に対する給
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与等の支給額をいい、比較雇用者給与等支
給額とは、適用対象者の適用年の前年分の
事業所得の金額の計算上必要経費に算入さ
れる国内雇用者に対する給与等の支給額を
いいます（措法10の 5 の 4 ⑤八・十）。
　給与等の支給額は、その給与等に充てる
ため他の者から支払を受ける金額がある場
合には、その金額を控除した金額とされて
います（措法10の 5 の 4 ⑤三）。ただし、
その給与等に充てるため他の者から支払を
受ける金額のうち、雇用安定助成金額及び
役務の提供の対価として支払を受ける金額
は、給与等の支給額から控除しないことと
されています（措法10の 5 の 4 ⑤三）。
　上記 1 ⑵の措置（上記⑴⑤及び⑶④の改
正後）における雇用者給与等支給額及び比
較雇用者給与等支給額と同様です。
　なお、比較雇用者給与等支給額が 0であ
る場合には、雇用者給与等支給額がその比
較雇用者給与等支給額を超える場合に該当
しないものとされています（措令 5の 6の
4 ㉔）。したがって、比較雇用者給与等支
給額が 0である場合には、本制度の適用を
受けることができません。
ロ　繰越税額控除限度超過額を有しているこ
と。
　繰越税額控除限度超過額とは、適用対象
者の適用年の前年以前 5年内の各年（その
適用年まで連続して青色申告書を提出して
いる場合の各年に限ります。）における中
小事業者税額控除限度額のうち、上記 1 ⑵
の措置（上記⑶の改正後）による控除をし
てもなお控除しきれない金額（既に本制度
によりその適用年の前年以前 4年内の各年
分の総所得金額に係る所得税の額から控除
された金額がある場合には、その金額を控
除した残額）の合計額をいいます（措法10
の 5 の 4 ⑤十一）。

⑤　税額控除限度額の計算
　税額控除限度額は、繰越税額控除限度超過

額相当額とされています（措法10の 5 の 4 ④）。
　なお、この繰越税額控除限度超過額が適用
対象者の適用年の調整前事業所得税額の20％
相当額を超える場合には、控除を受ける金額
は、その調整前事業所得税額の20％相当額を
上限とすることとされています（措法10の 5
の 4 ④後段）。ただし、適用年において上記
1 ⑴若しくは⑵の措置（上記⑴又は⑶の改正
後）又は上記⑵の措置によりその適用年の年
分の総所得金額に係る所得税の額から控除さ
れる金額がある場合には、その金額を控除し
た残額とすることとされています（措法10の
5 の 4 ④後段括弧書）。

⑥　申告要件
　この制度の適用を受ける場合の申告要件に
ついては、上記 1 ⑵の措置（上記⑶の改正
後）の措置の適用を受けた年以後の各年分の
確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細
書の添付がある場合で、かつ、本制度の適用
を受けようとする年分の確定申告書（控除を
受ける金額を増加させる修正申告書又は更正
請求書を提出する場合には、その修正申告書
又は更正請求書を含みます。）に控除の対象
となる繰越税額控除限度超過額、控除を受け
る金額及びその金額の計算に関する明細を記
載した書類の添付がある場合に限り、適用す
ることとされています（措法10の 5 の 4 ⑧）。

3 　適用関係及び経過措置

⑴　上記 2 ⑴①②及び⑶①の改正は、令和 7年分
以後の所得税について適用し、令和 6年分以前
の所得税については従前どおりとされています
（改正法附則26①、令 6 . 3 厚労・経産・国土交
通告 1附則②、令 6 . 3 経産告68附則②）。
⑵　上記 2 ⑴④及び⑶③の改正は、令和 7年分以
後の所得税について適用し、令和 6年分以前の
所得税については、従来どおり適用できること
とされています（改正措令附則 4 ①②）。これ
に関連して、次の経過措置が設けられています。
①　改正前の本制度と改正後及び改正前の地方
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活力向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の所得税額の特別控除制度の適用を受
ける場合の経過措置
　令和 6年分における地方活力向上地域等に
おいて雇用者の数が増加した場合の所得税額
の特別控除制度の適用を受ける場合の控除対
象雇用者給与等支給増加額の調整については、
次の経過措置が講じられています（改正措令
附則 4②）。
　具体的には、控除対象雇用者給与等支給増
加額は、適用年に係る雇用者給与等支給額を
その適用年の12月31日における雇用者の数で
除して計算した金額に、次のイ及びロの数を
合計した数（その合計した数が地方事業所基
準雇用者数を超える場合には、その地方事業
所基準雇用者数）を乗じて計算した金額の20
％相当額を控除することとされています。
イ　その個人が適用年において租税特別措置
法第10条の 5第 1項の規定の適用を受ける
場合におけるその適用年の特定新規雇用者
基礎数とその適用年の特定非新規雇用者基
礎数とを合計した数
ロ　その個人が適用年において租税特別措置
法第10条の 5第 2項の規定の適用を受ける
場合におけるその適用年の同条第 3項第16
号イの数のうち同号ロの数に達するまでの
数から、その個人がその適用年において同
条第 1項の規定の適用を受ける場合におけ
るその適用年の次の数を合計した数を控除
した数
イ　特定新規雇用者基礎数のうち移転型特
定新規雇用者数に達するまでの数
ロ　特定非新規雇用者基礎数のうち移転型
特定非新規雇用者基礎数に達するまでの
数

　すなわち、前述の「四　地方活力向上地域
等において雇用者の数が増加した場合の所得
税額の特別控除制度の改正」が令和 6年 4月
1日以後に地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画の認定を受ける個人のその地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画について適
用することとされた（改正法附則25）ことか
ら、令和 6年分（つまり、改正前の本制度の
適用を受ける年分）における控除対象雇用者
給与等支給増加額の調整について、所要の整
備が行われたものです。
②　改正後及び改正前の本制度と改正前の地方
活力向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の所得税額の特別控除制度の適用を受
ける場合の経過措置
　改正前の地方活力向上地域等において雇用
者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
制度の適用がある年分における本制度におけ
る控除対象雇用者給与等支給増加額の調整に
ついては、次のとおりとされています（改正
措令附則 4③）。
イ　旧租税特別措置法第10条の 5第 1項第 2
号イに規定する地方事業所基準雇用者数を
もって、次の数とみなします。
イ　改正後の本制度の適用を受ける場合
……新租税特別措置法施行令第 5条の 6
の 4第 4項に規定する地方事業所基準雇
用者数（上記 2 ⑴④の地方事業所基準雇
用者数）
ロ　改正前の本制度の適用を受ける場合
……旧効力令第 5条の 6の 4第 2項に規
定する地方事業所基準雇用者数（上記①
の地方事業所基準雇用者数）
（注）　旧効力令とは、租税特別措置法施行

令の一部を改正する政令（令和 6 年政

令第151号）附則第 4条第 2項の規定に

よりなおその効力を有するものとされ

る旧租税特別措置法施行令をいいます

（改正措令附則 4③）。

ロ　令和 6年 4月 1日前に旧租税特別措置法
第10条の 5第 1項に規定する計画の認定を
受けた同項に規定する地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画に係る旧租税特別措
置法施行令第 5条の 6の 4第 2項各号（同
条第 4 項において準用する場合を含みま
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す。）の規定の例により計算した同条第 2
項各号の数をもって、次の数とみなします。
イ　改正後の本制度の適用を受ける場合
……その地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画に係る新租税特別措置法施行
令第 5条の 6の 4第 4項各号の数（上記
2 ⑴④イ及びロの数）

ロ　改正前の本制度の適用を受ける場合
……旧効力令第 5条の 6の 4第 2項各号
の数（上記①イ及びロの数）

　すなわち、前述の「四　地方活力向上地域
等において雇用者の数が増加した場合の所得
税額の特別控除制度の改正」について、令和
6年 4月 1日前に地方活力向上地域等特定業
務施設整備計画について計画の認定を受けた
個人のその地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画については、従前どおりとされた
（改正法附則25）ことから、改正前の地方活
力向上地域等において雇用者の数が増加した
場合の所得税額の特別控除制度の適用を受け
る年分における控除対象雇用者給与等支給増
加額の調整について、所要の整備が行われた
ものです。

⑶　上記 2 ⑴⑤及び⑶④の改正は、令和 7年分以
後の所得税について適用し、令和 6年分以前の
所得税については従前どおりとされています
（改正法附則26①）。
　これは、本改正の適用後においては、継続雇
用者比較給与等支給額及び比較雇用者給与等支
給額についても、給与等の支給額から控除する
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける
金額」から「役務の提供の対価として支払を受
ける金額」を除いて算出する必要があり、これ
に伴って生じうる事務負担の増加等に配慮しつ
つ、本制度に係る他の改正事項及び令和 6年 6

月施行の令和 6年度報酬改定と連動して、全体
としての制度の安定的な運用を図る観点を踏ま
えたものです。
（参考）　令和 6 年 1 月19日には、「医療・介護・障

害福祉関係団体との賃上げに関する意見交

換」（於：総理大臣官邸）が開催され、政府

側から、関係団体に対し、「今般の報酬改定

による上乗せ点数（加算措置）の活用や賃

上げ促進税制の活用を組み合わせることに

より、令和 6 年度に＋2.5％、令和 7 年度に

＋2.0％のベースアップを実現いただくよう

お願いします。」との要請が行われました。

報酬改定と本制度の関連を明示した上で、

政府としての賃上げ要請が行われたのは、

令和 6 年度診療報酬・介護報酬・障害福祉

サービス等報酬改定が初めてです。

　こうした改正の趣旨等を踏まえ、本改正の適
用までの期間に関して、運用上、令和 6年分の
所得税から、報酬上の加算措置を含む役務の提
供の対価として支払を受ける金額を「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」に含
めないこととしても差し支えない（この場合、
継続雇用者比較給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額についても、報酬上の加算措置を含
む役務の提供の対価として支払を受ける金額は
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける
金額」には含まれない）ことが明らかにされま
した。
⑷　上記 2 ⑵の措置は、令和 7年分以後の所得税
について適用することとされています（措法10
の 5 の 4 ②）。
⑸　上記 2 ⑷の制度は、個人の令和 7年分以後に
おいて生ずる控除しきれない金額について適用
することとされています（改正法附則26②）。
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六�　事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特
別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要（カーボンニュー
トラルに向けた投資促進税制）

　青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法
の認定事業適応事業者（その認定エネルギー利用
環境負荷低減事業適応計画にその計画に従って行
うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための
措置として生産工程効率化等設備等を導入する旨
の記載があるものに限ります。）であるものが、
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
（令和 3 年法律第70号。以下「令和 3 年産競法等
改正法」といいます。）の施行の日（令和 3 年 8
月 2日）から令和 6年 3月31日までの間に、その
計画に記載された生産工程効率化等設備等の取得
又は製作若しくは建設をして、その個人の事業の
用に供した場合には、その用に供した日の属する
年において、その生産工程効率化等設備等の取得
価額（500億円が上限）の50％相当額の特別償却
とその取得価額の 5％（その生産工程効率化等設
備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷
の低減に著しく資する一定のものについては、10
％）相当額の税額控除（デジタルトランスフォー
メーション投資促進税制の税額控除（措法10の 5
の 6 ⑦⑧）と合計して調整前事業所得税額の20％
相当額が上限）との選択適用ができることとされ
ています（旧措法10の 5 の 6 ⑤⑨）。
（注 1）　上記の「認定エネルギー利用環境負荷低減

事業適応計画」とは、産業競争力強化法第21

条の16第 2 項に規定する認定事業適応計画の

うち、同法第21条の13第 2 項第 3 号に規定す

るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関

するものをいいます（旧措法10の 5 の 6 ⑤）。
（注 2）　上記の「生産工程効率化等設備等」とは、

産業競争力強化法第 2 条第13項に規定する生

産工程効率化等設備又は同条第14項に規定す

る需要開拓商品生産設備をいいます（旧措法

10の 5 の 6 ⑤）。
（注 3）　この制度は、デジタルトランスフォーメー

ション投資促進税制（旧措法10の 5 の 6 ①～

④⑦⑧）及び上記のカーボンニュートラルに

向けた投資促進税制によって構成されていま

す。

2 　改正の内容

　上記 1のカーボンニュートラルに向けた投資促
進税制について、次のとおり見直しが行われまし
た。

⑴　対象者及び対象資産の取得等の期限の見直し
　制度の対象となる個人が、青色申告書を提出
する個人で令和 3年産競法等改正法の施行の日
（令和 3 年 8 月 2 日）から令和 8 年 3 月31日ま
での間にされた産業競争力強化法第21条の22第
1 項の認定（以下「認定」といいます。）に係
る同法第21条の23第 1 項に規定する認定事業適
応事業者（その認定エネルギー利用環境負荷低
減事業適応計画にその計画に従って行うエネル
ギー利用環境負荷低減事業適応のための措置と
して生産工程効率化等設備を導入する旨の記載
があるものに限ります。）であるものとされ、
対象資産が、その認定を受けた日から同日以後
3年を経過する日までの間に、取得又は製作若
しくは建設をして、その個人の事業の用に供し
た生産工程効率化等設備とされました（措法10
の 5 の 6 ⑤⑨）。この改正により、本制度の適
用を受けようとする個人は、令和 8年 3月31日
までにエネルギー利用環境負荷低減事業適応計
画の認定を受け、かつ、その認定を受けた日以
後 3年以内に、生産工程効率化等設備の取得又
は製作若しくは建設をして、その個人の事業の
用に供する必要があります。
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⑵　税額控除割合の見直し
　税額控除割合が、次の区分に応じそれぞれ次
のとおりとされました（措法10の 5 の 6 ⑨）。
①　中小事業者が事業の用に供した生産工程効
率化等設備……次の生産工程効率化等設備の
区分に応じそれぞれ次の割合
イ　エネルギーの利用による環境への負荷の
低減に著しく資する生産工程効率化等設備
……14％
ロ　上記イ以外の生産工程効率化等設備……
10％

②　中小事業者以外の個人が事業の用に供した
生産工程効率化等設備……次の生産工程効率
化等設備の区分に応じそれぞれ次の割合
イ　エネルギーの利用による環境への負荷の
低減に特に著しく資する生産工程効率化等
設備……10％
ロ　上記イ以外の生産工程効率化等設備……
5％

（注）　中小事業者とは、常時使用する従業員の数

が1,000人以下の個人をいいます（措法10⑧六、

措令 5の 3⑨）。

　上記①イのエネルギーの利用による環境への
負荷の低減に著しく資する生産工程効率化等設
備は、エネルギーの利用による環境への負荷の
低減に著しく資するものとして経済産業大臣が
定める基準に適合するものとされています（措
令 5 の 6 の 6 ⑥）。この経済産業大臣が定める
基準は、その設備が記載された計画が炭素生産
性（二酸化炭素排出量 1単位当たりの付加価値
額をいいます。以下同じです。）が17％以上向
上する計画であることとされました（令 3 . 7
経産告170、実施指針 1二ハ①⑴）。
　上記②イのエネルギーの利用による環境への
負荷の低減に特に著しく資する生産工程効率化
等設備は、エネルギーの利用による環境への負
荷の低減に特に著しく資するものとして経済産
業大臣が定める基準に適合するものとされてい
ます（措令 5 の 6 の 6 ⑥）。この経済産業大臣

が定める基準は、その設備が記載された計画が
炭素生産性が20％以上向上する計画であること
とされました（令 6 . 3 経産告61、実施指針 1
二ハ①⑴）。
（注）　上記の改正のほか、事業適応計画の認定要

件のうち事業所等の炭素生産性に係る要件等

について、事業適応の実施に関する指針（令

和 3 年 7 月財務省・経済産業省告示第 6 号）

において見直しが行われています。その詳細

については、下記⑸をご参照ください。

⑶　対象資産の見直し
　対象資産について、次の見直しが行われまし
た。
①　対象資産である生産工程効率化等設備に、
車両のうち、列車の走行に伴う二酸化炭素の
排出量の削減に資する鉄道車両として国土交
通大臣が定めるものが追加されました（生産
工程効率化等設備に関する命令①、令 6 . 3
国土交通告289四）。
②　対象資産から次の資産が除外されました
（生産工程効率化等設備に関する命令①、措
法10の 5 の 6 ⑤⑨）。
イ　生産工程効率化等設備のうち、広く一般
に流通している照明設備及びエアコンディ
ショナー（使用者の快適性を確保するため
に使用されるものに限ります。）
ロ　需要開拓商品生産設備

⑷　従前の認定に基づく資産の除外
　下記⑸の見直しが行われたこと等を踏まえ、
対象資産から、令和 6年 4月 1日前に認定の申
請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事
業適応計画（同日以後に変更の認定の申請がさ
れた場合において、その変更の認定があったと
きは、その変更後のものを除きます。）に記載
された生産工程効率化等設備で同日以後に取得
又は製作若しくは建設をされたものが除外され
ました（措法10の 5 の 6 ⑫三）。
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⑸　その他関係法令等の改正
　事業適応計画の認定要件のうち事業所等の炭
素生産性に係る要件等が次のとおり見直されま
した。
①　事業所等の炭素生産性に係る要件の見直し
　事業適応計画の認定要件のうち「目標年度
における炭素生産性の基準年度における炭素
生産性に対する向上率が 7 ％以上であるこ
と」との要件が、「目標年度における炭素生
産性の基準年度における炭素生産性に対する
向上率が15％以上（中小事業者にあっては、
10％以上）であること」とされました（実施
指針 1二ハ①⑴）。
（注 1）　目標年度とは、エネルギー利用環境負

荷低減事業適応開始後 3 年以内に設定し

た年度をいい（実施指針 1二ハ①⑴）、基

準年度とは、事業適応計画の開始の直前

の事業年度をいいます（実施指針 1 二イ

①⑴）。
（注 2）　中小事業者とは、租税特別措置法第10

条の 5 の 6 第 9 項第 1 号に規定する中小

事業者をいいます（実施指針 1二ハ①⑴）。
（注 3）　個人が本制度の適用を受ける場合の事

業適応計画の認定要件の判定については、

上記の事業適応の実施に関する指針にお

ける「年度」又は「事業年度」との規定

は、「年」又は「年分」として適用されて

います。

②　事業所等の炭素生産性の算定方法の見直し
　事業所等の炭素生産性を算定する際に電気
の排出係数による影響等を除外する等の見直
しが行われました。
　具体的には、事業所等の炭素生産性の算定
に当たって、改正前においては、他人から供
給される電気の使用に伴って発生する二酸化
炭素の排出量の算定に用いる電気の排出係数
については、小売電気事業者ごとの調整後排
出係数を用いることができるものとされ、ま
た、無効化した国内認証排出削減量（他者へ
移転した量を差し引いたもの）又は海外認証

排出削減量を炭素生産性の数値から差し引く
ことができるものとされていましたが、改正
後においては、これらの調整ができないこと
とされました（生産工程効率化等設備に関す
る命令④）。
③　その他
　事業所等のエネルギー起源二酸化炭素排出
量が増加する場合には、今後、環境負荷の低
減を図りながら、生産の拡大により、市場の
獲得を目指す計画が対象となることから、事
業適応計画の認定申請書に、中長期的にどの
程度の市場の獲得を目指すのかを記載するこ
ととされました（エネルギー利用環境負荷低
減事業適応計画（カーボンニュートラルに向
けた投資促進税制）の申請方法・審査のポイ
ント）。
　また、令和 6年 3月31日までに、具体的な
設備投資金額を含め、組織として投資決定し
ている設備は対象とならないこととされまし
た。なお、同日以前に決議又は決定がされた
投資計画であっても、以下のいずれかに該当
するエネルギーの利用による環境への負荷の
低減効果が高まることが認められる変更が行
われ、令和 6年 4月 1日以後に改めてその経
営の方針の決議又は決定がされた場合のその
決議又は決定に係るものは、対象となること
とされています（実施指針 5七、エネルギー
利用環境負荷低減事業適応計画（カーボンニ
ュートラルに向けた投資促進税制）の申請方
法・審査のポイント）。
イ　導入することが決定されている設備を、
よりエネルギー消費効率が高い設備へ変更
する。
ロ　導入することが決定されている設備とセ
ットで用いることで、エネルギーの合理的
な利用を実現することができる設備を追加
で導入する。
ハ　導入することが決定されている設備投資
を 1年以上前倒す。

（注）　個人の場合には、上記の決議や決定につ
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いては、その者の意思であることが確認で

きるようにする必要があります。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴、⑵及び⑶②ロの改正は、個人が令
和 6年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは建
設をする生産工程効率化等設備について適用し、
個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をし
た生産工程効率化等設備等については従前どお
りとされています（改正法附則27①）。
⑵　上記 2 ⑶①及び②イ並びに⑸②の改正は、令
和 6年 4月 1日から施行されています（生産工

程効率化等設備に関する命令の一部を改正する
命令附則）。
⑶　上記 2 ⑷の改正は、令和 6年分以後の所得税
について適用することとされています（改正法
附則27②）。
⑷　上記 2 ⑸①の改正は、令和 6年 4月 1日から
施行されています（令 6 . 3 財務・経産告 3 附
則①）。なお、この改正の施行の際現にされて
いる認定の申請及び変更の認定の申請に係る事
業適応計画については、従前どおりとされてい
ます（令 6 . 3 財務・経産告 3附則②）。

七　所得税の額から控除される特別控除額の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　所得税の額から控除される特別控除額の特例
　個人がその年において、租税特別措置法にお
ける税額控除制度のうち複数の制度の適用を受
けようとする場合において、その適用を受けよ
うとする制度による税額控除可能額の合計額が
その年分の調整前事業所得税額の90％相当額を
超えるときは、その超える部分の金額は、その
年分の総所得金額に係る所得税額から控除せず
に、各税額控除制度の繰越税額控除限度超過額
としてその翌年分以後に繰越控除することとさ
れています（旧措法10の 6 ①③）。

⑵　特定税額控除制度の不適用措置
　個人（中小事業者を除きます。）が、令和元
年から令和 6年までの各年（以下「対象年」と
いいます。）において特定税額控除制度の適用
を受けようとする場合において、その対象年に
おいて次の要件のいずれにも該当しないとき
（その対象年が事業を開始した日の属する年、
相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属

する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属
する年のいずれにも該当しない場合であって、
その対象年の年分の事業所得の金額がその対象
年の前年分の事業所得の金額以下である場合を
除きます。）は、その特定税額控除制度は適用
できないこととされています（旧措法10の 6 ⑤）。
①　その個人の継続雇用者給与等支給額がその
継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
②　その個人の国内設備投資額が償却費総額の
30％相当額を超えること。

（注 1）　上記の「中小事業者」とは、常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の個人をいいま

す（措法10⑧六、措令 5の 3⑨）。
（注 2）　上記の「特定税額控除制度」とは、次の

制度をいいます（旧措法10の 6 ①一・三・

五・十一・十二⑤）。

①�　試験研究を行った場合の所得税額の特

別控除制度のうち次の制度

イ�　一般試験研究費の額に係る税額控除

制度（旧措法10①）

ロ�　特別試験研究費の額に係る税額控除

制度（措法10⑦）

②�　地域経済牽引事業の促進区域内におい

て特定事業用機械等を取得した場合の所

得税額の特別控除制度（旧措法10の 4 ③）
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③�　認定特定高度情報通信技術活用設備を

取得した場合の所得税額の特別控除制度

（措法10の 5 の 5 ③）

④�　事業適応設備を取得した場合等の所得

税額の特別控除制度（旧措法10の 5 の 6

⑦～⑨）
（注 3）　上記①の「継続雇用者給与等支給額」及

び「継続雇用者比較給与等支給額」につい

ては、前述「五　給与等の支給額が増加し

た場合の所得税額の特別控除制度の改正」

の 1 ⑴（注 3）及び（注 4）をご参照くだ

さい。
（注 4）　上記②の「国内設備投資額」とは、その

個人がその対象年において取得等（取得又

は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、

贈与、交換又は現物分配による取得その他

一定の取得を除きます。）をした国内資産

（国内にあるその個人の事業の用に供する機

械及び装置その他の資産をいいます。）でそ

の対象年の12月31日において有するものの

取得価額の合計額をいい（措法10の 6 ⑤二イ、

旧措令 5 の 7 ③④）、「償却費総額」とは、

その個人がその有する減価償却資産につき

その対象年の年分の事業所得の金額の計算

上、その償却費として必要経費に算入した

金額の合計額をいいます（措法10の 6 ⑤二

ロ）。

2 　改正の内容

　上記 1 ⑵の特定税額控除制度の不適用措置につ
いて、次の見直しが行われました。

⑴　継続雇用者給与等支給額に係る要件の見直し
　特定税額控除制度の不適用措置における上記
1 ⑵①の継続雇用者給与等支給額に係る要件に
ついて、次のとおり見直されました。
①　見直しの対象となる場合
　見直しの対象となる場合は、次のいずれに
も該当する場合です（措法10の 6 ⑤一イ）。
イ　その対象年の12月31日においてその個人

の常時使用する従業員の数が2,000人を超
える場合
ロ　次のいずれかに該当する場合
イ　その対象年が事業を開始した日の属す
る年、相続又は包括遺贈により事業を承
継した日の属する年及び事業の譲渡又は
譲受けをした日の属する年のいずれにも
該当しない場合であって、その対象年の
前年分の事業所得の金額が 0を超える場
合として政令で定める場合（下記②参
照）
ロ　その対象年が事業を開始した日の属す
る年、相続若しくは包括遺贈により事業
を承継した日の属する年又は事業の譲渡
若しくは譲受けをした日の属する年に該
当する場合

②　対象年の前年分の事業所得の金額が 0を超
える場合として政令で定める場合
　上記①ロイの対象年の前年分の事業所得の
金額が 0を超える場合として政令で定める場
合とは、対象年の前年分の基準所得金額が 0
を超える場合とされています（措令 5の 7③）。
　対象年の前年分の基準所得金額は、その対
象年の前年において事業を開始した場合には、
その基準所得金額に12を乗じてこれをその対
象年の前年において事業を営んでいた期間の
月数で除して計算した金額となります（措令
5の 7⑥二）。
（注）　上記の「基準所得金額」とは、租税特別

措置法施行令第 5 条の 7 第 8 項に規定する

基準所得金額をいいます。すなわち、本不

適用措置の対象外となる「その対象年の年

分の事業所得の金額がその対象年の前年分

の事業所得の金額以下である場合として政

令で定める場合」の判定における基準所得

金額と同様です。

③　見直しの内容
　上記①の「見直しの対象となる場合」に該
当する場合には、上記 1 ⑵①の継続雇用者給
与等支給額に係る要件は、その個人の継続雇
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用者給与等支給額からその継続雇用者比較給
与等支給額を控除した金額のその継続雇用者
比較給与等支給額に対する割合が 1％以上で
あることとなります（措法10の 6 ⑤一イ）。
　なお、継続雇用者給与等支給額及び継続雇
用者比較給与等支給額が 0である場合には、
この見直し後の継続雇用者給与等支給額に係
る要件に該当することとされています（措令
5の 7⑩）。
　また、上記①の「見直しの対象となる場
合」に該当しない場合には、改正前と同様、
「継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者
比較給与等支給額を超えること」との要件と
なります（措法10の 6 ⑤一ロ）。

⑵　国内設備投資額に係る要件の見直し
　特定税額控除制度の不適用措置における上記
1 ⑵②の国内設備投資額に係る要件について、
上記⑴①イ及びロのいずれにも該当する場合に
は、国内設備投資額が償却費総額の40％（改正
前：30％）相当額を超えることとされました
（措法10の 6 ⑤二）。

⑶　継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較
給与等支給額の見直し
　特定税額控除制度の不適用措置における継続
雇用者給与等支給額に係る要件の判定上、継続
雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等
支給額の算定に際し、給与等に充てるため他の
者から支払を受ける金額のうち役務の提供の対
価として支払を受ける金額は、給与等の支給額
から控除しないこととされました（措法10の 5

の 4 ⑤三、10の 6 ⑤一イ）。
（注）　詳細については、前述「五　給与等の支給

額が増加した場合の所得税額の特別控除制度

の改正」の 2 ⑴⑤をご参照ください。

⑷　適用期限の延長
　特定税額控除制度の不適用措置の適用期限が、
令和 9年まで 3年延長されました（措法10の 6
⑤）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、令和 7年分以後の
所得税について適用し、令和 6年分以前の所得
税については従前どおりとされています（改正
法附則28）。
⑵　上記 2 ⑶の改正は、令和 7年分以後の所得税
について適用し、令和 6年分以前の所得税につ
いては従前どおりとされています（改正法附則
26①）。
　なお、運用上、令和 6年分の所得税から、報
酬上の加算措置を含む役務の提供の対価として
支払を受ける金額を「給与等に充てるため他の
者から支払を受ける金額」に含めないこととし
ても差し支えない（この場合、継続雇用者比較
給与等支給額についても、報酬上の加算措置を
含む役務の提供の対価として支払を受ける金額
は「給与等に充てるため他の者から支払を受け
る金額」には含まれない）ことが明らかにされ
ました。
（注）　詳細については、前述「五　給与等の支給

額が増加した場合の所得税額の特別控除制度

の改正」の 3⑶をご参照ください。

八　環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　環境負荷低減事業活動用資産に係る措置
　青色申告書を提出する個人で環境負荷低減事
業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動

実施計画について環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負荷低減事業活動の促
進等に関する法律（以下「促進法」といいま
す。）第19条第 1 項又は第21条第 1 項の認定を
受けた農林漁業者等であるものが、促進法の施
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行の日（令和 4年 7月 1日）から令和 6年 3月
31日までの間に、環境負荷低減事業活動用資産
でその製作若しくは建設の後事業の用に供され
たことのないものの取得又は環境負荷低減事業
活動用資産の製作若しくは建設をして、これを
その個人の環境負荷低減事業活動又は特定環境
負荷低減事業活動の用に供した場合には、その
用に供した日の属する年において、その環境負
荷低減事業活動用資産の取得価額の32％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、16
％）相当額の特別償却（その事業の用に供した
年分の必要経費に算入しなかった償却過不足額
は翌年分への繰越しが可能）ができることとさ
れています（旧措法11の 4 ①③）。
（注 1）　上記の「環境負荷低減事業活動実施計画」

とは、促進法第19条第 1 項に規定する環境

負荷低減事業活動実施計画をいい、「特定環

境負荷低減事業活動実施計画」とは、促進

法第21条第 1 項に規定する特定環境負荷低

減事業活動実施計画をいいます。
（注 2）　上記の「農林漁業者等」とは、促進法第

2 条第 3 項に規定する農林漁業者（その農

林漁業者が団体である場合におけるその同

項に規定する構成員等を含みます。）をいい

ます。
（注 3）　上記の「環境負荷低減事業活動用資産」

とは、上記の認定に係る次の資産のうち環

境負荷の低減に著しく資する一定のものを

いいます。

①�　促進法第20条第 3 項に規定する認定環

境負荷低減事業活動実施計画に記載され

た環境負荷低減事業活動の用に供する設

備等を構成する機械その他の減価償却資

産

②�　促進法第22条第 3 項に規定する認定特

定環境負荷低減事業活動実施計画に記載

された特定環境負荷低減事業活動の用に

供する設備等を構成する機械その他の減

価償却資産
（注 4）　上記の「環境負荷低減事業活動」とは、

促進法第 2 条第 4 項に規定する環境負荷低

減事業活動（促進法第19条第 3 項に規定す

る措置を含みます。）をいい、「設備等」とは、

施設、設備、機器、装置又は情報処理の促

進に関する法律第 2 条第 2 項に規定するプ

ログラムをいい、「特定環境負荷低減事業活

動」とは、促進法第15条第 2 項第 3 号に規

定する特定環境負荷低減事業活動（促進法

第21条第 3 項に規定する措置を含みます。）

をいいます（促進法19④、21④一）。

⑵　基盤確立事業用資産に係る措置
　青色申告書を提出する個人で促進法第39条第
1項の認定を受けたものが、促進法の施行の日
（令和 4 年 7 月 1 日）から令和 6 年 3 月31日ま
での間に、基盤確立事業用資産でその製作若し
くは建設の後事業の用に供されたことのないも
のの取得又は基盤確立事業用資産の製作若しく
は建設をして、これをその個人の基盤確立事業
の用に供した場合には、その用に供した日の属
する年において、その基盤確立事業用資産の取
得価額の32％（建物及びその附属設備並びに構
築物については、16％）相当額の特別償却（そ
の事業の用に供した年分の必要経費に算入しな
かった償却過不足額は翌年分への繰越しが可
能）ができるというものです（旧措法11の 4 ②
③）。
（注 1）　上記の「基盤確立事業用資産」とは、上

記の認定に係る認定基盤確立事業実施計画

に記載された基盤確立事業の用に供する設

備等を構成する機械その他の減価償却資産

のうち次のものをいいます（旧措法11の 4 ②、

措令 6の 2の 2③、令 4 . 9 農水告1415⑵）。

①�　専ら化学的に合成された肥料又は農薬

に代替する生産資材（普及が十分でない

ものに限ります。）を生産するために用い

られる機械等

②�　上記①の機械等と一体的に整備された

建物及びその附属設備並びに構築物（以

下「建物等」といいます。）
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（注 2）　上記の「認定基盤確立事業実施計画」とは、

促進法第39条第 1 項の認定に係る同項に規

定する基盤確立事業実施計画（促進法第40

条第 1 項の規定による変更の認定又は同条

第 2 項の規定による変更の届出があったと

きは、その変更後のもの）をいいます（促

進法40③）。
（注 3）　上記の「基盤確立事業」とは、促進法第

2 条第 5 項に規定する基盤確立事業をいい、

同項第 3号に掲げるものに限ります。
（注 4）　上記の「機械等」とは、機械若しくは装置、

器具若しくは備品又はこれらを組み合わせ

たものをいいます（令 4 . 9 農水告1415（ 1

一））。

2 　改正の内容

⑴　基盤確立事業用資産に係る措置の見直し
　基盤確立事業用資産に係る措置（上記 1 ⑵）
について、次の改正が行われました。
①　基盤確立事業用資産に係る基準の見直し
　基盤確立事業用資産の適合基準に、専ら化
学的に合成された肥料又は農薬に代替する生
産資材を生産するために用いられる機械等及
びその機械等と一体的に整備された建物等で
あること（上記 1 ⑵（注 1）①又は②の資産
であること）について基盤確立事業実施計画
に係る促進法第39条第 4項の規定による認定
の際、確認が行われたものであることが追加
されました（令 4 . 9 農水告1415（ 2 二））。
②　基盤確立事業用資産に係る書類添付義務の
追加
　個人が、その取得し、又は製作し、若しく
は建設した機械その他の減価償却資産につき
本措置の適用を受ける場合には、その機械そ
の他の減価償却資産につき本措置の適用を受
ける年分の確定申告書にその機械その他の減
価償却資産が基盤確立事業用資産に該当する
ものであることを証する書類を添付しなけれ
ばならないこととされました（措令 6の 2の

2④）。
　上記の証する書類は、その個人が受けた促
進法第39条第 1項の認定に係る次の書類とさ
れています（措規 5の12の 5 ）。
イ　環境と調和のとれた食料システムの確立
のための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律に基づく基盤確立事業実施計画
の認定等に関する省令（以下「認定等省
令」といいます。）第 1 条第 1 項の申請書
に添付された基盤確立事業実施計画の写し
（注）　上記の「基盤確立事業実施計画」は、

上記の機械その他の減価償却資産が記載

されたものに限るものとし、その基盤確

立事業実施計画につき促進法第40条第 1

項の規定による変更の認定（以下「変更

認定」といいます。）があったときはその

変更認定に係る認定等省令第 3 条第 1 項

の申請書に添付された変更後の基盤確立

事業実施計画を含みます（措規 5 の12の

5 一）。

ロ　認定等省令第 1条第 1項の申請に係る認
定通知書の写し
（注）　上記の認定通知書には、その基盤確立

事業実施計画につき変更認定があったと

きは、その変更認定に係る認定通知書を

含みます（措規 5の12の 5 二）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法11の 4 ①②）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、令和 6年 4月 1日から
施行されています（令 6 . 3 農水告679附則）。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、個人が令和 6年 4月 1
日以後に取得又は製作若しくは建設をする機械
その他の減価償却資産について適用することと
されています（改正措令附則 5）。
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九　生産方式革新事業活動用資産等の特別償却制度の創設

1 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する個人で農業
の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用
の促進に関する法律（以下「スマート農業法」と
いいます。）の認定生産方式革新事業者であるも
のが、スマート農業法の施行の日から令和 9年 3
月31日までの間に、その認定生産方式革新事業者
として行う生産方式革新事業活動の用に供するた
めの認定生産方式革新実施計画に記載された設備
等を構成する機械その他の減価償却資産のうち農
作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著
しく資する一定のもの等（ 2において「生産方式
革新事業活動用資産等」といいます。）でその製
作若しくは建設の後事業の用に供されたことのな
いものの取得又は生産方式革新事業活動用資産等
の製作若しくは建設をして、これをその個人のそ
の生産方式革新事業活動等の用に供した場合には、
その用に供した日の属する年において、その生産
方式革新事業活動用資産等の区分に応じ次に定め
る額の特別償却（その事業の用に供した年分の必
要経費に算入しなかった償却不足額は翌年分への
繰越しが可能）ができるというものです（措法11
の 5 ①②）。
⑴　認定生産方式革新実施計画に記載された生産
方式革新事業活動の用に供する設備等を構成す
る機械及び装置、器具及び備品、建物及びその
附属設備並びに構築物……その取得価額の32％
（建物及びその附属設備並びに構築物について
は、16％）相当額
⑵　認定生産方式革新実施計画に記載された促進
措置の用に供する設備等を構成する機械及び装
置……その取得価額の25％相当額

2 　制度の内容

⑴　適用対象者
　適用対象となる個人は、青色申告書を提出す

る個人でスマート農業法第 8条第 3項に規定す
る認定生産方式革新事業者であるものとされて
います（措法11の 5 ①）。認定生産方式革新事
業者は、具体的には次の者とされています。
①　スマート農業法第 7条第 1項の認定を受け
た農業者等
　すなわち、生産方式革新事業活動の実施に
関する計画（以下「生産方式革新実施計画」
といいます。）についてスマート農業法によ
り農林水産大臣の認定を受けた農業者等です。
（注 1）　農業者等とは、スマート農業法第 2 条

第 2 項に規定する農業者等をいい、具体

的には、農業者又はその組織する団体（農

業者が主たる構成員又は出資者（以下「構

成員等」といいます。）となっている法人

を含みます。）をいいます。
（注 2）　生産方式革新事業活動とは、スマート

農業法第 2 条第 3 項に規定する生産方式

革新事業活動をいい、具体的には、農業

者等（その農業者等が団体である場合に

おけるその構成員等を含みます。）が、次

の事業活動の全てを相当規模で行うこと

により、その農業者等が行う農業の生産

性を相当程度向上させることをいいます。

イ�　スマート農業技術を活用して行う農

産物の生産（農産物が出荷されるまで

に行われる一連の行為を含みます。）又

は農業の経営管理

ロ�　上記イの事業活動の実施による農作

業の効率化等の効果を十分に発揮させ

るために併せて行う農産物の新たな生

産（農産物が出荷されるまでに行われ

る一連の行為を含みます。）の方式の導

入
（注 3）　スマート農業技術とは、農業機械、農

業用ソフトウェアその他一定のもの（以

下「農業機械等」といいます。）に組み込
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まれる遠隔操作（農業機械から離れた場

所からその農業機械に情報通信技術を用

いて指令を与えることによりその農業機

械の操作をする技術をいいます。）、自動

制御（情報処理の促進に関する法律第 2

条第 2 項に規定するプログラムにより自

動的に農業機械等の制御を行う技術をい

います。）その他の情報通信技術を用いた

技術であって、農業を行うに当たって必

要となる認知、予測、判断又は動作に係

る能力の全部又は一部を代替し、補助し、

又は向上させることにより、農作業の効

率化等を通じて農業の生産性を相当程度

向上させることに資するものをいいます

（スマート農業法 2①）。
（注 4）　農作業の効率化等とは、農作業の効率

化、農作業における身体の負担の軽減又

は農業の経営管理の合理化をいいいます

（スマート農業法 2①）。
（注 5）　生産方式革新実施計画は、生産方式革

新事業活動を行おうとする農業者等が団

体である場合にあっては、その構成員等

が行う生産方式革新事業活動に関するも

のを含みます（スマート農業法 7①）。

②　上記①の農業者等が団体である場合におけ
るその構成員等
③　上記①の農業者等に係る次の措置でその農
業者等が行う生産方式革新事業活動の促進に
資するもの（以下「促進措置」といいます。）
を行う次の者
イ　スマート農業技術活用サービスの提供
……スマート農業技術活用サービス事業者
（注）　スマート農業技術活用サービスとは、

農業者等が行う農業を支援するため対価

を得て継続的に行うスマート農業技術を

活用した次の役務をいい、スマート農業

技術活用サービス事業者とは、スマート

農業技術活用サービスを提供する事業者

をいいます（スマート農業法 2 ④、 7 ③

一）。

イ�　委託により、農業者等に代わって農

作業を行うこと。

ロ�　農業者等に対し、農業機械等を使用

させること。

ハ�　農業者等に対し、農業に関する高度

な知識又は技術を有する者を派遣する

こと。

ニ�　農業に関する情報を収集し、整理し、

及び分析し、並びに農業者等に対し、

その結果を提供し、又は当該結果に基

づく農業の生産性の向上のための指導

若しくは助言を行うこと。

ロ　農産物又は食品の新たな製造、加工、流
通又は販売の方式の導入……食品等事業者
（注）　食品とは、農産物を原料又は材料とし

て製造し、又は加工した飲食物のうち医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第 2 条第 1 項

に規定する医薬品、同条第 2 項に規定す

る医薬部外品及び同条第 9 項に規定する

再生医療等製品以外のものをいい、食品

等事業者とは、農産物又は食品の製造、

加工、流通又は販売の事業を行う者をい

います（スマート農業法 7③二）。

⑵　適用期間
　適用期間は、スマート農業法の施行の日から
令和 9 年 3 月31日までの期間とされています
（措法11の 5 ①）。
（注）　スマート農業法の施行の日は、スマート農

業法の公布の日（令和 6 年 6 月21日）から起

算して 6 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（スマート農業法附則

1）、その政令は、今後定められます。

⑶　適用対象資産
　適用対象となる資産は、生産方式革新事業活
動用資産等とされています（措法11の 5 ①）。
　生産方式革新事業活動用資産等は、上記⑴の
認定生産方式革新事業者として行う生産方式革
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新事業活動（促進措置を含みます。）の用に供
するための次の機械その他の減価償却資産とさ
れています（措法11の 5 ①）。
①　認定生産方式革新実施計画に記載された生
産方式革新事業活動の用に供する設備等を構
成する機械及び装置、器具及び備品、建物及
びその附属設備並びに構築物のうち、農作業
の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著
しく資する一定のもの（措法11の 5 ①一）
（注 1）　認定生産方式革新実施計画とは、スマ

ート農業法第 7 条第 1 項の認定に係る生

産方式革新実施計画（スマート農業法第

8 条第 1 項の規定による変更の認定又は

同条第 2 項の規定による変更の届出があ

ったときは、その変更後のもの）をいい

ます（スマート農業法 8③）。
（注 2）　設備等とは、施設、設備、機器、装置

又は情報処理の促進に関する法律第 2 条

第 2 項に規定するプログラムをいいます

（スマート農業法 7④一）。
（注 3）　生産方式革新実施計画には、生産方式

革新事業活動の用に供する設備等の導入

を行う場合におけるその設備等の導入の

内容等を記載することができることとさ

れています（スマート農業法 7④一）。

　農作業の効率化等を通じた農業の生産性の
向上に著しく資する一定のものは、上記の設
備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、
建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向
上に著しく資するものとして農林水産大臣が
定める基準に適合するものとされています
（措令 6の 2の 3①）。
（注 4）　農林水産大臣が定める基準としては、

次の基準が、今後、告示によって定めら

れる予定です。

イ�　その生産方式革新事業活動による取

組の過半がスマート農業技術の効果の

発揮に必要となるほ場の形状、栽培の

方法又は品種の転換等の取組であるこ

と等の要件を満たす生産方式革新事業

活動の用に供されるものであること。

ロ�　次のいずれかに該当する減価償却資

産であること。

イ�　スマート農業技術を組み込んだ機

械及び装置のうち 7 年以内に販売さ

れたもの

ロ�　上記イの機械及び装置と一体的に

導入された機械及び装置、器具及び

備品、建物及びその附属設備並びに

構築物のうち、スマート農業技術の

効果の発揮に必要不可欠なもの

②　認定生産方式革新実施計画に記載された促
進措置の用に供する設備等を構成する機械及
び装置のうち、その認定生産方式革新実施計
画に係る農業者等が行う生産方式革新事業活
動の促進に特に資する一定のもの（措法11の
5 ①二）
（注 1）　生産方式革新実施計画には、促進措置

の用に供する設備等の導入を行う場合に

おけるその設備等の導入の内容等を記載

することができることとされています（ス

マート農業法 7④二）。

　生産方式革新事業活動の促進に特に資する
一定のものは、上記の設備等を構成する機械
及び装置のうち、上記の農業者等が行う上記
の生産方式革新事業活動の促進に特に資する
ものとして農林水産大臣が定める基準に適合
するものとされています（措令 6の 2の 3②）。
（注 2）　農林水産大臣が定める基準としては、

次の基準が、今後、告示によって定めら

れる予定です。

イ�　その認定生産方式革新実施計画に記

載された生産方式革新事業活動につい

て、その取組に係る作付面積又は売上

高が認定を受けた農業者等の行う農業

に係る総作付面積又は総売上高のおお

むね80％以上を占めること等の要件を

満たすこと。

ロ�　その取得予定価額が促進措置を行う
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個人の前年分における償却費の額の10

％以上であること等の要件を満たす設

備等を構成する減価償却資産のうち次

のものに該当すること。

イ�　認定生産方式革新実施計画に記載

された生産方式革新事業活動を行う

農業者等に対して供給する一定のス

マート農業技術活用サービス（農業

者等の委託を受けて行う農作業に限

ります。）に専ら供される上記①（注

4）ロの減価償却資産で、は種、移

植又は収穫用のもの

ロ�　認定生産方式革新実施計画に記載

された生産方式革新事業活動の実施

により生産された農産物の選別、調

製等の作業を代替して行う一定の農

産物等の新たな製造、加工、流通又

は販売の方式の導入を図るための取

組に専ら供される減価償却資産で、

農産物の洗浄、選別等の作業用のも

の

⑷　適用対象事業
　適用対象となる事業は、生産方式革新事業活
動又は促進措置とされています（措法11の 5 ①）。

⑸　適用対象年
　適用対象となる年は、適用対象者が、適用期
間内に、生産方式革新事業活動用資産等でその
製作若しくは建設の後事業の用に供されたこと
のないものを取得し、又は生産方式革新事業活
動用資産等を製作し、若しくは建設して、これ
をその個人の適用対象事業の用に供した場合に
おけるその用に供した日の属する年とされてい
ます（措法11の 5 ①）。
（注 1）　「適用対象事業の用に供した場合」からは、

所有権移転外リース取引により取得した生

産方式革新事業活動用資産等をその用に供

した場合を除くこととされています（措法

11の 5 ①）。
（注 2）　所有権移転外リース取引とは、所得税法

施行令第120条の 2 第 2 項第 5 号に規定する

所有権移転外リース取引をいいます（措法

10の 3 ⑥、措令 5の 5⑪）。

⑹　特別償却の適用
①　特別償却限度額
　特別償却限度額は、次の生産方式革新事業
活動用資産等の区分に応じそれぞれ次のとお
りとされています（措法11の 5 ①一・二）。
イ　上記⑶①の機械及び装置並びに器具及び
備品……その取得価額の32％相当額
ロ　上記⑶①の建物及びその附属設備並びに
構築物……その取得価額の16％相当額
ハ　上記⑶②の機械及び装置……その取得価
額の25％相当額
　なお、他の特別償却制度と同様に、必要経
費に算入する金額は、普通償却額を下回るこ
とはできません（措法11の 5 ①ただし書）。
②　特別償却不足額がある場合
　他の特別償却制度と同様に、特別償却不足
額は、翌年に繰越しができることとされてい
ます（措法11の 5 ②、11②）。

⑺　申告要件
　この制度は、確定申告書に、この制度により
必要経費に算入される金額についてのその算入
に関する記載があり、かつ、生産方式革新事業
活動用資産等の償却費の額の計算に関する明細
書の添付がある場合に限り、適用することとさ
れています（措法11の 5 ③、11③）。

3 　適用関係

　上記 2の制度は、スマート農業法の施行の日か
ら施行することとされています（改正法附則 1十
四）。

─ 257 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



十　特定地域における工業用機械等の特別償却制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑶までの措置によって
構成されています（措法12）。

⑴　沖縄の特定地域において工業用機械等を取得
した場合の特別償却
　この措置は、青色申告書を提出する個人で次
の表の認定事業者に該当するものが、一定の期
間内に、沖縄振興特別措置法に規定する同表の
特定地域の区域内において同表の特定事業の用
に供する設備で一定の規模のものの新設又は増
設をする場合において、その新設又は増設に係

る同表の工業用機械等の取得又は製作若しくは
建設をして、これをその特定地域内においてそ
の個人の特定事業の用に供したときは、その特
定事業の用に供した日の属する年において、そ
の工業用機械等の取得価額に同表の特別償却割
合を乗じて計算した金額の特別償却（その用に
供した年分の必要経費に算入しなかった償却不
足額は翌年分への繰越しが可能）ができるとい
うものです（措法12①③、11②）。
　対象となる認定事業者、特定地域、特定事業、
工業用機械等及び特別償却割合は、次のとおり
です。

認定事業者 特定地域 特定事業 工業用機械等 特別償却割合

①

沖縄振興特別措置法
第36条に規定する認
定事業者

産業イノベーション
促進地域

製造業その他一定の
事業

機械及び装置、器具
及び備品、建物及び
その附属設備並びに
構築物のうち、一定
のもの

34％（建物及びその
附属設備並びに構築
物については、20
％）

②
沖縄振興特別措置法
第50条第 1項に規定
する認定事業者

国際物流拠点産業集
積地域

製造業その他一定の
事業

機械及び装置並びに
一定の建物及びその
附属設備

50％（建物及びその
附属設備については、
25％）

③

沖縄振興特別措置法
第57条第 1項に規定
する認定事業者

経済金融活性化特別
地区

認定経済金融活性化
計画に定められた特
定経済金融活性化産
業に属する事業

機械及び装置、一定
の器具及び備品並び
に建物及びその附属
設備

50％（建物及びその
附属設備については、
25％）

（注 1）�　上記の「一定の期間」は、産業イノベーション促進地域に係る措置（上記の表の①）又は国際物流拠
点産業集積地域に係る措置（上記の表の②）についてはそれぞれ沖縄県知事から主務大臣への産業イノ
ベーション促進計画又は国際物流拠点産業集積計画の提出のあった日から令和 7 年 3 月31日までの期間
と、経済金融活性化特別地区に係る措置（上記の表の③）については経済金融活性化計画の認定の日か
ら令和 7 年 3 月31日までの期間とされています。なお、それぞれの期間内に特定地域に該当しないこと
となった場合等には、それぞれの期間の初日からその該当しないこととなった日まで等の期間とされて
います（措法12①、措令 6の 3①）。

（注 2）�　上記の「一定の規模のもの」とは、産業イノベーション促進地域に係る措置及び国際物流拠点産業集
積地域に係る措置については一の生産等設備でこれを構成する有形減価償却資産の取得価額の合計額が
1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品（国際物流拠点産業集積地域に係る措置に
ついては、機械及び装置）で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
と、経済金融活性化特別地区に係る措置については一の生産等設備でこれを構成する有形減価償却資産
の取得価額の合計額が500万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品で一の生産等設備を構
成するものの取得価額の合計額が50万円を超えるものとされています（措法12①、措令 6の 3②）。
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⑵　沖縄の離島において旅館業用建物等を取得し
た場合の特別償却
　この措置は、青色申告書を提出する個人が、
令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの
間に、沖縄の離島の地域内において旅館業の用
に供する一定の規模の設備の取得等をする場合
において、その取得等をした設備をその地域内
においてその個人の旅館業の用に供したときは、
その用に供した日の属する年において、その設
備に係る旅館業用建物等の取得価額の 8％相当
額の特別償却（その用に供した年分の必要経費
に算入しなかった償却不足額は翌年分への繰越
しが可能）ができるというものです（措法12②
③、11②）。
（注）　上記の「取得等」とは、取得又は製作若し

くは建設をいい、建物及びその附属設備にあ

っては、増築、改築、修繕又は模様替といっ

た改修のための工事による取得又は建設を含

むこととされています（措法12②）。下記⑶に

おいて同じです。

⑶　特定地域において産業振興機械等を取得した
場合の割増償却
　この措置は、青色申告書を提出する個人が、
一定の期間内に、次の表の特定地域内において
同表の指定事業の用に供する同表の設備の取得
等をする場合において、その取得等をしたその
設備をその特定地域内においてその個人の指定
事業の用に供したときは、その指定事業の用に
供した日以後 5年以内の日の属する各年分にお
いて、その設備に係る産業振興機械等について、
その普通償却限度額の32％（建物及びその附属
設備並びに構築物については、48％）相当額の
割増償却（その年分の必要経費に算入しなかっ
た償却不足額は翌年分への繰越しが可能）がで
きるというものです（旧措法12④⑤）。
　対象となる特定地域、指定事業及び設備は、
次のとおりです。

特定地域 指定事業 設　備

①

過疎地域の持続的発展の支援に関
する特別措置法の過疎地域及びこ
れに準ずる地域のうち、産業の振
興のための取組が積極的に促進さ
れる地区

製造業等のうち、その特定地域に
係る特定過疎地域持続的発展市町
村計画に振興すべき業種として定
められた事業

特定地域内において営む指定事業
の用に供される設備で一定の規模
のもの

②

半島振興法の半島振興対策実施地
域として指定された地区のうち、
産業の振興のための取組が積極的
に促進される地区（上記①の特定
地域に該当する地区を除きます。）

製造業等のうち、その特定地域に
係る認定半島産業振興促進計画に
記載された事業

特定地域内において営む指定事業
の用に供される設備で一定の規模
のもの

③

離島振興法の離島振興対策実施地
域として指定された地区のうち、
産業の振興のための取組が積極的
に促進される地区（上記①の特定
地域に該当する地区を除きます。）

製造業等のうち、その特定地域に
係る特定離島振興計画に振興すべ
き業種として定められた事業

特定地域内において営む指定事業
の用に供される設備で一定の規模
のもの

④

奄美群島振興開発特別措置法の奄
美群島のうち、産業の振興のため
の取組が積極的に促進される地区
（上記①の特定地域に該当する地
区を除きます。）

製造業等のうち、その特定地域に
係る認定奄美産業振興促進計画に
記載された事業

特定地域内において営む指定事業
の用に供される設備で一定の規模
のもの
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（注 1）�　上記の「一定の期間」とは、過疎地域等に係る措置（上記の表の①）については令和 3年 4月 1日か
ら令和 6年 3月31日までの期間と、半島振興対策実施地域に係る措置（上記の表の②）及び離島振興対
策実施地域に係る措置（上記の表の③）については平成25年 4 月 1 日から令和 7年 3月31日までの期間と、
奄美群島に係る措置（上記の表の④）については平成25年 4 月 1 日から令和 6年 3月31日までの期間と
されています。なお、その期間内に特定地域に該当しないこととなった等の場合には、それぞれの期間
の初日からその該当しないこととなった日まで等の期間とされています（旧措法12④、旧措令 6の 3⑭）。

（注 2）�　上記の「一定の規模のもの」とは、一の設備を構成する有形減価償却資産の取得価額の合計額が500万
円以上である場合のその一の設備とされています（旧措令 6の 3⑲㉑㉓㉕）。

（注 3）�　上記の「産業振興機械等」とは、上記（注 2）の一定の規模の設備を構成するもののうち、機械及び
装置、建物及びその附属設備並びに構築物をいいます（旧措法12④）。

2 　改正の内容

　特定地域において産業振興機械等を取得した場
合の割増償却における過疎地域等に係る措置（上
記 1 ⑶の表の①）及び奄美群島に係る措置（上記
1 ⑶の表の④）について、それぞれ次の改正が行
われました。

⑴　過疎地域等に係る措置の適用期限の延長
　過疎地域等に係る措置（上記 1 ⑶の表の①）
の適用期限が、令和 9年 3月31日まで 3年延長
されました（措法12④、措令 6の 3⑭一）。

⑵　奄美群島に係る措置の廃止
　奄美群島に係る措置（上記 1 ⑶の表の④）は、
適用期限（令和 6年 3月31日）の到来をもって
廃止されました（旧措法12④表四、旧措令 6の
3⑭四⑮四㉔㉕、旧措規 5の13⑧）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑵の改正は、個人が令和 6年 4月 1日前
に取得等をした産業振興機械等については従前ど
おりとされています（改正法附則29①）。

十一�　事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の
割増償却制度の廃止

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する個人で農業
競争力強化支援法に規定する認定事業再編事業者
（同法の施行の日（平成29年 8 月 1 日）から令和
7年 3月31日までの間に事業再編計画の新たな認
定を受けた個人に限ります。）であるものが、そ
の認定に係る事業再編計画（変更の認定があった
ときはその変更後のものとし、その事業再編計画
に係る事業再編が良質かつ低廉な農業資材の供給
又は農産物流通等の合理化に特に資する措置を行
うものである場合におけるその事業再編計画に限
ります。以下「認定事業再編計画」といいます。）
に係る実施期間内において、その認定事業再編計

画に記載された事業再編促進設備等を構成する機
械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
（以下「事業再編促進機械等」といいます。）でそ
の製作若しくは建設の後事業の用に供されたこと
のないものの取得又は事業再編促進機械等の製作
若しくは建設をして、これをその個人の事業再編
促進対象事業の用に供した場合には、その事業再
編促進対象事業の用に供した日以後 5年以内の日
の属する各年分において、その事業再編促進機械
等の普通償却限度額の35％（建物及びその附属設
備並びに構築物については、40％）相当額の割増
償却（その年分の必要経費に算入しなかった償却
不足額は翌年分への繰越しが可能）ができるとい
うものです（旧措法13①②）。
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2 　改正の内容

　制度が廃止されました（旧措法13、旧措令 6の
5、旧措規 5の15）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、個人が取得又は製作若しくは
建設をした事業再編促進機械等で令和 6年 4月 1

日前に受けた農業競争力強化支援法第18条第 1項
の認定に係る同法第19条第 2項に規定する認定事
業再編計画に記載されたものについては従前どお
りとされています（改正法附則29②）。なお、個
人が令和 6年 4月 1日以後に取得又は製作若しく
は建設をする事業再編促進機械等にあっては、同
年 3月31日に上記の認定事業再編計画に記載され
ているものに限ることとされています。

十二　輸出事業用資産の割増償却制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する個人で農林
水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（以下
「輸出促進法」といいます。）に規定する認定輸出
事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出
の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令
和 4年法律第49号）の施行の日（令和 4年10月 1
日）から令和 6年 3月31日までの間に、輸出事業
用資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供
されたことのないものの取得又は輸出事業用資産
の製作若しくは建設をして、これをその個人の輸
出事業の用に供した場合には、その用に供した日
以後 5年以内の日の属する各年分（その輸出事業
用資産を輸出事業の用に供していることにつき証
明がされた年分に限ります。）において、その輸
出事業用資産について、普通償却限度額の30％
（建物及びその附属設備並びに構築物については、
35％）相当額の割増償却（その年分の必要経費に
算入しなかった償却不足額は翌年分への繰越しが
可能）ができるというものです（旧措法13の 2 ①
②、13②）。
（注 1）　上記の「輸出事業用資産」とは、その個人

の認定輸出事業計画に記載された施設に該当

する機械及び装置、建物及びその附属設備並

びに構築物のうち、農林水産物又は食品の生産、

製造、加工又は流通の合理化、高度化その他

の改善に資するものとして農林水産大臣が定

める次の要件を満たすものをいいます（旧措

法13の 2 ①、旧措令 6 の 6 ①、旧令 4 . 9 農水

告1476）。

⑴�　農林水産物・食品輸出促進対策整備交付

金のうち食品産業の輸出向けHACCP 等対

応施設整備事業による交付金の交付の対象

となる資産ではないこと。

⑵�　農産物等輸出拡大施設整備事業による交

付金の交付を受けた資産ではないこと。
（注 2）　上記の「輸出事業」とは、農林水産物又は

食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、

製造、加工又は流通の合理化、高度化その他

の改善を図る事業をいいます（輸出促進法37

①）。
（注 3）　上記の「認定輸出事業計画」とは、輸出促

進法第37条第 1 項の認定に係る同項に規定す

る輸出事業計画（輸出促進法第38条第 1 項の

規定による変更の認定があったときは、その

変更後のもの）をいいます（輸出促進法38②）。

2 　改正の内容

⑴　輸出事業用資産の範囲の見直し
①　開発研究用資産の除外
　輸出事業用資産の範囲から、開発研究の用
に供される資産が除外されました（措法13①）。
　開発研究とは、新たな製品の製造又は新た
な技術の発明に係る一定の試験研究をいい、
具体的には、次の試験研究とされています
（措令 6の 5②）。
イ　新たな製品のうちその個人の既存の製品
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と構造、品種その他の特性が著しく異なる
ものの製造を目的として行う試験研究
ロ　新たな製品を製造するために行う新たな
資源の利用方法の研究
ハ　新たな製品を製造するために現に企業化
されている製造方法その他の生産技術を改
善することを目的として行う試験研究
ニ　新たな技術のうちその個人の既存の技術
と原理又は方法が異なるものの発明を目的
として行う試験研究

②　農林水産物等の生産の合理化等に関する要
件の見直し
　農林水産物又は食品の生産、製造、加工又
は流通の合理化、高度化その他の改善に資す
るものとして農林水産大臣が定める要件のう
ち一定の交付金の交付を受けた資産でないこ
ととの要件（上記 1（注 1）⑵）について、
対象となる交付金が、食肉流通構造高度化・
輸出拡大総合対策事業による交付金その他固

定資産の取得等に充てるための国の補助金、
給付金又は交付金のうち、その交付の目的が
農林水産物又は食品の輸出の促進であるもの
に見直されました（令 4 . 9 農水告1476二）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法13①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、個人が令和 6年 4月 1
日以後に取得又は製作若しくは建設をする輸出
事業用資産について適用し、個人が同日前に取
得又は製作若しくは建設をした輸出事業用資産
については従前どおりとされています（改正法
附則29③）。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、令和 6年 4月 1日から
施行されています（令 6 . 3 農水告680附則）。

十三　倉庫用建物等の割増償却制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する個人で特定
総合効率化計画の認定を受けたものが、昭和49年
4 月 1 日から令和 6年 3月31日までの間に、物資
の流通の拠点区域内において、倉庫用建物等でそ
の建設の後使用されたことのないものの取得又は
倉庫用建物等の建設をして、これをその個人の倉
庫業の用に供した場合には、その倉庫業の用に供
した日（以下「供用日」といいます。）以後 5 年
以内の日の属する各年分において、その倉庫用建
物等について、普通償却限度額の 8％相当額の割
増償却（その年分の必要経費に算入しなかった償
却不足額は翌年分への繰越しが可能）ができると
いうものです（旧措法15①②）。
（注 1）　上記の「特定総合効率化計画」とは、流通

業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

（以下「物流効率化法」といいます。）第 4 条

第 1 項に規定する総合効率化計画のうち同条

第 3 項各号に掲げる事項が記載されたものを

いいます（旧措法15①）。
（注 2）　上記の「倉庫用建物等」とは、倉庫用の建

物及びその附属設備並びに構築物のうち、物

資の輸送の合理化に著しく資するものとして

国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する

もので、耐火建築物又は準耐火建築物に該当

するものをいい（旧措法15①、旧措令 8 ②）、

その認定に係る特定総合効率化計画（変更の

認定があった場合には、変更後のもの）に記

載された特定流通業務施設であるものに限る

こととされています（旧措法15①）。
（注 3）　上記の「特定流通業務施設」とは、物流効

率化法第 2 条第 3 号に規定する特定流通業務

施設をいい、具体的には、流通業務施設（ト

ラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋

をいいます。以下同じです。）であって、高速
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自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空

港その他の物資の流通を結節する機能を有す

る社会資本等の近傍に立地し、物資の搬入及

び搬出の円滑化を図るための情報処理システ

ムその他の輸送の合理化を図るための設備並

びに流通加工の用に供する設備を有するもの

をいいます。

2 　改正の内容

⑴　対象となる倉庫用建物等の見直し
　対象となる倉庫用建物等について、次の見直
しが行われました（平28. 9 国土交通告1108）。
①　到着時刻表示装置を有する倉庫用の建物及
びその附属設備並びに構築物について、貨物
自動車運送事業者から到着時刻管理システム
を通じて提供された貨物の搬入及び搬出をす
る数量に関する情報その他の情報を表示でき
る到着時刻表示装置を有するものに限ること
とされました。
（注）　上記の「到着時刻表示装置」とは、特定

流通業務施設における貨物の搬入及び搬出

の状況に係る情報並びにその情報を利用し

て到着時刻管理システムを使用してその特

定流通業務施設に到着する予定時刻に係る

情報を表示する装置であって、一定の基準

に適合するものをいい、上記の「貨物自動

車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業

法第39条第 1 号に規定する貨物自動車運送

事業者をいい、上記の「到着時刻管理シス

テム」とは、貨物自動車運送事業者から提

供されたその特定流通業務施設に到着する

予定時刻に係る情報を管理するシステムを

いいます（物流効率化法施行規則 2①四ロ）。

②　特定搬出用自動運搬装置を有する貯蔵槽倉
庫（到着時刻表示装置を有するものを除きま
す。）用の建物及びその附属設備並びに構築
物が対象から除外されました。

⑵　適用対象年の見直し
　本制度の適用を受けることができる年につい

て、供用日以後 5年以内の日の属する各年分の
うちその適用を受けようとする倉庫用建物等が
流通業務の省力化に特に資するものとして一定
の要件を満たす特定流通業務施設であることに
つき証明がされた年分に限ることとされました
（措法15①）。
（注）　流通業務の省力化とは、輸送、保管、荷さ

ばき、流通加工（物資の流通の過程における

簡易な加工をいいます。）その他の物資の流通

に係る業務の省力化をいいます（物流効率化

法 2二）。

①　流通業務の省力化に特に資する特定流通業
務施設の要件
　上記の一定の要件は、貨物の運送の用に供
する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間
の短縮その他の流通業務の省力化に特に資す
るものとして国土交通大臣が定める基準に該
当することとされており、具体的には、次の
基準が定められています（措令 8 ③、令
6 . 3 国土交通告299）。
イ　その年において生じたその特定流通業務
施設に係る荷待ち時間をその荷待ち時間の
算定の基礎となった貨物自動車の数で除し
て得た時間が、20分以下であること。
ロ　その年において生じたその特定流通業務
施設に係る荷役時間をその荷役時間の算定
の基礎となった貨物自動車の数で除して得
た時間（以下「平均荷役時間」といいま
す。）が、その特定流通業務施設に係る特
定総合効率化計画に記載された次の時間を
いずれも下回ること。
イ　その特定流通業務施設に係る平均荷役
時間の目標
ロ　その特定総合効率化計画について物流
効率化法第 4条第 1項の認定を受けた同
項に規定する総合効率化事業者が基準年
において他の流通業務施設を有する場合
におけるその基準年において生じた当該
他の流通業務施設に係る平均荷役時間

②　要件を満たす特定流通業務施設であること
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につき証明がされた年分
　上記の証明がされた年分は、国土交通大臣
又は倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運
輸局長（運輸監理部長を含みます。）のその
倉庫用建物等が本制度の適用を受けようとす
る年分において上記①の要件を満たす特定流
通業務施設に該当するものであることを証す
る書類をその年分の確定申告書に添付するこ
とにより証明がされたその年分とされていま
す（措規 6の 2②）。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法15①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（令 6 . 3 国土交通告300附則）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、個人が令和 6年 4月 1日
以後に取得又は建設をする倉庫用建物等につい
て適用し、個人が同日前に取得又は建設をした
倉庫用建物等については従前どおりとされてい
ます（改正法附則29④）。

十四　特別償却等に関する複数の規定の不適用措置の改正

1 　改正前の制度の概要

　個人の有する減価償却資産がその年において租
税特別措置法の規定による特別償却又は税額控除
制度のうち、 2以上の制度に係る規定の適用を受
けることができるものである場合には、その減価
償却資産については、特別償却又は税額控除制度
に係る規定のうちいずれか一の規定のみを適用す
ることとされています（措法19①）。
（注 1）　震災税特法の規定による特別償却又は税額

控除制度の適用を受けることができる減価償

却資産については、租税特別措置法の規定に

よる特別償却又は税額控除制度及び震災税特

法の規定による特別償却又は税額控除制度に

係る規定のうちいずれか一の規定のみを適用

することとされています（震災税特法11の 3 ）。

　また、個人の有する減価償却資産の取得価額又
は繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれ
る場合において、その試験研究費の額につき試験
研究を行った場合の所得税額の特別控除制度（旧
措法10）の適用を受けたときは、その減価償却資
産又は繰延資産については、租税特別措置法の規
定による特別償却又は税額控除制度に係る規定は、
適用しないこととされています（措法19②）。
（注 2）　上記の減価償却資産については、震災税特

法の規定による特別償却又は税額控除制度も

適用できないこととされています（震災税特

法11の 3 ）。

2 　改正の内容

　個人の有する減価償却資産につきその年の前年
以前の各年において租税特別措置法の規定による
特別償却又は税額控除制度に係る規定のうちいず
れか一の規定の適用を受けた場合には、その減価
償却資産については、そのいずれか一の規定以外
の租税特別措置法の規定による特別償却又は税額
控除制度に係る規定は、適用しないこととされま
した（措法19③）。
　すなわち、個人の有する一の減価償却資産につ
いては、異なる年であっても、租税特別措置法の
規定による特別償却又は税額控除制度のうち複数
の制度の適用ができないこととされました。
（注）　上記の租税特別措置法の規定による特別償却

又は税額控除制度に係る規定には、震災税特法

の規定による特別償却又は税額控除制度に係る

規定も含まれます（震災税特法11の 3 ）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 7年分以後の所得税につ
いて適用することとされています（改正法附則29
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⑥）。

十五　特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、個人が、各年において、長期間に
わたって使用され、又は運用される基金に係る負
担金又は掛金で、次の⑴から⑷までに該当するも
のを支出した場合には、その支出した金額は、そ
の支出した日の属する年分の事業所得の金額の計
算上、必要経費に算入することができるというも
のです（措法28①）。
⑴　中小企業者又は農林漁業者に対する信用の保
証をするための業務を法令の規定に基づいて行
うことを主たる目的とする一定の法人に対する
その業務に係る基金に充てるための負担金
（注）　中小企業者又は農林漁業者に対する信用保

証の業務を法令の規定に基づいて行うことを

主たる目的とする一定の法人とは、信用保証

協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協

会をいいます（措令18の 4 ①）。

⑵　独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中
小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるた
めの共済契約に係る掛金
⑶　独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法の
鉱害防止事業基金に充てるための負担金
⑷　公害の発生による損失を補塡するための業務、
商品の価格の安定に資するための業務その他の
特定の業務を行うことを主たる目的とする公益
法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団
法人で、その特定の業務が国若しくは地方公共
団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的

に運営されていることにつき一定の要件を満た
すもの又はその特定の業務を行う一定の公共法
人に対するその特定の業務に係る基金に充てる
ための負担金
（注）　特定の業務とは、次の業務をいいます（措

令18の 4 ②）。

①�　公害の発生による損失を補塡するための

業務又は公害の発生の防止に資するための

業務

②　商品の価格の安定に資するための業務

③�　商品の価格の変動による異常な損失を補

塡するための業務

2 　改正の内容

　本特例のうち上記 1⑵（いわゆるセーフティー
ネット共済）は、個人の締結していた上記 1⑵の
共済契約につき解除があった後上記 1⑵の共済契
約を締結したその個人がその解除の日から同日以
後 2年を経過する日までの間にその共済契約につ
いて支出する上記 1⑵の掛金については、適用し
ないこととされました（措法28②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、個人の締結していた上記 1⑵
の共済契約につき令和 6年10月 1 日以後に解除が
あった後上記 1⑵の共済契約を締結したその個人
がその共済契約について支出する上記 1⑵の掛金
について適用することとされています（改正法附
則30）。
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十六�　中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小事業者が、平成18年 4 月 1 日
から令和 6年 3月31日までの間に取得又は製作若
しくは建設をして、かつ、これをその中小事業者
の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額
が30万円未満であるもの（その取得価額が10万円
未満であるもの、他の特別償却制度等の適用を受
けるもの及び貸付け（主要な業務として行われる
ものを除きます。）の用に供したものを除きます。
以下「少額減価償却資産」といいます。）を有す
る場合には、その業務の用に供した年分において、
その取得価額の全額を不動産所得の金額、事業所
得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費
に算入できるというものです（旧措法28の 2 ①、
措令18の 5 ②）。
（注 1）　上記の「中小事業者」とは、常時使用する

従業員の数が1,000人以下の個人で青色申告書

を提出するもののうち、事務負担に配慮する

必要があるものをいいます（旧措法28の 2 ①、

10⑧六、措令 5の 3⑨）。
（注 2）　上記（注 1）の「事務負担に配慮する必要

があるもの」とは、常時使用する従業員の数

が500人以下の個人をいいます（旧措法28の 2

①、措令18の 5 ①）。

　ただし、その中小事業者のその年分における少
額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を
超えるときは、その取得価額の合計額のうち300
万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額
の合計額を上限とすることとされています（旧措
法28の 2 ①後段）。

2 　改正の内容

　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2年
延長されました（措法28の 2 ①）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 6年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1）。

十七�　特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特
別償却又は所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法第37
条第 1項の規定により認定地方公共団体の指定を
受けた個人が、同法の施行の日（平成23年12月26
日）から令和 6年 3月31日までの間に、その認定
地方公共団体の作成したその指定に係る認定復興
推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に
おいて産業集積事業若しくは建築物整備事業の用
に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並
びに構築物（以下「特定機械装置等」といいま
す。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供

されたことのないものの取得又はその特定復興産
業集積区域内において産業集積事業若しくは建築
物整備事業の用に供する特定機械装置等の製作若
しくは建設をして、これをその個人のその産業集
積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、
これらの事業の用に供した日の属する年（供用
年）において、その特定機械装置等の取得価額の
50％（建物及びその附属設備並びに構築物につい
ては、25％）相当額の特別償却とその取得価額の
15％（建物及びその附属設備並びに構築物につい
ては、 8％）相当額の税額控除との選択適用がで
きるというものです（旧震災税特法10①③）。
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（注 1）　上記の「認定地方公共団体」とは、復興推

進計画につき東日本大震災復興特別区域法第

4 条第 9 項の認定（同法第 6 条第 1 項の変更

の認定を含みます。）を受けた地方公共団体を

いいます（旧震災税特法10①）。
（注 2）　上記の「特定復興産業集積区域」とは、東

日本大震災復興特別区域法第37条第 1 項に規

定する特定復興産業集積区域をいいます（旧

震災税特法10①）。
（注 3）　上記の「産業集積事業」とは、東日本大震

災復興特別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲

げる事業（事業に準ずる一定のものを含みま

す。）をいい（旧震災税特法10①）、具体的には、

産業集積の形成及び活性化を図ることを通じ

て雇用等被害地域における雇用機会の確保に

寄与する事業（建築物整備事業を除きます。）

をいいます。
（注 4）　上記の「建築物整備事業」とは、東日本大

震災復興特別区域法第 2 条第 3 項第 2 号ロに

掲げる事業をいい（旧震災税特法10①）、具体

的には、雇用等被害地域において建築物の建

築及び賃貸をする事業であって産業集積の形

成及び活性化に寄与するものをいいます。
（注 5）　建築物整備事業にあっては、公共施設の用

に供される土地面積の割合が100分の30以上で

あること等の要件を満たす建物及びその附属

設備に限ることとされています（旧震災税特

法10①、震災税特令12の 2 ②、震災税特規 3

の 2①）。

　なお、税額控除の適用を受ける場合における控
除を受ける金額は、供用年分の事業所得等に係る
所得税額の20％相当額を上限とすることとし、税
額控除限度超過額については、 4年間の繰越しが
できることとされています（旧震災税特法10③～
⑤）。

（注 6）　上記の特別償却の適用を受ける場合におい

て、供用年分の必要経費に算入しなかった償

却不足額は、翌年に繰り越して必要経費に算

入することができることとされています（震

災税特法10②）。

2 　改正の内容

⑴　特別償却限度額及び税額控除割合の見直し
　特別償却限度額及び税額控除割合が次のとお
りとされました（震災税特法10①③）。
①　令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等
イ　特別償却限度額……その取得価額の45％
（建物及びその附属設備並びに構築物につ
いては、23％）相当額
ロ　税額控除割合……14％（建物及びその附
属設備並びに構築物については、 7％）

②　上記①の特定機械装置等以外の特定機械装
置等
イ　特別償却限度額……その取得価額の50％
（建物及びその附属設備並びに構築物につ
いては、25％）相当額（改正前と同様で
す。）
ロ　税額控除割合……15％（建物及びその附
属設備並びに構築物については、 8 ％）
（改正前と同様です。）

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（震災税特法10①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施行
されています（改正法附則 1）。
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十八�　特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場
合の所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法第38
条第 1項の規定により同法の施行の日（平成23年
12月26日）から令和 6年 3月31日までの間に認定
地方公共団体の指定を受けた個人が、その指定が
あった日から同日以後 5年を経過する日までの期
間（以下「適用期間」といいます。）内の日の属
する各年（以下「適用年」といいます。）の適用
期間内において、その認定地方公共団体の作成し
たその認定を受けた復興推進計画に定められた特
定復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所
に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支給す
る場合には、その適用年において、その支給する
給与等の額の10％相当額の税額控除（その年分の
事業所得に係る所得税額の20％相当額が限度）が
できることとされています（旧震災税特法10の 3
①）。
（注 1）　上記の「認定地方公共団体」とは、復興推

進計画につき東日本大震災復興特別区域法第

4 条第 9 項の認定（同法第 6 条第 1 項の変更

の認定を含みます。）を受けた地方公共団体を

いいます（旧震災税特法10の 3 ①）。
（注 2）　上記の「特定復興産業集積区域」とは、東

日本大震災復興特別区域法第37条第 1 項に規

定する特定復興産業集積区域をいいます（旧

震災税特法10の 3 ①）。
（注 3）　上記の「産業集積事業所」とは、東日本大

震災復興特別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに

掲げる事業を行う事業所をいい（旧震災税特

法10の 3 ①）、具体的には、産業集積の形成及

び活性化を図ることを通じて雇用等被害地域

における雇用機会の確保に寄与する事業（建

築物整備事業を除きます。）を行う事業所をい

います。
（注 4）　上記の「被災雇用者等」とは、東日本大震

災の被災者である事業者により雇用されてい

た者又は東日本大震災により被害を受けた地

域内に居住していた者をいい（旧震災税特法

10の 3 ①）、具体的には、平成23年 3 月11日に

おいて特定被災区域内に所在する事業所に雇

用されていた者又は同日において特定被災区

域内に居住していた者とされています（震災

税特令12の 3 ①）。
（注 5）　上記（注 4）の「特定被災区域」とは、東

日本大震災復興特別区域法第 3 条第 1 項に規

定する復興特別区域基本方針に即して内閣総

理大臣が定める区域をいい（震災税特令12の

3 ①一）、具体的には、復興庁設置法等の一部

を改正する法律（令和 2 年法律第46号）第 2

条の規定による改正前の東日本大震災復興特

別区域法第 4 条第 1 項に規定する特定被災区

域とされています（令 3 . 4 復興告 3）。

2 　改正の内容

⑴　税額控除割合の見直し
　東日本大震災復興特別区域法第38条第 1項の
規定により令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月
31日までの間に認定地方公共団体の指定を受け
た個人がその認定地方公共団体の作成したその
認定を受けた復興推進計画に定められた特定復
興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に
勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等
の額について、税額控除割合が 9 ％（改正前：
10％）とされました（震災税特法10の 3 ①）。

⑵　指定期限の延長
　対象者指定の期限が、令和 8年 3月31日まで
2年延長されました（震災税特法10の 3 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施行
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されています（改正法附則 1）。

十九�　特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却
等制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法第39
条第 1項の規定により認定地方公共団体の指定を
受けた個人が、同法の施行の日（平成23年12月26
日）から令和 6年 3月31日までの間に、その認定
地方公共団体の作成したその認定を受けた復興推
進計画に定められた特定復興産業集積区域内にお
いて開発研究の用に供される開発研究用資産でそ
の製作若しくは建設の後事業の用に供されたこと
のないものの取得又はその特定復興産業集積区域
内において開発研究の用に供される開発研究用資
産の製作若しくは建設をして、これをその個人の
その開発研究の用に供した場合には、その開発研
究の用に供した日の属する年（以下「供用年」と
いいます。）において、その取得価額の34％（そ
の個人が、中小事業者である場合には、50％）相
当額の特別償却ができることとされています（旧
震災税特法10の 5 ①）。
　また、開発研究用資産について、この制度の適
用を受ける場合には、供用年のその開発研究用資
産の償却費の額（特別試験研究費の額に該当する
ものを除きます。）は、特別試験研究費の額に係
る税額控除制度（措法10⑦）における特別試験研
究費の額に該当するものとみなして、試験研究を
行った場合の所得税額の特別控除（旧措法10）の
適用を受けることができることとされています
（震災税特法10の 5 ③）。
（注 1）　上記の「認定地方公共団体」とは、復興推

進計画につき東日本大震災復興特別区域法第

4 条第 9 項の認定（同法第 6 条第 1 項の変更

の認定を含みます。）を受けた地方公共団体を

いいます（旧震災特税法10の 5 ①）。
（注 2）　上記の「特定復興産業集積区域」とは、東

日本大震災復興特別区域法第37条第 1 項に規

定する特定復興産業集積区域をいいます（旧

震災税特法10の 5 ①）。
（注 3）　上記の「中小事業者」とは、常時使用する

従業員の数が1,000人以下の個人をいいます（措

法10⑧六、措令 5の 3⑨）。
（注 4）　上記の特別償却の適用を受ける場合におい

て、供用年分の必要経費に算入しなかった償

却不足額は、翌年に繰り越して必要経費に算

入することができることとされています（震

災税特法10の 5 ②）。

2 　改正の内容

⑴　特別償却限度額の見直し
　特別償却限度額が次のとおりとされました
（震災税特法10の 5 ①一・二）。
①　令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした開
発研究用資産……その取得価額の30％（その
個人が中小事業者である場合には、45％）相
当額
②　上記①の開発研究用資産以外の開発研究用
資産……その取得価額の34％（その個人が中
小事業者である場合には、50％）相当額（改
正前と同様です。）

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（震災税特法10の 5 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施行
されています（改正法附則 1）。
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第四　その他の改正
一　令和 6年分における所得税額の特別控除等の実施

1 　実施の趣旨

　30年ぶりの高水準の賃上げ、過去最大の民間投
資など、経済はデフレ脱却の千載一遇のチャンス
にあるものの、賃金上昇・消費拡大・投資拡大の
好循環の実現にはまだ至っていないという認識の
下、デフレに後戻りさせないための措置の一環と
して、令和 6年の所得税・個人住民税の定額減税
を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸び
が物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマイン
ドの払拭と好循環の実現につなげていくこととさ
れました。具体的には、納税者（合計所得金額
1,805万円超（給与収入のみの場合、給与収入
2,000万円超に相当）の高額所得者については対
象外）及び同一生計配偶者、扶養親族（いずれも
居住者に限ります。） 1 人につき、令和 6 年分の
所得税 3万円、令和 6年度分の個人住民税 1万円
の減税を行うこととし、令和 6年 6月以降の源泉
徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実
施することとされました。

2 　制度の内容

⑴　令和 6年分における所得税額の特別控除
①　制度の内容
　居住者の令和 6年分の所得税については、
その年分の所得税の額から令和 6年分特別税
額控除額を控除することとされました（措法
41の 3 の 3 ①）。ただし、その者のその年の
合計所得金額が1,805万円を超える場合には、
控除できません（措法41の 3 の 3 ①ただし書）。
　また、この控除は、住宅ローン税額控除等
の他の税額控除制度等の適用がある場合には、
その適用後に控除することとされています
（措法41の 3 の 3 ⑦）。
（注 1）　預貯金の利子等に係る所得税など源泉

分離課税とされる所得税や、非居住者の

所得税については、この制度の適用を受

けることはできません。
（注 2）　上記の「住宅ローン税額控除等の他の

税額控除制度等」には、所得税法の配当

控除及び外国税額控除、租税特別措置法

の試験研究を行った場合の所得税額の特

別控除及び住宅ローン税額控除、災害減

免法第 2 条並びに震災税特法の特定復興

産業集積区域において機械等を取得した

場合の所得税額の特別控除などの制度が

含まれています（措規18の23の 3 ）。
（注 3）　この制度により控除をすべき金額は、

課税総所得金額に係る所得税額、課税山

林所得金額に係る所得税額又は課税退職

所得金額に係る所得税額から順次控除す

ることとされています（措法41の 3 の 3

④）。また、控除をすべき金額は、令和 6

年分の所得税法第92条第 1 項に規定する

所得税額から控除することとされていま

す（措令26の 4 の 2 ）。

②　令和 6年分特別税額控除額
　上記①の令和 6年分特別税額控除額は、居
住者本人について 3万円ですが、同一生計配
偶者又は扶養親族を有する居住者については、
この 3万円に同一生計配偶者又は扶養親族 1
人につき 3万円を加算した金額とされていま
す（措法41の 3 の 3 ②）。
　上記の「同一生計配偶者」及び「扶養親
族」とは、所得税法第 2条第 1項第33号の同
一生計配偶者と同項第34号の扶養親族を指し
ていますが、いずれも居住者に限られていま
す。以下同じです。
③　同一生計配偶者及び扶養親族の判定の時期
等
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イ　判定の時期
　上記②の同一生計配偶者又は扶養親族に
該当するかどうかの判定は、その年12月31
日の現況によりますが、その居住者がその
年の中途において死亡し、又は出国（所得
税法第 2条第 1項第42号に規定する出国を
いいます。）をする場合には、その死亡又
は出国の時の現況によることとされていま
す（措法41の 3 の 3 ③）。ただし、その判
定に係る者がその当時既に死亡している場
合は、その死亡の時の現況によることとな
ります（措法41の 3 の 3 ③ただし書）。こ
の判定の時期については、所得税法の扶養
親族等の判定（所法85③）と同様です。
ロ　所属の判定
　一の居住者の配偶者がその居住者の同一
生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の
扶養親族にも該当する場合その他の場合に
おける同一生計配偶者及び扶養親族の所属
については、次のとおり判定することとさ
れました（措法41の 3 の10、措令26の 4 の
3 ）。この判定の方法は、原則として所得
税法の判定（所法85④～⑥、所令218、219、
220①）と同様ですが、下記⑶③の給与特
別控除額に係る申告書や下記⑷③の年末調
整特別控除額に係る申告書の記載事項がそ
の判定の要素として追加されるとともに、
同一生計配偶者又は扶養親族について、各
種の所得控除の適用を受ける者とこの制度
の適用を受ける者を一致させる調整規定が
別途設けられている等の相違があります。
イ　一の居住者の配偶者がその居住者の同
一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住
者の扶養親族にも該当するときは、その
配偶者は、次のⅰ及びⅱに定めるところ
により、これらのうちいずれか一にのみ
該当するものとみなすこととされました
（措令26の 4 の 3 ①）。
ⅰ　その配偶者がその同一生計配偶者又
はその扶養親族のいずれに該当するか

は、これらの居住者の提出するその年
分の所得税法施行令第218条第 1 項に
規定する申告書等（確定申告書や給与
所得者の扶養控除等申告書等が該当し、
下記⑶③の給与特別控除額に係る申告
書や下記⑷③の年末調整特別控除額に
係る申告書を含みます。）に記載され
たところによることとされました。た
だし、この判定方法又は下記ⅱの判定
方法により、その配偶者がその同一生
計配偶者又はその扶養親族のいずれか
とされた後において、これらの居住者
が提出するその申告書等にこれと異な
る記載をすることにより、その区分を
変更することができます。
ⅱ　上記ⅰの場合において、上記ⅰの居
住者が同一人をそれぞれ自己の同一生
計配偶者又は扶養親族として上記ⅰの
申告書等に記載したとき、その他上記
ⅰの判定方法により同一生計配偶者又
は扶養親族のいずれに該当するかを定
められないときは、その夫又は妻であ
る居住者の同一生計配偶者とすること
とされています。

ロ　 2以上の居住者の扶養親族に該当する
者があるときは、その者は、次のⅰ及び
ⅱに定めるところにより、これらの居住
者のうちいずれか一の居住者の扶養親族
にのみ該当するものとみなすこととされ
ました（措令26の 4 の 3 ②）。
ⅰ　その 2以上の居住者の扶養親族に該
当する者をいずれの居住者の扶養親族
とするかは、これらの居住者の提出す
るその年分の所得税法施行令第219条
第 1項に規定する申告書等（確定申告
書や給与所得者の扶養控除等申告書等
が該当し、下記⑶③の給与特別控除額
に係る申告書や下記⑷③の年末調整特
別控除額に係る申告書を含みます。）
に記載されたところによることとされ
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ました。ただし、この判定方法又は下
記ⅱの判定方法により、その扶養親族
がいずれか一の居住者の扶養親族に該
当するものとされた後において、これ
らの居住者が提出するその申告書等に
これと異なる記載をすることにより、
他のいずれか一の居住者の扶養親族と
することができます。
ⅱ　上記ⅰの場合において、 2以上の居
住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親
族として上記ⅰの申告書等に記載した
とき、その他上記ⅰの判定方法により
いずれの居住者の扶養親族とするかを
定められないときは、次のⅲ及びⅳに
定めるところによることとされました。
ⅲ　その年において既に一の居住者が上
記ⅰの申告書等の記載によりその扶養
親族としている場合には、その親族は、
その居住者の扶養親族とすることとさ
れました。
ⅳ　上記ⅲの判定の方法によってもいず
れの居住者の扶養親族とするかが定め
られない扶養親族は、居住者のうち総
所得金額等の合計額又はその親族がい
ずれの居住者の扶養親族とするかを判
定すべき時におけるその合計額の見積
額が最も大きい居住者の扶養親族とす
ることとされました。

ハ　年の中途において居住者の配偶者が死
亡し、その年中にその居住者が再婚した
ときにおけるその死亡し、又は再婚した
配偶者のうちその居住者の同一生計配偶
者に該当するものは、その死亡した配偶
者又は再婚した配偶者のうち一人に限る
ものとすることとされました（措令26の
4 の 3 ③）。

ニ　一の居住者の配偶者がその居住者の同
一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住
者の扶養親族にも該当する場合、 2以上
の居住者の扶養親族に該当する者がある

場合又は年の中途において居住者の配偶
者が死亡し、その年中にその居住者が再
婚した場合において、いずれかの居住者
（以下「対象居住者」といいます。）が、
その年分の所得税につき、同一生計配偶
者若しくは扶養親族に係る障害者控除、
寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除若
しくは扶養控除の規定（以下「対象規
定」といいます。）の適用を受けるとき、
又は年末調整における過不足の額の計算
上、同一生計配偶者に係る障害者控除の
額若しくは配偶者控除の額に相当する金
額若しくは扶養親族に係る障害者控除の
額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額若
しくは扶養控除の額に相当する金額の控
除を受けるとき（これらの控除を受ける
者がその年分の所得税につき確定申告書
の提出をし、又は決定を受けた者である
場合を除きます。）においては、その対
象規定の適用又はその対象居住者が受け
たこれらの控除に係る同一生計配偶者又
は扶養親族は、上記イ及びロの判定の方
法にかかわらず、これらの居住者のうち
その対象居住者の同一生計配偶者又は扶
養親族にのみ該当するものとみなすこと
とされました（措令26の 4 の 3 ④）。

（注 1）　上記イからハまでの判定方法は、下

記⑶②の給与特別控除額に係る判定に

ついても同様です（措令26の 4 の 3 ⑤）。
（注 2）　上記イからニまでの判定方法は、下

記⑷②の年末調整特別控除額に係る判

定についても同様です（措令26の 4 の

3 ⑥）。
（注 3）　上記イからハまでの判定方法は、下

記⑸③の年金特別控除額に係る判定に

ついても同様です（措令26の 4 の 3 ⑦）。

④　確定申告書の記載事項
イ　この制度の適用がある場合における確定
申告書の記載に当たっては、この制度を適
用して計算した所得税の額を記載すること
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とされています（措法41の 3 の 3 ⑥）。
ロ　また、確定申告書の記載事項に、この制
度の適用がある場合の次に掲げる事項が追
加されました（所規47③二十三、48①四）。
イ　令和 6年分特別税額控除額
ロ　令和 6年分特別税額控除額に係る同一
生計配偶者を有する場合には、その同一
生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番
号（個人番号を有しない者にあっては、
氏名及び生年月日）並びにその同一生計
配偶者が控除対象配偶者でない場合には、
その旨
ハ　令和 6年分特別税額控除額に係る扶養
親族を有する場合には、その扶養親族の
氏名、生年月日、その扶養親族を有する
居住者との続柄及び個人番号（個人番号
を有しない者にあっては、氏名、生年月
日及びその扶養親族を有する居住者との
続柄）

⑤　確定申告義務
　令和 6年分の居住者の年税額が、この制度
の適用による控除の額と配当控除の額との合
計額を超える場合（所得税額の計算上控除し
きれなかった外国税額控除の額がある場合、
所得税額の計算上控除しきれなかった源泉徴
収税額がある場合又は所得税額の計算上控除
しきれなかった予納税額がある場合を除きま
す。）に、確定申告義務があることとされて
います（措法41の 3 の 3 ⑤）。
⑥　更正の請求の期間の特例
　令和 6年 6月 1日前に同年分の所得税につ
き確定申告書を提出した者及び同日前に同年
分の所得税につき決定を受けた者は、その確
定申告書に記載された事項又はその決定に係
る事項（これらの事項につき同日前に更正が
あった場合には、その更正後の事項）につき
この制度の適用により異動を生ずることとな
ったときは、その異動を生ずることとなった
事項について、同日から 5年以内に、税務署
長に対し、更正の請求をすることができるこ

ととされています（改正法附則34②）。

⑵　令和 6年分の所得税に係る予定納税に係る特
例
①　予定納税額の納期等の特例
　下記③の特例が措置されることを踏まえ、
居住者の令和 6年における第 1期納付分の予
定納税額の納期を同年 7月 1日から 9月30日
までの期間（改正前：同年 7月 1日から同月
31日までの期間）とすることとされました
（措法41の 3 の 4 一）。また、同年 6月30日の
現況による予定納税額の減額の承認の申請の
期限についても、同年 7月31日（改正前：同
月15日）とすることとされています（措法41
の 3 の 4 二）。なお、令和 7 年以後の期限は
従前どおりです。
②　令和 6年分の所得税に係る予定納税に係る
特別控除の額の控除
イ　特別農業所得者以外の居住者の場合
　居住者の令和 6年分の所得税に係る第 1
期納付分の予定納税額から、予定納税特別
控除額（ 3万円とされています。以下同じ
です。）を控除することとされました（措
法41の 3 の 5 ①③）。
ロ　特別農業所得者の場合
　特別農業所得者に該当する居住者の令和
6年分の所得税に係る第 2期納付分の予定
納税額から、予定納税特別控除額を控除す
ることとされました（措法41の 3 の 5 ②）。
ハ　上記イ又はロの適用がある場合
　上記イ又はロの適用がある場合には、上
記イ又はロによる控除をした後の金額に相
当する金額は、それぞれ予定納税額として
所得税法の規定により納付すべき所得税の
額とみなして、所得税法その他の所得税に
関する法令の規定が適用されます（措法41
の 3 の 5 ④）。
（注）　上記イ又はロによる控除は、予定納税

額と、その予定納税額と併せて納付すべ

き復興特別所得税の額との合計額から控

─ 273 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



除することとなります（復興財確法33①）。

これは、下記③の減額の承認に係る予定

納税特別控除額の控除においても同じで

す。

③　令和 6年分の所得税の予定納税額の減額の
承認の申請の特例
イ　居住者で、令和 6年分特別税額控除額の
金額が 3万円を超えると見込まれ、かつ、
令和 6年分の所得税に係るその年の合計所
得金額が1,805万円以下であると見込まれ
る者については、予定納税額の減額の承認
の申請により、令和 6年分の所得税につき
予定納税額から減額の承認に係る予定納税
特別控除額の控除を受けることができるこ
ととされました（措法41の 3 の 6 ①）。こ
の特例による申請は、「申告納税見積額」
から「減額の承認に係る予定納税特別控除
額」を控除した金額が、「予定納税基準
額」から「予定納税特別控除額」を控除し
た金額（令和 6年 6月30日の現況による予
定納税額の減額の承認の申請に係る承認を
受けた居住者については、その承認に係る
「申告納税見積額」から「減額の承認に係
る予定納税特別控除額」を控除した金額）
に満たないと見込まれる場合にできること
となります。
　なお、この申請を受けた税務署長は、申
告納税見積額に加え、減額の承認に係る予
定納税特別控除額を認め、又は定めて、承
認をし、又はその申請を却下することにな
ります。また、承認をしなければならない
場合に該当するかどうかの判定（所法113
②）に当たっては、減額の承認に係る予定
納税特別控除額や予定納税特別控除額の控
除を踏まえてその判定を行うことになりま
す（措法41の 3 の 6 ②）。その他、申請を
した居住者に対する減額の承認に係る予定
納税特別控除額の通知等に係る読替規定が
設けられています（措法41の 3 の 6 ②）。
ロ　上記イの減額の承認に係る予定納税特別

控除額は、予定納税額の減額の承認の申請
に係る申告納税見積額の計算の基準となる
日の現況による令和 6年分特別税額控除額
の見積額です（措法41の 3 の 6 ⑥）。

④　令和 6年分の所得税の予定納税額の減額の
承認の申請に係る承認を受けた場合の予定納
税額の計算方法
　居住者が、令和 6年分の所得税の予定納税
額の減額の承認の申請に係る承認を受けた場
合の予定納税額の計算方法は、次のとおりと
されています（措法41の 3 の 6 ③～⑤）。な
お、上記③の特例の適用を受けた場合に限ら
ず、上記③の特例の適用がない場合もこの計
算方法を用いることになります。
イ　第 1期において減額承認があった場合の
予定納税額
　令和 6年分の所得税につき第 1期におい
て予定納税額の減額の承認を受けた場合に
は、次に定めるところによることとされて
います（措法41の 3 の 6 ③）。
イ　第 1期において納付すべき予定納税額
は、所得税法第114条第 1 項に規定する
3分の 1に相当する金額（税務署長から
通知された申告納税見積額の 3分の 1に
相当する金額です。以下「 3分の 1相当
額」といいます。）から予定納税特別控
除額（上記③の特例の適用がある場合に
は、減額の承認に係る予定納税特別控除
額）を控除した金額に相当する金額とさ
れています。ただし、合計所得金額が
1,805万円を超えると見込まれる場合に
は、その 3分の 1相当額となります。な
お、この場合において、その減額の承認
に係る予定納税特別控除額がその 3分の
1相当額を超えるときは、その控除をす
る金額は、その 3分の 1相当額とされて
います。
ロ　イの場合において、減額の承認に係る
予定納税特別控除額をイの 3分の 1相当
額から控除してもなお控除しきれない金
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額（以下「控除未済予定納税特別控除
額」といいます。）があるときは、第 2
期において納付すべき予定納税額は、 3
分の 1相当額からその控除未済予定納税
特別控除額を控除した金額に相当する金
額とされています。この場合において、
その控除未済予定納税特別控除額がその
3分の 1相当額を超えるときは、その控
除をする金額は、その 3分の 1相当額と
することとされています。

ロ　第 2 期において減額承認があった場合
（ハの場合以外の場合）の予定納税額
　令和 6年分の所得税につき第 2期におい
て予定納税額の減額の承認を受けた場合
（特別農業所得者が承認を受けた場合を除
きます。）における第 2 期において納付す
べき予定納税額は、次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める金額とすること
とされています（措法41の 3 の 6 ④）。
イ　上記③の特例により減額の承認に係る
予定納税特別控除額を第 1期において納
付すべき所得税の額に相当する金額（以
下「控除前第一期予定納税額」といいま
す。）から控除してもなお控除しきれな
い金額その他の金額（以下「控除未済等
予定納税特別控除額」といいます。）が
ある場合……申告納税見積額から控除前
第一期予定納税額を控除した金額の 2分
の 1 に相当する金額（以下ロにおいて
「 2分の 1相当額」といいます。）からそ
の控除未済等予定納税特別控除額（その
控除未済等予定納税特別控除額がその 2
分の 1相当額を超える場合には、その 2
分の 1相当額）を控除した金額に相当す
る金額
（注）　上記の「控除未済等予定納税特別控

除額」とは、原則として、第 2 期にお

いて上記③の特例の適用がある場合に

おける減額の承認に係る予定納税特別

控除額から、第 1 期において控除済み

の減額の承認に係る予定納税特別控除

額や予定納税特別控除額を控除した金

額です。なお、第 1 期で控除し終わっ

ている場合や、合計所得金額が1,805万

円を超えると見込まれる場合には、控

除未済等予定納税特別控除額はありま

せん（措法41の 3 の 6 ④一、措規18の

23の 4 ）。

ロ　イに掲げる場合以外の場合……イの 2
分の 1相当額

ハ　特別農業所得者について減額承認があっ
た場合の予定納税額
　令和 6年分の所得税につき第 2期におい
て予定納税額の減額の承認を受けた場合
（特別農業所得者が承認を受けた場合に限
ります。）における第 2 期において納付す
べき予定納税額は、所得税法第114条第 3
項に規定する 2分の 1に相当する金額（税
務署長から通知された申告納税見積額の 2
分の 1に相当する金額です。以下「 ２分の
1 相当額」といいます。）から予定納税特
別控除額（上記③の特例の適用がある場合
には、減額の承認に係る予定納税特別控除
額）（その減額の承認に係る予定納税特別
控除額がその 2分の 1相当額を超える場合
には、その 2分の 1相当額）を控除した金
額に相当する金額とされています。ただし、
合計所得金額が1,805万円を超えると見込
まれる場合には、その 2分の 1相当額とな
ります。

⑤　申告納税見積額の計算の特例
　令和 6年分の所得税の予定納税額の減額の
承認の申請の申告納税見積額の計算における
源泉徴収をされる所得税の見積額については、
次の⑶から⑸までの特例（措法41の 3 の 7 ～
41の 3 の 9 ）の適用がないものとして計算す
ることとされています（措令26の 4 の 4 ）。
⑥　予定納税額減額承認申請書の記載事項
　令和 6年の予定納税額減額承認申請書の記
載事項に、次に掲げる事項が追加されました
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（所規46七、八）。
イ　令和 6年分の所得税につき、上記②又は
③の特例の適用がある場合には、予定納税
特別控除額又は減額の承認に係る予定納税
特別控除額
ロ　控除未済等予定納税特別控除額がある場
合には、控除未済等予定納税特別控除額

⑶　令和 6年 6月以後に支払われる給与等に係る
特別控除の額の控除等
①　制度の内容
イ　令和 6年 6月 1日において給与等の支払
者から主たる給与等（給与所得者の扶養控
除等申告書の提出の際に経由した給与等の
支払者から支払を受ける給与等をいいます。
以下①において同じです。）の支払を受け
る者である居住者の同日以後最初にその支
払者から支払を受ける同年中の主たる給与
等（同年分の所得税に係るものに限り、年
末調整の適用を受けるものを除きます。以
下「第一回目控除適用給与等」といいま
す。）につき所得税法の規定により徴収す
べき所得税の額は、その所得税の額に相当
する金額（以下「第一回目控除適用給与等
に係る控除前源泉徴収税額」といいます。）
から給与特別控除額を控除した金額に相当
する金額とすることとされました（措法41
の 3 の 7 ①）。この場合において、その給
与特別控除額がその第一回目控除適用給与
等に係る控除前源泉徴収税額を超えるとき
は、その控除をする金額は、その第一回目
控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額
に相当する金額とすることとされています。
ロ　上記イの場合において、給与特別控除額
を第一回目控除適用給与等に係る控除前源
泉徴収税額から控除してもなお控除しきれ
ない金額（以下「第一回目控除未済給与特
別控除額」といいます。）があるときは、
その第一回目控除未済給与特別控除額を、
第一回目控除適用給与等の支払を受けた日

後にその第一回目控除適用給与等の支払者
から支払を受ける令和 6年中の主たる給与
等（同年分の所得税に係るものに限り、年
末調整の適用を受けるものを除きます。以
下「第二回目以降控除適用給与等」といい
ます。）につき所得税法の規定により徴収
すべき所得税の額に相当する金額（以下
「第二回目以降控除適用給与等に係る控除
前源泉徴収税額」といいます。）から順次
控除（それぞれの第二回目以降控除適用給
与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する
金額が限度とされています。）をした金額
に相当する金額をもって、それぞれの第二
回目以降控除適用給与等につき所得税法の
規定により徴収すべき所得税の額とするこ
ととされました（措法41の 3 の 7 ②）。
ハ　上記イ又はロの控除の適用がある場合に
おける所得税法その他の所得税に関する法
令の規定の適用については、上記イ又はロ
による控除をした後の金額に相当する金額
は、それぞれ所得税法の規定により徴収す
べき所得税の額とみなすこととされていま
す（措法41の 3 の 7 ④）。
（注）　上記イ又はロによる控除は、源泉徴収

される所得税の額と、その所得税と併せ

て徴収すべき復興特別所得税の額との合

計額から控除することとなります（復興

財確法28①②、33①）。なお、その控除を

した後の金額に相当する金額は、所得税

法の規定に加え、復興財確法の規定によ

り徴収すべき所得税及び復興特別所得税

の額の合計額とみなされます。

②　給与特別控除額
　上記①の給与特別控除額は 3万円ですが、
次に掲げる者がある場合には、 3万円にこれ
らの者 1人につき 3万円を加算した金額とさ
れています（措法41の 3 の 7 ③）。
イ　給与所得者の扶養控除等申告書に記載さ
れた源泉控除対象配偶者（所得税法第 2条
第 1項第33号の 4の源泉控除対象配偶者を
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いいますが、居住者に限られています。以
下同じです。）で合計所得金額の見積額が
48万円以下である者
ロ　給与所得者の扶養控除等申告書に記載さ
れた控除対象扶養親族（所得税法第 2条第
1項第34号の 2に規定する控除対象扶養親
族をいいますが、居住者に限られています。
以下同じです。）
ハ　下記③の給与特別控除額に係る申告書に
記載された同一生計配偶者（イに掲げる者
を除きます。）
ニ　下記③の給与特別控除額に係る申告書に
記載された扶養親族（ロに掲げる者を除き
ます。）

③　給与特別控除額に係る申告書
　給与等の支払を受ける居住者は、第一回目
控除適用給与等の支払を受ける日までに、上
記②ハ又はニに掲げる者に係る給与特別控除
額について上記①イ又はロの控除の適用を受
けようとする旨その他の次に掲げる事項を記
載した申告書（以下「給与特別控除額に係る
申告書」といいます。）を、給与等の支払者
を経由して、その給与等に係る所得税の納税
地の所轄税務署長に提出することができるこ
ととされました（措法41の 3 の 7 ⑤、措規18
の23の 5 ①）。この場合において、この申告
書をその提出の際に経由すべき給与等の支払
者が受け取ったときは、その申告書は、その
受け取った日に税務署長に提出されたものと
みなすこととされています（措法41の 3 の 7
⑥）。なお、この申告書を受理した給与等の
支払者は、給与等の支払者（個人を除きま
す。）の法人番号を付記するものとされてい
ます（措規18の23の 5 ②）。
イ　給与等の支払者の氏名又は名称
ロ　給与特別控除額に係る申告書を提出する
居住者（以下③において「申告者」といい
ます。）の氏名及び住所
ハ　上記②ハ又はニに掲げる者に係る給与特
別控除額について上記①イ又はロの控除の

適用を受けようとする旨
ニ　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定める事項
イ　上記②ハに掲げる者に係る給与特別控
除額について上記①イ又はロの控除の適
用を受けようとする場合……同一生計配
偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番
号（個人番号を有しない者にあっては、
氏名、生年月日及び住所）並びにその合
計所得金額の見積額
ロ　上記②ニに掲げる者に係る給与特別控
除額について上記①イ又はロの控除の適
用を受けようとする場合……扶養親族の
氏名、生年月日、住所、個人番号及び申
告者との続柄（個人番号を有しない者に
あっては、氏名、生年月日、住所及び申
告者との続柄）並びにその合計所得金額
の見積額

ホ　その他参考となるべき事項
④　給与特別控除額に係る申告書の記載事項の
電磁的方法による提供
　給与等の支払を受ける居住者は、給与特別
控除額に係る申告書の提出の際に経由すべき
給与等の支払者が所得税法第198条第 2 項に
規定する政令で定める要件を満たす場合には、
その申告書の提出に代えて、給与等の支払者
に対し、その申告書に記載すべき事項を電磁
的方法により提供することができることとさ
れました（措法41の 3 の 7 ⑦）。この場合に
おいて、この申告書に記載すべき事項を給与
等の支払者が提供を受けたときは、その提供
を受けた日にこの申告書が税務署長に提出さ
れたものとみなすこととされています（措法
41の 3 の 7 ⑧）。
（注 1）　上記の「所得税法第198条第 2 項に規定

する政令で定める要件」とは、給与等の

支払者が給与所得者の扶養控除等申告書

等の給与所得者の源泉徴収に関する申告

書の記載事項の電磁的方法による提供を

適正に受けることができる措置を講じて
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いることその他の要件をいいます（所法

198②、所令319の 2 ①）。
（注 2）　電磁的方法による提供を行う上記の居

住者は、記載情報に電子署名を行うなど、

その者の氏名を明らかにする措置を講じ

ることとされています（措法41の 3 の 7

⑦後段、所規76の 2 ②③）。

⑤　給与特別控除額に係る申告書への個人番号
の記載の不要の特例
イ　給与特別控除額に係る申告書の提出を受
ける給与等の支払者が、その申告書に記載
されるべき上記②ハ又はニに掲げる者の氏
名及び個人番号その他の事項を記載した帳
簿（その申告書の提出の前に、これらの者
に係る居住者から所得税法第198条第 4 項
各号に掲げる申告書、給与所得者の所得金
額調整控除申告書又は給与特別控除額に係
る申告書（以下「所得税法の申告書等」と
いいます。）の提出を受けて作成されたも
のに限ります。）を備えているときは、そ
の居住者は、上記③ニにかかわらず、給与
等の支払者に提出する給与特別控除額に係
る申告書には、その帳簿に記載されている
個人番号の記載を要しないこととされまし
た。ただし、その申告書に記載されるべき
氏名又は個人番号がその帳簿に記載されて
いるこれらの者の氏名又は個人番号と異な
るときは、この限りでないこととされてい
ます（措法41の 3 の 7 ⑨、措規18の23の 5
③⑤）。
ロ　上記イの帳簿には、次に掲げる事項を記
載することとされています（措規18の23の
5 ③、所規76の 2 ⑤）。
イ　所得税法の申告書等に記載された上記
②ハ又はニに掲げる者の氏名、住所及び
個人番号
ロ　所得税法の申告書等の提出を受けた年
月及び所得税法の申告書等の名称
ハ　その他参考となるべき事項
ハ　給与等の支払者は、上記イの帳簿を、最

後にこの特例の適用を受けて提出された給
与特別控除額に係る申告書の保存期限まで
保存することとされています（措規18の23
の 5 ③、所規76の 2 ⑥）。
ニ　この特例の適用を受けて給与特別控除額
に係る申告書を提出した居住者がその申告
書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を
変更した場合には、その者は、遅滞なく、
給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又
は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個
人番号を記載した届出書を提出することと
され、その給与等の支払者は、その届出書
を受理した場合には、その帳簿の記載事項
を、その届出書に記載されている事項に訂
正しておくこととされ、その届出書はその
受理をした日の属する年の翌年から 3年間
保存することとされています（措規18の23
の 5 ③、所規76の 2 ⑦～⑨）。

⑥　給与特別控除額に係る申告書の保存等
イ　給与等の支払者がその給与等の支払を受
ける居住者から給与特別控除額に係る申告
書を受理した場合には、その申告書（給与
等の支払者が提供を受けたその申告書に記
載すべき事項を含みます。）は、税務署長
が給与等の支払者に対しその提出を求める
までの間、その給与等の支払者が保存する
ものとされています。ただし、その申告書
に係る提出期限の属する年の翌年 1月10日
の翌日から 7年を経過する日後においては、
この限りでないこととされています（措規
18の23の 5 ③、所規76の 3 ）。
ロ　給与特別控除額に係る申告書は、所得税
法上の個人番号の記載の不要の特例及び給
与所得者の所得金額調整控除申告書への個
人番号の記載の不要の特例の適用における
従前に提出された申告書に含まれることと
され、これらの特例の適用において作成す
る帳簿には給与特別控除額に係る申告書に
記載された個人番号等を記載することとさ
れています（措法41の 3 の 7 ⑩、措規18の
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23の 5 ④、18の23の 8 ③、所規76の 2 ⑤）。
⑦　地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養
親族等申告書の提出者の特例
　給与等の支払を受ける居住者が、地方税法
第45条の 3 の 2 第 1 項又は第317条の 3 の 2
第 1項の規定により提出する申告書（同法第
45条の 3 の 2 第 2 項又は第317条の 3 の 2 第
2項の規定により提出する申告書を含み、扶
養親族（上記②ロに掲げる者を除きます。以
下⑦において同じです。）について記載があ
るものに限ります。以下⑦において「地方税
法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申
告書」といいます。）をその給与等の支払者
に提出（その提出に代えて行う電磁的方法に
よるその地方税法の規定に基づく給与所得者
の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供
を含みます。）をした場合には、その地方税
法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申
告書がその提出をされた日（その提出をされ
た日が令和 ６年 6月 1日前である場合には、
同日）にその扶養親族について記載がある給
与特別控除額に係る申告書が提出をされたも
のとみなすこととされました（措法41の 3 の
7 ⑪）。ただし、その提出をされた日前に給
与特別控除額に係る申告書が提出（その提出
に代えて行う電磁的方法によるその申告書に
記載すべき事項の提供を含みます。）をされ
た場合は、この限りでありません（措法41の
3 の 7 ⑪ただし書）。なお、上記のとおりみ
なされた場合には、地方税法の規定に基づく
給与所得者の扶養親族等申告書に記載された
事項のうち給与特別控除額に係る申告書に記
載すべき事項に相当するものは、給与特別控
除額に係る申告書に記載されたものとみなす
こととされています（措法41の 3 の 7 ⑫）。
⑧　給与等の支払明細書の記載事項
　給与等の支払明細書の記載事項に、給与特
別控除額のうち上記①イ又はロにより控除し
た金額が追加されました（所規100①四）。

⑷　令和 6年における年末調整に係る特別控除の
額の控除等
①　制度の内容
イ　居住者の令和 6年中に支払の確定した給
与等における年末調整により計算した年税
額は、その年税額に相当する金額から年末
調整特別控除額を控除した金額に相当する
金額とすることとされました（措法41の 3
の 8 ①）。ただし、その者のその年分の所
得税に係るその年の合計所得金額の見積額
が1,805万円を超える場合については、こ
の限りでないこととされています（措法41
の 3 の 8 ①ただし書）。
ロ　上記イの年末調整に係る年末調整特別控
除額の控除は、所得税法の源泉徴収制度の
枠組みに含まれることとされています（措
法41の 3 の 8 ③）。
（注）　上記イによる控除の場合における復興

特別所得税は、上記イによる控除後の税

額に2.1％を乗じて計算した金額となりま

す（復興財確法30①）。これは、年末調整

の際の住宅ローン税額控除（措法41の 2

の 2 ）の適用を受ける場合と同様の計算

です。

②　年末調整特別控除額
　上記①イの年末調整特別控除額は 3万円で
すが、次に掲げる者がある場合には、 3万円
にこれらの者 1人につき 3万円を加算した金
額とされています。この場合において、その
金額が令和 6年中に支払の確定した給与等に
つき所得税法第190条の規定を適用して求め
た年末調整により計算した年税額（年末調整
の際の住宅ローン税額控除（措法41の 2 の
2 ）の適用がある場合には、その適用後の残
額）を超える場合には、年末調整特別控除額
は、その年税額に相当する金額とすることと
されています（措法41の 3 の 8 ②）。
イ　給与所得者の配偶者控除等申告書に記載
された控除対象配偶者（所得税法第 2条第
1項第33号の 2に規定する控除対象配偶者
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をいいますが、居住者に限られています。
以下同じです。）
ロ　給与所得者の扶養控除等申告書に記載さ
れた控除対象扶養親族
ハ　下記③の年末調整特別控除額に係る申告
書に記載された同一生計配偶者（イに掲げ
る者を除きます。）
ニ　下記③の年末調整特別控除額に係る申告
書に記載された扶養親族（ロに掲げる者を
除きます。）

③　年末調整特別控除額に係る申告書
　国内において給与等の支払を受ける居住者
は、年末調整において上記②ハ又はニに掲げ
る者に係る年末調整特別控除額について上記
①イの控除を受けようとする場合には、その
給与等の支払者（ 2以上の給与等の支払者か
ら給与等の支払を受ける場合には、主たる給
与等の支払者）からその年最後に給与等の支
払を受ける日までに、次に掲げる事項を記載
した申告書（以下「年末調整特別控除額に係
る申告書」といいます。）を、その給与等の
支払者を経由して、その給与等に係る所得税
の納税地の所轄税務署長に提出することとさ
れています（措法41の 3 の 8 ④、措規18の23
の 6 ①）。この場合において、この申告書を
その提出の際に経由すべき給与等の支払者が
受け取ったときは、その申告書は、その受け
取った日に税務署長に提出されたものとみな
すこととされています（措法41の 3 の 8 ⑥に
おいて準用する措法41の 3 の 7 ⑥）。なお、
この申告書を受理した給与等の支払者は、給
与等の支払者（個人を除きます。）の法人番
号を付記するものとされています（措規18の
23の 6 ②）。
イ　給与等の支払者の氏名又は名称
ロ　年末調整特別控除額に係る申告書を提出
する居住者（ハロにおいて「申告者」とい
います。）の氏名及び住所
ハ　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定める事項

イ　上記②ハに掲げる者に係る年末調整特
別控除額について上記①イの控除の適用
を受けようとする場合……同一生計配偶
者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
（個人番号を有しない者にあっては、氏
名、生年月日及び住所）並びにその合計
所得金額の見積額
ロ　上記②ニに掲げる者に係る年末調整特
別控除額について上記①イの控除の適用
を受けようとする場合……扶養親族の氏
名、生年月日、住所、個人番号及び申告
者との続柄（個人番号を有しない者にあ
っては、氏名、生年月日、住所及び申告
者との続柄）並びにその合計所得金額の
見積額

ニ　その他参考となるべき事項
④　年末調整特別控除額に係る申告書の記載事
項の電磁的方法による提供等
イ　年末調整特別控除額に係る申告書は、上
記⑶④と同様に、その申告書に記載すべき
事項を電磁的方法により提供できることと
されました（措法41の 3 の 8 ⑥において準
用する措法41の 3 の 7 ⑦⑧）。
（注）　上記⑶④と同様に、電磁的方法による

提供を行う居住者は、記載情報に電子署

名を行うなど、その者の氏名を明らかに

する措置を講じることとされています

（措法41の 3 の 8 ⑥において準用する措法

41の 3 の 7 ⑦後段、所規76の 2 ②③）。

ロ　また、上記⑶⑤の給与特別控除額に係る
申告書への個人番号の記載の不要の特例と
同様の措置が、年末調整特別控除額に係る
申告書の提出についても講じられています
（措法41の 3 の 8 ⑥において準用する措法
41の 3 の 7 ⑨、措規18の23の 6 ③⑤、所規
76の 2 ⑤～⑨）。

⑤　年末調整特別控除額に係る申告書の保存等
イ　給与等の支払者がその給与等の支払を受
ける居住者から年末調整特別控除額に係る
申告書を受理した場合には、その申告書
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（給与等の支払者が提供を受けたその申告
書に記載すべき事項を含みます。）は、税
務署長が給与等の支払者に対しその提出を
求めるまでの間、その給与等の支払者が保
存するものとされています。ただし、その
申告書に係る提出期限の属する年の翌年 1
月10日の翌日から 7年を経過する日後にお
いては、この限りでないこととされていま
す（措規18の23の 6 ③、所規76の 3 ）。
ロ　年末調整特別控除額に係る申告書は、所
得税法上の個人番号の記載の不要の特例及
び給与所得者の所得金額調整控除申告書へ
の個人番号の記載の不要の特例の適用にお
ける従前に提出された申告書に含まれるこ
ととされ、これらの特例の適用において作
成する帳簿には年末調整特別控除額に係る
申告書に記載された個人番号等を記載する
こととされています（措法41の 3 の 8 ⑤、
措規18の23の 6 ④、18の23の 8 ③、所規76
の 2 ⑤）。

⑥　地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養
親族等申告書の提出者の特例
　国内において給与等の支払を受ける居住者
が、地方税法第45条の 3 の 2 第 1 項又は第
317条の 3 の 2 第 1 項の規定により提出する
申告書（同法第45条の 3 の 2 第 2 項又は第
317条の 3 の 2 第 2 項の規定により提出する
申告書を含み、扶養親族（上記②ロに掲げる
者を除きます。以下⑥において同じです。）
について記載があるものに限ります。以下⑥
において「地方税法の規定に基づく給与所得
者の扶養親族等申告書」といいます。）をそ
の給与等の支払者に提出（その提出に代えて
行う電磁的方法によるその地方税法の規定に
基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載
すべき事項の提供を含みます。）をした場合
には、その地方税法の規定に基づく給与所得
者の扶養親族等申告書がその提出をされた日
（その提出をされた日が令和 ６ 年 6 月 1 日前
である場合には、同日）にその扶養親族につ

いて記載がある年末調整特別控除額に係る申
告書が提出をされたものとみなすこととされ
ました（措法41の 3 の 8 ⑦）。ただし、その
提出をされた日前に年末調整特別控除額に係
る申告書が提出（その提出に代えて行う電磁
的方法によるその申告書に記載すべき事項の
提供を含みます。）をされた場合は、この限
りでありません（措法41の 3 の 8 ⑦ただし
書）。なお、上記のとおりみなされた場合に
は、地方税法の規定に基づく給与所得者の扶
養親族等申告書に記載された事項のうち年末
調整特別控除額に係る申告書に記載すべき事
項に相当するものは、年末調整特別控除額に
係る申告書に記載されたものとみなすことと
されています（措法41の 3 の 8 ⑧）。
⑦　合計所得金額の見積額の通知
　上記①イの控除は、その年の合計所得金額
の見積額が1,805万円を超える場合について
は適用できないため、国内において給与等の
支払を受ける居住者で上記①イの控除の適用
を受けようとする者（次に掲げる者を除きま
す。）は、その給与等の支払者（ 2 以上の給
与等の支払者から給与等の支払を受ける場合
には、主たる給与等の支払者）からその年最
後に給与等の支払を受ける日までに、その給
与等の支払者に対し、合計所得金額の見積額
を通知することとされています（措法41の 3
の 8 ⑨、措規18の23の 6 ⑥）。
イ　給与所得者の配偶者控除等申告書をその
給与等の支払者に提出（その提出に代えて
行う電磁的方法によるその給与所得者の配
偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供
を含みます。）をした居住者
ロ　給与所得者の基礎控除申告書をその給与
等の支払者に提出（その提出に代えて行う
電磁的方法によるその給与所得者の基礎控
除申告書に記載すべき事項の提供を含みま
す。）をした居住者
ハ　給与所得者の住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除申告書をその給与等
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の支払者に提出（その提出に代えて行う電
磁的方法によるその給与所得者の住宅借入
金等を有する場合の所得税額の特別控除申
告書に記載すべき事項の提供を含みます。）
をした居住者

⑧　給与等の源泉徴収票の記載事項
　給与等の源泉徴収票の記載事項に、次に掲
げる事項が追加されました（所規93①十一、
別表第 6⑴）。
イ　年末調整特別控除額
ロ　年末調整特別控除額の算定の基礎となる
3万円に上記②イからニまでに掲げる者 1
人につき 3万円を加算した金額が、年税額
を超える部分の金額（その金額がない場合
には、零）
ハ　その年末調整特別控除額に係る上記②ハ
に掲げる者（控除対象配偶者を除きます。）
がある場合にはその旨

（注）　上記イからハまでに掲げる事項はいずれ

も給与等の源泉徴収票の摘要欄に記載する

こととされています。また、上記イに掲げ

る事項については源泉徴収時所得税減税控

除済額のように記載した次に記載し、上記

ロに掲げる事項については控除外額のよう

に記載した次に記載し、上記ハに掲げる事

項については非控除対象配偶者減税有のよ

うに記載することとされています（所規別

表第 6⑴）。

⑸　令和 6年 6月以後に支払われる公的年金等に
係る特別控除の額の控除等
①　制度の内容
イ　公的年金等で一定のもの（以下「特定公
的年金等」といいます。）の支払を受ける
者である居住者の令和 6年 6月 1日以後最
初にその特定公的年金等の支払者から支払
を受ける同年分の所得税に係る特定公的年
金等で一定のもの（以下「第一回目控除適
用公的年金等」といいます。）につき所得
税法の規定により徴収すべき所得税の額は、

その所得税の額に相当する金額（以下「第
一回目控除適用公的年金等に係る控除前源
泉徴収税額」といいます。）から年金特別
控除額を控除した金額に相当する金額とす
ることとされました（措法41の 3 の 9 ①）。
この場合において、その年金特別控除額が
その第一回目控除適用公的年金等に係る控
除前源泉徴収税額を超えるときは、その控
除をする金額は、その第一回目控除適用公
的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当
する金額とすることとされています。
ロ　上記イの場合において、年金特別控除額
を第一回目控除適用公的年金等に係る控除
前源泉徴収税額から控除してもなお控除し
きれない金額（以下「第一回目控除未済年
金特別控除額」といいます。）があるとき
は、その第一回目控除未済年金特別控除額
を、第一回目控除適用公的年金等の支払を
受けた日後にその第一回目控除適用公的年
金等の支払者から支払を受ける令和 6年分
の所得税に係る特定公的年金等で一定のも
の（以下「第二回目以降控除適用公的年金
等」といいます。）につき所得税法の規定
により徴収すべき所得税の額に相当する金
額（以下「第二回目以降控除適用公的年金
等に係る控除前源泉徴収税額」といいま
す。）から順次控除（それぞれの第二回目
以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉
徴収税額に相当する金額が限度とされてい
ます。）をした金額に相当する金額をもっ
て、それぞれの第二回目以降控除適用公的
年金等につき所得税法の規定により徴収す
べき所得税の額とすることとされました
（措法41の 3 の 9 ②）。
ハ　上記イ又はロの控除の適用がある場合に
おける所得税法その他の所得税に関する法
令の規定の適用については、上記イ又はロ
による控除をした後の金額に相当する金額
は、それぞれ所得税法の規定により徴収す
べき所得税の額とみなすこととされていま
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す（措法41の 3 の 9 ④）。
（注 1）　上記イ及びロの「特定公的年金等で

一定のもの」とは、令和 7 年 1 月31日

までに支払を受ける特定公的年金等で

す（措令26の 4 の 5 ②）。
（注 2）　上記イ又はロによる控除は、源泉徴

収される所得税の額と、その所得税と

併せて徴収すべき復興特別所得税の額

との合計額から控除することとなりま

す（復興財確法28①②、33①）。なお、

その控除をした後の金額に相当する金

額は、所得税法の規定に加え、復興財

確法の規定により徴収すべき所得税及

び復興特別所得税の額の合計額とみな

されます。

②　特定公的年金等
　上記①イの公的年金等で一定のものとは、
次に掲げる公的年金等をいいます（措法41の
3 の 9 ①、措令26の 4 の 5 ①、措規18の23の
7 ①）。
イ　厚生労働大臣が支給する公的年金等
ロ　国家公務員共済組合連合会が支給する公
的年金等
ハ　地方公務員共済組合、全国市町村職員共
済組合連合会又は地方公務員等共済組合法
の一部を改正する法律（平成23年法律第56
号）附則第23条第 1項第 3号に規定する存
続共済会が支給する公的年金等
ニ　日本私立学校振興・共済事業団が支給す
る公的年金等
ホ　地方公務員の退職年金に関する条例の規
定による退職を給付事由とする公的年金等
ヘ　恩給法（他の法律において準用する場合
を含みます。）による公的年金等
ト　執行官法の一部を改正する法律（平成19
年法律第18号）附則第 3条第 1項の規定に
よりなお従前の例により支給されることと
される同法による改正前の執行官法附則第
13条の規定による公的年金等
チ　国会議員互助年金法を廃止する法律又は

同法附則第 2条第 1項の規定によりなおそ
の効力を有するものとされた同法による廃
止前の国会議員互助年金法による公的年金
等
リ　厚生年金保険法等の一部を改正する法律
（平成 8 年法律第82号）附則第32条第 2 項
に規定する存続組合又は同法附則第48条第
1項に規定する指定基金が支給する同法附
則第33条第 1項に規定する特例年金給付で
ある公的年金等
ヌ　総務大臣が外国人（日本国政府又はその
機関との契約に基づき勤務した外国人が退
職した場合におけるその勤務した期間が17
年以上であり、かつ、その勤務した期間に
おける功績が顕著であると総務大臣が認め
たその外国人に限ります。）に支給する終
身の年金である公的年金等

③　年金特別控除額
　年金特別控除額は 3万円ですが、次に掲げ
る者がある場合には、 3万円にこれらの者 1
人につき 3万円を加算した金額とされていま
す（措法41の 3 の 9 ③）。
イ　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
に記載された源泉控除対象配偶者で合計所
得金額の見積額が48万円以下である者
ロ　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
に記載された控除対象扶養親族

④　地方税法の規定に基づく公的年金等受給者
の扶養親族等申告書の提出者の特例
イ　特定公的年金等の支払を受ける居住者が、
地方税法第45条の 3の 3第 1項又は同法第
317条の 3 の 3 第 1 項の規定により提出す
る申告書（同法第45条の 3の 3第 2項又は
第317条の 3 の 3 第 2 項の規定により提出
する申告書を含み、扶養親族（上記③ロに
掲げる者を除きます。以下④において同じ
です。）について記載があるものに限りま
す。以下「地方税法の規定に基づく公的年
金等受給者の扶養親族等申告書」といいま
す。）をその特定公的年金等の支払者に提
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出（その提出に代えて行う電磁的方法によ
るその地方税法の規定に基づく公的年金等
受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事
項の提供を含みます。ロにおいて同じで
す。）をした場合には、その扶養親族を上
記③ロに掲げる者とみなして、上記①イ又
はロの控除の適用を受けることができるこ
ととされています（措法41の 3 の 9 ⑤）。
ロ　上記イの場合には、地方税法の規定に基
づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書
に記載された事項（地方税法第45条の 3の
3 第 2 項又は第317条の 3 の 3 第 2 項の規
定による申告書が提出をされた場合には、
これらの規定に規定する記載すべき事項）
のうち次に掲げる事項は、公的年金等の受
給者の扶養親族等申告書に記載されたもの
とみなすこととされています（措法41の 3
の 9 ⑥、措規18の23の 7 ②）。
イ　特定公的年金等の支払者の氏名又は名
称
ロ　地方税法の規定に基づく公的年金等受
給者の扶養親族等申告書を提出する居住
者（ハにおいて「申告者」といいます。）
の氏名及び住所
ハ　扶養親族の氏名、生年月日、住所、個
人番号及び申告者との続柄（個人番号を
有しない者にあっては、氏名、生年月日、
住所及び申告者との続柄）並びにその合
計所得金額の見積額
ニ　その他参考となるべき事項

⑤　公的年金等の源泉徴収票の記載事項
　公的年金等の源泉徴収票の記載事項に、次
に掲げる事項が追加されました（所規94の 2
①八、別表第 6⑶、復興所規 7③）。
イ　年金特別控除額のうち上記①イ又はロに
より控除した金額
ロ　年金特別控除額のうち上記①イ又はロに
よる控除をしても控除しきれない金額（そ
の金額がない場合には、零）

（注）　上記イ及びロに掲げる事項はいずれも公

的年金等の源泉徴収票の摘要欄に記載する

こととされています。また、上記イに掲げ

る事項については源泉徴収時所得税減税控

除済額のように記載した次に記載し、上記

ロに掲げる事項については控除外額のよう

に記載した次に記載することとされていま

す（所規別表第 6⑶）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①から③まで、④ロ及び⑥、⑵、⑶
①から⑦まで、⑷③から⑦まで並びに⑸①から
④までの改正は、令和 6年 6月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1二、改正措令附則 1
一、改正所規附則 1一、改正措規附則 1一）。
　なお、上記 2 ⑶③又は⑷③の居住者及び給与
等の支払者は、令和 6年 6月 1日前においても、
給与特別控除額に係る申告書及び年末調整特別
控除額に係る申告書に係る規定（租税特別措置
法第41条の 3の 7第 5項から第10項まで（同条
第 6項から第 9項までの規定を同法第41条の 3
の 8第 6項において準用する場合を含みます。）
並びに第41条の 3 の 8 第 4 項及び第 5 項の規
定）の例により、これらの申告書の提出その他
必要な行為をすることができることとされてい
ます。この場合において、これらの規定の例に
よりされた申告書の提出は、同日においてこれ
らの規定により行われたものとみなされます
（改正法附則34④）。
⑵　上記 2 ⑴④イ及び⑤の改正は、令和 6年 6月
1日以後に提出する確定申告書に係る同年分の
所得税について適用することとされています
（改正法附則34①）。
⑶　上記 2 ⑶⑧の改正は、令和 6年 6月 1日以後
に支払う給与等について適用し、同日前に支払
う給与等については、従前どおりとされていま
す（改正所規附則 8）。
⑷　上記 2 ⑷①及び②の改正は、令和 6年中に支
払うべき給与等でその最後に支払をする日が同
年 6月 1日以後であるものについて適用するこ
ととされています（改正法附則34⑤）。
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⑸　上記 2 ⑷⑧の改正は、令和 6年以後に支払う
べき同年以後に支払の確定した給与等でその最
後に支払をする日が同年 6月 1日以後であるも
のについて適用し、同年以前に支払うべき同年
以前に支払の確定した給与等でその最後に支払
をする日が同年 6月 1日前であるものについて

は、従前どおりとされています（改正所規附則
5）。

⑹　上記 2 ⑸⑤の改正は、令和 6年 6月 1日以後
に支払う公的年金等について適用し、同日前に
支払う公的年金等については、従前どおりとさ
れています（改正所規附則 6）。

二　新たな公益信託制度の創設に伴う租税特別措置法等の整備

1 　改正前の制度の概要

⑴　国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得
等の非課税措置
①　非課税制度の概要
イ　概要
　個人から法人に対して贈与又は遺贈（以
下「贈与等」といいます。）により資産の
移転があった場合には、原則としてその贈
与等のあった時における価額（時価）相当
額によってその資産の譲渡があったものと
みなされて、所得金額が計算されます（旧
所法59①一）。
　この特例として、国又は地方公共団体に
対し財産の贈与等があった場合には、その
財産の贈与等はなかったものとみなすこと
とされ、譲渡益に相当する部分については
所得税が課されないこととされています
（旧措法40①前段）。
　また、公益社団法人、公益財団法人、特
定一般法人（法人税法に定める非営利型法
人に該当する一定の一般社団法人及び一般
財団法人をいいます。以下同じです。）そ
の他の公益を目的とする事業（以下「公益
目的事業」といいます。）を行う法人（外
国法人に該当するものを除きます。以下
「公益法人等」といいます。）に対する財産
（国外にある土地等を除きます。以下同じ
です。）の贈与等（その公益法人等を設立
するためにする財産の提供を含みます。以
下同じです。）で、その贈与等が一定の要

件を満たすものとして国税庁長官の承認
（以下「非課税承認」といいます。）を受け
た場合にも、民間の担う公益活動を促進す
る観点から、同様に、その財産の贈与等は
なかったものとみなすこととされ、譲渡益
に相当する部分については所得税が課され
ないこととされています（旧措法40①後段）。
ロ　承認要件
イ　上記イの「一定の要件」とは、次に掲
げる要件をいいます（旧措法40①後段、
旧措令25の17⑤）。
ⅰ　その贈与等が、教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献その他
公益の増進に著しく寄与すること。
ⅱ　その贈与等に係る財産又は代替資産
が、原則として、その贈与等があった
日から 2年を経過する日までの期間内
に、その公益法人等の公益目的事業の
用に直接供され、又は供される見込み
であること。
ⅲ　その公益法人等に対して財産の贈与
等をすることにより、その贈与等をし
た者の所得税の負担を不当に減少させ、
又はその者の親族その他これらの者と
特別の関係がある者の相続税若しくは
贈与税の負担を不当に減少させる結果
とならないと認められること。

ロ　なお、贈与等を受けた公益法人等が、
次に掲げる条件を満たす場合には、上記
イⅲの要件に該当することとされていま
す（旧措令25の17⑥）。
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ⅰ　その運営組織が適正であるとともに、
その定款等においてその役員等（理事、
監事、評議員その他これらの者に準ず
るものをいいます。以下同じです。）
のうち親族等（親族関係を有する者及
び特殊の関係がある者（婚姻の届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の
事情にある者等の一定の者）をいいま
す。以下同じです。）の数がそれぞれ
の役員等の数のうちに占める割合は、
いずれも 3分の 1以下とする旨の定め
があること。
ⅱ　その公益法人等に財産の贈与等をす
る者、その役員等若しくは社員又はこ
れらの者の親族等に対し、施設の利用、
金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支
給、役員等の選任その他財産の運用及
び事業の運営に関して特別の利益を与
えないこと。
ⅲ　その定款等において、その公益法人
等が解散した場合にその残余財産が国
若しくは地方公共団体又は他の公益法
人等に帰属する旨の定めがあること。
ⅳ　その公益法人等につき公益に反する
事実がないこと。
ⅴ　その公益法人等が贈与等により株式
の取得をした場合には、その取得によ
りその公益法人等の有することとなる
その株式の発行法人の株式がその発行
済株式の総数の 2分の 1を超えること
とならないこと。

ハ　非課税制度の適用を受けるための手続
　この非課税制度の適用を受けようとする
者は、次に掲げる事項を記載した承認申請
書に、贈与等を受ける公益法人等がその記
載された事項を確認したことを証する書類
を添付して、贈与等のあった日から 4月以
内に、納税地の所轄税務署長を経由して、
国税庁長官に提出しなければなりません
（旧措令25の17①、旧措規18の19①）。

イ　贈与等をした者の氏名、住所又は居所
及び個人番号（贈与をした者が死亡して
いる場合又は遺贈の場合には、その贈与
等をした者の相続人（包括受遺者を含み
ます。）の氏名、住所又は居所及び個人
番号並びにその贈与等をした者との続柄
を含みます。）並びにその贈与等をした
年月日
ロ　その贈与等に係る財産の種類、所在地、
数量、取得年月日、取得価額及びその贈
与等の時における価額並びにその財産の
公益法人等における使用目的及び使用開
始年月日又は使用開始予定年月日（贈与
等があった日から 2年を経過する日まで
の期間内に公益目的事業の用に直接供す
ることが困難である事情がある場合には、
その事情の詳細を含みます。）
ハ　その贈与等により財産を取得する公益
法人等の名称及び主たる事務所の所在地
並びに事業の目的並びに設立年月日又は
設立予定年月日
ニ　その公益法人等の事業運営に関する明
細
ホ　その公益法人等の役員等の氏名及び住
所並びにその役員等に係る親族等に関す
る事項
ヘ　その他一定の事項

②　非課税承認取消し時の課税の取扱い
イ　贈与者に対する課税
　非課税承認を受けて行われた贈与等があ
った後、次に掲げる事実が生じた場合（そ
の公益法人等がその財産を国又は地方公共
団体に贈与した場合等の一定の場合を除き
ます。）には、国税庁長官は、その非課税
承認を取り消すことができることとされて
います。この非課税承認の取消しがあった
場合には、その贈与等があった時に、その
時の時価相当額により財産の譲渡があった
ものとして、その贈与等に係る山林所得の
金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を
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計算し、その贈与等をした者のその非課税
承認が取り消された日の属する年分（その
日までにその贈与をした者が死亡していた
場合には死亡の日の属する年分とし、遺贈
の場合には遺贈があった日の属する年分と
します。）の所得として、所得税が課され
ることとされています（措法40②、旧措令
25の17⑩～⑫）。
イ　その贈与等に係る財産又は代替資産
（一定の方法（特定管理方法）により管
理されているものを除きます。）が、そ
の贈与等があった日から 2年を経過する
日までの期間内にその公益法人等の公益
目的事業の用に直接供されなかったこと。
ロ　その贈与等に係る財産又は代替資産が
その公益法人等の公益目的事業の用に直
接供される前に、上記①ロイⅲの要件に
該当しないこととなったこと。
ハ　その他一定の事実
ロ　公益法人等に対する課税
　非課税承認を受けて行われた贈与等があ
った後、次に掲げる事実（上記イイからハ
までに掲げる事実を除きます。）が生じた
場合（その公益法人等がその財産を国又は
地方公共団体に贈与した場合等の一定の場
合を除きます。）には、国税庁長官は、そ
の非課税承認を取り消すことができること
とされています。この非課税承認の取消し
があった場合には、その公益法人等を贈与
等を行った個人とみなして、その贈与等が
あった時に、その時の時価相当額により財
産の譲渡があったものとして、その財産に
係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額を計算し、非課税承認が取り
消された日の属する年分（遺贈の場合には
遺贈があった日の属する年分とし、その公
益法人等がその承認の取り消された日の属
する年以前に解散をした場合にはその解散
の日（その解散が合併による解散である場
合には、その合併の日の前日）の属する年

分とします。）の所得として所得税を課す
ることとされています（措法40③、旧措令
25の17⑬、⑮～⑱）。
イ　その贈与等に係る財産又は代替資産
（一定の方法（特定管理方法）により管
理されているものを除きます。）をその
公益法人等の公益目的事業の用に直接供
しなくなったこと。
ロ　上記①ロイⅲの要件に該当しないこと
となったこと。
ハ　その他一定の事実

③　非課税承認に係る財産を買い換えた場合の
非課税制度の継続の特例措置
　非課税承認を受けて行った贈与又は遺贈を
受けた公益法人等が、その公益目的事業の用
に 2年以上直接供しているその贈与又は遺贈
に係る財産を譲渡し、その譲渡による収入金
額の全部に相当する金額をもって取得した公
益目的事業の用に直接供することができる資
産（その譲渡をした財産と同種の資産、土地
及び土地の上に存する権利に限ります。以下
「買換資産」といいます。）を取得した場合に
おいて、その公益法人等が、譲渡の日の前日
までに、その譲渡の日等の一定の事項を記載
した書類をその納税地の所轄税務署長を経由
して国税庁長官に提出したときは、その買換
資産をその贈与又は遺贈を受けた財産と同様
に取り扱われる代替資産の範囲に含めること
とされ、その買換資産をその譲渡の日の翌日
から 1年を経過する日までの期間内（その期
間内にその公益法人等の公益目的事業の用に
直接供することが困難である一定の事情があ
る場合は、その譲渡の日の翌日から国税庁長
官が定める日までの期間内）に、その公益目
的事業の用に直接供することにより、本非課
税制度を継続して受けることができることと
されています（旧措法40⑤一、措令25の17⑲、
旧措規18の19⑩）。
④　公益法人等が解散する場合における非課税
制度の継続の特例措置

─ 287 ─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



　非課税承認を受けて行った贈与又は遺贈
（以下「特定贈与等」といいます。）を受けた
公益法人等が、解散（合併による解散を除き
ます。）による残余財産の分配又は引渡しに
よりその公益法人等の特定贈与等に係る財産
又は代替資産を他の公益法人等（以下「解散
引継法人」といいます。）に移転しようとす
る場合において、解散の日の前日までに、そ
の解散の日等の一定の事項を記載した書類に、
解散引継法人が本非課税制度の継続適用を受
けることを確認したことを証する書類を添付
して、特定贈与等を受けた公益法人等の納税
地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提
出したときは、解散の日以後は、解散引継法
人はその特定贈与等を受けた公益法人等と、
その解散引継法人がその移転を受けた資産は
その特定贈与等に係る財産と、それぞれみな
して、本非課税制度を継続して適用すること
ができることとされています（旧措法40⑦、
旧措令25の17㉒、旧措規18の19⑭）。
　この場合において、解散引継法人は、原則
として、移転を受けた資産を解散の日の翌日
から 1年を経過する日までの期間内に公益目
的事業の用に直接供しなければならないこと
とされています（旧措法40⑬）。
⑤　公益法人等が公益法人認定法の公益認定の
取消処分を受けた場合における非課税制度の
継続の特例措置
　特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
（平成18年法律第49号。以下「公益法人認定
法」といいます。）の公益認定の取消しの処
分（以下「特定処分」といいます。）を受け
たもの（その特定処分後において引き続き本
非課税制度の対象となる特定一般法人に該当
するものに限ります。以下「当初法人」とい
います。）が、公益法人認定法第 5 条第17号
の定款の定めに従い、公益法人認定法の公益
目的取得財産残額に相当する額の財産（以下
「引継財産」といいます。）を他の公益法人等

（以下「引継法人」といいます。）に贈与しよ
うとする場合において、贈与の日の前日まで
に、その贈与の日等の一定の事項を記載した
書類に、引継法人が本非課税制度の継続適用
を受けることを確認したことを証する書類を
添付して、特定贈与等を受けた公益法人等の
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官
に提出したときは、贈与の日以後は、引継法
人はその特定贈与等を受けた公益法人等と、
その引継法人がその贈与を受けた公益引継資
産はその特定贈与等に係る財産と、それぞれ
みなして、本非課税制度を継続して適用する
ことができることとされています（旧措法40
⑧、旧措令25の17㉒、旧措規18の19⑮）。
　この場合において、引継法人は、原則とし
て、贈与を受けた公益引継資産を贈与の日の
翌日から 1年を経過する日までの期間内に公
益目的事業の用に直接供しなければならない
こととされています（旧措法40⑬）。
⑥　他の公益法人等が特定贈与等を受けた公益
法人等から資産の移転を受けた場合における
非課税制度の継続の特例措置（引継法人が当
初法人から資産の贈与を受けた場合）
　当初法人が引継法人に対して資産の贈与を
した場合に、上記⑤に従って、その当初法人
が上記⑤の書類をその贈与の日の前日までに
提出しなかったときにおいて、その贈与を受
けた引継法人が、その贈与を受けた資産がそ
の特定贈与等に係る財産又は代替資産である
ことを知った日の翌日から 2月を経過した日
の前日までに、その贈与を受けた日等の一定
の事項を記載した書類に、公益引継資産が当
初法人から贈与を受けたものであることを明
らかにする書類を添付して、引継法人の納税
地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提
出したときは、その贈与の日以後は、その引
継法人はその特定贈与等に係る公益法人等と、
その引継法人がその贈与を受けた公益引継資
産はその特定贈与等に係る財産と、それぞれ
みなして、本非課税制度を継続して適用する
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ことができることとされています（旧措法40
⑫、旧措令25の17㉗、旧措規18の19㉗）。
　この場合において、引継法人は、原則とし
て、贈与を受けた公益引継資産を贈与の日の
翌日から 1年を経過する日までの期間内に公
益目的事業の用に直接供しなければなりませ
ん（旧措法40⑬）。
⑦　公益法人等の有する資産が特定贈与等に係
る財産等であることの確認制度
　個人から贈与又は遺贈を受けた資産（その
資産に係る代替資産又は買換資産等に該当す
るものを含みます。以下「受贈資産」といい
ます。）を有する公益法人等がその受贈資産
の移転につき上記③から⑤までの非課税制度
の継続の特例措置等の適用を受けようとする
場合には、その公益法人等は、受贈資産の内
容等の一定の事項を記載した書類に、その資
産が受贈資産であることを明らかにする書類
を添付して、納税地の所轄税務署長を経由し
て国税庁長官に提出することにより、国税庁
長官に対し、その受贈資産がその公益法人等
に係る特定贈与等に係る財産又は代替資産で
あることの確認を求めることができることと
されています（旧措法40⑯、旧措令25の17㉛、
旧措規18の19㉜）。
　なお、その受贈資産のうち平成20年12月 1
日以後の贈与又は遺贈に係るものについては、
この確認制度の対象となるのは、その確認を
求めることにつき災害その他やむを得ない理
由がある場合に限られます（旧措法40⑯後段）。
　また、国税庁長官は、上記の確認を求めら
れたときには、その確認を求めた公益法人等
に対し、速やかに回答しなければならないこ
ととされています（旧措法40⑰）。

⑵　特定寄附信託の利子所得の非課税措置等
①　特定寄附信託の利子所得の非課税措置
イ　特定寄附信託契約に基づき設定された信
託（以下「特定寄附信託」といいます。）
の信託財産につき生ずる公社債若しくは預

貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配
（公社債の利子又は貸付信託の収益の分配
にあっては、その公社債又は貸付信託の受
益権が社債、株式等の振替に関する法律に
規定する振替口座簿（以下「振替口座簿」
といいます。）への記載又は記録等の方法
により管理されており、かつ、その公社債
又は貸付信託の受益権がその信託財産に引
き続き属していた期間に対応する部分の額
に相当する部分に限ります。以下「利子
等」といいます。）については、所得税を
課さないこととされています（措法 4の 5
①）。
ロ　上記イの「特定寄附信託契約」とは、居
住者が、信託会社（信託業法の免許を受け
たものに限るものとし、金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律により信託業務を
営む金融機関を含みます。）との間で締結
したその居住者を受益者とする信託契約で、
その信託財産を寄附金控除の対象となる特
定寄附金（下記（注 1）ホの認定特定公益
信託の信託財産とするために支出した金銭
等、特定寄附金とみなされたものを含みま
す。）のうち民間の団体が行う公益を目的
とする事業に資する一定のもの（以下「対
象特定寄附金」といいます。）として支出
することを主たる目的とすることその他計
画的な寄附が適正に実施されるための一定
の要件が定められているものをいいます
（旧措法 4の 5②、旧措令 2の35⑥⑦）。以
下同じです。
（注 1）　上記の「民間の団体が行う公益を目

的とする事業に資する一定のもの」とは、

寄附金控除の対象となる特定寄附金のう

ち次に掲げる法人又は信託に対して支出

するものをいいます（旧措令 2の35⑥）。

イ�　公益社団法人及び公益財団法人

ロ�　私立学校法に規定する学校法人、専

修学校及び各種学校

ハ�　社会福祉法人
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ニ�　更生保護法人

ホ�　所得税法第78条第 3 項に規定する特

定公益信託（以下「認定特定公益信

託」といいます。）

ヘ�　認定特定非営利活動法人等
（注 2）　上記の「計画的な寄附が適正に実施

されるための一定の要件」とは、具体

的には、その信託の信託財産から最初

に寄附金を支出する日の前日までに、

その信託の受託者が上記（注 1）イか

らヘまでの法人又は認定特定公益信託

の受託者（以下「受領法人等」といい

ます。）との間で寄附に関する契約を締

結すること等とされています（旧措令

2の35⑦）。

　なお、この寄附に関する契約につい

ては、その信託の受託者から受領法人

等に対して寄附金を支出する日及びそ

の信託の委託者から指図があった金額

をその信託の信託財産から寄附金とし

て支出することその他一定の事項の定

めがあるものに限ることとされていま

す（旧措令 2 の35⑦五、旧措規 3 の17

②）。

ハ　特定寄附信託の受託者は、その特定寄附
信託の信託財産につき帳簿を備え、その特
定寄附信託の委託者別に、その信託財産に
係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期
間、その特定寄附信託契約締結時の信託の
元本の額、その信託財産につき生じた利子
等の金額、その信託財産から支出される寄
附金の額及び委託者に交付される金額並び
にその支出又は交付をした年月日、その寄
附金を受領した法人又は認定特定公益信託
の受託者の名称及び所在地並びにその認定
特定公益信託の名称その他の事項を明らか
にしなければならないこととされています
（措令 2の35⑬、旧措規 3の17⑨）。

②　信託の計算書制度
イ　信託（所得税法第13条第 1項ただし書に

規定する集団投資信託、退職年金等信託又
は法人課税信託を除きます。以下同じで
す。）の受託者は、その信託に係る受益者
等別に、信託の計算書を、信託会社につい
ては毎事業年度終了後 1月以内に、信託会
社以外の受託者については毎年 1月31日ま
でに、その受託者の事務所、事業所その他
これらの準ずるものでその信託に関する事
務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長
に提出しなければならないこととされてい
ます（所法227、旧所規96①）。
ロ　なお、その信託が上記①イの特定寄附信
託である場合には、上記イの信託の計算書
には、その旨及び次に掲げる事項を記載し
なければならないこととされています（旧
所規96①七、別表第 7⑴）。
イ　特定寄附信託に係る特定寄附信託契約
締結時の信託の元本の額
ロ　前年中にその特定寄附信託の信託財産
から支出した寄附金の額及びその信託財
産に帰せられる上記①の非課税措置の適
用を受けた利子等の金額のうち前年中に
寄附金として支出した金額並びにこれら
の寄附金の支出年月日
ハ　上記ロの寄附金を受領した法人又は認
定特定公益信託の受託者の名称及び所在
地並びにその認定特定公益信託の名称

⑶　特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等
①　会社法の規定に基づく決議により新株予約
権（無償で発行されたものに限ります。）を
与えられる者とされたその決議（以下「付与
決議」といいます。）のあった株式会社若し
くはその株式会社が発行済株式（議決権のあ
るものに限ります。）若しくは出資の総数若
しくは総額の100分の50を超える数若しくは
金額の株式（議決権のあるものに限ります。）
若しくは出資を直接若しくは間接に保有する
関係その他の関係にある法人の取締役等若し
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くはその取締役等の相続人又はその株式会社
若しくはその法人の特定従事者が、その付与
決議に基づきその株式会社とその取締役等又
はその特定従事者との間に締結された契約に
より与えられたその新株予約権（その新株予
約権に係る契約において一定の要件が定めら
れているものに限ります。以下「特定新株予
約権」といいます。）をその契約に従って行
使することによりその特定新株予約権に係る
株式の取得をした場合には、その株式の取得
に係る経済的利益については、一定の場合を
除き、所得税が課税されないこととされてい
ます（旧措法29の 2 ①）。
②　贈与（法人に対するものを除きます。）又
は相続（限定承認に係るものを除きます。）
若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に
対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを
除きます。）等により、上記①の適用を受け
た個人（以下「特例適用者」といいます。）
が有するその適用を受けて取得をした一定の
株式等（以下「特定株式」といいます。）の
全部又は一部の移転等があった場合には、そ
の移転等があった特定株式については、その
事由が生じた時に、その時における価額に相
当する金額による譲渡があったものとみなし
て、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例そ
の他の所得税に関する法令の規定を適用する
こととされています（旧措法29の 2 ④）。た
だし、承継特例適用者が、特定株式を一定の
取決めに従い引き続きその特定株式に係る金
融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しく
は記録を受け、又はその金融商品取引業者等
の営業所等に保管の委託等をする場合には、
この限りではありません。
（注）　上記の「承継特例適用者」とは、特例適

用者から相続（限定承認に係るものを除き

ます。）又は遺贈（包括遺贈のうち限定承認

に係るものを除きます。）により特例適用者

が有する特定株式を取得した個人をいいま

す（旧措法29の 2 ④）。

⑷　山林所得の概算経費控除
①　個人がその年の15年前の年の12月31日以前
から引き続き所有していた山林を伐採し、又
は譲渡した場合において、その伐採又は譲渡
による山林所得の金額の計算上総収入金額か
ら控除すべき必要経費は、その伐採又は譲渡
による収入金額（その伐採又は譲渡に関し、
伐採費等の費用を要した時は、その費用を控
除した金額）に一定の概算経費率を乗じて算
出した金額とすることができることとされて
います（措法30①）。
②　上記①の適用における山林の所有期間につ
いては、相続、遺贈又は贈与により取得した
山林は、その取得時に前所有者に対してみな
し譲渡課税が行われるものを除き、相続人、
受遺者又は受贈者が引き続き所有していたも
のとみなして判定することとされています
（旧措法30②）。
（注）　上記の「みなし譲渡課税が行われるもの」

とは、例えば、昭和48年 1 月 1 日以後に相

続（限定承認に係るものに限ります。）又は

遺贈（包括遺贈のうち限定承認に係るもの

に限ります。）により取得した山林が該当し

ます（旧措法30②五）。

　なお、「みなし譲渡課税」とは、法人に対

する贈与、上記の相続や遺贈等の事由によ

り山林（事業所得の基因となるものを除き

ます。）又は譲渡所得の基因となる資産の移

転があった場合において、その時の時価相

当額による譲渡があったものとみなして譲

渡所得等を計算し、前所有者に対し所得税

を課税するものです（旧所法59①）。以下同

じです。この詳細については、前掲「所得

税法等の改正」の「一　新たな公益信託制

度の創設に伴う所得税法等の整備」の 1 ⑵

をご参照ください。

⑸　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税
の特例等
①　個人が、その有する資産につき都市再開発
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法による第一種市街地再開発事業が施行され
た場合において、その資産に係る権利変換に
より施設建築物の一部を取得する権利若しく
は施設建築物の一部についての借家権を取得
する権利及び施設建築敷地若しくはその共有
持分若しくは地上権の共有持分（その資産に
係る権利変換が同法第110条第 1項又は第110
条の 2第 1項の規定により定められた権利変
換計画（全員同意型の権利変換計画）により
定められたものである場合には、施設建築敷
地に関する権利又は施設建築物に関する権利
を取得する権利）又は個別利用区内の宅地若
しくはその使用収益権を取得したときは、そ
の権利変換により譲渡した資産（以下「旧資
産」といいます。）の譲渡はなかったものと
みなすこととされています（措法33の 3 ②）。
②　ただし、施設建築物の一部を取得する権利
又は施設建築物の一部についての借家権を取
得する権利（都市再開発法第110条第 1 項又
は第110条の 2 第 1 項の規定により定められ
た権利変換計画（全員同意型の権利変換計
画）に係る施設建築物に関する権利を取得す
る権利を含みます。）につき譲渡、相続（限
定承認に係るものに限ります。以下同じで
す。）、遺贈（法人に対するもの及び個人に対
する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限
ります。以下同じです。）又は贈与（法人に
対するものに限ります。以下同じです。）が
あった場合には、この特例の適用を受けた旧
資産について、その譲渡、相続、遺贈又は贈
与のあった日において、旧資産のうち一定の
部分について譲渡、相続、遺贈又は贈与があ
ったものとみなされ、所得税が課税されます
（旧措法33の 3 ③）。
（注）　つまり、上記の施設建築物の一部を取得

する権利等について相続、遺贈又は贈与が

あった場合には、みなし譲渡課税が行われ

る事由に該当する場合に限り、上記①によ

り繰り延べられた旧資産の譲渡に係る所得

税が課税されます。このほか、防災施設建

築物を取得する権利等や施行再建マンショ

ンに関する権利を取得する権利について譲

渡、相続、遺贈又は贈与があった場合も、

上記と同様に、繰り延べられた防災旧資産

又は変換前資産の譲渡に係る所得税が課税

されます（措法33の 3 ⑤⑦）。

　また、収用等に伴い代替資産を取得した

場合の課税の特例等（措法33等）の課税の

繰延べの特例の適用を受けた者の代替資産

等、買換資産、交換取得資産についてみな

し譲渡課税の対象となる相続、遺贈又は贈

与があった場合には、これらの資産の譲渡

所得に係る所得税が課税され、その譲渡所

得の計算については、その特例の適用を受

けた資産（課税が繰り延べられた資産）の

取得価額を引継ぐこと等とされています（措

法33の 6 、36の 4 、37の 3 、37の 6 、37の

8 ）。

⑹　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所
得計算等の特例
①　居住者又は恒久的施設を有する非居住者
（以下「居住者等」といいます。）が、上場株
式等保管委託契約に基づき特定口座（その者
が 2以上の特定口座を有する場合には、それ
ぞれの特定口座）に係る振替口座簿（社債、
株式等の振替に関する法律に規定する振替口
座簿をいいます。以下同じです。）に記載若
しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委
託がされている上場株式等（以下「特定口座
内保管上場株式等」といいます。）の譲渡を
した場合には、その特定口座内保管上場株式
等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の
金額又は雑所得の金額とその特定口座内保管
上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所
得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額
とを区分して、これらの金額を計算すること
とされています（措法37の11の 3 ①、措令25
の10の 2 ①前段）。
②　上記①の「上場株式等保管委託契約」とは、
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上記①の特例の適用を受けるために居住者等
が金融商品取引業者等と締結した上場株式等
の振替記載等に係る契約で、その契約書にお
いて次に掲げる事項が定められているものを
いいます（旧措法37の11の 3 ③二、旧措令25
の10の 2 ⑥⑦⑨～㉓）。
イ　上場株式等の振替記載等はその振替記載
等に係る口座に設けられた特定保管勘定に
おいて行うこと。
ロ　その特定保管勘定においては、その居住
者等の次に掲げる上場株式等のみを受け入
れること。
イ　特定口座開設届出書の提出後に、その
金融商品取引業者等への買付けの委託等
により取得をした上場株式等又はその金
融商品取引業者等から取得をした上場株
式等で、その取得後直ちにその口座に受
け入れるもの
ロ　贈与、相続又は遺贈により取得したそ
の贈与者、被相続人又は包括遺贈者（以
下「被相続人等」といいます。）の開設
していた特定口座に係る特定口座内保管
上場株式等であった上場株式等、非課税
口座に係る非課税口座内上場株式等であ
った上場株式等若しくは未成年者口座に
係る未成年者口座内上場株式等であった
上場株式等又は特定口座以外の口座（非
課税口座及び未成年者口座を除きます。
以下「相続等一般口座」といいます。）
に係る振替口座簿に振替記載等がされて
いた上場株式等（引き続きこれらの口座
（以下ロにおいて「相続等口座」といい
ます。）に係る振替口座簿に振替記載等
がされているものに限ります。以下同じ
です。）で、その相続等口座からその相
続等口座が開設されている金融商品取引
業者等に開設されているその被相続人等
に係る受贈者、相続人又は包括受遺者
（以下「相続人等」といいます。）の特定
口座への移管により受け入れるもの（一

定の要件を満たすものに限ります。）
ハ　贈与、相続又は遺贈により取得したそ
の被相続人等の開設していた特定口座に
係る特定口座内保管上場株式等であった
上場株式等、非課税口座に係る非課税口
座内上場株式等であった上場株式等若し
くは未成年者口座に係る未成年者口座内
上場株式等であった上場株式等又は相続
等一般口座に係る振替口座簿に振替記載
等がされていた上場株式等（引き続きこ
れらの口座（以下ハにおいて「相続等口
座」といいます。）に係る振替口座簿に
振替記載等がされているものに限ります。
以下同じです。）で、その相続等口座か
らその相続等口座が開設されている金融
商品取引業者等以外の金融商品取引業者
等に相続人等が開設している特定口座に
移管がされるもの（一定の要件を満たす
ものに限ります。）
（注）　上記ロ及びハの「相続」は限定承認

に係るもの以外のものをいい、「遺贈」

は包括遺贈のうち限定承認に係るもの

以外のものをいいます。

ニ　上記のほか特定口座内保管上場株式等
について行われた株式又は受益権の分割
又は併合により取得する上場株式等など、
一定の事由により取得する上場株式等な
ど

ハ　その他一定の事項

⑺　被災市街地復興土地区画整理事業による換地
処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所
得の課税の特例
①　個人が、その有する土地等（土地及び土地
の上に存する権利をいい、棚卸資産その他こ
れに準ずる資産を除きます。以下同じです。）
で特定被災市街地復興推進地域内にあるもの
について被災市街地復興特別措置法で定める
被災市街地復興土地区画整理事業が施行され
た場合において、その土地等に係る換地処分
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により、代替住宅等を取得したときは、その
換地処分により譲渡した土地等（以下「譲渡
土地等」といいます。）の譲渡はなかったも
のとして、譲渡所得の金額を計算することが
できることとされています（震災税特法11の
4 ①）。

②　この特例の適用を受けた個人が換地処分に
より取得した代替住宅等につきその取得した
日以後譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等
の貸付けを含みます。）、相続（限定承認に係
るものに限ります。）、遺贈（法人に対するも
の及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認
に係るものに限ります。）又は贈与（法人に
対するものに限ります。）があった場合にお
いて、その代替住宅等に係る譲渡所得の金額
を計算するときは、譲渡土地等の取得の時期
をその代替住宅等の取得の時期とし、譲渡土
地等の取得価額等をその代替住宅等の取得価
額とすることとされています（旧震災税特法
11の 4 ⑥）。

2 　改正の内容

　「新たな公益信託制度の概要」及び「新たな公
益信託制度の下での公益信託に関する所得税の課
税関係の概要」については、前掲「所得税法等の
改正」の「一　新たな公益信託制度の創設に伴う
所得税法等の整備」をご参照ください。

⑴　国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得
等の非課税措置の改正
　令和 6年度の税制改正において、公益信託に
関する法律（以下「公益信託法」といいます。）
の公益信託（以下「公益信託」といいます。）
に対し財産を拠出した場合には、公益法人に対
する財産の拠出と同様に、寄附金控除の対象と
するとともに、その財産が譲渡所得の基因とな
る資産等である場合にはみなし譲渡課税の対象
とする改正が行われています（所法59①一、67
の 3 ⑧、78②四）。公益信託は、公益法人認定
法と共通の枠組みでその認可・監督が行われ、

その公益性が担保されることも踏まえ、公益法
人と同等の措置を講ずる観点から、公益信託に
対する一定の財産の拠出を本非課税制度の対象
とする等の改正が行われました。具体的には、
次の措置が講じられました。
（注）　上記のみなし譲渡課税及び寄附金控除の改

正の詳細については、前掲「所得税法等の改

正」の「一　新たな公益信託制度の創設に伴

う所得税法等の整備」の 3 ⑶及び⑷をご参照

ください。

①　公益法人等及び公益目的事業の範囲の拡充
　本非課税制度の適用対象となる公益法人等
の範囲に、「公益信託の受託者（非居住者又
は外国法人に該当するものを除きます。）」が
追加されました（措法40①二）。この改正に
より、公益法人等は次に掲げる者をいうこと
となります。
イ　公益社団法人、公益財団法人、特定一般
法人その他の公益目的事業を行う法人（外
国法人に該当するものを除きます。）
ロ　公益信託の受託者（非居住者又は外国法
人に該当するものを除きます。）
　また、公益法人等の範囲の拡充に伴い、公
益法人等が贈与又は遺贈を受けた財産を直接
供しなければならない事業（公益目的事業）
の範囲に、「公益信託法の公益信託事務」が
追加されました（措法40①）。
（注）　上記の「公益信託事務」とは、公益信託

に係る信託事務をいいます（公益信託法 7

③四）。

②　本非課税制度の対象となる贈与又は遺贈の
範囲の整備
　上記①の改正に伴い、本非課税制度の対象
となる贈与又は遺贈について、公益信託に対
する財産の信託を適用対象とするための整備
が次のとおり行われました（措法40①）。
イ　本非課税措置の対象となる贈与又は遺贈
には、所得税法第67条の 3第 8項の規定に
より公益信託の受託者に対して贈与又は遺
贈により財産の移転が行われたものとされ
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た場合におけるその贈与又は遺贈（つまり、
公益信託の委託者が行う財産の信託）を含
むこととされました。
ロ　その贈与又は遺贈が公益信託の受託者
（上記①イに掲げる法人に該当する法人を
除きます。）に対するものである場合には、
公益信託の信託財産とするための贈与又は
遺贈に限ることとされました。つまり、受
託者が上記①イの公益法人等に該当する法
人（公益社団法人等の従前から本非課税制
度の対象である公益法人等）である場合を
除き、受託者に対し固有財産として贈与又
は遺贈をした場合には、本非課税制度の対
象外となります。

③　贈与者等の所得税等を不当に減少させる結
果とならないこととの非課税承認要件を満た
すための条件の整備
　非課税承認要件の 1つである「その贈与又
は遺贈が贈与者等の所得税等を不当に減少さ
せる結果とならないこと（上記 1 ⑴①ロイ
ⅲ）」に関しては、上記 1 ⑴①ロロのとおり、
一定の条件を満たす場合には、その非課税承
認要件に該当することとされています。
　上記①の改正により公益信託の信託財産と
するための贈与又は遺贈が本非課税制度の適
用対象とされたことに伴い、その贈与又は遺
贈についても、従前から適用されている一定
の条件（上記 1 ⑴①ロロⅰ～ⅴ）と同等の内
容のものが適用されるよう、公益信託に係る
贈与者等の所得税等を不当に減少させる結果
とならないこととの非課税承認要件を満たす
ための条件が整備されました。
　具体的には、次に掲げる条件の全てを満た
す公益信託の信託財産とするための贈与又は
遺贈である場合には、「その贈与又は遺贈が
贈与者等の所得税等を不当に減少させる結果
とならないこと」との要件を満たすこととさ
れました（措令25の17⑥二）。
イ　その公益信託が、その信託行為の定める
ところにより適正に運営されるものである

こと。
ロ　その公益信託の信託行為において、運営
委員会その他これに準ずるもの（公益信託
の適正な運営に資する一定の要件を満たす
ものに限ります。）を置く旨の定めがある
こと。
ハ　その公益信託の信託財産とするために財
産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益
信託の受託者若しくは信託管理人又はこれ
らの者（個人に限ります。）の親族等に対
し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲
渡、報酬の支払その他信託財産の運用及び
公益信託の運営に関して特別の利益を与え
ないこと。
ニ　その公益信託の信託行為において、公益
信託が終了した場合にその残余財産が国若
しくは地方公共団体又は公益法人等に帰属
する旨の定めがあること。
ホ　その公益信託につき公益に反する事実が
ないこと。
ヘ　その贈与又は遺贈により株式がその公益
信託の信託財産とされた場合には、その株
式を信託財産として受け入れたことにより
その公益信託の受託者の有することとなる
その株式の発行法人の株式がその発行済株
式の総数の 2分の 1を超えることとならな
いこと。
（注 1）　上記イ及びロの条件は、本非課税制

度の対象となる公益信託についてその

適正な運営を求める観点から、改正前

の公益法人等に適用される組織の適正

性に関する条件（上記 1 ⑴①ロロⅰの

条件）の代替条件として設けられてい

ます。このうち上記ロの条件は、公益

信託が公益法人のように機関が設けら

れず、また、個人や営利企業等様々な

主体が受託者となり得ることから、組

織の適正性に関する条件に代わる条件

として、原則として一定の要件を満た

す運営委員会等の関与を求めることと
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されたものです。

　この点を踏まえ、その公益信託の受

託者（受託者が 2 以上ある場合には、

その全ての受託者）が、上記①イの公

益法人等に該当する法人（公益社団法

人等の従前から本非課税制度の対象で

ある公益法人等）であり、その法人が

上記の組織の適正性に関する条件（上

記 1 ⑴①ロロⅰの条件）を満たしてい

る場合には、公益信託に係る贈与者等

の所得税等を不当に減少させる結果と

ならないこととの非課税承認要件を満

たすための条件から、上記ロの条件を

除くこととされています（措令25の17

⑥二、措規18の19④）。
（注 2）　上記ロの「一定の要件」とは、次に

掲げる要件をいいます（措規18の19⑤）。

イ�　その公益信託の信託行為において、

運営委員会その他これに準ずるもの

（以下「運営委員会等」といいます。）

は、その公益信託の目的に関し学識

経験を有する者、その公益信託の適

正な運営に必要な実務経験を有する

者その他の者（以下「運営委員等」

といいます。）から構成される旨の定

めがあること。

ロ�　その信託行為において、運営委員

等のうち親族等の数がその運営委員

等の数のうちに占める割合は、 3 分

の 1以下とする旨の定めがあること。

ハ�　その信託行為において、その公益

信託の受託者は、信託財産の処分そ

の他の公益信託に係る信託事務の処

理に関する重要な事項について、運

営委員会等の同意を得なければなら

ない旨の定めがあること。

ニ�　運営委員等に対してその公益信託

の信託財産から支払われる報酬の額

は、その任務の遂行のために通常必

要な費用の額を超えないものである

ことが信託行為において明らかであ

ること。
（注 3）　上記ハの受託者又は信託管理人が法

人である場合には、その理事、取締役、

執行役、業務を執行する社員、監事若

しくは監査役又はこれらに準ずる者を

含みます。
（注 4）　上記ヘの「その公益信託の受託者の

有することとなるその株式」は、本条

件を適正に運用する観点から、その公

益信託の信託財産だけでなくその受託

者の固有財産等も含めて判定します。

これは、例えば受託者が上記①イに掲

げる法人である場合には、別途固有財

産にも適用される条件（上記 1 ⑴①ロ

ロⅴ）があることから、上記ヘの条件

をその信託財産のみで判定しようとす

ると、株式の所有割合の判定について

事実上新たに別の枠を設けることと同

義になり得る点を踏まえたものです。

④　非課税承認取消時の課税（公益法人等に対
する課税）の整備
　上記①の改正により、非課税承認取消し時
において公益法人等に対する課税（上記 1 ⑴
②ロ）が行われる場合には、公益信託の受託
者に対して課税される場面が生じることとな
ります。これに伴い、非課税承認取消時の公
益信託の受託者に対する課税について、次の
とおり整備が行われました。
イ　信託に係る受託者の納付義務の承継の取
扱いの整備
イ　国税通則法上の納付義務の承継の取扱
い
　信託の受託者（以下「前受託者」とい
います。）について、死亡、破産、解散、
辞任等により任務が終了し（信託法56
①）、新たな受託者（以下「新受託者」
といいます。）が就任した場合には、そ
の新受託者は、前受託者に課されるべき、
又は前受託者が納付し、若しくは徴収さ
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れるべき信託財産責任負担債務となる国
税の納付義務を承継することとされてい
ます（通法 7の 2①）。
　また、受託者が 2以上ある信託につい
て、そのうちの 1人の任務が終了した場
合には（信託法56①）、他の受託者のう
ちその任務が終了した受託者（以下「任
務終了受託者」といいます。）から信託
事務の引継ぎを受けた受託者は、その任
務終了受託者に課されるべき、又は任務
終了受託者が納付し、若しくは徴収され
るべき信託財産責任負担債務となる国税
の納付義務を承継することとされていま
す（通法 7の 2②）。
（注）　上記の「信託財産責任負担債務」と

は、受託者が信託財産に属する財産を

もって履行する責任を負う債務をいい

（信託法 2 ⑨）、国税債権についても、

信託事務を処理するにあたって受託者

が負う納付義務は、信託財産責任負担

債務となります。

ロ　上記イの特則の整備
　公益信託法上、公益信託の受託者は、
信託法上の任務終了事由（信託法56①各
号）に加え、特定終了事由が生じた場合
にもその任務が終了することとされてい
ます（公益信託法33③）。
　この公益信託法の取扱いを踏まえ、公
益信託の受託者に対し非課税承認取消時
の課税がされた場合には、受託者に特定
終了事由が生じたときも、上記イの国税
通則法上の納付義務の承継の取扱いが適
用されるように整備が行われました（措
法40④二）。
（注）　上記の「特定終了事由」とは、次に

掲げる事由をいいます（公益信託法33

③）。

ⅰ�　受託者が公益信託法第 9 条第 1 号

イ若しくはロ若しくは第 2 号イから

ニまでのいずれかに該当するに至っ

たこと（受託者が刑罰を受けた者で

ある場合等、受託者の欠格事由の一

部に該当するに至った場合）。

ⅱ�　法人の合併等による受託者の任務

の引継ぎに関する信託の変更に係る

認可を拒否する処分がされたこと。

ロ　公益信託の受託者が 2以上ある場合の取
扱いの整備
　非課税承認取消時の課税がされる公益法
人等が公益信託の受託者である場合におい
て、その受託者が 2以上あるときは、その
公益信託の信託事務を主宰する受託者（以
下「主宰受託者」といいます。）を、贈与
等を行った個人とみなして所得税を課する
こととされました（措法40④三前段）。
　また、その主宰受託者に課する所得税に
ついては、主宰受託者以外の受託者は連帯
納付の責めに任ずることとされました（措
法40④三後段）。
　なお、その所得税を主宰受託者以外の受
託者から徴収する場合には、主宰受託者以
外の受託者がその公益信託の主宰受託者た
る納税義務者であったとした場合における
所得税の納税地を所轄する税務署長が行う
ことができることとされています（措法40
④四）。
（注）　上記の主宰受託者に課される所得税は

復興特別所得税の課税対象となることか

ら、上記の取扱いを復興特別所得税にも

適用するための読替規定が復興財確法に

設けられています（復興財確法33①）。

ハ　公益法人等に対する課税の課税年分の整
備
　非課税承認の取消しがあった場合におい
て、公益信託の受託者である個人がその取
消しがあった年以前に死亡したときは、そ
の個人に対して行われる非課税承認取消時
の課税の課税年分は、「死亡の日の属する
年分」とされました（措令25の17⑯）。
（注）　上記の課税年分の取扱いは、非課税承
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認の取消しがあった場合において、その

取消しの対象となる公益法人等がその取

消しがあった年以前に解散したときは、

課税年分が「その解散の日の属する年

分」とされていることを踏まえたもので

す（措令25の17⑯）。なお、公益信託の受

託者が法人である場合の課税年分の取扱

いは、従来の取扱い（上記 1 ⑴②ロ）と

同様のものとなります。

⑤　公益信託の受託者の変更があった場合及び
公益信託の終了があった場合における非課税
制度の継続の特例措置の創設
　本非課税制度において、公益法人等が合併
や解散により財産を他の公益法人等に移転し
た場合に継続の特例措置（措法40⑥⑦）が講
じられていることを踏まえ、①公益信託の受
託者が一定の任務終了事由に伴う信託事務の
引継ぎにより財産を他の受託者に移転した場
合や、②公益信託の終了により財産を他の公
益法人等に移転した場合についても、引き続
き本非課税制度を継続して適用することがで
きるよう、受託者の変更に係る継続の特例措
置（下記イ）及び信託の終了に係る継続の特
例措置（下記ロ）が創設されました。
イ　公益信託の受託者の変更があった場合に
おける非課税制度の継続の特例措置
イ　特定贈与等を受けた公益信託の受託者
（以下「当初受託者」といいます。）が、
次に掲げる任務終了事由等によりその当
初受託者の特定贈与等に係る財産又は代
替資産を次に掲げる事由の区分に応じそ
れぞれ次に定める者（以下「引継受託
者」といいます。）に移転しようとする
場合において、下記（注 2）の認可又は
届出の日の前日までに、その認可又は届
出の日等の一定の事項を記載した書類に、
引継受託者が本非課税制度の継続適用を
受けることを確認したことを証する書類
を添付して、当初受託者の納税地の所轄
税務署長を経由して国税庁長官に提出し

たときは、認可又は届出の日以後は、引
継受託者はその特定贈与等を受けた公益
信託の受託者（当初受託者）と、その引
継受託者がその移転を受けた資産はその
特定贈与等に係る財産と、それぞれみな
して、本非課税制度を継続して適用する
ことができることとされました（措法40
⑪）。
ⅰ　当初受託者の任務の終了（受託者の
死亡や解散等）……新受託者

ⅱ　当初受託者である法人の合併……そ
の合併後存続する法人又はその合併に
より設立する法人

ⅲ　当初受託者である法人の分割……そ
の分割により受託者としての権利義務
を承継する法人
（注 1）　上記の「任務終了事由等」につ

いては、一定の場合の事由が除か

れています。以下同じです。

　この「一定の場合」は、具体的

には、非課税承認を受けて行われ

た贈与又は遺贈が、その事由によ

って非課税承認要件のうち「贈与

者等の所得税等を不当に減少させ

る結果とならないこと（上記 1 ⑴

①ロイⅲ）」との要件に該当しな

いこととなり、国税庁長官が非課

税承認を取り消すことができる場

合をいいます（措法40⑪、措令25

の17㉘）。
（注 2）　上記の「引継受託者」は、次に

掲げる認可を受け、又は届出がさ

れたその公益信託の受託者（非居

住者又は外国法人に該当するもの

を除きます。）に該当するものに

限ります（措法40⑪）。

ⅰ�　新受託者の選任若しくは受託

者の任務の引継ぎについての信

託の変更（公益信託法第 7 条第

2 項各号に掲げる事項の変更）
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に関する公益信託の変更認可

（公益信託法第１２条第 １ 項の認

可）

ⅱ�　一定の新受託者の選任（裁判

所の命令による選任等）に関す

る公益信託法の規定による届出

（公益信託法第１４条第 １ 項の届

出）
（注 3）　上記の提出書類を提出する場合

において、当初受託者が 2 以上あ

るときは、その主宰受託者が提出

書類を納税地の所轄税務署長を経

由して国税庁長官に提出しなけれ

ばならないこととされています

（措法40⑪後段）。
（注 4）　当初受託者が所轄税務署長を経

由して国税庁長官に提出する書類

に記載すべき事項は、次に掲げる

事項です（措規18の19㉘）。

ⅰ�　当初受託者の氏名又は名称、

住所若しくは居所又は本店若し

くは主たる事務所の所在地及び

個人番号又は法人番号（その当

初受託者に係る公益信託の受託

者が 2 以上ある場合には、その

当初受託者以外の受託者の氏名

又は名称、住所若しくは居所又

は本店若しくは主たる事務所の

所在地及び個人番号又は法人番

号を含みます。）、その公益信託

の名称、任務終了事由等が生じ

た年月日並びにその任務終了事

由等の詳細

ⅱ�　当初受託者が引継受託者に移

転をしようとする財産等の種類、

所在地及び数量

ⅲ�　引継受託者の氏名又は名称、

住所若しくは居所又は本店若し

くは主たる事務所の所在地及び

個人番号又は法人番号、その引

継受託者が移転を受ける資産の

使用開始予定年月日（認可又は

届出の日の翌日から 1 年を経過

する日までの期間内に引継受託

者の公益目的事業の用に直接供

することが困難である一定の事

情がある場合には、その事情の

詳細を含みます。）及び使用目

的並びに上記（注 2）ⅰの公益

信託の変更認可の申請をした日

又は上記（注 2）ⅱの公益信託

法の規定による届出の予定年月

日

ⅳ�　上記ⅱの財産等（その財産等

が、当初受託者が特定贈与等を

受けた財産以外のものである場

合には、その財産）を当初受託

者に特定贈与等をした者の氏名

及び住所又は居所並びに特定贈

与等に係る贈与又は遺贈をした

年月日及び承認年月日並びにそ

の財産の種類、所在地及び数量

ⅴ�　その他参考となるべき事項

ロ　上記イの提出書類を国税庁長官に提出
した場合には、引継受託者は、原則とし
て、当初受託者から移転を受けた資産を
上記イの認可又は届出の日の翌日から 1
年を経過する日までの期間内に公益目的
事業の用に直接供しなければならないこ
ととされています（措法40⑤後段、⑮）。
（注）　上記の期間は、その期間内に引継受

託者の公益目的事業の用に直接供する

ことが困難である一定の事情がある場

合には、認可又は届出の日の翌日から

国税庁長官が定める日までの期間とさ

れます。

ロ　公益信託の終了があった場合における非
課税制度の継続の特例措置
イ　特定贈与等を受けた公益信託（以下
「当初公益信託」といいます。）の受託者
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が、公益信託の終了によりその当初公益
信託の受託者の特定贈与等に係る財産又
は代替資産を他の公益法人等に移転し、
又は類似の公益事務をその目的とする他
の公益信託の信託財産としようとする場
合において、公益信託の終了の日の前日
までに、その公益信託の終了の日等の一
定の事項を記載した書類に、当該他の公
益法人等又は当該他の公益信託の受託者
（以下（注 2）及び（注 4）を除き、「帰
属権利者」といいます。）が本非課税制
度の継続適用を受けることを確認したこ
とを証する書類を添付して、当初公益信
託の受託者の納税地の所轄税務署長を経
由して国税庁長官に提出したときは、公
益信託の終了の日以後は、帰属権利者は
その特定贈与等を受けた公益法人等と、
その帰属権利者がその移転を受け、又は
当該他の公益信託の信託財産として受け
入れた資産はその特定贈与等に係る財産
と、それぞれみなして、本非課税制度を
継続して適用することができることとさ
れました（措法40⑫）。
（注 1）　上記の公益信託の終了については、

一定の場合の公益信託の終了が除か

れています。

　この「一定の場合」は、具体的に

は、非課税承認を受けて行われた贈

与又は遺贈が、その公益信託の終了

に係る事由によってその非課税承認

要件のうち「贈与者等の所得税等を

不当に減少させる結果とならないこ

と（上記 1 ⑴①ロイⅲ）」との要件

に該当しないこととなり、国税庁長

官が非課税承認を取り消すことがで

きる場合をいいます（措法40⑫、措

令25の17㉚において準用する同条

㉘）。
（注 2）　上記の「他の公益法人等」は、上

記①イに掲げる法人であって、その

当初公益信託に係る帰属権利者とな

るべき者に該当するものに限ります

（措法40⑫）。この帰属権利者は、残

余財産の帰属すべき者をいいます

（公益信託法 4 ②三）。以下（注 4）

において同じです。
（注 3）　上記の「公益事務」とは、学術の

振興、福祉の向上その他の不特定か

つ多数の者の利益の増進を目的とす

る一定の事務をいいます（公益信託

法 2①二、別表）。以下同じです。
（注 4）　上記の「他の公益信託」は、その

公益信託の受託者が上記①ロに掲げ

る者であって、その当初公益信託に

係る帰属権利者となるべき者に該当

する者である公益信託に限ります

（措法40⑫）。
（注 5）　上記の提出書類を提出する場合に

おいて、当初公益信託の受託者が 2

以上あるときは、その主宰受託者が

提出書類を納税地の所轄税務署長を

経由して国税庁長官に提出しなけれ

ばならないこととされています（措

法40⑫後段）。
（注 6）　当初公益信託の受託者が所轄税務

署長を経由して国税庁長官に提出す

る書類に記載すべき事項は、次に掲

げる事項です（措規18の19㉙）。

ⅰ�　当初公益信託の受託者の氏名又

は名称、住所若しくは居所又は本

店若しくは主たる事務所の所在地

及び個人番号又は法人番号（当初

公益信託の受託者が 2 以上ある場

合には、その主宰受託者の氏名又

は名称を含みます。）、その当初公

益信託の名称、公益信託の終了の

予定年月日並びにその公益信託の

終了に係る事由の詳細

ⅱ�　当初公益信託の受託者が他の公

益法人等に移転をし、又は他の公
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益信託の信託財産としようとする

財産等の種類、所在地及び数量

ⅲ�　帰属権利者の名称、主たる事務

所の所在地及び法人番号（その帰

属権利者が他の公益信託の受託者

である場合には、当該他の公益信

託の受託者の氏名又は名称、住所

若しくは居所又は本店若しくは主

たる事務所の所在地及び個人番号

又は法人番号（その受託者が 2 以

上ある場合には、その主宰受託者

の氏名又は名称を含みます。）並

びに当該他の公益信託の名称）並

びに帰属権利者が移転を受け、又

は当該他の公益信託の信託財産と

して受け入れる資産の使用開始予

定年月日（公益信託の終了の日の

翌日から 1 年を経過する日までの

期間内に帰属権利者の公益目的事

業の用に直接供することが困難で

ある一定の事情がある場合には、

その事情の詳細を含みます。）及

び使用目的

ⅳ�　上記ⅱの財産等（その財産等が、

当初公益信託の受託者が特定贈与

等を受けた財産以外のものである

場合には、その財産）を当初公益

信託の受託者に特定贈与等をした

者の氏名及び住所又は居所並びに

特定贈与等に係る贈与又は遺贈を

した年月日及び承認年月日並びに

その財産の種類、所在地及び数量

ⅴ�　その他参考となるべき事項

ロ　上記イの提出書類を国税庁長官に提出
した場合には、帰属権利者は、原則とし
て、当初公益信託の受託者から移転を受
けた資産を上記イの公益信託の終了の日
の翌日から 1年を経過する日までの期間
内に公益目的事業の用に直接供しなけれ
ばならないこととされています（措法40

⑤後段、⑮）。
（注）　上記の期間は、その期間内に帰属権

利者の公益目的事業の用に直接供する

ことが困難である一定の事情がある場

合には、公益信託の終了の日の翌日か

ら国税庁長官が定める日までの期間と

されます。

⑥　公益法人認定法の改正に伴う非課税制度の
継続の特例措置の整備
イ　新たな公益信託制度の創設に伴う公益法
人認定法の改正の概要
　新たな公益信託制度については、公益法
人制度と共通の行政庁等による認可・監督
が行われ、その残余財産が公益のために用
いられることが担保される制度となること
等を踏まえ、公益信託法附則において公益
法人認定法の一部が改正され、公益法人の
残余財産等の帰属先に公益信託の受託者が
追加されています（公益信託法附則27）。
　具体的には、公益法人が公益法人認定法
の公益認定の取消しの処分を受けた場合等
において、公益法人認定法の公益目的取得
財産残額があるときにおける公益目的取得
財産残額相当額の財産の移転先に公益信託
の受託者が追加され、その公益法人は、そ
の財産を、類似の公益事務をその目的とす
る公益信託の信託財産とすることが可能と
なりました（公益法人認定法 5二十）。
　また、公益法人が清算をする場合におけ
る残余財産の移転先にも公益信託の受託者
が追加され、その公益法人は、残余財産を、
類似の公益事務を行うことをその目的とす
る公益信託の信託財産とすることが可能と
なりました（公益法人認定法 5二十一）。
（注）　上記の改正前は、公益認定基準上、公

益法人が上記の公益認定の取消し処分等

を受けた場合において、公益目的取得財

産残額があるときは、その相当額の財産

をその取消しの日等から 1 月以内に、次

に掲げる法人等に贈与する旨を定款に定
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めていることが必要とされていました

（旧公益法人認定法 5 二十）。また、公益

法人が清算をする場合にも、残余財産を

次に掲げる法人等に帰属させる旨を定款

で定めていることが必要とされていまし

た（旧公益法人認定法 5二十一）。

イ�　類似の事業を目的とする他の公益法

人、学校法人等の一定の法人

ロ�　国又は地方公共団体

　上記の公益法人認定法の改正に伴い、本
非課税制度においても、「公益法人等が解
散する場合における非課税制度の継続の特
例措置（上記 1 ⑴④）」及び「公益法人等
が公益法人認定法の公益認定の取消処分を
受けた場合における非課税制度の継続の特
例措置（上記 1 ⑴⑤）」について、下記ロ
及びハのとおり、財産の移転先に公益信託
の受託者を追加する改正が行われました。
ロ　公益法人等が解散する場合における非課
税制度の継続の特例措置の改正
　この特例措置の対象に「特定贈与等を受
けた公益法人等が解散による残余財産の分
配又は引渡しによりその公益法人等の特定
贈与等に係る財産又は代替資産を類似の公
益事務をその目的とする公益信託の信託財
産としようとする場合」が追加されました
（措法40⑦）。
　この改正により、上記の特定贈与等を受
けた公益法人等が、解散の日の前日までに、
その解散の日等の一定の事項を記載した書
類に、上記の公益信託の受託者（解散引継
法人等）が本非課税制度の継続適用を受け
ることを確認したことを証する書類を添付
して、特定贈与等を受けた公益法人等の納
税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官
に提出した場合には、解散の日以後は、解
散引継法人等はその特定贈与等を受けた公
益法人等と、その解散引継法人等が信託財
産として受け入れた資産はその特定贈与等
に係る財産と、それぞれみなして、本非課

税制度を継続して適用することができます
（措法40⑦、措令25の17㉒、措規18の19⑯）。
（注 1）　上記の「類似の公益事務をその目的

とする公益信託」は、その公益信託の

受託者が上記①ロに掲げる者に該当す

る者である公益信託に限ります（措法

40⑦）。
（注 2）　この改正に伴い、上記の特定贈与等

を受けた公益法人等が所轄税務署長を

経由して国税庁長官に提出する書類に

記載すべき事項のうち解散引継法人等

（上記の公益信託の受託者）に関する事

項については、「その公益信託の受託者

の氏名又は名称、住所若しくは居所又

は本店若しくは主たる事務所の所在地

及び個人番号又は法人番号（その公益

信託の受託者が 2 以上ある場合には、

その主宰受託者の氏名又は名称を含み

ます。）並びにその公益信託の名称」を

記載することとされました（措規18の

19⑯三）。

ハ　公益法人等が公益法人認定法の公益認定
の取消処分を受けた場合における非課税制
度の継続の特例措置の改正
　この特例措置の対象に「当初法人が公益
法人認定法の定款の定めに従い、引継財産
を類似の公益事務をその目的とする公益信
託の信託財産としようとする場合」が追加
されました（措法40⑧）。
　この改正により、上記の当初法人が、そ
の信託財産とする日の前日までに、その信
託財産とする日等の一定の事項を記載した
書類に、上記の公益信託の受託者（引継法
人等）が本非課税制度の継続適用を受ける
ことを確認したことを証する書類を添付し
て、当初法人の納税地の所轄税務署長を経
由して国税庁長官に提出した場合には、そ
の信託財産とする日以後は、引継法人等は
その特定贈与等を受けた公益法人等と、そ
の引継法人等が信託財産として受け入れた
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公益引継資産はその特定贈与等に係る財産
と、それぞれみなして、本非課税制度を継
続して適用することができます（措法40⑧、
措令25の17㉓、措規18の19⑰）。
（注 1）　上記の「類似の公益事務をその目的

とする公益信託」は、その公益信託の

受託者が上記①ロに掲げる者に該当す

る者である公益信託に限ります（措法

40⑧）。
（注 2）　この改正に伴い、上記の当初法人が

所轄税務署長を経由して国税庁長官に

提出する書類に記載すべき事項のうち

引継法人等（上記の公益信託の受託

者）に関する事項については、「その公

益信託の受託者の氏名又は名称、住所

若しくは居所又は本店若しくは主たる

事務所の所在地及び個人番号又は法人

番号（その公益信託の受託者が 2 以上

ある場合には、その主宰受託者の氏名

又は名称を含みます。）並びにその公益

信託の名称」を記載することとされま

した（措規18の19⑰四）。

⑦　他の公益法人等が特定贈与等を受けた公益
法人等から資産の移転を受けた場合における
非課税制度の継続の特例措置の拡充
イ　引継受託者が当初受託者から任務終了事
由等により資産の移転を受けた場合の措置
の創設
イ　当初受託者が引継受託者に対して任務
終了事由等により資産の移転をした場合
に、上記⑤イイに従って、その当初受託
者が上記⑤イイの書類を上記⑤イイの認
可又は届出の日の前日までに提出しなか
ったときにおいて、その移転を受けた引
継受託者が、その移転を受けた資産が特
定贈与等に係る財産又は代替資産である
ことを知った日の翌日から 2月を経過し
た日の前日までに、その認可又は届出の
日等の一定の事項を記載した書類に、そ
の資産がその特定贈与等を受けた当初受

託者から移転を受けたものであることを
明らかにする書類を添付して、引継受託
者の納税地の所轄税務署長を経由して国
税庁長官に提出したときは、その認可又
は届出の日以後は、その引継受託者はそ
の特定贈与等に係る公益法人等と、その
引継受託者がその移転を受けた資産はそ
の特定贈与等に係る財産と、それぞれみ
なして、本非課税制度を継続して適用す
ることができることとされました（措法
40⑭、措令25の17㉝）。
（注）　引継受託者が所轄税務署長を経由し

て国税庁長官に提出する書類に記載す

べき事項は、次に掲げる事項です（措

規18の19㉞）。

ⅰ�　引継受託者の氏名又は名称、住所

若しくは居所又は本店若しくは主た

る事務所の所在地及び個人番号又は

法人番号（その引継受託者に係る公

益信託の受託者が 2 以上ある場合に

は、その引継受託者以外の受託者の

氏名又は名称、住所若しくは居所又

は本店若しくは主たる事務所の所在

地及び個人番号又は法人番号を含み

ます。）、その公益信託の名称並びに

その任務終了事由等に係る認可又は

届出の日

ⅱ�　引継受託者が当初受託者から移転

を受けた資産が特定贈与等を受けた

財産等であることを知った日並びに

その財産等の種類、所在地、数量、

使用開始年月日（認可又は届出の日

の翌日から 1 年を経過する日までの

期間内に引継受託者の公益目的事業

の用に直接供することが困難である

一定の事情がある場合には、その事

情の詳細を含みます。）及び使用目的

ⅲ�　当初受託者の氏名又は名称、住所

若しくは居所又は本店若しくは主た

る事務所の所在地及び個人番号又は
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法人番号、その任務終了事由等が生

じた年月日並びにその任務終了事由

等の詳細

ⅳ�　その他参考となるべき事項

ロ　この場合において、引継受託者は、原
則として、移転を受けた資産をその認可
又は届出の日の翌日から 1年を経過する
日までの期間内に公益目的事業の用に直
接供しなければならないこととされてい
ます（措法40⑮）。
（注）　上記の期間は、その期間内に引継受

託者の公益目的事業の用に直接供する

ことが困難である一定の事情がある場

合には、認可又は届出の日の翌日から

国税庁長官が定める日までの期間とさ

れます。

ロ　引継法人が当初法人から資産の贈与を受
けた場合の措置の拡充
　上記⑥ハのとおり、公益法人等が公益法
人認定法の公益認定の取消処分を受けた場
合における非課税制度の継続の特例措置に
ついて、対象に「引継財産を類似の公益事
務をその目的とする公益信託の信託財産と
しようとする場合」を追加する改正が行わ
れたことに伴い、引継法人が当初法人から
資産の贈与を受けた場合の非課税制度の継
続の特例措置（上記 1 ⑴⑥）についても、
「上記⑥ハの公益信託の受託者が当初法人
から引継財産を公益信託の信託財産として
受け入れた場合」を対象とするための整備
が行われました。
　具体的には、「当初法人が資産を引継法
人等（上記⑥ハの公益信託の受託者）に係
る公益信託の信託財産とした場合において、
上記⑥ハに従って、その当初法人が上記⑥
ハの書類をその信託財産とする日の前日ま
でに提出しなかったとき」がこの特例措置
の対象に追加されました（措法40⑭）。
　この改正により、上記の引継法人等が、
その信託財産として受け入れた資産が特定

贈与等に係る財産又は代替資産であること
を知った日の翌日から 2月を経過した日の
前日までに、その信託財産として受け入れ
た日等の一定の事項を記載した書類に、公
益引継資産が当初法人から信託財産として
受け入れたものであることを明らかにする
書類を添付して、引継法人等の納税地の所
轄税務署長を経由して国税庁長官に提出し
た場合には、その信託財産として受け入れ
た日以後は、引継法人等はその特定贈与等
を受けた公益法人等と、その引継法人等が
信託財産として受け入れた資産はその特定
贈与等に係る財産と、それぞれみなして、
本非課税制度を継続して適用することがで
きます（措法40⑭、措令25の17㉝、措規18
の19㉛）。
（注）　この改正に伴い、上記の引継法人等が

所轄税務署長を経由して国税庁長官に提

出する書類に記載すべき事項のうち引継

法人等（書類提出者）に関する事項につ

いては、「その公益信託の受託者の氏名又

は名称、住所若しくは居所又は本店若し

くは主たる事務所の所在地及び個人番号

又は法人番号（その公益信託の受託者が

2 以上ある場合には、その主宰受託者の

氏名又は名称を含みます。）並びにその公

益信託の名称並びにその公益信託の信託

財産として受け入れた年月日」を記載す

ることとされました（措規18の19㉛一）。

⑧　その他の整備
イ　非課税承認申請書の記載事項の整備
　上記①及び③の改正に伴い、この非課税
制度の適用を受けようとする者が提出する
承認申請書（上記 1 ⑴①ハ）の記載事項の
整備がされました。
　具体的には、その贈与又は遺贈が公益信
託の信託財産とするためのものである場合
には、承認申請書には次のとおり記載する
こととされました。
イ　承認申請書に記載すべき事項のうち財
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産を取得する公益法人等に関する事項
（上記 1 ⑴①ハハ）については、「その公
益法人等（公益信託の受託者）の氏名又
は名称及び住所若しくは居所又は本店若
しくは主たる事務所の所在地（その公益
信託の受託者が 2以上ある場合には、そ
の主宰受託者の氏名又は名称を含みま
す。）並びにその公益信託の名称、公益
事務の内容及び公益信託法の認可を受け
た年月日」を記載することとされました
（措規18の19①三）。
ロ　承認申請書に記載すべき事項のうち財
産を取得する公益法人等の役員等に関す
る事項（上記 1 ⑴①ハホ）については、
「その公益信託の運営委員等の氏名及び
住所並びにその運営委員等に係る親族等
に関する事項」を記載することとされま
した（措規18の19①六）。
（注）　ただし、その公益信託の受託者（そ

の受託者が 2 以上ある場合には、その

全ての受託者）が、上記①イの公益法

人等に該当する法人（公益社団法人等

の従前から本非課税制度の対象である

公益法人等）であり、その法人が組織

の適正性に関する条件（上記 1 ⑴①ロ

ロⅰの条件）を満たしている場合には、

従前どおりの「その法人の役員等の氏

名及び住所並びにその役員等に係る親

族等に関する事項（上記 1 ⑴①ハホ）」

を記載する必要があります。

ロ　非課税承認に係る財産を買い換えた場合
の非課税制度の継続の特例措置の整備
　上記①の改正に伴い、非課税承認に係る
財産を買い換えた場合の非課税制度の継続
の特例措置（上記 1 ⑴③）について、特例
措置を受けるために公益信託の受託者が所
轄税務署長を経由して国税庁長官に提出す
る書類に記載すべき事項が整備されました。
　具体的には、上記の書類に記載すべき事
項のうち公益法人等（書類提出者）に関す

る事項については、「その公益信託の受託
者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は
本店若しくは主たる事務所の所在地及び個
人番号又は法人番号（その公益信託の受託
者が 2以上ある場合には、その主宰受託者
の氏名又は名称を含みます。）並びにその
公益信託の名称」を記載することとされま
した（措規18の19⑫一）。
ハ　公益法人等の有する資産が特定贈与等に
係る財産等であることの確認制度の整備
　上記①の改正に伴い、公益法人等の有す
る資産が特定贈与等に係る財産等であるこ
との確認制度（上記 1 ⑴⑦）について、次
のとおり整備されました。
イ　この確認制度を受ける公益法人等が公
益信託の受託者である場合において、そ
の公益信託の受託者が 2以上あるときは、
その主宰受託者が手続を行うこととされ
ました（措令25の17㊲）。
ロ　この確認制度を受けるために公益信託
の受託者（公益法人等）が所轄税務署長
を経由して国税庁長官に提出する書類に
記載すべき事項のうち公益法人等（書類
提出者）に関する事項については、「そ
の公益信託の受託者の氏名又は名称、住
所若しくは居所又は本店若しくは主たる
事務所の所在地及び個人番号又は法人番
号（その公益信託の受託者が 2以上ある
場合には、その主宰受託者の氏名又は名
称を含みます。）並びにその公益信託の
名称」を記載することとされました（措
規18の19㊲一）。

⑵　特定寄附信託の利子所得の非課税措置等の改
正
①　特定寄附信託の利子所得の非課税措置の改
正
　寄附金控除の対象となる特定寄附金の範囲
に、公益信託の信託財産とするために支出し
た一定の寄附金が追加されたこと等に伴い、
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本措置について整備が行われました。具体的
には、次の整備が行われました。
（注）　寄附金控除の改正の詳細については、前

掲「所得税法等の改正」の「一　新たな公

益信託制度の創設に伴う所得税法等の整備」

の 3 ⑷をご参照ください。
イ　上記 1 ⑵①ロの対象特定寄附金の範囲に
ついて、「認定特定公益信託の信託財産と
するために支出した金銭（上記 1 ⑵①ロ
（注 1）ホ）」に代えて「特定寄附金のうち
公益信託の信託財産とするために支出した
寄附金（所得税法第78条第 2項第 4号に掲
げる特定寄附金）」とする整備が行われま
した（措令 2の35⑥）。
ロ　上記イの対象特定寄附金の範囲に関する
改正に伴い、特定寄附信託契約の要件のう
ち、寄附に関する契約の締結に係る要件
（上記 1 ⑵①ロ（注 2）の要件）について
整備が行われました。
　具体的には、寄附に関する契約の締結が
必要となる受領法人等について、「認定特
定公益信託の受託者」に代えて「公益信託
の受託者」とする整備が行われました（措
令 2の35⑦五、措規 3の17②一）。
ハ　上記ロの受領法人等に関する改正に伴い、
特定寄附信託の受託者が備えるべき帳簿の
記載事項について、「認定特定公益信託に
関する事項（認定特定公益信託の受託者の
名称及び所在地並びにその認定特定公益信
託の名称）」に代えて「公益信託に関する
事項（公益信託の受託者の氏名又は名称及
び住所若しくは居所又は所在地並びにその
公益信託の名称）」とする整備が行われま
した（措規 3の17⑨）。

②　信託の計算書制度の改正
イ　上記①の特定寄附信託の利子所得の非課
税措置の改正に伴い、その信託が特定寄附
信託である場合における信託の計算書の記
載事項について、「認定特定公益信託に関
する事項（認定特定公益信託の受託者の名

称及び所在地並びにその認定特定公益信託
の名称）」に代えて「公益信託に関する事
項（公益信託の受託者の氏名又は名称及び
住所若しくは居所又は所在地並びにその公
益信託の名称）」とする整備が行われまし
た（所規96①七ハ）。
ロ　また、上記の記載事項の整備に伴い、信
託の計算書の書式についても同様の整備が
行われています（所規別表第 7⑴）。

⑶　みなし譲渡課税に関する改正（対象となる資
産の移転事由の追加）に伴う所要の整備
　令和 6年度の税制改正において、みなし譲渡
課税の対象となる事由に、「公益信託の受託者
である個人に対する贈与又は遺贈」が追加され
たことに伴い、みなし譲渡課税の対象となる事
由を基準にその適用対象等が定められている措
置について整備が行われました。
（注）　上記のみなし譲渡課税の改正の詳細につい

ては、前掲「所得税法等の改正」の「一　新

たな公益信託制度の創設に伴う所得税法等の

整備」の 3 ⑶をご参照ください。
　具体的には、次のとおり制度の所要の整備が
行われました。
①　特定の取締役等が受ける新株予約権の行使
による株式の取得に係る経済的利益の非課税
等
　本特例に係るみなし譲渡課税（上記 1 ⑶
②）の対象となる贈与及び遺贈の範囲から、
「公益信託の受託者である個人に対する贈与
及び遺贈（その信託財産とするためのものに
限ります。）」を除くこととされました（措法
29の 2 ④二）。
（注 1）　承継特例適用者の対象となる特定株式

の取得事由についても、その事由の対象

となる遺贈から、「公益信託の受託者に対

する遺贈（その信託財産とするためのも

のに限ります。）」を除くこととされまし

た（措法29の 2 ④）。
（注 2）　本特例については、付与決議の日にお
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いてその設立の日以後の期間が 5 年未満

の株式会社が付与した特定新株予約権の

権利行使価額の限度額を2,400万円に引き

上げる等の改正が行われています。詳細

については、前述「第一　金融・証券税

制の改正」の「一　特定の取締役等が受

ける新株予約権の行使による株式の取得

に係る経済的利益の非課税等の改正」を

ご参照ください。

②　山林所得の概算経費控除
　本特例の適用における山林の所有期間の判
定について相続人、受遺者又は受贈者が引き
続き所有していたものとみなして取り扱う山
林から除かれるものの範囲に、「公益信託の
受託者に対する遺贈又は贈与（その信託財産
とするためのものに限ります。）により取得
した山林」が追加されました（措法30②五）。
③　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課
税の特例等
　本特例において、上記 1 ⑸②の旧資産のう
ち一定の部分についてみなし譲渡課税が適用
される遺贈又は贈与の範囲に、「公益信託の
受託者である個人に対する遺贈又は贈与（そ
の信託財産とするためのものに限ります。）」
が追加されました（措法33の 3 ③）。
（注）　防災旧資産又は変換前資産についてみな

し譲渡課税が適用される遺贈又は贈与の範

囲についても、上記と同様の改正が適用さ

れます（措法33の 3 ③⑤⑦）。また、収用等

に伴い代替資産を取得した場合の課税の特

例等（措法33等）の課税の繰延べの特例の

適用を受けた者の代替資産等、買換資産、

交換取得資産についてみなし譲渡課税が適

用される遺贈又は贈与の範囲についても同

様です（措法33の 3 ③、33の 6 、36の 4 、

37の 3 、37の 6 、37の 8 ）。

④　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る
所得計算等の特例
　上記 1 ⑹②ロロ及びハの相続等口座から特
定口座への移管により受け入れることができ

る上場株式等の取得事由となる贈与及び遺贈
の範囲から、「公益信託の受託者に対する贈
与及び遺贈（その信託財産とするためのもの
に限ります。）」を除くこととされました（措
令25の10の 2 ⑭三）。
（注）　本特例については、特定口座に受け入れ

ることができる上場株式等の範囲に、非課

税口座内上場株式等について与えられた一

定の新株予約権の行使等により上場株式等

を取得した場合（当該上場株式等の取得に

ついて、金銭の払込みを要する場合に限り

ます。）に一定の方法により特定口座に受け

入れるもの等を追加する改正が行われてい

ます。詳細については、前述「第一　金融・

証券税制の改正」の「八　特定口座内保管

上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特

例の改正」をご参照ください。

⑤　被災市街地復興土地区画整理事業による換
地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲
渡所得の課税の特例
　本特例において、上記 1 ⑺②の代替住宅等
に係る譲渡所得の金額を計算する事由となる
遺贈又は贈与の範囲に、「公益信託の受託者
である個人に対する遺贈又は贈与（その信託
財産とするためのものに限ります。）」が追加
されました（震災税特法11の 4 ⑥）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑶の改正は、公益信託法の施行
の日から施行されます（改正法附則 1九、改正
措令附則 1三、改正措規附則 1四）。
⑵　上記 2 ⑵①の改正は、公益信託法の施行の日
から施行されます（改正法附則 1九、改正措令
附則 1 三、改正措規附則 1 四）。なお、同日以
後に、既に必要な証明及び認定を受けている認
定特定公益信託（移行認可を受けたものを除き
ます。以下同じです。）の信託財産とするため
に支出する金銭については従前どおり対象特定
寄附金の範囲に含まれ、特定寄附信託の利子所
得の非課税措置の対象となります（改正法附則
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3 ②、改正措令附則 2、改正措規附則 2）。
（注 1）　上記の証明及び認定の詳細は、前掲「所

得税法等の改正」の「一　新たな公益信託

制度の創設に伴う所得税法等の整備」の 1

⑶③及び④をご参照ください。
（注 2）　上記の「移行認可」とは、旧制度下にお

ける公益信託（旧法公益信託及び旧信託法

の公益信託）が新たな公益信託制度におけ

る公益信託となるために、移行期間内に受

ける行政庁の認可をいいます（公益信託法

附則 4 ①前段）。詳細については、前掲「所

得税法等の改正」の「一　新たな公益信託

制度の創設に伴う所得税法等の整備」の 2

⑵⑧ロをご参照ください。

⑶　上記 2 ⑵②イの改正は、公益信託法の施行の

日から施行されます（改正所規附則 1 四）。な
お、上記⑵の認定特定公益信託の信託財産とす
るために支出する金銭については従前どおり上
記⑵の対象特定寄附金の範囲に含まれ、信託の
計算書の記載事項の対象となります（改正所規
附則 7）。
⑷　上記 2 ⑵②ロの改正は、公益信託法の施行の
日以後に提出する信託の計算書について適用し、
同日前に提出した信託の計算書については従前
どおりとされています（改正所規附則 9 ②③）。
なお、上記⑵の認定特定公益信託の信託財産と
するために支出する金銭については従前どおり
上記⑵の対象特定寄附金の範囲に含まれ、信託
の計算書の記載事項の対象となります（改正所
規附則 9④）。

三　山林所得に係る森林計画特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　個人が、平成24年から令和 6年までの各年にお
いて、森林法の認定を受けた森林経営計画に基づ
いて山林の伐採又は譲渡をした場合には、その収
入金額の20％（収入金額が2,000万円を超える部
分については、10％）相当額を控除することがで
きることとされています（旧措法30の 2 ①②）。
（注 1）　上記の「森林経営計画」とは、一体的なま

とまりを持った森林において計画に基づいた

効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通

じて森林の持つ多様な機能を十分に発揮させ

ることを目的とした森林法の計画をいいます。

具体的には、森林所有者又は森林の経営の委

託を受けた者は、同法の定めるところにより、

自らが森林の経営を行う一体的なまとまりの

ある森林を対象として、その森林の施業及び

保護について 5 年を 1 期として定めた森林経

営計画について市町村の長等の認定を受ける

ことができる（森林法11）こととされ、その

認定を受けた場合にはその認定を受けた森林

経営計画に従って伐採、造林を行うことが求

められます。この結果、森林の伐採量及び伐

期が制限されることとなります。
（注 2）　上記の「収入金額」とは、その伐採又は譲

渡に関し、伐採費、運搬費、仲介手数料その

他の費用を要したときは、これらの費用を控

除した金額とされています。
（注 3）　山林所得の概算経費控除（措法30）を適用

しない場合の上記の控除額は、収入金額の50

％から必要経費を控除した残額が限度とされ

ています。

2 　改正の内容

　この制度の適用期限が 2年延長され、令和 8年
分までの山林所得について適用することとされま
した（措法30の 2 ①）。
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四　給付金等の非課税の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　児童養護施設退所者等に対する自立支援資金
貸付事業による貸付けについて受けた債務免除
に係る経済的利益の非課税措置
　都道府県又は都道府県が適当と認める者が児
童養護施設退所者等に対して行う金銭の貸付け
であって児童養護施設退所者等の保護者からの
経済的支援が見込まれないことその他の事情を
勘案し、その者の自立を支援することを目的と
して行う一定のものについて、児童養護施設退
所者等（相続又は遺贈によりその貸付けに係る
債務を承継した者を含みます。）がその貸付け
に係る債務の免除を受けた場合には、その貸付
けに係る債務の免除により受ける経済的な利益
の価額については、所得税を課さないこととさ
れています（措法41の 8 ②、旧措規19の 2 ⑭～
⑯）。
（注）　上記の「児童養護施設退所者等」とは、児

童福祉法に規定する児童自立生活援助が行わ

れている者若しくはその実施を解除された者、

同法の規定により小規模住居型児童養育事業

を行う者若しくは里親に委託をされている者

若しくはこれらの者への委託の措置を解除さ

れた者又は同法の規定により入所措置が採ら

れて児童養護施設、児童心理治療施設若しく

は児童自立支援施設に入所している者若しく

はその入所措置を解除された者をいいます（措

法41の 8 ②、措規19の 2 ⑮）。以下同じです。

　上記の貸付けは、平成27年度の一般会計補正
予算（第 1 号）、平成30年度の一般会計補正予
算（第 2 号）、令和 2 年度の一般会計補正予算
（第 3号）、令和 3年度の一般会計補正予算（第
1号）又は令和 4年度の一般会計補正予算（第
2号）における児童福祉事業対策費等補助金を
財源の一部として都道府県又は都道府県が適当
と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるも

のとされています。
①　児童養護施設退所者等（児童養護施設への
入所措置を解除された者等に限ります。）が
進学した後又は就職した後の生活費又はその
居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助する
ために行う金銭（生活支援費・家賃支援費）
の貸付け
②　児童養護施設退所者等の就職に資する免許
又は資格の取得に要する費用を援助するため
に行う金銭（資格取得支援費）の貸付け

⑵　児童扶養手当受給者等に対するひとり親家庭
高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金
貸付けについて受けた債務免除に係る経済的利
益の非課税措置
　都道府県若しくは指定都市（以下「都道府県
等」といいます。）又は都道府県等が適当と認
める者が、児童扶養手当法による児童扶養手当
の支給を受ける者又は児童扶養手当の支給を受
ける者に準ずる者（以下「児童扶養手当受給者
等」といいます。）で自立に向けた一定の支援
を受けているものに対して行う金銭の貸付けで
あって、その者の自立を支援することを目的と
して、その者の居住の用に供する賃貸住宅の家
賃を援助するために行うものとして一定のもの
につき、その貸付けを受けた者（相続又は遺贈
によりその貸付けに係る債務を承継した者を含
みます。）が、その貸付けに係る債務の免除を
受けた場合には、その免除により受ける経済的
な利益の価額については、所得税を課さないこ
ととされています（措法41の 8 ③、旧措規19の
2 ⑰～⑳）。
　上記の貸付けは、令和 3年度から令和 5年度
までの予算における母子家庭等対策費補助金を
財源の一部として都道府県等又は都道府県等が
適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶
養手当受給者等の自立を支援することを目的と
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して、その児童扶養手当受給者等の居住の用に
供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うも
のとされています。

2 　改正の内容

⑴　児童養護施設退所者等に対する自立支援資金
貸付事業による貸付けについて受けた債務免除
に係る経済的利益の非課税措置の改正
　上記 1 ⑴の自立支援資金貸付事業による貸付
けについて、令和 5 年度の一般会計補正予算
（第 1 号）において児童福祉事業対策費等補助
金が措置されたことに伴い、引き続きこの補助
金を財源の一部として行う生活支援費、家賃支
援費及び資格取得支援費の貸付けについて受け
た債務免除により受ける経済的な利益の価額に
ついては、所得税を課さないこととされました
（措規19の 2 ⑭）。

⑵　児童扶養手当受給者等に対するひとり親家庭
高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金
貸付けについて受けた債務免除に係る経済的利
益の非課税措置の改正
　上記 1 ⑵のひとり親家庭高等職業訓練促進資
金貸付事業の住宅支援資金貸付けについて、令
和 6年度の予算において母子家庭等対策費補助
金が措置されたことに伴い、引き続きこの補助
金を財源の一部として行う住宅支援資金貸付け
について受けた債務免除により受ける経済的な
利益の価額については、所得税を課さないこと
とされました（措規19の 2 ⑲）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 6年 4月 1日から施行さ
れています（改正措規附則 1）。

五�　政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は�
所得税額の特別控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が、政治資金規正法の一部を改正する法
律（平成 6年法律第 4号）の施行の日（平成 7
年 1月 1日）から令和 6年12月31日までの期間
（以下「指定期間」といいます。）内に、政治活
動に関する寄附をした場合には、その寄附に係
る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの
で政治資金規正法の規定による報告書により報
告されたもの及び公職の候補者として公職選挙
法の規定により届出のあった者に対しその公職
に係る選挙活動に関してされたもので同法の規
定による報告書により報告されたものは、所得
税法第78条第 2項に規定する特定寄附金とみな
して寄附金控除の対象とすることとされていま
す（旧措法41の18①）。
①　政党
②　政治資金団体

③　衆議院議員若しくは参議院議員が主宰する
政治団体又はその主要な構成員が衆議院議員
若しくは参議院議員である政治団体
④　衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会
の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の
議員若しくは市長の職（以下「公職」といい
ます。）にある者の後援団体
⑤　特定の公職の候補者又はその公職の候補者
になろうとする者の後援団体

⑵　個人が指定期間内に支出した上記⑴①の政党
又は上記⑴②の政治資金団体に対する政治活動
に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法
の規定による報告書により報告されたもの（以
下「政党等に対する寄附金」といいます。）に
ついては、寄附金控除（所得控除）との選択に
より、次の算式により計算した金額の税額控除
を受けることができます（旧措法41の18②）。
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≪算式≫

税額控除額
（所得税額
の25％を限
度、100円未
満切捨て）

＝

その年中に支
出した政党等
に対する寄附
金の額の合計
額（特定寄附
金等と合わせ
て合計所得金
額の40％を限
度）

－ 2千円 ×30％

2 　改正の内容

　本制度の適用期限が令和11年12月31日まで 5年
延長されました（措法41の18①）。

六�　公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度
の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が支出した所得税法第78条第 2項に規定
する特定寄附金のうち、下記⑵に掲げるもの
（所得控除による寄附金控除の適用を受けるも
のを除きます。以下「税額控除対象寄附金」と
いいます。）については、次の①に掲げる金額
が②に掲げる金額を超える場合には、その年分
の所得税の額から、その超える金額の40％相当
額（100円未満の端数があるときは、端数切捨
て）を控除することとされています。この場合
において、その控除する金額が、個人のその年
分の所得税の額の25％相当額を超えるときは、
その25％相当額（100円未満の端数があるとき
は、端数切捨て）が控除限度額となります（旧
措法41の18の 3 ①）。
①　その年中に支出した税額控除対象寄附金の
額の合計額（その年中に支出した特定寄附金
等の金額が、その個人のその年分の総所得金
額等の合計額の40％相当額を超える場合には、
その40％相当額から所得控除対象寄附金の額
（その特定寄附金等の金額から税額控除対象
寄附金の額の合計額を控除した残額をいいま
す。以下同じです。）を控除した残額）
（注）　上記の「特定寄附金等の金額」とは、所

得税法第78条第 2 項に規定する特定寄附金

の額及び同条第 3 項又は租税特別措置法第

41条の18第 1 項若しくは同法第41条の18の

2 第 1 項の規定により特定寄附金とみなさ

れたものの額並びに同法第41条の19第 1 項

に規定する控除対象特定新規株式の取得に

要した金額の合計額をいいます（旧措法41

の18の 3 ①）。

②　2,000円（その年中に支出した所得控除対
象寄附金の額がある場合には、2,000円から
その所得控除対象寄附金の額を控除した残額）

⑵　この税額控除制度の対象となる特定寄附金は、
次に掲げる法人（その運営組織及び事業活動が
適正であること並びに市民から支援を受けてい
ることにつき、一定の要件を満たすものに限り
ます。以下「税額控除対象法人」といいます。）
に対する寄附金とされています（旧措法41の18
の 3 ①、旧措令26の28の 2 ①～④）。
①　次に掲げる法人
イ　公益社団法人及び公益財団法人
ロ　私立学校法第 3条に規定する学校法人及
び同法第64条第 4項の規定により設立され
た専修学校・各種学校の設置のみを目的と
する法人（準学校法人）
ハ　社会福祉法人
ニ　更生保護法人
②　次に掲げる法人
イ　国立大学法人
ロ　公立大学法人
ハ　独立行政法人国立高等専門学校機構及び
独立行政法人日本学生支援機構
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③　次に掲げる法人
イ　国立大学法人及び大学共同利用機関法人
ロ　公立大学法人
ハ　独立行政法人国立高等専門学校機構
（注）　上記②の法人に対する寄附金にあっては、

学生等に対する修学の支援のための事業に

充てられることが確実であり、かつ、その

事業活動が適正なものとして一定の要件を

満たすことにつき確認がされたものに、上

記③の法人に対する寄附金にあっては、学

生又は不安定な雇用状態にある研究者に対

するこれらの者が行う研究への助成又は研

究者としての能力の向上のための事業に充

てられることが確実であり、かつ、その事

業活動が適正なものとして一定の要件を満

たすことにつき確認がされたものに、それ

ぞれ限ります（旧措法41の18の 3 ①、措令

26の28の 2 ③④⑩）。

⑶　税額控除対象法人のうち上記⑵①ロに掲げる
法人の満たすべき一定の要件とは、次に掲げる
要件とされています。
①　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（旧措令26の28の 2 ①二イ）。
イ　実績判定期間における経常収入金額のう
ちに寄附金収入金額（学校の入学に関する
寄附金の額を除きます。）の占める割合が
5分の 1以上であること。

ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
（租税特別措置法第 2 条第 2 項第19号に規
定する事業年度をいいます。以下同じで
す。）における判定基準寄附者の数（その
各事業年度において個人である判定基準寄
附者と生計を一にする他の判定基準寄附者
がいる場合には、その判定基準寄附者と他
の判定基準寄附者とを 1人とみなした数を
いいます。以下同じです。）の合計数に12
を乗じてこれをその実績判定期間の月数で
除して得た数が100以上であり、かつ、そ
の各事業年度における判定基準寄附者から
の寄附金（寄附者の氏名又は名称及びその

住所又は主たる事務所の所在地が明らかな
寄附金に限るものとし、学校の入学に関す
る寄附金等を除きます。）の額（当該寄附
者が個人である場合には、当該各事業年度
におけるその者と生計を一にする者からの
寄附金の額を加算した金額とされます。以
下この額を「判定基準寄附金額」といいま
す。）の総額に12を乗じてこれをその実績
判定期間の月数で除して得た金額が30万円
以上であること。
　なお、その実績判定期間内の日を含む各
事業年度のうち次に掲げる事業年度にあっ
ては、判定基準寄附者の数を、次に掲げる
事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める
数（次に掲げる事業年度のいずれにも該当
する場合には、次に定める数のうちいずれ
か多い数）とする緩和措置が講じられてい
ます。
イ　その設置する特定学校等の定員等の総
数が5,000に満たない事業年度（定員等の
総数が零である場合の当該事業年度を除
きます。）……その事業年度における判
定基準寄附者の数に5,000を乗じてこれを
その定員等の総数（その総数が500に満
たない場合には、500）で除して得た数
ロ　その公益目的事業費用等の額の合計額
が 1億円に満たない事業年度（公益目的
事業費用等の額の合計額が零である場合
の当該事業年度を除きます。）……その
事業年度における判定基準寄附者の数に
1億を乗じてこれをその公益目的事業費
用等の額の合計額（その合計額が1,000
万円に満たない場合には、1,000万）で
除して得た数

②　次に掲げる書類について閲覧の請求があっ
た場合には、正当な理由がある場合を除き、
これらの書類を一定の方法によりその法人の
主たる事務所に備え置き、閲覧させること
（旧措令26の28の 2 ①二ロ、旧措規19の10の
5 ②）。
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イ　私立学校法第30条第 1項に規定する寄附
行為及び同法第47条第 2項に規定する財産
目録等
ロ　役員報酬又は従業員給与の支給に関する
規程、寄附金に関する事項その他の一定の
事項を記載した書類及び寄附金を充当する
予定の具体的な事業の内容を記載した書類

③　実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄
附者名簿（各事業年度にその法人が受け入れ
た寄附金の支払者ごとにその支払者の氏名又
は名称及びその住所又は事務所の所在地並び
にその寄附金の額及び受け入れた年月日を記
載した書類をいいます。以下同じです。）を
作成し、これを各事業年度終了の日の翌日以
後 3月を経過する日から 5年間その主たる事
務所の所在地に保存していること（措令26の
28の 2 ①二ハ、措規19の10の 5 ④）。
（注 1）　上記の「実績判定期間」とは、法人の

直前に終了した事業年度終了の日以前 5

年内に終了した各事業年度のうち最も古

い事業年度開始の日からその直前に終了

した事業年度終了の日までの期間をいい

ます（措令26の28の 2 ⑥一）。
（注 2）　上記の「判定基準寄附者」とは、法人

の実績判定期間内の日を含む各事業年度

における同一の者からの寄附金（寄附者

の氏名又は名称及びその住所又は主たる

事務所の所在地が明らかな寄附金に限る

ものとし、学校の入学に関する寄附金等

を除きます。）の額（同一の者が個人であ

る場合には、その各事業年度におけるそ

の者と生計を一にする者からの寄附金の

額を加算した金額）が3,000円以上である

場合のその同一の者（その法人の役員で

ある者及びその役員と生計を一にする者

を除きます。）をいいます（旧措令26の28

の 2 ⑥五、旧措規19の10の 5 ⑨⑩）。
（注 3）　上記の「特定学校等」とは、所得税法

施行令第217条第 4 号に規定する学校、専

修学校及び各種学校その他一定の施設を

いいます（旧措令26の28の 2 ⑥七）。
（注 4）　上記の「定員等」とは、収容定員、利

用定員、入所定員その他一定のものをい

います（旧措令26の28の 2 ⑥八、旧措規

19の10の 5 ⑪）。
（注 5）　上記の「公益目的事業費用等」とは、

私立学校法第26条第 3 項（同法第64条第

5 項において準用する場合を含みます。）

に規定する私立学校の経営に関する会計

に係る業務として行う事業に係る費用そ

の他一定の費用をいいます（措令26の28

の 2 ⑥六）。

⑷　税額控除対象法人のうち上記⑵②の法人に対
する寄附金の満たすべき一定の要件及びその確
認の方法については、具体的には、次のとおり
とされています（平28. 5 文部科学省・総務省
告示第 2 号（以下単に「告示」といいます。）
①～④）。
①　要件
　その寄附金が学生等に対する修学の支援の
ための事業（以下「修学支援事業」といいま
す。）に充てられることが確実であり、かつ、
その事業活動が適正なものとして定める要件
は、次に掲げる要件とされています（旧告示
①②）。
イ　その寄附金が、修学支援事業に充てるこ
とを目的とする基金（以下「修学支援基
金」といます。）に受け入れられ、他の経
理と区分して整理されていること。
ロ　その寄附金の使途が、その法人が実施す
る次に掲げる事業であって、経済的理由に
より修学に困難がある学生等に対するもの
（独立行政法人日本学生支援機構にあって
は、次のロに掲げるものに限ります。）に
限定されていること。
イ　授業料、入学料又は寄宿料の全部又は
一部を免除する事業【いわゆる授業料減
免事業をいいます。】
ロ　学資金を貸与し、又は支給する事業
【いわゆる奨学金事業をいいます。】
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ハ　その法人が教育研究上必要があると認
めた学生等の留学に係る費用を負担する
事業【いわゆる留学生支援事業をいいま
す。】
ニ　その法人の就業規則等において定める
ところにより、学生等の資質を向上させ
ることを主たる目的として、学生等をそ
の法人の教育研究に係る業務に従事させ、
学生等に対して手当を支給する事業【い
わゆるTA、RA事業をいいます。】

ハ　その法人に設置された修学支援基金の名
称、管理方法及びその寄附金の使途を記載
した書類並びにその書類の閲覧方法及び保
存期間を記載した書類（以下「修学支援基
金名称等確認書類」といいます。）並びに
修学支援基金への受入額及び修学支援基金
からの支出額等の明細書であって、監事の
監査を受けたもの（以下「修学支援基金明
細書」といいます。）について閲覧の請求
があった場合には、正当な理由がある場合
を除き、これらを独立行政法人通則法第38
条第 3項（国立大学法人法第35条において
準用する場合を含みます。）又は地方独立
行政法人法第34条第 3項の規定に準じてそ
の法人の主たる事務所に備え置き、閲覧さ
せることとしていること。
ニ　その他一定の要件
②　方法
　上記①の要件を満たすことについては、次
の方法により確認することとされています
（告示③④）。
イ　国立大学法人、公立大学法人、独立行政
法人国立高等専門学校機構又は独立行政法
人日本学生支援機構から、その法人に寄附
をした者がこの特例による控除を受けよう
とする年（以下「控除予定年」といいま
す。）の前年の 9 月30日までに、文部科学
大臣（公立大学法人にあっては、文部科学
大臣及び総務大臣（地方独立行政法人法第
7条の規定により都道府県知事の認可を受

けた公立大学法人にあっては、その認可を
した都道府県知事。以下「文部科学大臣
等」といいます。））に対して、修学支援基
金名称等確認書類を提出させ、その内容を
確認すること。
ロ　控除予定年の前々年以前において修学支
援基金にその寄附金の受入実績がある上記
イの法人にあっては、その法人から、その
控除予定年の前年の 6月30日までに、文部
科学大臣等に対して、その受入実績のある
直近の年における修学支援基金明細書を提
出させ、その内容を確認すること。

⑸　この税額控除の特例の適用を受ける場合には、
確定申告書に、控除を受ける金額についてのそ
の控除に関する記載をし、かつ、控除を受ける
金額の計算に関する明細書及び次に掲げる法人
の区分に応じそれぞれ次に定める書類又はこれ
らの書類に記載すべき事項を記録した電子証明
書等に係る電磁的記録印刷書面等を添付しなけ
ればならないこととされています（措法41の18
の 3 ②、旧措規19の10の 5 ⑫）。
①　上記⑵①ロの法人……次に掲げる書類
イ　その寄附金を受領した法人のその寄附金
の額その他一定の事項を証する書類（寄附
者の氏名及び住所の記載があるものに限り
ます。）
ロ　私立学校法第 4条に規定する所轄庁のそ
の法人が上記⑶の要件を満たすものである
ことを証する書類（その寄附金を支出する
日以前 5 年内に発行されたものに限りま
す。）の写しとしてその法人から交付を受
けたもの

②　上記⑵②の法人……次に掲げる書類
イ　その寄附金を受領した法人のその寄附金
の額、寄附金がその法人の行う修学支援事
業に充てられる寄附金である旨その他一定
の事項を証する書類（寄附者の氏名及び住
所の記載があるものに限ります。）
ロ　文部科学大臣等の次に掲げる書類の写し
としてその法人から交付を受けたもの
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イ　その法人が上記⑵の一定の要件を満た
すものであることを証する書類（その寄
附金を支出する日以前 5年内に発行され
たものに限ります。）
ロ　その寄附金が上記⑷①の要件を満たす
ものであることにつき上記⑷②の方法に
より確認をしたことを証する書類（その
寄附金を支出する日の属する年の 1月 1
日に発行されたものに限ります。）

2 　改正の内容

⑴　学校法人等への個人寄附に係る税額控除制度
の拡充
　主体的に組織改革や経営改革を行う学校法人
等の更なる外部資金調達努力を後押しする等の
観点から、一定の学校法人等が税額控除対象法
人となるために満たすべき要件のうちいわゆる
パブリック・サポート・テストの絶対値要件
（上記 1⑶①ロの要件）について、その実績判
定期間を 2年（原則： ５年）に短縮するととも
に、寄附者数及び寄附金の額の要件を各事業年
度（原則：年平均）で判定することができる特
例措置を講じることとされました。
①　学校法人等に係る適用要件の特例措置
　特例法人が税額控除対象法人となるために
満たすべき要件は、次のイ又はロの要件のい
ずれかを満たすこととされました（措令26の
28の 2 ①三）。
イ　上記 1⑶の要件
ロ　次に掲げる要件
イ　特例実績判定期間内の日を含む各事業
年度における特例判定基準寄附者の数
（その各事業年度において個人である特
例判定基準寄附者と生計を一にする他の
特例判定基準寄附者がいる場合には、そ
の特例判定基準寄附者と他の特例判定基
準寄附者とを 1人とみなした数をいいま
す。）が100以上であり、かつ、その各事
業年度における特例判定基準寄附者から
の判定基準寄附金額が30万円以上である

こと（措令26の28の 2 ①三ロ⑴）。
　なお、上記 1⑶①ロの要件と同様に、
その特例実績判定期間内の日を含む各事
業年度のうち次に掲げる事業年度にあっ
ては、特例判定基準寄附者の数を、次に
掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次
に定める数（次に掲げる事業年度のいず
れにも該当する場合には、次に定める数
のうちいずれか多い数）とする緩和措置
が講じられています。
ⅰ　上記 1 ⑶①ロイに掲げる事業年度
……その事業年度における特例判定基
準寄附者の数に5,000を乗じてこれをそ
の定員等の総数（その総数が500に満
たない場合には、500）で除して得た数
ⅱ　上記 1 ⑶①ロロに掲げる事業年度
……その事業年度における特例判定基
準寄附者の数に 1億を乗じてこれをそ
の公益目的事業費用等の額の合計額
（その合計額が1,000万円に満たない場
合には、1,000万）で除して得た数

ロ　上記 1⑶②に掲げる要件（措令26の28
の 2 ①三ロ⑵）
ハ　特例実績判定期間内の日を含む各事業
年度の寄附者名簿を作成し、これを各事
業年度終了の日の翌日以後 3月を経過す
る日から 5年間その主たる事務所の所在
地に保存していること（措令26の28の 2
①三ロ⑶、措規19の10の 5 ⑤において準
用する同条④）。
（注 1）　上記の「特例実績判定期間」とは、

法人の直前に終了した事業年度終了

の日以前 2 年内に終了した各事業年

度のうち最も古い事業年度開始の日

からその直前に終了した事業年度終

了の日までの期間をいいます（措令

26の28の 2 ⑥十）。
（注 2）　上記の「特例判定基準寄附者」と

は、法人の特例実績判定期間内の日

を含む各事業年度における同一の者
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からの寄附金（寄附者の氏名又は名

称及びその住所又は主たる事務所の

所在地が明らかな寄附金に限るもの

とし、学校の入学に関する寄附金等

を除きます。）の額（同一の者が個人

である場合には、その各事業年度に

おけるその者と生計を一にする者か

らの寄附金の額を加算した金額）が

3,000円以上である場合のその同一の

者（その法人の役員である者及びそ

の役員と生計を一にする者を除きま

す。）をいいます（措令26の28の 2 ⑥

十一、措規19の10の 5 ⑩⑪）。

②　特例法人の意義
　上記①の特例措置の適用対象となる特例法
人とは、上記 1⑵①ロの法人（学校法人等）
のうち次に掲げる要件に該当するものをいい
ます（措令26の28の 2⑥七、措規19の10の 5⑫）。
イ　その法人の直前に終了した事業年度が令
和 6年 4月 1日から令和11年 4 月 1 日まで
の間に開始する事業年度であること。
ロ　私立学校法に規定する中期事業計画その
他これに準ずる計画であってその法人の経
営の改善に資すると認められるものを作成
していること。
ハ　その法人の直前に終了した事業年度終了
の日以前 2年内に終了した各事業年度のう
ち最も古い事業年度開始の日から起算して
5年前の日以後に、上記 1⑸①ロの所轄庁
からその法人に係る上記 1⑸①ロの書類が
発行されていないこと。

⑵　国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除
制度の拡充
　国立大学法人等の更なる外部資金調達努力を
後押しする観点から、適用対象となる寄附金の
要件のうちその寄附金の使途に係る要件（上記
1⑷①ロの要件）について、対象となるその法
人が実施する事業の範囲に、次に掲げる事業が
追加されました（告示①②）。

①　個々の学生等の障害の状態に応じた合理的
な配慮を提供するために必要な事業であって、
障害のある学生等に対するもの【いわゆる障
害者支援事業をいいます。】
②　外国人留学生と日本人学生が共同生活を営
む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、寄宿
舎の整備を行う場合における施設整備費又は
民間賃貸住宅等を借り上げて寄宿舎として運
営を行う場合における賃料の一部を負担する
事業であって、経済的理由により修学に困難
がある学生等に対するもの【いわゆる留学生
受入れ環境整備事業をいいます。】

3 　適用関係及び経過措置

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 7年 4月 1日から施
行されます（改正措令附則 1二、改正措規附則
1二）。

⑵　上記 2 ⑵の改正は、控除予定年が令和 6年以
後である場合について適用し、控除予定年が令
和 5年以前である場合については従前どおりと
されています（令 6 . 6 総務・文部科学告 1 附
則 2）。
　なお、文部科学大臣等が、上記 1⑷②の方法
により、国立大学法人、独立行政法人国立高等
専門学校機構又は公立大学法人から、控除予定
年（令和 6 年に限ります。）の前年に上記 1⑷
②イの修学支援基金名称等確認書類（これらの
法人が上記 1⑷②ロの法人に該当する場合には、
その修学支援基金名称等確認書類に加えて上記
1⑷②ロの修学支援基金明細書）を提出させ、
その内容を確認している場合において、上記 2
⑵の改正（寄附金の使途に係る対象事業の追
加）に伴いその修学支援基金名称等確認書類の
内容に異動が生じたときは、文部科学大臣等は、
その国立大学法人、独立行政法人国立高等専門
学校機構又は公立大学法人から、令和 6年 9月
30日までに、その異動後の修学支援基金名称等
確認書類を提出させ、その内容を確認しなけれ
ばならないこととされています（令和 6 . 6 総
務・文部科学告 1附則 3、 4）。
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